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はじめに 
 

「令和２年度（2020年度）統計法施行状況報告」（以下「本報告」という。）

は、統計法（平成19年法律第53号。以下「法」という。）第55条第２項の規定に

基づき、令和２年度（2020年度）中の法の施行状況に関し、各府省等の報告を総

務省において取りまとめ、その概要を記述したものであり、インターネットを通

じて公表するとともに、統計委員会に報告するものである。 

本報告は、経済財政諮問会議や統計改革推進会議が示した統計改革の方向性を

踏まえ策定された現行の「公的統計の整備に関する基本的な計画」（令和２年

（2020年）６月２日閣議決定。以下「第Ⅲ期基本計画」という。）※が開始され

て以降、３回目の取りまとめとなっている。 
 
  ※ 「公的統計の整備に関する基本的な計画」は平成30年（2018年）３月６日に閣議決定を行った

が、平成31年（2019年）１月に明らかとなった統計の不適切事案を受けた新たな取組を盛り込む

ため、令和２年（2020年）６月２日に再度閣議決定を行った。 

 

なお、構成は３部構成としており、それぞれの内容は以下のとおりである。 

 

第１部：令和２年度（2020年度）における主な統計行政の動きを概括したもの 

第２部：基本計画の内容や進捗状況について各府省の報告を取りまとめたもの 

第３部：公的統計の作成状況、統計委員会の開催状況、調査票情報等の利用及

び提供の状況等を取りまとめたもの 
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第１部 令和２年度（2020年度）における統計行政の主な動き 

 

１ 統計調査における新型コロナウイルス感染症の影響 

（１）新型コロナウイルス感染症への対応 

   新型コロナウイルス感染症は、令和元年（2019年）12月に中華人民共和国

湖北省武漢市において確認されて以降、国際的に広がりを見せることとなっ

た。 

我が国においても、令和２年（2020年）１月に国内で新型コロナウイルス

感染症への感染が判明した後、感染が全国に拡大したため、同年４月７日に、

新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成24年法律第31号）第32条第１項

の規定に基づく緊急事態宣言（以下「緊急事態宣言」という。）が発せられ、

外出の自粛等が要請されることとなった（同年５月25日解除。その後、緊急

事態宣言は、令和３年（2021年）１月７日にも発せられ、同年３月21日に解

除となっている。）。 

これらの状況を踏まえ、総務省政策統括官（統計基準担当）（当時）は、

国の行政機関、指定地方公共団体及び指定独立行政法人等に対し、令和２年

（2020年）２月26日、同年４月８日及び令和３年（2021年）１月８日の計３

回にわたり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止等の観点から調査計

画の変更を行う場合の承認手続等について弾力的な運用を行うこと及び調査

結果の公表の際に適切な情報提供を行うべきこと等について通知を行った。 

また、統計委員会は、令和２年（2020年）３月16日に「統計法第９条第４

項ただし書きにおける『統計委員会が軽微な事項と認めるもの』の取扱いに

ついて」（平成21年（2009年）３月９日統計委員会決定。資料３参照）の改

正を行い、基幹統計調査において感染症等の発生に伴う調査地域からの除外、

調査の延期又は調査方法の変更を行う場合、統計委員会への諮問を要しない

こととされた。 

さらに、令和２年（2020年）５月１日の北村統計委員会委員長談話におい

ては、このような状況にあっても、社会・経済の実態を的確に捉えるための

統計の重要性は変わるものではなく、現下の正確な状況把握のために、国民

共通の情報基盤である統計の必要性は更に高まっていることが指摘されると

ともに、政府に対し、調査が安全かつ円滑に行われ、報告者等の負担軽減は

もとより、調査実施者における業務の見直しや実施体制の確保についても万

全を期すことが求められた。 

 

（２）新型コロナウイルス感染症による統計調査への影響 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、令和２年度（2020年度）

に実施等を予定していた基幹統計調査及び一般統計調査の一部において、実

施時期の繰下げ、調査票提出期限の延長、公表時期の繰下げ、調査の中止な

どの措置が採られた。 
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表１ 新型コロナウイルス感染症に係る実査における措置状況 

措置の類型 計 

 

主な内容 基幹統

計調査 

一般統

計調査 

調査対象となる地域の変

更又は除外 

２ ０ ２ ・集団感染を防止するために休

業要請を行った地域の一部事

業所を調査対象から除外し

た。 

調査事項の一時的な追加 ６ ０ ６ ・新型コロナウイルス感染症の

拡大による影響に関する設問

を追加した。 

調査方法の変更 16 ５ 11 ・調査員等による対面調査を郵

送又は電話聞き取り等で実施

した。 

・調査員調査を行うことが困難

な場合には、郵送調査を可能

とした。 

統計調査の延期（提出期

限の延長を含む。）又は

一時停止 

59 10 49 ・テレワーク勤務等の状況を踏

まえ、報告者の回答期間及び

経由機関の審査期間を十分に

確保するため、調査票の提出

期限を延長した。 

・これまでの調査結果の傾向も

踏まえつつ、報告者となる企

業の負担を考慮し、令和２年

度の調査実施を見送った。 

公表期日の変更 37 ９ 28 ・調査票回収期限等の延長に伴

い公表期日を後ろ倒しした。 

・出勤抑制の影響で集計作業に

時間を要することから、公表

期日を後ろ倒しした。 

 

   また、新型コロナウイルス感染症に対応するため、調査員の感染予防対策

の徹底、対面しないかたちでの調査関係書類の配布、インターネットや郵送

による回収の一層の推進、感染拡大地域に所在する報告者に対する疑義照会

や督促の見合せ等の措置が採られた。 

  

 ２ 「公的統計の整備に関する基本的な計画」の一部変更について 

「公的統計の整備に関する基本的な計画」は、経済財政諮問会議や統計改

革推進会議が示した統計改革の方向性を踏まえ、平成30年（2018年）３月６

日に閣議決定された。 

しかしながら、「公的統計の総合的品質管理を目指した取組について（建

議）」における再発防止策や「統計行政の新生に向けて～将来にわたって高

4



 

い品質の統計を提供するために～」における提言を踏まえ（注1）、新たな取組

を盛り込むため、第Ⅲ期基本計画の一部の変更が、令和２年（2020年）３月

16日に統計委員会に諮問された（注2）。 

変更案については、統計委員会企画部会において、同日以降、計４回審議

され、同年５月１日に、記載の趣旨を明確にする等の観点から一部修正を行

った上で、適当との答申がなされた（注3）。 

この後、第Ⅲ期基本計画の一部変更については、同年６月２日に閣議決定

された（詳細は資料５参照）。 

 

３ 毎月勤労統計調査への対応について 

平成30年度（2018年度）に判明した毎月勤労統計調査における不適切事案に

ついては、統計委員会において主に遡及推計等に係る統計技術的・学術的観点

からの審議が継続的に行われていたが、令和２年（2020年）７月31日に開催さ

れた第153回統計委員会において、厚生労働省から遡及推計作業がおおむね完

了し、今後、段階的に公表するとの報告がなされた。 

その後、厚生労働省から「時系列比較のための推計値」として、令和２年

（2020年）８月11日に主要データ、同年10月12日に産業中分類・小分類等のデ

ータ、季節調整済指数が、それぞれ、厚生労働省ホームページ及びe-Statに掲

載された。 

 

４ 国勢調査の実施について 

国勢調査は、国内の人及び世帯の実態を把握し、各種行政施策その他の基礎

資料を得ることを目的とする基幹統計調査である。 

第１回調査は大正９年（1920年）に行われ、令和２年（2020年）調査は21回

目に当たり、実施100年目の節目となっている。 

令和２年（2020年）国勢調査は、令和２年（2020年）10月１日午前零時現在

によって行われ、国内に常住している者を対象に、世帯員に関する事項や世帯

に関する事項について調査を行った。 

なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止し、報告者や統計調査員

の安心・安全を確保するため、地域の実情に応じて、報告者と統計調査員がで

きる限り対面しない方法で調査書類の配布を行うとともに、インターネットで

                                                   
（注１）「公的統計の総合的品質管理を目指した取組について（建議）」（令和元年９月

30 日）（https://www.soumu.go.jp/main_content/000647066.pdf）／「統計行政の

新生に向けて～将来にわたって高い品質の統計を提供するために～」（令和元年 12

月 24日統計改革推進会議統計行政新生部会）

(https://www.kantei.go.jp/jp/singi/toukeikaikaku/pdf/20191224_shinsei_honbun

.pdf） 

（注２）諮問第139号「公的統計の整備に関する基本的な計画の変更について」（令和２年

３月16日資料３－２）（https://www.soumu.go.jp/main_content/000675898.pdf） 

（注３）諮問第139号の答申「公的統計の整備に関する基本的な計画の変更について」（令

和２年５月１日）（https://www.soumu.go.jp/main_content/000686050.pdf） 
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の回答を依頼する等の対応を行った。さらに、調査期間（調査票の回収期間）

の延長や市町村における調査票の審査期間の延長等の措置も講じた。 

 

５ 統計委員会統計作成プロセス部会の設置について 

上記２のとおり、一部変更された第Ⅲ期基本計画においては、統計作成プロ

セス監査（第三者監査）の導入に向けた「要求事項」及び「方針」の検討・取

りまとめが新たに統計委員会に求められた。 

このため、令和２年（2020年）10月１日に、これまでの統計委員会点検検証

部会を発展的に改組し、統計作成プロセス部会が設置された。 
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第２部 基本計画の推進状況 
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第２部 基本計画の推進状況 

 

 １ 基本計画 

 （１）基本計画に関する法施行状況報告 

    法第４条第１項において、政府は、公的統計の整備に関する施策の総合

的かつ計画的な推進を図るため、基本計画を定めなければならないと規定

されている｡ 
    この基本計画については、法第４条第６項において、統計をめぐる社会

経済情勢の変化を勘案し、及び公的統計の整備に関する施策の効果に関す

る評価を踏まえ、おおむね５年ごとに変更することが定められているが、

この「効果に関する評価」は、法第55条の規定に基づく総務大臣による法

施行状況報告に対する統計委員会の審議によって実施される。また、法第

４条第７項において、統計委員会は、基本計画の実施状況を調査審議し、

公的統計の整備に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため必要が

あると認めるときは、総務大臣又は総務大臣を通じて関係行政機関の長に

勧告することができるとされており、同条第８項において、総務大臣又は

関係行政機関の長は、前項の規定による勧告に基づき講じた施策について

統計委員会に報告しなければならないとされている。 
    「公的統計の整備に関する基本的な計画」（平成21年３月13日閣議決定。

計画期間：平成21年度（2009年度）から平成25年度（2013年度）まで。以

下「第Ⅰ期基本計画」という。）は、平成21年（2009年）３月に閣議決定

されたが、その後、毎年度の法施行状況報告による評価を経て、第Ⅰ期基

本計画を変更した計画として、「公的統計の整備に関する基本的な計画」

（平成26年３月25日閣議決定。計画期間：平成26年度（2014年度）から平

成30年度（2018年度）まで。以下「第Ⅱ期基本計画」という。）が、平成

26年（2014年）３月に閣議決定された。 

その後、経済財政諮問会議や統計改革推進会議が示した統計改革の方向

性を確かなものとするため、第Ⅲ期基本計画（計画期間：平成30年度

（2018年度）から令和４年度（2022年度）まで。）が、第Ⅱ期基本計画の

終期を待たず、１年前倒しで策定された。 

さらに、平成31年（2019年）１月に明らかとなった統計業務の不適切事

案を発端として、統計委員会において「公的統計の総合的品質管理を目指

した取組について（建議）」（令和元年（2019年）９月30日）が、統計改

革推進会議統計行政新生部会において「統計行政の新生に向けて～将来に

わたって高い品質の統計を提供するために～」（令和元年（2019年）12月

24日）が取りまとめられたことを踏まえ、第Ⅲ期基本計画に新たな取組が

追加された（令和２年（2020年）６月２日閣議決定）。 
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図１ 統計法施行状況報告による基本計画の評価及び推進 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）第Ⅲ期基本計画の概要 

第Ⅲ期基本計画（以下の記述において、単に「基本計画」という場合は、

第Ⅲ期基本計画を指す。）は、公的統計の整備に関する基本的な方針や取組

の方向性、継続的な取組事項等を示した「本文」と、平成30年度（2018年度）

からおおむね５年間に各府省が講ずべき具体的な措置、方策、実施時期等を

定めた「別表」で構成されており、別表には、国民経済計算を軸とした横断

的・体系的な経済統計の整備推進などの「公的統計の整備に関する事項」と

行政記録情報等の活用などの「公的統計の整備に必要な事項」が掲げられて

いる。 

なお、令和２年度（2020年度）の基本計画の変更により、別表には品質確

保に向けた取組の強化等に関する事項が追加され、現在は計202事項が掲げ

られている。 

     

２ 取組状況 

（１）全体の状況 

令和２年度（2020年度）は、基本計画の進捗状況を的確に把握するため、

基本計画別表に掲げられた202事項について、各府省から自己評価を含む取

組実績の報告を受けることとした。 

その内容を見ると、令和２年度（2020年度）末までに実施済みの事項（実

施済）は71事項（202事項のうち35.1％）、毎年度継続的な取組が必要な事

項（継続実施）は87事項（同43.1％）となっており、実施済と継続実施を合

わせると158事項（同78.2％）となっている（図２参照）。 

また、令和２年度（2020年度）末までには実施に至らなかったものの、今

後実施・検討予定の事項は44事項（同21.8％）となっており、引き続き令和

３年度（2021年度）以降の進捗が見込まれる。 

なお、本報告において、これまでの検討の結果、基本計画に沿った対応が

困難な事項は報告されなかった。 
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図２ 基本計画別表202事項の進捗状況（令和２年度（2020年度）） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （２）令和２年度（2020年度）の主な取組実績 

    基本計画別表記載事項に関する各府省の個別の取組実績のうち、主なも

のは、表２のとおりである。 

    なお、令和２年度（2020年度）における全事項の取組実績については、

『３ 別編[基本計画 事項別推進状況]』に掲載している｡ 

 

表２ 令和２年度（2020年度）における各府省の主な取組実績 

基本計画の記載（概要） 主な取組実績 

【基礎統計の整備・改善及び国民経済計算

の精度向上・充実】 

◇ 建設総合統計について、公共工事出来

高と国・地方・公的企業等の決算書との

整合性を確認した上で、不整合が確認さ

れた場合には必要な改善策を早期に検討

する。 

 

 

 

 

 

 

⇒ 検討の結果、補正率の見直しを行うこ

ととし、国民経済計算体系的整備部会

（第22回：令和２年（2020年）６月８

日）へ報告の上、改善を実施（令和２年

（2020年）６月17日公表）した。＜国土

交通省＞ 

 

注１）進捗状況は、各府省からの報告による。 
 ２）一つの事項の中で、複数の取組が求められており、取組によって進捗状況

が異なる場合は、進捗度合いが最も高い区分に整理（実施済71事項のうち、
実施済及び継続実施が３事項、実施済及び実施・検討予定が５事項） 

実施済 
71事項 

（35.1%） 

継続実施 
87事項 

（43.1%） 

実施・検討予定 
44事項 

（21.8%） 

全 202事項 
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【経済構造統計を中心とした経済統計の体

系的整備の推進等】 

◇ 企業を対象とした統計調査の結果を活

用した地域別（事業所別）の付加価値等

の推計手法を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⇒ 企業を対象とした統計調査の結果を活

用した地域別（事業所別）の付加価値等

の推計手法について、昨年度に引き続

き、有識者を交えたかたちでその作成方

法等に係る検討を実施し、令和２年度

（2020年度）までに推計手法について一

定の結論を得た。なお、推計結果はレジ

スター統計内で令和３年度（2021年度）

初旬の公表を予定。＜総務省＞ 

【人口減少社会の実態をより的確に捉える

統計の整備】 

◇ 人口動態調査の外国人が一定規模以上

居住する市区町村における市区町村別の

外国人集計について、集計可能性を検討

する。 

 

 

 

 

⇒ 「外国人が一定規模以上居住する」と

の基準や秘匿措置の範囲等を検討した結

果、都道府県別や市別に表章することに

加え、各事象の発生件数について市区町

村別に表章する見直し案を作成し、厚生

労働省ホームページにおいて意見募集を

実施した。頂いた意見を踏まえ、調査計

画に反映し、令和３年（2021年）１月に

総務大臣の承認を得た。今後、令和２年

（2020年）人口動態統計（確定数）から

適用する（令和３年（2021年）９月公表

予定）。＜厚生労働省＞ 

【教育や就業等の実態をより的確に捉える

統計の整備】 

◇ 社会教育調査における関係主体ごとの

収入・費用構造の把握について、地方公

共団体における財務書類等の整備状況の

進展を踏まえ、実施可能性を検討する。 

 

 

⇒ 令和２年度（2020年度）中に委託事業

「社会教育調査の改善に資する調査研

究」において有識者による研究会を開催

し、指摘事項について検討を行った。 

  研究会において、社会教育施設におけ

る関係主体ごとの収入・費用構造の把握

については、既に地方教育費調査におい

て、一定程度の収支を把握しているこ

と、これを超えて更にレベルの細かい項

目別の収入・費用について把握すること

については、統計調査として詳細を一律

に定義して的確に把握することは困難で
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あること、調査客体に新たな負担を課す

一方で政策上の必要性が現段階において

国及び地方において見いだされないこと

から、現段階では適当とは言えないとの

結論を得た。＜文部科学省＞ 

【農林水産関連施策の推進を図るための統

計整備】 

◇ 2015年農林業センサスのうち、法人形

態の農林業経営体の調査結果について、

平成28年（2016年）経済センサス‐活動

調査の結果を利用し、他産業からの農業

への参入状況や、農林業と農林業以外の

産業との連携状況等を把握・分析するた

めの統計作成に向けた検討を推進する。 

 

 

⇒ 平成30年（2018年）11月27日に平成28

年（2016年）経済センサス‐活動調査の

個票の提供を受け、2015年農林業センサ

スにおける法人経営体との名寄せを行

い、令和元年度（2019年度）に名寄せ結

果の精査を行ったところである。 

  その後、令和２年度（2020年度）に引

き続き集計表の作成・分析を行い、令和

２年（2020年）９月に結果の公表を行っ

た。＜農林水産省＞ 
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３ 別編[基本計画 事項別推進状況] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ この「別編」には、原則として、基本計画別表「今後５年間に講ずる具体的施策」に掲

げられた事項の令和２年度（2020 年度）における推進状況（取組実績）を掲載している

が、その他、基本計画本文の記述で別表に具体的施策が記載されていないもののうち、特

にフォローアップが必要と考えられる事項についても推進状況（取組実績）を掲載してい

る。 

 

※ 「具体的な措置、方策等」欄における「◎」は基幹統計に係る事項を、「○」はその他の

公的統計に係る事項（基幹統計を含む公的統計全般に共通した事項を含む。）を示す。 

 

※ 「実施済等の別」欄の各類型は、令和２年度（2020年度）末時点での検討状況及び進捗

状況に対する各府省等の自己評価の結果を表す。各類型の内容は以下のとおりである。 

 ・実施済  ：令和２年度（2020年度）末までに、基本計画の内容に沿った所要の措置を終えたも

の 

 ・継続実施 ：基本計画で求められている事柄の性質上、期限は設けられていないが継続的・段階

的な措置・取組が必要なもの 

 ・実施・検討予定：令和２年度（2020年度）末までに実施済には至らなかったものの、引き続き実

施・検討が行われるもの 

  

※ 「令和２年度（2020年度）末時点の検討状況又は進捗状況」欄に担当府省名が【  】

で記載されていない場合、当該取組の担当府省は、「担当府省」欄と同一である。 
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【基本計画　事項別推進状況】

項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

○ (各府省) ‐

◎　家計調査について、報告者や都道府県職員・統計調
査員の負担軽減にも配慮しつつ、オンライン家計簿の
全面導入や機能拡充等に向け、段階的かつ円滑に取組
を推進する。

総務省 令和元年(2019
年)から実施す
る。

◎　家計統計について、調査結果の補正方法に係る研究
を進めるとともに、調査手法の変更による影響の検証
や情報提供等を充実する。

総務省 平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。

○　消費動向指数（ＣＴＩ）について、産官学連携の研
究協議会を活用するなどして、景気指標として有用な
ものとなるよう、引き続き開発・精度向上に取り組
む。

総務省 平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。

◎　法人企業統計調査における調査票の督促、欠測値の
補完方法の改善方法について結論を得る。

財務省 平成30年度
(2018年度)中
に結論を得
る。

第１
３　国際比較可
能性や統計相互
の整合性の確
保・向上

【計画本文記載事項】

　障害者統計については、平成29年度（2017年度）中
に閣議決定を予定している第４次障害者基本計画に、
その充実を図ることを盛り込むべく検討が進められて
いる。また、障害者の権利に関する条約（平成26年条
約第１号）第31条は、締約国に統計資料等の収集を求
めており、同条約の第１回日本政府報告では、デー
タ・統計の充実を課題として掲げ、改善に努める旨を
記載している。これらの施策上のニーズ等を踏まえ、
障害者統計の充実を図る。

第２
１　国民経済計
算を軸とした横
断的・体系的な
経済統計の整備
推進
(1) 基礎統計の
整備・改善及び
国民経済計算の
精度向上・充実
ア　より正確な
景気判断に資す
る基礎統計改善
及び国民経済計
算の加工・推計
手法の改善等
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令和２年度（2020年度）末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・　障害のある者と障害のない者との比較を可能とするための障害者統計の充実に
向けて、学識経験者及び関係府省の者を構成員とする検討チームの下、「令和元
年度障害者統計の充実に係る調査研究事業」を行い、報告書をとりまとめた。
【内閣府、総務省及び厚生労働省】

・　令和３年（2021年）に実施する社会生活基本調査において、日常生活への支障
の有無による生活時間の違いなどを把握することとし、調査実施の準備を進めて
いる。【総務省】

・　令和４年（2022年）に実施する国民生活基礎調査において、障害者統計の充実
に資する設問の追加の検討を進めている。【厚生労働省】

・　平成30年（2018年）１月から段階的に、スマートフォン・タブレットでの回答
も可能な、レシート読取機能を実装したオンライン家計簿を導入し、令和元年
（2019年）12月に全ての地域に導入完了。

継続実施

・　新旧家計簿別の家計収支の状況を集計するとともに、家計簿改正による集計値
への影響を推計し、平成30年（2018年）１月分結果以降、対前年同月増減率等に
ついて当該変更の影響による変動を調整した「変動調整値」を公表している。な
お、影響を調整した推計値と元の集計値との差である調整額も公表している。

実施済

・　消費動向指数について、更なる速報性と精度向上に向けた課題を整理し、産官
学連携の「消費動向指数研究協議会」（研究評議会）において検討を行った。

継続実施

・（欠測値補完方法）
　回答の値が「０」である場合と欠測値の場合の区別については、両者を区分し
て把握することとする。なお、データ記録の区別については、必要な予算措置や
システム改修の後に対応することとする。
　また、欠測値補完に関して、ＥＤＩＮＥＴ等の外部情報の活用実績のある他統
計の事例研究を行うとともに、ＥＤＩＮＥＴ情報の現状把握とシステム的な活用
について検討した。その結果、年次別調査の審査事務及び計数照会事務におい
て、ＥＤＩＮＥＴ情報（有価証券報告書）等をより一層活用することにより、調
査結果の精度向上に取り組むこととする。
　さらに、学識経験者を交えた研究において、平成25年度（2013年度）から平成
30年度（2018年度）の欠測企業に係る当該調査期以前に得られた過去データを利
用することの有効性が認められたところであるが、実際の導入に当たっては、対
象とする過去データの範囲など、更なる検討が必要とされた。そのため、令和２
年度（2020年度）も引き続き学識経験者を交えた研究を行い、利用する過去デー
タの範囲等について検討を行っているところである。

（調査票の督促方法）
　平成30年度（2018年度）から外部委託督促において、企業が集中している一部
地域の督促を１日長く実施している。また、回収率向上方策の１つとして掲げら
れている「国民に対する回答義務の周知」に関して、一部財務局の調査票発送用
封筒に試行的に記載し、効果を検証することとした。

実施・検討予定

‐
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

◎　法人企業統計調査について、オンライン調査システ
ムにおける電子調査票の仕様を一般に公開するなどし
て、民間の会計ソフトとの連携を強化し、報告者負担
の軽減を図ることにより、回収率の向上や集計事務の
迅速化を推進する。

財務省 令和元年度
(2019年度)か
ら実施する。

◎　四半期別法人企業統計調査について、調査対象や項
目を限定した調査を導入することにより、ＱＥの１次
速報に間に合うように一部早期化を図ること、早期化
を前提に研究開発投資を調査項目に追加することにつ
いて、経済界の協力を得つつ試験的な調査を実施し、
検証する。また、内閣府と協力し、この試験的な調査
の結果を反映した場合におけるＱＥ推計の試算を行
い、年次推計との整合性を保ちつつ、報告者負担を含
めた検証を行った上で、改善に向けた方針を検討し、
結論を得る。

財務省、
内閣府

令和元年度
(2019年度)か
ら試験的な調
査を実施し、
検証を開始す
る。
令和４年度
(2022年度)末
までのできる
だけ早い時期
に結論を得
る。

◎　四半期別法人企業統計調査の資本金1,000万円から
2,000万円までの階層における標本の抽出方法につい
て、速やかに母集団名簿を精査するとともに、売上高
や雇用者数等による層化抽出を検討し、結論を得る。

財務省 令和４年度
(2022年度)ま
でに結論を得
る。

○　建設総合統計について、公共工事出来高と国・地
方・公的企業等の決算書との整合性を確認した上で、
不整合が確認された場合には必要な改善策を早期に検
討する。

国土交通
省

必要な改善策
の検討を行
い、令和元年
度(2019年度)
中に結論を得
る。

◎　公的固定資本形成について、ＱＥと年次推計とのか
い離の原因について検証した上で、建設総合統計の出
来高と決算書の整合性に係る確認及び検討状況を踏ま
え、必要な改善策を早期に検討する。

内閣府 早期に結論を
得る。

18



令和２年度（2020年度）末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・　民間の会計ソフト会社に電子調査票の仕様を公開するとともに協力依頼を行っ
た。また、電子調査票に会計ソフトから出力された回答データを自動で取り込む
連携機能を追加することにより、報告者負担の軽減を図るとともに、回収率の向
上や集計事務の迅速化を推進した。
（連携機能については年次別調査は平成30年度（2018年度）下期調査から、四半
期別調査は平成31年（令和元年（2019年））４-６月期調査から実装）

実施済

・　試験的な調査について、内閣府と調整を行いつつ、学識経験者を交えた検討を
踏まえ、調査計画を策定した。また、報告者負担などの観点から、調査計画案に
ついて、経済団体連合会に意見を求めるとともに協力要請を行った。平成30年
（2018年）６月に「法人企業統計調査附帯調査（四半期別ＧＤＰ速報（１次速
報）のための一部項目早期調査）」として総務大臣から一般統計調査の承認を得
て、令和元年（2019年）４-６月調査から調査を実施している。調査結果について
は、内閣府へ提供し、情報共有を行っている。令和２年度（2020年度）は、国民
経済計算体系的整備部会ＱＥタスクフォース会合にて中間報告を行った。
　今後、令和４年度（2022年度）末までのできるだけ早い時期に、内閣府と協力
し、附帯調査の結果を反映した場合におけるＱＥ推計の試算を行い、年次推計と
の整合性を保ちつつ、報告者負担を含めた検証を行った上で、改善に向けた方針
を検討し、結論を得る予定。

実施・検討予定

・　四半期別法人企業統計調査の資本金1,000万円から2,000万円までの標本抽出方
法の見直しとして、売上高や雇用者数等による層化抽出を行なうためには、母集
団名簿に売上高や雇用者数等に関する情報が含まれている必要があるが、法人企
業統計で使用している母集団名簿には、これらの情報が含まれていない。層化抽
出を行なうためには売上高や雇用者数等に関する情報を含む事業所母集団データ
ベースの活用が前提となる。しかしながら、法人企業統計調査と事業所母集団
データベースにはかい離が生じているため、総務省と協力して、令和３年度
（2021年度）末までにかい離を改善するための方策を検討することとしている。
令和２年度（2020年度）は、総務省において経済センサス‐基礎調査結果を法人
企業統計の母集団名簿と照合するなど、かい離の改善状況等についての分析を
行っているところ。今後、総務省と協力してその結果を踏まえた検討を行う予
定。
　また、上記検討の後、学識経験者を交えた「法人企業統計研究会」において、
具体的な標本抽出方法の見直しについて検討を行い、令和４年度（2022年度）ま
でに結論を得る予定。

実施・検討予定

・　検討の結果、補正率の見直しを行うこととし、国民経済計算体系的整備部会
（第22回：令和２年（2020年）６月８日）へ報告の上、改善を実施（令和２年
（2020年）６月17日公表）した。

実施済

・　平成30年（2018年）３月の第10回国民経済計算体系的整備部会において、公的
固定資本形成について、ＱＥと年次推計とのかい離の原因について検証を実施
し、基礎統計である建設総合統計と決算書の整合性が向上されれば、かい離の縮
小に資することが期待されることを報告。
  令和２年（2020年）７月の第23回国民経済計算体系的整備部会において、公的
固定資本形成について検証結果を報告し、ＱＥでは、見直しが進められた建設総
合統計を用いて推計を行うこととされた。

実施済
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

○　再投資収益について、内閣府の協力の下、国民経済
計算との調和も考慮し、計上手法について検討する。
また、「居住者間取引を挟む転売の対象となった財貨
等」等の公表など財貨の輸出入部分についての通関統
計との差の透明化について、検討する。

財務省、
内閣府

令和元年度
(2019年度)を
目途に結論を
得る。

○　消費者物価指数の次期基準改定に向け、冠婚葬祭
サービスなどの把握の可否、インターネット販売価格
の採用の可否を検討し、結論を得る。

総務省 平成30年度
(2018年度)ま
でに結論を得
る。

○　消費者物価指数における家賃の品質調整について、
次期基準改定で参考指数を公表することを目標に平成
30年度（2018年度）以降も検討する。

総務省 次期基準改定
までに結論を
得る。

○　ＱＥ及び年次推計の精度向上には、一次統計から国
民経済計算の推計におけるそれぞれの段階（ＱＥ、年
次推計）において提供するデータの差異を縮小するこ
とが重要である。このため、平成27年度（2015年度）
以降の第一次年次推計から第二次年次推計への改定状
況等を踏まえた検証を行う。当該検証結果を踏まえた
上で、国民経済計算に活用される一次統計（「経済産
業省生産動態統計」、「サービス産業動向調査」等）
及びその活用方法の改善余地について、一次統計を所
管する関係府省と内閣府とが一体となり検討を進め、
基本的な方策を取りまとめる。

内閣府、
総務省、
経済産業
省、関係
府省

財については
令和元年(2019
年)年央までに
検証し、３年
(2021年)末ま
でに結論を得
る。サービス
については令
和２年(2020
年)年央までに
検証し、４年
（2022年)末ま
でに結論を得
る。
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令和２年度（2020年度）末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・　令和元年（2019年）６月の国民経済計算体系的整備部会において了承を得た新
たな計上方法に沿って、令和２年（2020年）９月速報（同年11月10日公表）時か
ら公表済み。

実施済

・　財については、国民経済計算の2015年（平成27年）基準改定において、エアコ
ン、電気照明器具及びパチンコについて、推計上の工夫によって工業統計調査の
品目概念に近付けるなどの推計方法の変更を行い対応した。その他鋼船について
は、第二次年次推計を基準年（産業連関表）に合わせるよう、2020年度（令和２
年度）国民経済計算年次推計において対応予定。肉加工品及び清涼飲料について
は、産業連関表（基準年）の推計方法に係る検討を待ち、その結論に合わせて第
二次年次推計を合わせる予定（いずれも令和３年（2021年）３月の第26回国民経
済計算体系整備部会において了承済）。
　サービスについては、検証を行い、同改定差がＧＤＰに与える影響が僅少であ
るため、財のような個別品目の検討は行わないとの結論となった（令和２年
（2020年）11月の第24回国民経済計算体系整備部会において了承済）。
　【内閣府】

・　統計委員会及び内閣府からの検討課題について検討し、令和元年（2019年）６
月14日及び令和２年（2020年）３月17日に開催された国民経済計算体系的整備部
会において、工業統計調査と経済産業省生産動態統計調査の精査等について説明
し、関係府省と協議を実施した。今後も統計委員会及び内閣府等との調整に適切
に対応する。【経済産業省】

・　冠婚葬祭サービスの把握の可否については、葬儀サービス及び結婚式場サービ
スについて、関係団体の協力を得て市場動向や、実査可能性等を検討するととも
に、有識者の意見等を踏まえ、次期基準改定において、葬儀料を新たな品目とし
て採用することとした。令和元年（2019年）８月に統計委員会（国民経済計算体
系的整備部会）に報告。平成30年度（2018年度）統計法施行状況に関する審議結
果報告書（令和元年（2019年）９月30日統計委員会）において、適当との結論を
得た。
　インターネット販売価格については、近年の消費者のインターネットを利用し
た購入割合の状況や有識者の意見を踏まえ、次期基準改定において、テレビなど
の教養娯楽用耐久財及び旅行サービス（航空運賃、外国パック旅行費、宿泊料）
についてインターネット販売価格を採用することとした。令和元年（2019年）８
月に統計委員会（国民経済計算体系的整備部会）に報告。平成30年度（2018年
度）統計法施行状況に関する審議結果報告書（令和元年（2019年）９月30日統計
委員会）において、適当との結論を得た。

実施済

・　有識者の意見を踏まえながら、国内外の情報収集や借家家賃の経年変化率に関
する試算を含む研究分析を行い、平成30年（2018年）３月及び同年７月に統計委
員会（国民経済計算体系的整備部会）に報告するとともに、同月にこれまでの研
究成果を取りまとめて公表した。また、直近の住宅・土地統計調査を用いて借家
家賃の経年変化率を試算し、令和３年（2021年）２月に統計委員会に報告し、適
当との結論を得た。なお、本分析結果を取りまとめ、令和３年（2021年）の消費
者物価指数2020年基準改定時に参考資料として公表予定。

実施済

実施・検討予定
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

◎　毎月勤労統計について、令和４年（2022年）１月の
ローテーション・サンプリングへの全面移行に向け、
実査機関とも十分に連携し、着実かつ円滑に取組を推
進する。また、その間の結果公表について、移行期間
である旨の説明を入れる等、利用者の混乱を招かない
よう配慮するとともに、継続標本による参考指標を平
成30年度（2018年度）以降も継続して公表する。

厚生労働
省

令和４年(2022
年)１月までに
実施する。

◎　毎月勤労統計について、本調査の母集団を事業所母
集団データベースの年次フレームに変更するに当たっ
て、標本抽出方法や復元方法を検討する。

厚生労働
省

平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。

◎　家計統計、法人企業統計、個人企業経済統計、建設
関連統計などの基礎統計の改善も踏まえつつ、ＱＥの
推計における需要側統計と供給側統計の統合比率を見
直すなど、推計精度の確保・向上に不断に取り組む。

内閣府 平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。

◎　家計の可処分所得及び貯蓄の速報値について、参考
系列としての公表を目指して検討する。

内閣府 平成30年度
(2018年度)中
に実施する。

○　医療・介護及び教育の質の変化を反映した価格の把
握手法とその応用について、厚生労働省、文部科学省
等と連携し、平成29年度（2017年度）に開始した包括
的な研究を推進するとともに、建設（市場価格取引
ベース）及び小売サービス（マージン）の価格の把握
手法について、日本銀行が国土交通省の参画を得て行
う共同研究の成果及び日本銀行が総務省・経済産業省
等からデータ・関連情報の提供等の協力を得て行う研
究成果も踏まえ、関係府省等と連携し、一連の研究成
果の活用方法についても検討し、その結果を統計委員
会に報告する。

内閣府、
関係府省

令和４年度
(2022年度)ま
でに実施す
る。
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令和２年度（2020年度）末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・　医療・介護の分野は、令和元年度（2019年度）５月の統計委員会において医科
レセプトのサンプルデータ等によるデフレーターの試算結果を報告した。その後
同報告を踏まえ、推計精度の向上を目的に、厚生労働省に特別抽出形式のレセプ
トデータの提供を依頼し入手した。
　教育の分野は、質変化を反映した価格の把握手法として、産出数量法（細分化
アプローチ）を用いた試算結果について、令和３年（2021年）１月に統計委員会
への中間報告を行った。今後は、当該報告における指摘事項も踏まえ、産出数量
法による遡及推計や投入法による推計との比較などを行う。【内閣府】

・　建設物価については、総務省（統計委員会担当室）、日本銀行のほか、日本大
学や一橋大学の学識者が参画する共同研究において検討を進めた。
　建築については、北米・欧州での統計作成事例の調査結果を踏まえた価格指数
の作成手法の比較・検討を行った上で、国土交通省から提供を受けた建築着工統
計の個票データを用いて層別化アプローチ及びヘドニック・アプローチによる市
場価格取引ベースの価格指数の試算を実施した。それらに係る一連の研究成果に
ついては、平成30年（2018年）12月の統計委員会企画部会主催ワークショップ及
び平成31年（2019年）３月の統計委員会において報告を行った。
　また、土木工事については、国土交通省から積算実績データベースの提供を受
け、マージンを含む市場価格取引ベースの価格指数を試算した。その研究成果
は、令和３年（2021年）２月の統計委員会企画部会に報告するとともに、同年３
月にワーキングペーパーとして公表した。【総務省】

・　令和４年（2022年）１月のローテーション・サンプリングへの全面移行に向
け、現在移行期間中である。また、入替え方法を変更したことについての説明資
料をホームページに掲載するとともに、継続標本による参考指標も公表を続けて
いる。
　また、更なる精度向上に向けて、厚生労働統計の整備に関する検討会の下に
ワーキンググループを立ち上げ、今後検討を行う予定。

実施・検討予定

・　平成30年（2018年）からローテーション・サンプリングを導入している（現在
移行期間中）。これに伴い、調査の母集団として事業所母集団データベースを用
い、毎年最新の母集団を用いるとともに、抽出率逆数を用いた復元処理を行って
いる。
　また、毎月勤労統計調査においては、全数調査するとしていたところを一部抽
出調査で行っていたが、令和元年（2019年）６月分調査から全数調査を実施する
とともに、復元に必要なデータ等が存在しないため再集計を行うことができな
かった平成16年（2004年）～平成23年（2011年）の結果について「時系列比較の
ための推計値」を作成して公表した。

継続実施

・　国民経済計算の2015年（平成27年）基準改定において、国内家計最終消費支出
及び民間企業設備における統合比率について再推計を実施し、令和２年（2020
年）11月の第24回国民経済計算体系的整備部会にて報告を行った。

継続実施

・　第Ⅲ期基本計画策定以降、国民経済計算体系的整備部会において推計方法や試
算結果等の報告を行い、了承を得た。平成31年（2019年）１‐３月期（令和元年
（2019年）８月公表）より、家計可処分所得・家計貯蓄率四半期別速報を参考系
列として公表している。

実施済

実施・検討予定
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

◎　生産面及び分配面の四半期別ＧＤＰ速報の参考系列
としての公表の取扱いについて、結論を得る。

内閣府 平成30年度
(2018年度)末
までに結論を
得る。

イ　生産面を中
心に見直した国
民経済計算への
整備

◎　国民経済計算の精度向上に必要となる事項につい
て、内閣府から平成30年度（2018年度）の可能な限り
早期に具体的な要望の提示を受ける。その上で、令和
３年（2021年）経済センサスの試験調査（令和元年度
（2019年度）実施予定）やその後着手する投入調査の
調査設計を念頭に、基礎統計の整備状況も踏まえつ
つ、基準年ＳＵＴ・産業連関表の基本構成の大枠を決
定する。

産業連関
表作成府
省庁

平成30年度
(2018年度)末
までに結論を
得る。

◎　基準年ＳＵＴと中間年ＳＵＴを可能な限り同様な概
念に基づくシームレスな設計となるよう、中間年ＳＵ
Ｔの基本構成を、基準年ＳＵＴと並行して検討し、大
枠を固める。

内閣府 平成30年度
(2018年度)末
までに結論を
得る。

◎　基準年ＳＵＴ・産業連関表の部門について、部門分
類概念の整合性を前提としつつ、国内生産・需要額の
大きさ、産業における生産技術の類似性、生産物の用
途の類似性、産業・生産物の成長性及び国際比較可能
性について、一定の客観的ルールを設定して検討を行
う。その際、調査技術の工夫、報告者負担の抑制及び
限られた統計リソースの適切な配分にも十分配意す
る。

産業連関
表作成府
省庁

平成30年度
(2018年度)末
までにルール
を設定し、検
討を継続す
る。

○　生産物分類の構築について、財及びサービスの特性
を踏まえて検討を推進し、平成30年度（2018年度）ま
でにサービス分野について、令和５年度（2023年度）
までに財分野を含めた全体について生産物分類を整備
する。

総務省 平成30年度
(2018年度)ま
でにサービス
分野につい
て、令和５年
度(2023年度)
までに全体に
ついて生産物
分類を整備す
る。
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令和２年度（2020年度）末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・　第Ⅲ期基本計画策定以降、生産側・分配側ＧＤＰの四半期速報の参考系列とし
ての公表の取扱いについて、国民経済計算体系的整備部会において、推計結果や
試算結果等の報告を行ってきた。
　生産側ＧＤＰの四半期速報については、令和２年（2020年）10月に論文形式で
公表し、令和２年（2020年）10月の第４回同部会ＱＥタスクフォース会合にて報
告を行った。令和３年（2021年）１月の第５回同部会ＱＥタスクフォース会合で
は、令和３年度（2021年度）には、年央及び年次推計後の早い段階で年２回の論
文形式等での公表を行うと同時に、業務の効率化及び公表系列の整理・合理化を
行うことにより、令和４年度（2022年度）より年４回の参考系列として定期的に
公表する体制を整えることを目指すとの結論を得た。
　分配側ＧＤＰの四半期速報の取扱いについては、令和２年度（2020年度）に実
施した生産・支出・分配の三面の整合性に関する研究会における議論等を踏まえ
ながら、引き続き検討を進める。

実施・検討予定

・　平成30年（2018年）８月31日に内閣府から「基準年ＳＵＴ・産業連関表の基本
構成の大枠に向けた内閣府要望」の提示を受けた。当該要望や、国民経済計算体
系的整備部会ＳＵＴタスクフォース会合や産業連関技術会議における議論を踏ま
え、「基準年ＳＵＴ・産業連関表及び中間年ＳＵＴに係る基本構成の大枠」を取
りまとめた（平成31年（2019年）３月22日国民経済計算体系的整備部会ＳＵＴタ
スクフォース会合資料、令和元年（2019年）６月20日産業連関表作成府省庁・内
閣府決定）。

実施済

・　国民経済計算体系的整備部会ＳＵＴタスクフォース会合や産業連関技術会議に
おける議論を踏まえ、「基準年ＳＵＴ・産業連関表及び中間年ＳＵＴに係る基本
構成の大枠」を取りまとめた（平成31年（2019年）３月22日国民経済計算体系的
整備部会ＳＵＴタスクフォース会合資料）。

実施済

・　基準年ＳＵＴ・産業連関表の部門について、一定の客観的ルールを設定して検
討を行った（検討過程においては、国民経済計算体系的整備部会ＳＵＴタスク
フォース会合や産業連関技術会議に提示）。これを踏まえ、基準年ＳＵＴ・産業
連関表の部門の考え方について、「基準年ＳＵＴ・産業連関表及び中間年ＳＵＴ
に係る基本構成の大枠」（平成31年（2019年）３月22日国民経済計算体系的整備
部会ＳＵＴタスクフォース会合資料、令和元年（2019年）６月20日産業連関表作
成府省庁・内閣府決定）に盛り込んだ。現在、これに基づき検討を継続してい
る。

実施済（ルール
の設定につい
て）及び継続実
施（検討につい
て）

・　サービス分野の生産物分類（2019 年設定）については、平成31年（2019年）３
月までに取りまとめを行い、統計委員会に報告を行った上で、平成31年（2019
年）４月25日に決定（総務省政策統括官（統計基準担当）決定）し、公表した。
　令和２年度（2020年度）においては、前年度に引き続き、財分野の生産物分類
を検討するため、学識経験者及び関係府省庁等から構成される「生産物分類策定
研究会」を、令和２年（2020年）６月から令和３年（2021年）３月までに計６回
開催した。
　同研究会では、財分野の産業別に、国内の既存統計における品目や、北米や欧
州などの海外の生産物分類などを参考にしながら、生産物分類の検討を進めると
ともに、サービス分野と財分野の生産物分類を用途の類似性（需要側視点）に基
づき体系化することについても検討を行った。

実施済（サービ
ス分野につい
て）及び実施・
検討予定（財分
野を含めた全体
について）
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

◎　建築着工統計の補正調査について、統計委員会にお
ける精度検証結果も踏まえ、精度向上のための標本設
計の変更や、調査名及び目的の見直しを検討し、改善
に向けた結論を得るとともに、利用者の理解促進に向
けた情報提供の充実を推進する。

国土交通
省

平成30年度
(2018年度)ま
でに結論を得
る。

◎　建築着工統計の工事費予定額により推計される工事
実施額については、補正調査の見直しにより、精度向
上を図る。工事の進捗率パターンについては、早期に
建設工事進捗率調査を実施し、見直しを図る方向で検
討する。これらの見直し結果を、できるだけ早期に出
来高ベースの統計（建設総合統計）に反映させるこ
と、また、進捗パターンを機動的に見直すために補正
調査を活用することを検討する。

国土交通
省、関係
府省

平成30年度
(2018年度)か
ら順次実施す
る。

○　建設工事施工統計について、精度向上に向けた見直
しを検討する。

国土交通
省

平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。

◎　非住宅の売買取引の仲介手数料について、登記情報
等から得られる不動産取引件数や価格情報に関する
データなどを用いた推計を検討し、可能な部分につい
ては平成27年産業連関表における反映を目指す。

国土交通
省

次回産業連関
表作成時（令
和元年度(2019
年度)）までに
結論を得る。

○　建築物リフォーム・リニューアル調査について、令
和元年度（2019年度）作成予定の平成27年（2015年）
産業連関表に取り込んだ上で、令和２年度（2020年
度）を目途に予定されている次回の国民経済計算の基
準改定に反映できるよう、遡及期間、遡及推計方法等
の具体的事項について関係府省間で調整する。同調査
の公表時期については、少なくともＱＥ（２次速報）
に活用できるよう、公表を早期化する。

国土交通
省、産業
連関表作
成府省
庁、内閣
府

次回産業連関
表（令和元年
度(2019年
度)）に取り込
んだ上、次回
基準改定に反
映する。
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令和２年度（2020年度）末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・　統計委員会における精度検証結果や平成30年度（2018年度）に実施した試験調
査の結果等を踏まえ、調査の名称を補正調査から建築工事費調査に変更するなど
補正調査を全面的に変更する調査計画を申請し、令和２年（2020年）２月７日に
総務大臣の承認を受け、令和３年（2021年）１月より建築工事費調査へ移行し
た。

実施済

・　工事進捗率パターンについて、建設工事進捗率調査の結果を踏まえ、補正率の
見直しを行い、国民経済計算体系的整備部会（第22回：令和２年（2020年）６月
８日）へ報告の上、建設総合統計に反映（令和２年（2020年）６月17日公表）し
た。令和３年（2021年）１月から実施している建設工事費調査の結果を踏まえつ
つ、建設工事費進捗率調査への反映の方法について検討中。

継続実施

・　建築物リフォーム・リニューアル調査について、令和元年（2019年）６月公表
の「平成27年（2015年）産業連関表」及び令和２年（2020年）８月公表の「平成
17-23-27年接続産業連関表」に反映させた。
　同調査の公表時期については、平成30年（2018年）４月25日に総務大臣から同
調査（一般統計調査）の変更承認を受け、平成30年度（2018年度）調査からＱＥ
の公表周期に合わせて、従前の半期毎から四半期毎に変更して実施しているとこ
ろであり、令和元年（2019年）９月10日公表の令和元年度（2019年度）第１四半
期受注分の調査から公表時期の早期化を行った。
 また、建築物リフォーム・リニューアル調査のＱＥ（２次速報）への活用に関し
ては、令和３年（2021年）３月の第26回国民経済計算体系的整備部会において、
国土交通省より、公表の早期化に代えて、回収率の状況把握等を目的として取り
まとめている中間集計値の提供を試行した旨の報告を行った。【国土交通省】

・　平成27年（2015年）産業連関表に反映されたことを踏まえ、国土交通省の産業
連関表のＣＴ推計値及び推計方法を参考に、年次推計、供給側ＱＥ、固定資本マ
トリクス、それを踏まえた総固定デフレーター及び固定資本減耗の推計方法を検
討し、国民経済計算の2015年（平成27年）基準改定において反映した。【内閣
府】

・　建設工事施工統計の精度向上に向けた欠測値補完の見直しについては、令和２
年（2020年）10月30日の第８回評価分科会において報告を行い、欠測値補完の見
直し方法について妥当との評価を頂いたところ。
　これを踏まえ、今後、令和２年度（2020年度）実績分の調査結果より、新たな
推計方法による公表を行う予定。

継続実施

・　非住宅の売買取引の仲介手数料については、国土交通省が作成している不動産
価格指数の推計に利用しているデータ等を用いて推計を行い、平成27年（2015
年）産業連関表に反映した。

実施済

実施済
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

○　分譲住宅の販売マージンについて、「産業連関構造
調査（不動産投入調査）」や企業決算データの活用、
非住宅不動産の賃料収入については、よりカバレッジ
が広い「法人土地・建物基本調査」（賃貸面積比率、
空室率等）などの活用によって、精度向上を図ること
を検討する。

国土交通
省

次回産業連関
表作成時（令
和元年度(2019
年度)）までに
結論を得る。

○　医療の中間投入構造の把握のため、検討を行う。具
体的には、医療経済実態調査（医療機関等調査）の、
基準年のみならず中間年推計における利活用に向け
て、利用できない年次の補完について検討する。これ
を踏まえて、回収率の状況等も含めて、多角的に検証
を進める。あわせて、必要に応じて年次統計の整備等
について検討を行う。また、医療経済実態調査（医療
機関等調査）の利活用に向けた検証及び内閣府から示
された年次推計における医療分野の課題を踏まえ、当
該調査の目的との整合性や調査項目が増えることによ
る回答率への影響を踏まえつつ、医療経済実態調査
（医療機関等調査）、産業連関構造調査（投入調
査）、ビジネスサーベイにおける調査項目見直しや拡
充について検討する。病院・診療所は入院と入院外に
区分したデータを保有しておらず、現在の部門分類に
対応する投入調査は困難であるため、当面の対応とし
てレセプトデータ（社会医療診療行為別統計）などを
活用した費用項目の推計見直しについて検討を進める
とともに、ＳＵＴ体系への移行後における実測可能性
のある部門分類の設定や、それに対応した費用項目の
調査の在り方についても検討を行う。

厚生労働
省、内閣
府、関係
府省

平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。
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令和２年度（2020年度）末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・　分譲住宅の販売マージンについては、「産業連関構造調査（不動産投入調
査）」を活用して分譲住宅の販売マージンの推計を行い、平成27年（2015年）産
業連関表に反映した。
　非住宅不動産の賃料収入については、「法人土地・建物基本調査」（賃貸床面
積及び空室率）を活用し推計を行い、平成27年（2015年）産業連関表に反映し
た。

実施済

・　平成27年（2015年）産業連関表の「医療（入院診療）」及び「医療（入院外診
療）」の部門ごとの医薬品に係る投入係数について、推計方法の見直しの検討を
行った。見直し後の推計方法による試算の結果、従前の推計方法を採った場合と
比較してアクティビティごとの特性に応じた投入係数の推計精度が一定程度向上
する見込みと検証結果を得、第９回ＳＵＴタスクフォース会合（平成30年（2018
年）６月18日）に報告を行い、同会合の了承を得た。平成27年（2015年）産業連
関表については、見直し後の推計方法で作成し、第14回ＳＵＴタスクフォース会
合（令和元年（2019年）７月29日）に推計結果を報告し、了承された。
　また、令和２年（2020年）産業連関表における医療業・社会福祉事業等投入調
査の企画に当たっては、ＳＵＴ体系への移行も見据え、実測可能性のある部門に
ついて検討を行う。【厚生労働省】

・　医療の中間投入比率推計の基礎統計等について、現行推計と医療経済実態調査
（医療機関等調査）を使用した場合を比較して、基準年間における中間投入比率
の動きを検証し、国民経済計算体系的整備部会ＳＵＴタスクフォース会合にて検
証結果を提示。さらに、この検証作業における前提条件を精緻化して行った検証
結果を令和元年（2019年）７月の第14回同会合にて提示。中間年推計の更なる精
度向上に向けて、引き続き検討を行う。【内閣府】

実施済（レセプ
トデータ（社会
医療診療行為別
統計）などを活
用した費用項目
の推計見直し及
び見直し後の推
計方法による平
成27年（2015
年）産業連関表
の作成につい
て）及び実施・
検討予定（ＳＵ
Ｔ体系への移行
後の部門設定・
調査の在り方）

29



項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

○ 教育の中間投入構造の把握のため、地方教育費調査
の項目拡充や調査対象サンプルを限定した特別調査
（産業連関構造調査（投入調査）等）の実施等も含
め、検討を行う。

文部科学
省

平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。

ウ 国際比較可
能性の向上等

◎ 自社開発ソフトウェアや研究開発を固定資本として
計上するなど、産業連関表と国民経済計算の整合性を
図ることについて検討する。

産業連関
表作成府
省庁

次回産業連関
表作成時（令
和元年度(2019
年度)）までに
検討する。

　社会福祉（国公立）についても社会福祉（非営利）
と同程度の細かさで費用構造を把握できるよう、行政
記録情報のさらなる活用の可能性を検証するととも
に、報告者自身の計数把握状況や負担等に配意しつ
つ、社会福祉（国公立）への投入調査の新規実施を検
討する。また介護事業経営概況調査を用いて平成27年
（2015年）産業連関表の推計を行い、その精度を検証
する。さらに、同調査については、中間年推計におけ
る利活用に向けて、利用できない年次の補完について
検討する。これを踏まえて、回収率の状況等も含め
て、多角的に検証を進める。 あわせて、必要に応じて
年次統計の整備等について検討を行う。

厚生労働
省、内閣
府、関係
府省

平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。

○
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令和２年度（2020年度）末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・　平成27年（2015年）産業連関表の社会福祉（国公立）部門について、費用構造
の把握に当たり、活用可能な行政記録情報等の探索を行い、地方財政状況調査の
民生費に係るデータの活用について、推計方法の検討を行い、第８回ＳＵＴタス
クフォース会合（平成30年（2018年）３月13日）に報告し、当該データの活用に
ついて、同会合の了承を得た。
　また、平成27年（2015年）産業連関表において新設された「保育所」部門（従
来、保育所については、「社会福祉（国公立)」「社会福祉（非営利）」「社会福
祉（産業）」の３部門に含まれていた。）についても、社会福祉（国公立）部門
についての指摘を踏まえ、費用構造の把握に当たり、活用可能な行政記録情報等
の探索を行い、地方公共団体の決算書類のうち「歳入歳出決算事項別明細書」に
係るデータの活用について、推計方法の検討を行い、同じく第８回ＳＵＴタスク
フォース会合に報告し、当該データの活用について、同会合の了承を得た。
　平成27年（2015年）産業連関表については、これら見直し後の推計方法で作成
し、第14回ＳＵＴタスクフォース会合（令和元年（2019年）7月29日）に推計結果
を報告し、了承された。
　社会福祉（国公立）への投入調査の新規実施については、投入調査を実施せず
行政記録情報等を更に活用して精度の向上を図ることを第25回国民経済計算体系
的整備部会（令和３年（2021年）２月４日）に報告し、了承を得た。
　平成27年（2015年）産業連関表の介護部門における投入係数の推計に当たり、
介護事業経営実態調査結果に加え、新たに介護事業経営概況調査結果も用いるこ
とにより、産業連関表の作成対象期間前後の年度のデータを活用でき、投入係数
の推計精度が一定程度向上する見込みと検証結果を得、第９回ＳＵＴタスク
フォース会合（平成30年（2018年）６月18日）に報告を行い、同会合の了承を得
た。平成27年（2015年）産業連関表については、見直し後の推計方法で作成し、
第14回ＳＵＴタスクフォース会合（令和元年（2019年）7月29日）に推計結果を報
告し、了承された。【厚生労働省】

・　介護の中間投入比率推計の基礎統計等について、現行推計と介護事業経営概況
（実態）調査を使用した場合を比較して、基準年間における中間投入比率の動き
を検証し、国民経済計算体系的整備部会ＳＵＴタスクフォース会合にて検証結果
を提示。中間年推計のさらなる精度向上に向けて、引き続き検討を行う。【内閣
府】

・　教育の中間投入構造の把握に資するため、報告者負担を鑑みつつ、地方自治体
の行政記録情報等（歳入歳出決算事項別明細書等）を活用することにより、公立
学校に係る費用の内訳項目を推計した。
　標本の大きさについて、引き続き検討を行う。

実施・検討予定

・　自社開発ソフトウェアや研究開発（Ｒ＆Ｄ）への対応等、2008ＳＮＡ関係等で
想定される課題については、「平成27年（2015年）産業連関表作成基本要綱」
（平成29年（2017年）８月24日産業連関部局長会議決定）において、国民経済計
算との整合性及び国際的な動向への対応について記載した。また、この整理に基
づき、研究開発（Ｒ＆Ｄ）への対応等については令和元年（2019年）６月の「平
成27年（2015年）産業連関表」に反映させるとともに、統計表の公表後、自社開
発ソフトウェアについては参考表の作成に取り組んだ。

実施済

実施済
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

◎　国民経済計算における娯楽・文学・芸術作品の原本
（映画等）について、次回基準改定において、総固定
資本形成へ計上することを目指して検討を進める。

内閣府 次回基準改定
までに結論を
得る。

◎　国民経済計算に係る国際基準策定プロセスへの関与
を強化するため、国際議論への積極的参画を図りつ
つ、理論的・実務的な研究を実施する。また、それら
の研究を踏まえ、ＯＥＣＤ等の国際会議において積極
的な意見表明を実施する。このためにも、国際的な動
向も踏まえた新分野の取り込み、生産・支出・分配の
三面の整合性等に関する研究開発プロジェクトを推進
する。

内閣府 平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。

◎　国民経済計算におけるリースの区分については、国
際的な基準と整合的になるよう、基礎統計の整備状況
を踏まえ、引き続き、推計方法の検討を行う。

内閣府 平成30年度
(2018年度)か
ら実施し、次
回基準改定ま
でに結論を得
る。

(2) 経済構造統
計を中心とした
経済統計の体系
的整備の推進等

○　経済センサス‐活動調査を始めとする事業所・企業
を対象とした統計調査におけるＫＡＵ概念の導入の適
否を含めた調査単位の在り方や、アクティビティベー
スでの事業活動の把握可能性等について、プロファイ
リング活動等により得られた情報も活用し、関係府省
が一体となって検討する。

総務省、
関係府省

令和４年度
(2022年度)ま
でに一定の結
論を得る。

◎　関連基幹統計の指定の解除・見直しと合わせ、商業
統計調査、サービス産業動向調査（拡大調査部分）及
び特定サービス産業実態調査を統合し、中間年経済構
造統計を作成するための基幹統計調査として、経済構
造実態調査を創設する。

総務省、
経済産業
省

令和元年度
(2019年度)か
ら実施する。

○　間接税及び補助金に関する基礎データ並びに各種一
次統計における間接税の取扱いを踏まえた基本価格表
示による産業連関表の作成について、産業大分類より
詳細な分類での次回表での実現を目指して検討する。
国民経済計算作成の観点においても、産業連関表の作
成作業における検討に積極的に関与しつつ、産業連関
表の作成状況を踏まえ、次回基準改定での実現に向け
た所要の検討を併せて実施する。

産業連関
表作成府
省庁、内
閣府

次回産業連関
表作成時（令
和元年度(2019
年度)）までに
結論を得る。
国民経済計算
の次回基準改
定までに結論
を得る。
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令和２年度（2020年度）末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・　基本価格表示による産業連関表については、「平成27年（2015年）産業連関表
作成基本要綱」（平成29年（2017年）８月24日産業連関部局長会議決定）におい
て、「平成27年表では、（中略）基本価格表示の参考表を公表する」と整理し
た。この整理に基づき令和元年（2019年）６月の「平成27年（2015年）産業連関
表」の公表後、基本価格表示の参考表の作成に取り組んだ。【産業連関表作成府
省庁】

・　産業連関表における参考表の作成方法を踏まえ、国民経済計算における所要の
検討を引き続き実施する。【内閣府】

・　国民経済計算の2015年（平成27年）基準改定において、映画作品、テレビ番
組、音楽作品及び書籍の４種類の娯楽・文学・芸術作品の原本を推計し、「娯楽
作品原本」という名称で総固定資本形成への計上を行った。

実施済

・　国民経済計算に係る国際的な議論に積極的に参画し、経済社会のデジタル化を
反映した新分野の一例として、平成27年（2015年）を対象とするデジタル供給・
使用表（ＳＵＴ）を作成・公表し、国際会議においてその成果を共有することを
通じて、国際基準策定プロセスへの関与の強化を図った。
　生産・支出・分配の三面の整合性に関する研究会を令和２年度（2020年度）に
開催し、①生産・支出・分配の三面の調整手法に関する整理、②分配側各推計
（雇用者報酬、営業余剰・混合所得）の精度向上に向けた課題整理等を行った。

継続実施

・　国際的な基準に沿って、リースをフィナンシャルリース（ＦＬ)とオペレーティ
ングリース（ＯＬ）に区別して記録するよう、リース資産の帰属や、それに整合
的な生産物別、経済活動別及び制度部門別の推計方法について検討を行い、国民
経済計算の2015年（平成27年）基準改定において反映した。

実施済

・　今後のビジネスサーベイの枠組みの推進に係る検討に必要な資料を得るため実
施した調査研究（「ビジネスサーベイの枠組みの推進に関する調査研究」。委託
研究）において、諸外国（米国、英国、カナダ）における調査単位の設定方法、
調査単位と法的単位等の関係、調査単位の分割の有無などの実態を把握し、平成
31年（2019年）３月に報告書を取りまとめた。
　今後、令和元年（2019年）11月に設置した経済統計の体系的整備等に関する
ワーキンググループにおいて検討を進めることとしており、現在、その準備を進
めているところである。

実施・検討予定

・　商業統計調査、サービス産業動向調査（拡大調査部分）及び特定サービス産業
実態調査を統合し、中間年経済構造統計を作成するための基幹統計調査として、
経済構造実態調査を創設し、令和２年度（2020年度）に２回目の調査を実施し
た。

実施済

実施済（産業連
関表について）
及び実施・検討
予定（国民経済
計算について）
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

◎　経済センサス‐基礎調査について、一時点で把握す
る統計調査から経常的なプロファイリング活動及び
ローリング調査に移行する。

総務省 令和元年度
(2019年度)か
ら実施する。

◎　工業統計調査について、経済構造実態調査と同時・
一体的に実施し、可能な限り早期に経済構造実態調査
に包摂することに向けて結論を得る。

総務省、
経済産業
省

令和元年度
(2019年度)か
ら同時実施
し、令和４年
(2022年)調査
の企画時まで
に結論を得
る。

◎　建設工事施工統計調査など事業所母集団データベー
スに格納する業種別統計調査について、共通的な調査
事項等を整理・検討した上で、中間年経済構造統計の
作成に活用する。

総務省、
関係府省

令和元年度
(2019年度)か
ら実施する。

◎　中間年経済構造統計において、統計調査での把握が
困難な業種については、行政記録情報の活用を検討す
る。

総務省、
関係府省

令和元年度
(2019年度)以
降の可能な限
り早期に実施
する。

◎　経済構造実態調査を中心に工業統計調査、見直し後
の経済センサス‐基礎調査等の結果から、中間年経済
構造統計の作成・提供を開始する。

総務省、
経済産業
省

令和２年度
(2020年度)か
ら実施する。
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令和２年度（2020年度）末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・　一時点で把握する統計調査から、全国の事業所の開業・廃業状況等を順次調査
する手法に移行する経済センサス‐基礎調査ついて、平成30年（2018年）12月21
日付けで総務大臣から承認され、令和元年（2019年）６月から令和２年（2020
年）３月までの間で順次調査を実施し、令和２年度（2020年度）中に全ての結果
の公表を完了した。
　プロファイリング活動については、統計調査への報告負担が大きく経済統計へ
の影響度が高い大企業等をプロファイリング対象企業として選定し、統計セン
ターの職員を専任の担当者（プロファイラー）として配置の上、事業所母集団
データベースに必要な情報について経常的な把握を開始した。

実施済

・　工業統計調査（令和元年度（2019年度）から経済構造実態調査と同時・一体的
に実施）の経済構造実態調査への包摂について、令和２年（2020年）３月に立ち
上げた有識者を交えた「経済構造実態調査検討会」や都道府県との意見交換を実
施の上、令和４年（2022年）調査から経済構造実態調査の製造業事業所調査とし
て実施するといった整理をし、令和３年（2021年）３月に総務大臣への承認申請
を行った。

実施・検討予定

・　中間年経済構造統計の中心となる経済構造実態調査については令和２年（2020
年）３月から、同時・一体的に実施した工業統計調査については令和２年（2020
年）２月から順次令和元年（2019年）調査結果を公表し、いずれも令和２年度
（2020年度）中には全ての公表を完了したところ。【総務省及び経済産業省】

・　経済センサス‐基礎調査については、令和元年（2019年）調査結果を令和２年
度（2020年度）６月及び12月に公表し、令和２年度（2020年度）中に全ての公表
を完了した。【総務省】

・　レジスター統計（仮称）について、有識者を交えたかたちでその作成方法等に
係る検討を実施しており、初回公表は令和３年度（2021年度）初旬を予定。【総
務省】

・　今後のビジネスサーベイの枠組みの推進に係る検討に必要な資料を得るため実
施した調査研究（「ビジネスサーベイの枠組みの推進に関する調査研究」。委託
研究）において、諸外国（米国、英国、カナダ）におけるビジネスレジスターの
整備方法、整備に利用されている統計調査等の種類、収録情報の種類・更新頻度
などの実態を把握し、平成31年（2019年）３月に報告書を取りまとめた。
　今後、令和元年（2019年）11月に設置した経済統計の体系的整備等に関する
ワーキンググループにおいて検討を進めることとしており、現在、その準備を進
めているところである。

実施・検討予定

・　今後のビジネスサーベイの枠組みの推進に係る検討に必要な資料を得るため実
施した調査研究（「ビジネスサーベイの枠組みの推進に関する調査研究」。委託
研究）において、諸外国（米国、英国、カナダ）における統計作成やビジネスレ
ジスターの整備に利用している行政記録情報の種類、内容、調査単位との関連付
けなどの実態を把握し、平成31年（2019年）３月に報告書を取りまとめた。
　今後、令和元年（2019年）11月に設置した経済統計の体系的整備等に関する
ワーキンググループにおいて検討を進めることとしており、現在、その準備を進
めているところである。

実施・検討予定

実施・検討予定
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

○　企業を対象とした統計調査の結果を活用した地域別
（事業所別）の付加価値等の推計手法を検討する。

総務省 令和２年度
(2020年度)ま
でに結論を得
る。

◎　令和３年（2021年）経済センサス‐活動調査や中間
年ＳＵＴの検討動向を踏まえつつ、経済構造実態調査
の調査事項等の見直しを検討する。

総務省、
経済産業
省、関係
府省

令和４年(2022
年)調査の企画
時までに一定
の結論を得
る。

○　経済構造実態調査と、経済産業省企業活動基本調
査、法人企業統計調査、建設工事施工統計調査、情報
通信業基本調査、中小企業実態基本調査等との役割分
担、重複是正等を検討する。

総務省、
関係府省

令和４年度
(2022年度)ま
でに一定の結
論を得る。

○　事業所母集団データベースに格納される企業対象の
統計調査結果における収録事項の定義の統一・共通的
に把握すべき調査事項を設定した上で、同データベー
スを活用した企業統計の提供を推進するとともに、大
規模企業の活動実態を横断的に把握する統計整備を検
討する。

総務省、
関係府省

令和４年度
(2022年度)ま
でに一定の結
論を得る。

○　第３次産業活動指数について、作成の基礎となる関
連統計の整備、改善状況等を踏まえつつ行政記録情報
や民間データの活用も図り、更なる有用性の向上に努
める。

経済産業
省

平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。

○　サービス産業動向調査（月次調査部分）及び特定
サービス産業動態統計調査の整理・統合に向け、経済
構造実態調査の実施状況も踏まえつつ、可能な限り速
やかに検討を開始する。

総務省、
経済産業
省、関係
府省

遅くとも令和
４年(2022年)
末までに結論
を得る。
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令和２年度（2020年度）末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・　企業を対象とした統計調査の結果を活用した地域別（事業所別）の付加価値等
の推計手法について、昨年度に引き続き、有識者を交えたかたちでその作成方法
等に係る検討を実施し、令和２年度（2020年度）までに推計手法について一定の
結論を得た。なお、推計結果はレジスター統計内で令和３年度（2021年度）初旬
の公表を予定。

実施済

・　経済構造実態調査については、統計委員会における答申（諮問第113 号の答
申：中間年における経済構造統計の整備について）において、ＳＵＴ体系への移
行に係る検討状況を踏まえつつ、令和４年（2022年）以降の調査の調査範囲や調
査事項等の見直しなどについて検討することとされたことから、令和２年（2020
年）３月に立ち上げた有識者も交えた「経済構造実態調査検討会」において、令
和３年（2021年）経済センサス‐活動調査の承認状況も踏まえつつ、令和４年
（2022年）以降の調査のあり方について検討を行った上で、調査事項の変更や、
調査対象範囲の全産業化等を含む調査計画案を整理し、令和３年（2021年）３月
に総務大臣への承認申請を行った。

実施・検討予定

・　統計委員会国民経済計算体系的整備部会ＱＥタスクフォース会合や関係府省に
おける検討状況を踏まえつつ、特定サービス産業動態統計調査との関係整理に向
けた方向性について、引き続き検討する。【総務省】

・　サービス産業動向調査（月次）との意見交換を実施するとともに、特定サービ
ス産業動態統計調査の利活用状況をもとに利用者と意見交換を行った。【経済産
業省】

・　令和元年（2019年）11月に設置した経済統計の体系的整備等に関するワーキン
ググループの第２回会合（令和３年（2021年）２月）において、事務局からこれ
までの取組状況や今後の検討の方向性について、総務省・経済産業省から令和４
年（2022年）以降の経済構造実態調査の実施方針（案）について、それぞれ報告
と情報共有が行われた。また、第３回会合（同年２月）において、総務省・経済
産業省から経済構造実態調査、科学技術研究調査及び経済産業省企業活動基本調
査の一体的実施に係る現時点の検討状況について報告と情報共有が行われた。

実施・検討予定

・　今後のビジネスサーベイの枠組みの推進に係る検討に必要な資料を得るため実
施した調査研究（「ビジネスサーベイの枠組みの推進に関する調査研究」。委託
研究）において、諸外国（米国、英国、カナダ）におけるビジネスレジスターの
整備方法、整備に利用されている統計調査等の種類、収録情報の種類・更新頻度
などの実態を把握し、平成31年（2019年）３月に報告書を取りまとめた。
　今後、令和元年（2019年）11月に設置した経済統計の体系的整備等に関する
ワーキンググループにおいて検討を進めることとしており、現在、その準備を進
めているところである。

実施・検討予定

・　第３次産業活動指数では、令和２年（2020年）４月の2015年基準への切り替え
において、サービス産業動向調査から９業種（拡充３、切替６）を採用し、指数
精度向上等、有用性を高める対策を講じた。

実施済

実施・検討予定
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

(3) 国民経済計
算及び経済統計
の改善に向けた
基盤整備・連携
強化

◎　経済センサス‐基礎調査をローリング調査や独立行
政法人統計センターにおけるプロファイリング活動に
移行し、事業所・企業や各種法人等に係る母集団情報
の更なる整備促進を図る。また、令和３年(2021年)経
済センサス‐活動調査の円滑・効率的な実施に向け、
行政記録情報等により新たに捕捉した事業所等も含め
た確認作業を早期に完了するとともに、プロファイリ
ング活動において把握する情報や把握方法等に関する
具体的な検討を推進し、その内容を事前周知する。

総務省 令和元年度
(2019年度)か
ら実施（初回
のローリング
調査は２年
(2020年)年央
までに実施）
する。

○　農林業センサスにおける一戸一法人・非法人の組織
経営体や、建設業許可事業者名簿に掲載された企業情
報を、事業所母集団データベースに登録する方向で検
討する。

総務省、
関係府省

平成30年度
(2018年度)末
までに結論を
得る。

○　法人企業統計の母集団名簿と事業所母集団データ
ベースの企業数等のかい離について、産業や資本金階
級別などの企業属性ごとにかい離の状況を明らかにす
るとともに、その要因を把握した上で、かい離を改善
するための方策を検討する。

総務省、
財務省

令和３年度
(2021年度)末
までに結論を
得る。

○　事業所母集団データベースに格納する統計調査の範
囲拡充、法人番号公表サイトの変更情報や決算等に関
する企業の公表情報等の活用、行政記録情報や民間
データの活用及びレジスター統計（注）の作成内容に
ついて検討を行い、結論が得られた取組から順次実施
する。
（注）事業所母集団データベースに格納されたデータを基に、あ
る時点で集計したもの

総務省、
関係府省

平成30年度
(2018年度)か
ら順次実施す
る。

○　事業所・企業や各種法人等に係る統計調査を実施す
るに当たり、引き続き法人番号の把握に努め、これを
事業所母集団データベースに登録するとともに、法人
番号を活用した欠測値の補完や集計の充実等を検討す
る。

各府省、
総務省

平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。
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令和２年度（2020年度）末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・　一時点で把握する統計調査から、全国の事業所の開業・廃業状況等を順次調査
する手法に移行する経済センサス‐基礎調査について、平成30年（2018年）12月
21日付けで総務大臣から承認され、令和元年（2019年）６月から令和２年（2020
年）３月までの間で順次調査を実施し、令和２年度（2020年度）中に全ての結果
の公表を完了した。
　プロファイリング活動については、統計調査への報告負担が大きく経済統計へ
の影響度が高い大企業等をプロファイリング対象企業として選定し、統計セン
ターの職員を専任の担当者（プロファイラー）として配置の上、事業所母集団
データベースに必要な情報について経常的な把握を行っている。
　これらを踏まえて整備した母集団情報（令和元年（2019年）次フレーム）の提
供を令和３年（2021年）３月から開始した。

実施済

・　民間企業における役員報酬（給与）調査において、令和２年（2020年）の調査
票から調査対象企業の法人番号の記載欄を設け、法人番号の把握に努めることと
した。【人事院】

・　経済構造実態調査、工業統計調査、経済センサス‐基礎調査（新規把握事業
所）等において法人番号を把握。【総務省】

・　法人企業統計調査において、調査票に法人番号欄を追加し、調査対象法人の法
人番号の把握を行っている。【財務省】

・　各種調査について、調査計画の変更を行う際、法人番号の把握が可能となるよ
う調査票の設計を変更している。【経済産業省】

・　農林業センサスにおける一戸一法人・非法人の組織経営体情報については、平
成30年度（2018年度）において、事業所母集団データベースへの登録方法等の検
討を行った。2020年農林業センサスの結果から事業所母集団データベースに登録
する予定。
　建設業許可事業者名簿に掲載された企業情報については、平成30年度（2018年
度）において、事業所母集団データベースへの登録方法等の検討を行った。令和
元年度（2019年度）からデータ提供を受け事業所母集団データベースに登録する
予定。

実施済

・　事業所母集団データベースに格納する統計調査については、令和元年（2019
年）から実施している経済構造実態調査の結果を格納するなどの範囲拡充を行っ
た。
　法人番号公表サイトの変更情報や企業の公表情報等の活用については、統計調
査への報告負担が大きく経済統計への影響度が高い企業（プロファイリング対象
企業）に統計センターの職員を専任の担当者（プロファイラー）として配置し、
これらの情報を活用した企業情報の整備（合併・分割等による企業の開廃、名
称・所在地変更等の把握など）を実施しており、これを継続的に行っていくもの
とした。
　レジスター統計（仮称）については、有識者を交えたかたちでその作成方法等
に係る検討を実施しており、初回公表は令和３年度（2021年度）初旬を予定。
【総務省】

・　総務省主催の研究会に参画・協力の上、情報収集・検討等を実施。今後、結論
を得られた取組から、各統計調査への具体的な適用について検討の上で実施す
る。【経済産業省】

・　法人番号公表サイト情報から約160万法人を加え、かい離を包含した約350万法
人を収録した母集団情報を名簿として経済センサス‐基礎調査を実施し、その結
果を法人企業統計の母集団名簿と照合するなど、かい離の改善状況等についての
分析を行っている。

実施・検討予定

継続実施

継続実施
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

○　専従の役員・労働者等が存在しない法人等を含めた
事業所母集団データベースに登録する法人・事業所等
の情報について、事業所母集団データベースへの格納
方法や、具体的な母集団情報としての提供を検討す
る。

総務省 平成30年度
(2018年度)末
までに結論を
得る。

○　月次・年次調査の標本抽出に資するため、事業所の
活動状態を随時更新した母集団情報の提供を検討す
る。

総務省 平成30年度
(2018年度)末
までに結論を
得る。

○　事業所・企業や各種法人等に係る統計調査を実施す
る府省と連携して、年次フレームの更なる活用に向け
た課題等を整理した上で、統一共通名簿として一層の
有用性を高めるために必要な情報の充実等を検討す
る。

総務省 令和３年度
(2021年度)末
までに結論を
得る。

　改定した「統計調査における売上高等の集計に係る
消費税の取扱いに関するガイドライン」について、令
和元年（2019年）10月の消費税率変更及び軽減税率実
施後に集計時期を迎える調査から順次導入・適用に向
けた検討に着手し、引き続き取組の推進・拡大を図
る。

○ 関係府省 平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。
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令和２年度（2020年度）末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・　令和元年度（2019年度）経済センサス‐基礎調査及び令和３年（2021年）経済
センサス‐活動調査の名簿となる母集団情報にこれまでデータベースに登録して
いなかった約160万法人を法人番号公表サイト情報から追加するなど、専従の役
員・労働者等が存在しない法人も事業所母集団データベースに登録・提供する予
定。

実施済

・　月次で更新される労働保険情報及び法人登記情報の更なる有効活用を踏まえ、
事業所に直接照会して活動状態等を把握する業務をより効率的・効果的に行うこ
とで、事業所母集団情報の精度向上を図ることとする。

実施済

・　令和元年（2019年）11月に設置した経済統計の体系的整備等に関するワーキン
ググループにおいて検討を進めることとしており、現在、その準備を進めている
ところである。

実施・検討予定

・　本事項については、平成30年度統計法施行状況に関する審議において、以下の
措置を採ることが望まれると指摘された。
①　関係府省においては、主要構造統計調査だけでなく、短い周期で行われる統
計調査も含め、改定後のガイドラインの適用に向けた検討を引き続き行い、審議
の際に示された時期から適用を図ること。
②　関係府省においては、消費税率変更前後の集計値の段差を回避するための情
報提供等、報告者だけでなく、利用者にも混乱が生じないような対応を実施する
こと。
③　総務省においては、ガイドラインの適用状況等について適時フォローアップ
するとともに、関係府省におけるガイドライン適用に係る経験の蓄積も踏まえ、
精度が確保される集計方法について、関係府省との間において、継続的に検討す
ること。
　これらの指摘事項については、令和元年（2019年）11月に設置した経済統計の
体系的整備等に関するワーキンググループ等の場を通じて、今後、検討していく
予定。【総務省（政策統括官）】

・　経済センサス‐活動調査について、改定後のガイドラインについては、令和３
年（2021年）調査から適用予定。
　経済構造実態調査及び工業統計調査について、改定後のガイドラインについて
は、軽減税率が導入された令和元年（2019年）を対象年とする令和２年（2020
年）調査から適用したところ。【総務省（統計局）及び経済産業省】

・　サービス産業動向調査について、改定後のガイドラインについては、令和元年
（2019年）10月分速報結果（12月27日公表）から対応しているところ。【総務省
（統計局）】

・　薬事工業生産動態統計調査については、生産金額、出荷金額、月末在庫金額に
ついて、従前から消費税額込みの金額を集計しているが、消費税率変更に伴い、
令和元年（2019年）10月以降の月報は消費税率10％込みの金額を計上し、集計し
ている。【厚生労働省】

・　経済産業省企業活動基本調査については、平成30年（2018年）調査及び平成31
年（令和元年・2019年）調査を活用して、税込み集計について一定の条件により
集計の可能性を検討し、令和２年（2020年）調査の速報公表（令和３年（2021
年）３月31日）から改定後のガイドラインを適用した集計を実施、併せて平成30
年（2018年）調査及び平成31年（令和元年・2019年）調査についても同様に実施
した。
　中小企業実態基本調査については、令和２年（2020年）調査の速報公表（令和
３年（2021年）３月30日）から改定後のガイドラインを適用した集計を実施。
【経済産業省】

継続実施
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

○　一次統計調査における税抜額記入の導入について、
その導入可否や統一的な取扱い方針を、令和８年
（2026年）経済センサス‐活動調査を見据えつつ検討
する。

総務省、
関係府省

平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。

○　事業所系調査で把握していない事項について、企業
系調査等を用いて推計する手法を、関係府省が一体と
なって検討し、一定の対応方針を策定することによ
り、地域別集計の充実や報告者の負担軽減を図る。

総務省、
関係府省

令和４年度
(2022年度)ま
でに実施す
る。

○　「統計調査における労働者の区分等に関するガイド
ライン」について、労働者数を把握している事業所・
企業を対象とする統計調査全般に適用を拡大するとと
もに、令和３年（2021年）経済センサス – 活動調査の
試験調査や企業ヒアリング等を通じ、雇用契約期間
（無期・有期）の更なる実査可能性に係る検証・検討
を実施した上で、ガイドライン改正イメージに沿った
改定を図る。

総務省、
関係府省

令和３年(2021
年）経済セン
サス‐活動調
査の企画時期
までに実施す
る。

２ 社会・経済情
勢の変化を的確
に捉える統計の
整備
(1) 人口減少社
会の実態をより
的確に捉える統
計の整備

◎　国勢調査の調査方法について、平成27年（2015年）
調査における実施状況の検証結果を踏まえ、若年者層
を中心とする不在世帯等への対応やオンライン調査の
更なる利用促進方策を円滑な調査の実施にも留意しつ
つ検討し、令和２年（2020年）調査の調査計画に反映
する。また、調査票回収方法の多様化に伴い事務量が
増加した地方公共団体の事務の負担軽減方策につい
て、試験調査における検証結果も踏まえて検討する。

総務省 令和２年(2020
年）調査の企
画時期までに
結論を得る。

◎　国勢調査の広報について、開始から100年を経過する
令和２年（2020年）調査を契機に一層の充実を図り、
オンライン回答率の向上等に対する理解増進に努め
る。

総務省 令和元年度
(2019年度）か
ら実施する。
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令和２年度（2020年度）末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・　令和元年（2019年）11月に設置した経済統計の体系的整備等に関するワーキン
ググループにおいて検討を進めることとしており、現在、その準備を進めている
ところである。

実施・検討予定

・　本事項については、項目第２－１－(2)の「企業を対象とした統計調査の結果を
活用した地域別（事業所別）の付加価値等の推計手法」の検討状況を踏まえ、検
討を行う予定。
　今後、令和元年（2019年）11月に設置した経済統計の体系的整備等に関する
ワーキンググループにおいて検討を進めることとしており、現在、その準備を進
めているところである。

実施・検討予定

・　令和元年（2019年）11月に設置した経済統計の体系的整備等に関するワーキン
ググループにおいて検討を進めることとしており、現在、その準備を進めている
ところである。

実施・検討予定

・　令和元年度（2019年度）においては、広報効果をより高めるため、訴求対象及
び訴求内容についての検証を行った。令和２年度（2020年度）では、検証結果を
踏まえ、若年層を対象とした広報媒体を活用の上、調査の周知及びオンライン調
査への誘導を図るための効果的な広報を実施した。
　オンライン調査の利用促進方策に当たっては、平成27年（2015年）調査時に地
方公共団体で実施されたオンライン推進のための取組事例を収集し、全ての地方
公共団体と共有することで、地域の創意工夫を活かした取組の実施を支援した。
　地方公共団体の事務の負担軽減方策に当たっては、平成27年（2015年）調査か
ら行っている、民間事業者に郵送提出された調査票の一括処理の迅速化を図るな
ど、負担軽減方策の更なる拡充を行った。

実施済

・　国勢調査の広報については、国勢調査100年に関する取組の一環として、100年
記念ロゴマーク、広報用パンフレット「国勢調査100年のあゆみ」等を作成し、国
勢調査の重要性・歴史的価値を伝え、調査への関心を高めるとともに、オンライ
ン回答への理解を求めていく取組を実施した。また、マンション関係団体及び高
齢者福祉施設関係団体に対する協力依頼を令和元年（2019年）から開始し、より
一層の調査の正確かつ円滑な実施を図った。

実施済
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

◎　国民生活基礎調査の非標本誤差の縮小に向けた更な
る取組として、本調査及び国勢調査の調査対象世帯に
係る属性等の比較・検証に加え、本調査結果及び国勢
調査結果のかい離縮小に向けた検討や、回収率向上方
策の検討を推進する。

厚生労働
省

令和元年(2019
年）調査の企
画時期までに
結論を得る。

◎　国民生活基礎調査における調査単位区の設定に係る
準備調査等の在り方等について、調査業務全般の効率
化や調査方法の改善を図る観点から検討する。

厚生労働
省

令和元年(2019
年）調査の企
画時期までに
結論を得る。

◎　国民生活基礎調査のオンライン調査について、非標
本誤差の縮小に向けた取組結果等も踏まえつつ、その
導入可能性を引き続き検討する。

厚生労働
省

令和元年(2019
年）調査の企
画終了後に実
施する。

◎　国民生活基礎調査における推計方法の検討状況や結
果精度等について、情報提供の一層の充実を図る。

厚生労働
省

平成30年度
(2018年度）か
ら実施する。
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令和２年度（2020年度）末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・　回収率の向上方策として、令和元年（2019年）調査において回収率の比較的低
い地域を中心に郵送回収を導入し、令和２年（2020年）調査では全面導入予定で
あったが、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から令和２年（2020年）調
査を中止したため、全国的な効果の検証は、令和３年（2021年）調査において行
う予定。
　また、結果精度向上に向けた推計方法の見直しのため、「厚生労働統計の整備
に関する検討会」の下に「国民生活基礎調査の改善に関するワーキンググルー
プ」を設置し、国立社会保障・人口問題研究所の「日本の世帯数の将来推計」を
用いた層別の拡大乗数に基づく推計方法について検討を行った。本ワーキング
ループにおいて、「世帯票」、「健康票」及び「介護票」については、現行の推
計方法に変えて新たな推計方法を採用することについて、検討の余地があるとさ
れたが、一方、「所得票」及び「貯蓄票」については、現行の推計方法を変えて
まで新たな推計方法を採用するべきという積極的な根拠を得られなかった。
　※ただし、新型コロナウイルス感染症による社会情勢の変化等が調査結果に影
響を与えるものと考えられること、また、政策への影響等も考慮する必要がある
ことから、世帯票、健康票及び介護票の推計方法の見直しについては、実施時期
等を含め慎重に検討する必要がある。

実施・検討予定

・　調査業務の効率化を図る観点から、以下の対策を講じることとする。
①　実務説明動画ＤＶＤの作成（令和３年（2021年）調査から実施）
　調査員の実務に関する動画ＤＶＤを作成し、保健所等へ配布することにより、
従来、保健所等において調査員を対象に開催している説明会について当該ＤＶＤ
を活用することが可能となり、効率化・負担軽減が図られる。
②　コールセンターの設置（令和３年（2021年）調査から実施）
　４月中旬の準備調査開始から調査期間中、コールセンターを設置し、従来、保
健所等が実施していた調査員や対象世帯の照会対応等をコールセンターで実施す
ることにより、保健所等における調査事務の効率化・負担軽減を図る。
③　オンライン回収の導入（令和４年（2022年）調査から実施）
　政府統計共同利用システムのオンライン調査システムを活用したオンライン回
収を導入し、従来からの調査員回収と併用して調査を実施する。
　オンラインによる回答は直接国に送信されるため、オンラインによる回答が増
えれば増えるほど、保健所等における調査事務や調査員業務の効率化・負担軽減
が図られる。

実施・検討予定

・　オンライン調査の導入については、「厚生労働統計の整備に関する検討会」の
下に「国民生活基礎調査の改善に関するワーキンググループ」を設置し、調査系
統及び調査時期との関係や現行の５種類ある調査票の再編など調査計画全体の見
直しも含め検討を行った結果、現行の調査方法を基本としつつ令和４年（2022
年）からオンライン調査を導入する予定。
　ただし、５種類の調査票を用いて、年２回、保健所又は福祉事務所と異なる機
関を経由して調査を実施するという本調査の特殊性を考慮すると、予見できない
要素によるリスクも考えられるため、令和４年（2022年）調査は、一部の調査地
区から先行的に導入し、課題等を整理しながら令和５年（2023年）調査から全国
導入予定。

実施・検討予定

・　ホームページにおいて、「国民生活基礎調査の改善に関するワーキンググルー
プ」における結果精度向上に向けた推計方法の見直しの検討状況として、会議資
料や議事録を公開した。
　また、引き続き、標本設計に関する情報として層化抽出に関する情報を、非標
本誤差に関する情報として、非回答を減じるための対応、集計上の対応、誤差の
説明、誤差を減じるための対応に関する情報を公開している。
　さらに、令和２年度（2020年度）においては、令和元年（2019年）調査結果の
世帯票について地域ブロック別及び市郡別による回収率を公開した。

継続実施
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

◎　人口動態調査の外国人が一定規模以上居住する市区
町村における市区町村別の外国人集計について、集計
可能性を検討する。

厚生労働
省

可能な限り早
期に結論を得
る。

◎　人口動態統計における調査票情報の提供について、
テキスト形式による提供を開始する。

厚生労働
省

平成30年(2018
年）調査から
実施する。

◎　人口動態調査について、作成事務の更なる効率化に
向けたオンライン報告システムの機能追加・改修に引
き続き取り組む。

厚生労働
省

令和元年度
(2019年度）中
に実施する。

(2) 教育や就業
等の実態をより
的確に捉える統
計の整備

◎　学校基本調査の幼保連携型認定こども園における非
常勤職員の把握について、厚生労働省の協力を得て、
社会福祉施設等調査の調査結果を活用した統計を作
成・提供するとともに、それに伴う把握時期等の留意
事項も併せて提供する。

文部科学
省

平成30年度
(2018年度）調
査から実施す
る。

◎　学校基本調査の休職等教員数における休職等理由区
分の結核を削除する。

文部科学
省

平成30年度
(2018年度）調
査から実施す
る。

◎　学校基本調査の休職等教員数における休職等理由区
分に介護休業の追加等の見直しを実施する。

文部科学
省

令和元年度
(2019年度）調
査から実施す
る。

◎　学校基本調査における中学校卒業者の就業状況につ
いて、「統計調査における労働者の区分等に関するガ
イドライン」との整合性にも留意した上で、雇用契約
期間（無期・有期）別に把握する。

文部科学
省

平成30年度
(2018年度）調
査から実施す
る。

◎　学校基本調査における中学校以外の学校種の就業状
況について、順次調査項目を見直し、「統計調査にお
ける労働者の区分等に関するガイドライン」との整合
性・学校種間の一体性を確保する。

文部科学
省

令和元年度
(2019年度）調
査から順次実
施し、遅くと
も令和２年度
(2020年度）調
査までに実施
する。

46



令和２年度（2020年度）末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・　「外国人が一定規模以上居住する」の基準、秘匿措置の範囲等を検討したとこ
ろであるが、市区町村別にすると客体数が少なく、数値のない表が多くなってし
まうため、都道府県別や市別に表章することに加え、各事象の発生件数について
市区町村別に表章する見直し案を作成した。あわせて、様々な方面から幅広い意
見を聴取するため、令和２年（2020年）１月８日から２月10日までの約１か月
間、厚生労働省ホームページにおいて見直し案について意見募集を行った。いた
だいた意見を踏まえ調査計画に反映し、令和３年（2021年）１月26日（火）付け
総務大臣の承認を得た。令和２年（2020年）人口動態統計（確定数）から適用す
る（令和３年（2021年）９月公表予定）。

実施済

・　紙の調査票で報告された場合はパンチ入力によりテキスト化しており、平成30
年（2018年）データからテキスト形式による提供を開始している。

実施済

・　令和元年度（2019年度）は、オンライン報告システムの利便性向上及びセキュ
リティ強化を図るため、次の取組を実施した。
①ＪＡＶＡ（ＪＲＥ）インストールを必要としない簡易な起動プログラムを実装
した。
②操作方法、障害発生時に必要となる情報を入手しやすいようにオンライン報告
システム専用ホームページの構成を見直した。
　令和２年度（2020年度）は、作成事務の更なる効率化を図るため、調査票の送
信漏れ防止等の改修を行った。

実施済

・　平成30年度（2018年度）調査から社会福祉施設等調査の調査結果を活用した統
計を作成・提供、把握時期等の留意事項を提供開始。

実施済

・　平成30年度（2018年度）調査から休職等理由区分の結核を削除。 実施済

・　幼稚園票及び幼保連携型認定こども園票について、令和元年度（2019年度）調
査から実施。小学校については令和２年度（2020年度）調査から実施。
　残りの調査票についても令和３年度（2021年度）調査から実施し、すべての学
校種について対応が完了した。

実施済

・　平成30年度（2018年度）調査から雇用契約期間別に把握を開始。 実施済

・　令和２年度（2020年度）調査から「統計調査における労働者の区分等に関する
ガイドライン」との整合性・学校種間の一体性を確保した統計を提供。

実施済
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◎　学校基本調査における幼保連携型認定こども園に係
る調査事項について、厚生労働省が実施している社会
福祉施設等調査との重複是正を検討する。

文部科学
省

遅くとも令和
２年度(2020年
度）調査の企
画時期までに
結論を得る。

◎　学校基本調査の調査統計システムについては、次期
システム更新に向けて、調査項目の追加等があった場
合に柔軟に改修可能なシステムへの変更を検討する。

文部科学
省

平成30年度
(2018年度）か
ら実施する。

○　21世紀出生児縦断調査（平成13年出生児）につい
て、学校教育や奨学金等の施策ニーズを踏まえた調査
事項を検討するとともに、報告者規模の維持、代表性
の検証、回答精度の向上等に努める。

文部科学
省、厚生
労働省

平成30年度
(2018年度）か
ら実施する。

◎　学校保健統計調査について、報告者の負担抑制や政
策ニーズとユーザーニーズにも配慮しつつ、調査方
法、標本設計や統計作成の対象とする調査項目を改善
するとともに、基礎データの収集・保管等を含めた調
査計画の積極的な改善を図るため、教育・医学関係の
有識者や調査関係者等から構成される研究会を立ち上
げ、現場の意見を反映した検討を実施し、本調査の改
善を実現する。

文部科学
省

可能な限り早
期に実施す
る。
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令和２年度（2020年度）末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・　調査項目の重複が確認された職種別従事者数については、学校基本調査の調査
項目を維持し、社会福祉施設等調査の調査項目を削除するという方針で厚生労働
省と合意し、調査項目の重複が解消した。

実施済

・　平成30年度（2018年度）は、要件定義に向けた事前調査を実施するとともに、
令和元年度（2019年度）予算案において関連経費を計上。今後、段階的に作業を
進め令和３年度（2021年度）までに改修を完了し、令和４年度（2022年度）調査
から新システムへ移行予定。

実施済

・（施策ニーズを踏まえた調査事項）
　調査項目検討の際、省内に調査を希望する項目を照会するとともに、短大や４
年制大学２年次の客体が多数であることから、「就職活動の状況」に関する問を
追加するとともに、「新型コロナウィルスによる影響」を加え、施策検討に資す
るデータの整備を図った。

（報告者規模の維持）
　調査対象者の大部分が高校を卒業し、進学や就職によって親元を離れる場合が
多くなること等から、回答機会の確保を目的として、昨年度に引き続きオンライ
ン調査と郵送調査を併用実施した。また、特に親元を離れた対象者の住所を確実
に把握するため、複数回に亘り、住所変更に係る注意喚起を行うことに加え、未
回答者に対して一定期間経過後に調査票の再送を行い、脱落率の低減を図った。

（代表性の検証）
　令和２年度（2020年度）に委託研究を行い「脱落サンプルと残存サンプルの比
較分析」等を行い、脱落者の傾向やバイアスの状況について整理するとともに、
今後の過度な脱落発生防止についての示唆を得た。

（回答精度の向上）
　オンライン調査においては前回に引き続き、スクロールなしで画面全体を確認
することが可能な設計とする等、回答しやすい画面設計とした。また「平成31年
（2019年）」「令和元年（2019年）」「令和２年（2020年）」など、和暦と西暦
の併記を行い、回答者が（時期に関する）記入誤りを行わないよう工夫した。

継続実施

・　令和元年度（2019年度）中に委託事業「学校保健統計の改善に関する調査研
究」において有識者による研究会を開催し、指摘事項について検討を行った。
　研究会において対応することが望ましいと整理された調査方法のうち、身長・
体重の転記方法及び回答期限の見直しについては、令和４年度（2022年度）調査
より対応予定。

継続実施
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

◎　社会教育調査における関係主体ごとの収入・費用構
造の把握について、地方公共団体における財務書類等
の整備状況の進展を踏まえ、実施可能性を検討する。

文部科学
省

令和３年度
(2021年度）調
査の企画時期
までに結論を
得る。

◎　社会教育調査における社会教育施設の利用者側の状
況を把握する調査項目の追加について、調査負担に対
する社会教育関係者の理解を得るよう努めるととも
に、検討を促進する。

文部科学
省

令和３年度
(2021年度）調
査の企画時期
までに結論を
得る。

〇　児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題
に関する調査について、更なる客観性及び比較可能性
の向上を目指し、引き続き調査の改善に取り組む。

文部科学
省

平成30年度
(2018年度）か
ら実施する。

(3) 働き方の変
化等をより的確
に捉える統計の
整備

◎　労働力調査の「従業上の地位」に係る選択肢の変更
前後に生じる差異等に関する情報について、ウェブサ
イト等における提供の充実を図る。

総務省 平成30年度
(2018年度）か
ら実施する。

◎　労働力調査の未活用労働に関する各指標に関する情
報について、国際比較の観点にも留意し、諸外国の状
況と比較・分析した情報と合わせて、ウェブサイト等
において提供する。

総務省 平成30年度
(2018年度）か
ら実施する。

◎　就業構造基本調査について、平成29年（2017年）調
査の検証結果も踏まえ、就業に与える育児・介護の影
響をより的確に把握するための調査事項の在り方を検
討する。

総務省 令和４年(2022
年）調査の企
画時期までに
結論を得る。

◎　労働力調査及び毎月勤労統計調査について、両調査
の調査方法や調査事項の相違点を整理した上で、集計
表における労働者区分や用語の対応関係等を両調査の
ウェブサイト等において明確にするとともに、利用者
の利便性向上に向け、両統計の活用に資する有用性の
高い情報の提供等に関して具体的な方策を検討し、情
報提供の充実に努める。

総務省、
厚生労働
省

平成30年度
(2018年度）か
ら実施する。
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令和２年度（2020年度）末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・　令和２年度（2020年度）中に委託事業「社会教育調査の改善に資する調査研
究」において有識者による研究会を開催し、指摘事項について検討を行った。
　研究会において、社会教育施設における関係主体ごとの収入・費用構造の把握
については、すでに地方教育費調査において、一定程度の収支を把握していると
ころであり、これを超えてさらにレベルの細かい項目別の収入・費用について把
握しようとすることについては、統計調査として詳細を一律に定義して的確に把
握することは困難であること、また、現状把握している以上に細かな項目につい
て調査することについては、調査客体に新たな負担を課す一方で、それを超えて
把握する政策上の必要性は、現段階において国及び地方において見出されないこ
とから、社会教育調査において関係主体ごとの収入・費用構造に関する調査項目
を追加して実施することについては、現段階では適当とは言えないとの結論を得
た。

実施済

・　令和２年度（2020年度）中に委託事業「社会教育調査の改善に資する調査研
究」において有識者による研究会を開催し、指摘事項について検討を行った。
　研究会において、社会教育施設の利用者側の状況の把握については、すでに社
会教育調査で男女別の学級・講座の学級生数や受講者数を把握しているところで
あり、現状把握している以上に細かな属性について社会教育調査を通じて調査す
ることについては、調査客体に新たな負担を課すこととなる一方で、それを超え
て把握する政策上の必要性は、現段階において国及び地方において見出されない
ことから、社会教育調査において社会教育施設の利用者側の状況の把握に関する
調査項目を追加して実施することについては、現段階では適当とは言えないとの
結論を得た。

実施済

・　平成29年度（2017年度）調査（平成30年度（2018年度）実施）、平成30年度
（2018年度）調査（令和元年度（2019年度）実施）、令和元年度（2019年度）調
査（令和２年度（2020年度）実施）において、客観性及び比較可能性の担保のた
め、調査票における注記や調査依頼に添付する「回答に当たっての留意事項」の
記載の改善を継続的に行っている。

継続実施

・　平成30年（2018年）１月調査分から雇用契約期間別に詳細把握するよう変更し
た「従業上の地位」について、変更前後で単純に時系列比較することができない
旨、調査結果を用いて解説した資料を統計局ホームページに掲載した。

実施済

・　平成30年（2018年）１～３月期平均の公表から、未活用労働の概念などを解説
した資料や各指標の国際比較を行った資料を提供した。
　未活用労働指標について、日本の雇用の特徴と欧州４か国の状況を比較した資
料を統計局ホームページに掲載した。

実施済

・　労働力調査と毎月勤労統計調査の調査方法や調査事項、労働者区分の対応関係
等を比較した資料を、統計局ホームページに掲載した。【総務省】

・　平成30年度（2018年度）に毎月勤労統計調査のウェブサイトにおいて、両調査
の調査方法や調査事項の相違点、就業者・常用労働者などの用語の定義の対応関
係を整理し掲載した。また、両調査の労働時間の算出方法や比較を行う際の留意
点を掲載した。【厚生労働省】

・　令和４年（2022年）調査の企画に向け、平成29年（2017年）調査の結果や実施
状況を踏まえ、検討している。

実施・検討予定

実施済
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

◎　就業構造基本調査について、平成29年（2017年）調
査におけるオンライン調査拡大による効果等を検証し
た上で、更なるオンライン調査の促進に向けて検討す
る。

総務省 令和４年(2022
年）調査の企
画時期までに
結論を得る。

◎　賃金構造基本統計について、毎月勤労統計との比較
に関する技術的な検討や、その検討結果を踏まえた試
算及び非回答の事業所の偏りによる非標本誤差の分析
等を実施し、統計利用者に本調査の特徴を含めた情報
を提供する。

厚生労働
省

平成30年度
(2018年度）か
ら実施する。

◎　賃金構造基本統計調査における匿名データの提供に
ついて、政府全体での検討状況も踏まえ、匿名データ
化の手法が確立している世帯調査の手法を準用できる
可能性のある個人票の提供を優先的に検討する。

厚生労働
省

平成30年度
(2018年度）か
ら実施する。

◎　賃金構造基本統計調査について、調査の効率化に向
けた調査方法の見直し及び公表の更なる早期化、回収
率の向上策、調査対象職種の見直しや学歴区分「大
学・大学院卒」、「高専・短大卒」の細分化につい
て、試験調査の実施等により見直しの影響を検証しつ
つ検討する。また、回収率を考慮した労働者数の推計
方法の変更や、オンライン調査導入に合わせ、抽出さ
れた事業所内の全労働者を調査することについての検
討を進める。

厚生労働
省

令和２年(2020
年）調査の企
画時期までに
結論を得る。
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令和２年度（2020年度）末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・　令和４年（2022年）調査の企画に向け、平成29年（2017年）調査の結果や実施
状況を踏まえ、検討している。

実施・検討予定

・　毎月勤労統計調査との比較では、総務省による令和２年度（2020年度）委託研
究において同一事業所の個票を用いた比較の方法について検討し、令和３年
（2021年）３月の統計委員会企画部会にてその結果が報告された。結果は総務省
ホームページで公表されている。
　また、非回答の事業所に関する対応として、賃金構造基本統計調査の改善に関
するワーキンググループにおける検討及び統計委員会での審議を踏まえ、令和２
年（2020年）調査から、母集団となる事業所数に対して有効回答事業所数の割合
の逆数を乗じる推計方法に変更した。

実施済

・　本課題については、統計委員会企画部会において、「事業所票の匿名データ化
についてはこれまで前例がなく、課題が多いとともに、事業所を対象とする他の
統計調査とも共通の横断的な課題も想定され、丁寧かつ慎重に検討すべきであ
る。このため、事業所のデータに係る匿名化等については、調査票情報の利用制
度において必要な分析に応じられるよう、総務省統計研究研修所の支援を受けつ
つ、統計委員会において一定の結論を得ることとする。厚生労働省においては、
この検討に積極的に参画するとともに、その結論が得られた後、改めて本調査に
おける匿名データの作成・提供について検討することが望まれる。」とされたと
ころ。現在、賃金構造基本統計調査の匿名データの作成について、匿名データ作
成方法ワーキンググループ及び匿名データ有識者会議にて検討いただいており、
当省もメンバーとして参加している。

実施・検討予定

①　調査の効率化に向けた調査方法の見直し及び公表の更なる早期化
　令和２年（2020年）調査からは、郵送調査を基本としつつ、政府統計共同利用
システムを利用したオンライン調査を実施するとともに、事業所単位での電子媒
体による調査票の提出を可能とした。また、審査業務等の一部民間委託や従来の
事業所票と個人票の統合により、調査業務の効率化を図ったところ。
　令和２年（2020年）調査の公表時期は、上記の変更を行った初年度であったた
め早期化できなかったが、上記の取り組み等を更に推進することにより、１か月
程度の公表の早期化に向けて引き続き取り組んでいく。

②　調査対象職種の見直し、学歴区分の細分化について
　令和２年（2020年）調査から、日本標準職業分類と整合性のある職種区分に変
更するとともに、学歴区分の選択肢について、「大学・大学院」を「大学」及び
「大学院」に、「高専・短大」を「高専・短大」及び「専門学校」に細分化する
よう変更した。

③　回収率を考慮した労働者数の推計方法の変更
　令和２年（2020年）調査からは、母集団となる事業所数に対して有効回答事業
所数の割合の逆数を乗じる推計方法に変更を行った。また、過去の調査結果との
接続性の観点から、平成18年（2006年）まで遡り、新たな推計方法による結果を
公表・提供することとしており、準備が整い次第、順次、厚生労働省ホームペー
ジへ掲載する予定である。

④　抽出された事業所内の全労働者を調査することについて
　令和２年（2020年）調査から、報告者が希望する場合に、労働者個人に係る調
査事項に関し、事業所内の全労働者について回答できるよう変更した。

実施済
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

◎　船員労働統計調査（第一号調査）について、平成30
年度（2018年度）調査から適用する標本設計の改善効
果も踏まえ、事業所を単位とした標本設計の採用を含
めた抜本的な見直しを検討する。

国土交通
省

令和２年度
(2020年度）ま
でに結論を得
る。

◎　船員労働統計調査について、陸上労働者との比較可
能性、労働市場の構造的変化や統計利活用ニーズを踏
まえ、報告者の負担軽減にも配慮した行政記録情報の
活用、他統計との統合や一般統計調査化を含め、基幹
統計・基幹統計調査の在り方に関する抜本的な検討を
早期に開始する。また、この結論を得るまでの間も、
①調査対象者及び調査項目追加の実現可能性、②集計
事項の充実、③既存調査項目の在り方、④調査体系の
見直しなど、現行調査の改善を実施する。

国土交通
省

基幹統計・基
幹統計調査の
在り方に関す
る抜本的な検
討は、令和２
年度(2020年
度）までに結
論を得る。こ
の結論を得る
までの間も、
現行調査の改
善を順次実施
する。

(4)農林水産関連
施策の推進を図
るための統計整
備

◎　農林業センサスについて、組織経営体の労働力を家
族経営体と統一的に把握することに加え、農業生産関
連事業に関する労働力や青色申告の実施状況の把握な
どを検討する。

農林水産
省

2020年農林業
センサスの企
画時期までに
結論を得る。

◎　農業経営統計調査について、担い手層の経営収支等
のデータの充実を図るため、家族経営体の小規模層の
標本数を削減し、家族経営体の大規模層及び組織経営
体へ重点化することや、家族経営体において「営業利
益」等企業会計と同様に捉えることなどを検討する。

農林水産
省

令和元年(2019
年）調査の企
画時期までに
結論を得る。

○　漁業経営調査について、担い手層の経営収支等の
データの充実を図るため、個人経営体の小規模層の標
本数を削減し、個人経営体の大規模層及び会社経営体
へ重点化することや、個人経営体において「営業利
益」等企業会計と同様に捉えることなどを検討する。

農林水産
省

令和元年(2019
年）調査の企
画時期までに
結論を得る。

○　食品流通段階別価格形成調査について、青果物及び
水産物の多様な価格形成の実態を明らかにするため、
（産地）卸売市場を経由しない流通の把握などを検討
する。

農林水産
省

次回調査（平
成30年度(2018
年度）予定）
の企画時期ま
でに結論を得
る。
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令和２年度（2020年度）末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・　船員労働統計調査（第一号調査）について、令和元年（2019年）６月に実施し
た「船員労働統計予備調査（一般統計調査）」において把握した基礎資料を踏ま
えて、事業所を単位とした標本設計と船舶を単位とした標本設計との比較検証を
行った結果、資本金や船員数など事業所の規模を表す指標が層化基準として不適
当であると考えられること、また、船員の報酬は、船舶の用途や総トン数に依る
ことを確認したため、船舶を単位とした標本設計による調査を引き続き実施する
ことが適当であるとの結論を得た。

実施済

・　船員労働統計調査について、令和元年（2019年）６月に実施した「船員労働統
計予備調査（一般統計調査）」において把握した基礎資料を踏まえて、調査項目
の追加や既存調査項目の在り方等について検討を行い、第１号調査の「特別に支
払われた報酬」について、報酬の正確な実態把握に資するため、６月に支払われ
た特別な報酬から「昨年１年間の賞与、期末手当等特別に支払われた報酬」へと
調査計画の変更を行った。
　なお、本調査については、利活用ニーズを踏まえ、令和５年度（2023年度）又
は６年度（2024年度）に予定される次回の母集団調査の企画時期までに引き続き
改善を検討することとした。

実施済

・　新たに団体経営体（これまでの組織経営体に一戸一法人を加えたもの）の労働
力を個人経営体（これまでの家族経営体から一戸一法人を除いたもの）と統一的
に把握することに加え、農業生産関連事業に関する労働力や青色申告の実施状況
の項目を追加し、令和２年（2020年）２月１日現在で2020年農林業センサスを実
施し、令和２年（2020年）11月に結果の概数値を公表した。

実施済

・　令和元年（2019年）調査から、担い手層のデータを充実させ、経営政策に活用
できるよう、規模階層別の区切りを大規模層で増加させ（個人経営体と法人経営
体とで区切りを基本的に共通化させ）、個人経営体の小規模階層の標本数を縮減
する一方で、個人経営体の大規模階層と法人経営体の標本数を拡充するととも
に、個人経営体についても、法人経営体の企業会計と同様に、農業以外の農業生
産関連事業等を含めた事業全体の「営業利益」を取りまとめることとした。

実施済

・　令和元年（2019年）の調査から、担い手層のデータを充実させるため、個人経
営体の小規模階層の標本数を縮減する一方で、個人経営体の大規模階層等と会社
経営体の標本数を拡充するとともに、個人経営体についても、会社経営体の企業
会計と同様、加工、民宿、遊漁等を含めた事業全体の「営業利益」を取りまとめ
ることとした。

実施済

・　平成30年度（2018年度）の調査において、青果物及び水産物の多様な価格形成
の実態を明らかにするため、①（産地）卸売市場を経由しない流通について、生
産者、漁業者に対する調査を実施することにより、流通経路別（販売形態別）
（直売、小売業への直接販売等）に、生産者受取価格の割合を把握。②小売段階
調査においては、個人店だけでなく量販店等を加えることにより調査対象を大幅
に拡充することで、より正確な実態を把握した。

実施済

55



項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

○　木材流通構造調査について、木材の流通段階別の入
荷先ごと及び出荷先ごとの状況等のデータに関して、
数量だけでなく、新たに金額を把握することなどを検
討する。

農林水産
省

次回調査（平
成30年度(2018
年度）予定）
の企画時期ま
でに結論を得
る。

◎　2015年農林業センサスのうち、法人形態の農林業経
営体の調査結果について、平成28年（2016年）経済セ
ンサス‐活動調査の結果を利用し、他産業からの農業
への参入状況や、農林業と農林業以外の産業との連携
状況等を把握・分析するための統計作成に向けた検討
を推進する。

農林水産
省

令和元年度
(2019年度）ま
でに結論を得
る。

◎　農業経営統計調査の調査対象区分について、様々な
形態の経営体における農業構造の実態をより正確かつ
的確に把握するため、有識者へのヒアリングや他調査
の結果等を活用して多方面から見直しに向けた検討を
行う。

農林水産
省

令和４年(2022
年）調査の企
画時期までに
結論を得る。

◎　農業経営統計調査の調査事項である「ほ場間の距
離」及び「団地への平均距離」について、平成30年度
（2018年度）に取りまとめる「平成29年産」以降の調
査結果と生産コストとの関係性を分析・精査した上
で、本調査事項の見直しの必要性を検討する。

農林水産
省

令和４年(2022
年）調査の企
画時期までに
結論を得る。

◎　作物統計調査の主産県調査対象品目について、主産
県と非主産県の作付面積と収穫量の増減割合の比較等
の検証・検討を実施した上で、主産県と非主産県の動
向が著しく異なる検証結果が得られた場合、他の推計
方法の採用を検討するなど推定値の精度向上を図る。

農林水産
省

全国調査を実
施したものか
ら順次実施す
る。

◎　木材統計調査については、燃料用チップ等を含めた
木材の消費・生産から流通・加工までの一貫した情報
の提供に向け、木材流通統計調査や他の木材関連調査
等から得られる結果を含めた総合的な統計表の作成・
提供について、森林・林業施策の利活用及びユーザー
ニーズを踏まえつつ、検討に着手する。

農林水産
省

平成30年度
(2018年度）か
ら実施する。
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令和２年度（2020年度）末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・　平成30年度（2018年度）の調査において、各段階における流通経費等を把握す
るため、各流通段階での取引金額等を調査項目に追加した。
　また、近年拡大傾向にある集成材について、その材料となるラミナの入手方法
の細分化、国産材の新たな建築方法であるツー・バイ・フォーの現状を把握する
ため、枠組壁工法住宅用部材組立工場の流通、木質バイオマスエネルギー燃料と
なる端材の処理方法などの項目を新たに追加し、実査を行った。

実施済

・　平成30年（2018年）11月27日に平成28年（2016年）経済センサス‐活動調査の
個票の提供を受け、2015年農林業センサスにおける法人経営体との名寄せを行
い、令和元年度（2019年度）に名寄せ結果の精査を行ったところである。
　令和元年度（2019年度）中に集計表を作成・分析し、結果の公表を行う予定で
あったものの、名寄せ結果の精査に時間を要し、集計表の作成に至らなかった。
　このため、令和２年度（2020年度）に平成28年（2016年）経済センサス‐活動
調査の個票の利用について延長申請を行い、引き続き集計表の作成・分析を行
い、令和２年（2020年）９月に結果の公表を行った。

実施済

・　営農類型別経営統計を作成する経営統計調査については、令和元年（2019年）
調査から、調査対象区分を従前の世帯又は組織の別による「個別経営体」及び
「組織法人経営体」から、法人格の有無による「個人経営体」及び「法人経営
体」に見直して調査を実施したところである。
　農畜産物生産費統計を作成する生産費調査については、令和４年（2022年）調
査見直しにおいて、利活用上の支障も考慮しつつ、調査対象区分等について検討
を行う。

実施・検討予定

・　令和４年（2022年）調査見直しに向けて、平成29年（2017年）産結果からデー
タを蓄積するとともに、調査結果と生産コストとの関連性を分析・精査し、本調
査事項の見直しの必要性を検討する。

実施・検討予定

・　全国調査を実施したものから順次、主産県と非主産県の収穫量と作付面積の増
減割合の比較・検討を実施しているところである。これまで、全国調査を実施し
た品目については、主産県と非主産県の動向が著しくことなるものはなかったと
ころ、引き続き、全国調査を行った品目については検証を行い、動向が著しく異
なる場合は他の推計方法を検討するなどの精度向上を図る。

継続実施

・　木材統計調査結果に加え、木材流通統計調査結果、特用林産基礎資料、木質バ
イオマスエネルギー利用動向調査結果等の情報を一体的に提供出来るようにする
ため、木材需給報告書の作成に向け、政策担当部局と検討しているところ。

継続実施
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

○　廃棄物等循環利用量実態調査については、更なる精
度向上に向け、廃棄物等の把握方法の精緻化について
引き続き検討する。

環境省 平成30年度
(2018年度）か
ら実施する。

○　エネルギー消費統計について、時系列安定化やデー
タの精緻化のための各種見直しの効果の持続性等の検
証を行うとともに、基幹統計化についての結論を得る
ことをはじめとして、産業・業務部門のエネルギー消
費に関する統計の体系的な整備の促進を図る。

資源エネ
ルギー庁

令和４年度
(2022年度）ま
でに結論を得
る。

◎　自動車輸送統計調査について、精度向上を図る観点
から、平成29年度（2017年度）に実施する予備的調
査、他の輸送統計及び行政記録情報の活用も含めて分
析・検討を促進し、新たな調査手法による調査を開始
する。また、公表の早期化やニーズに応じた公表事項
の充実、品目別輸送量の数値の安定化方策等について
検討し、早期に結論を得る。

国土交通
省

令和２年度
(2020年度）か
ら実施する。

◎　港湾調査について、オンライン調査や行政記録情報
の活用等を一層推進し、主要港湾等に限定した速報値
を公表することも含め、公表時期の更なる早期化に努
める。また、ＮＡＣＣＳ（注）データのデータ項目の
追加等の整備状況を踏まえつつ、その更なる利活用に
ついて検討を促進するとともに、ニーズに即した集計
事項の充実についても検討に着手する。
（注）輸出入・港湾関連情報処理システム（Nippon Automated
Cargo and Port Consolidated System）

国土交通
省

平成30年度
(2018年度）か
ら実施する。

(5) 環境・エネ
ルギー関連施策
の展開を図るた
めの統計整備

(6) 交通関連施
策に必要な統計
の改善
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令和２年度（2020年度）末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・　廃棄物等に関するデータの精度向上及び公表の迅速化について、「循環利用量
調査改善検討会」を開催し、検討を行ってきた。迅速化については、一部の廃棄
物等について発生量を推計することなどにより、一定の成果を得たことから、近
年では精度向上に主眼を置いて検討を行っている。
　平成30年度（2018年度）は検討会を３回開催、作業部会を２回開催し、これま
で廃棄物等の「等」の発生量の算出のために活用してきた「産業分類別の副産物
（産業廃棄物・有価発生物）発生状況等に関する調査」（経済産業省）の休止を
受けて、平成28年度（2016年度）から行なっていた業界団体統計資料等を利用し
た算出方法の検討を引き続き行い、平成30年度（2018年度）において新たな算出
方法として確立した。また、新算出方法を用いて、平成27年度（2015年度）実績
値に遡って発生量の再算出を行った。
　令和元年度（2019年度）は基礎的審査導入計画を策定し、審査等の内容を示す
ドキュメントを整備した。
　令和２年度（2020年度）は検討会を３回実施し、一般廃棄物の品目別案分比率
の見直し、産業廃棄物の循環利用量案分比率の見直しを行った。また、精度向上
に向けた未把握量等に関する課題の整理を行った。

実施・検討予定

・　エネルギー消費統計は、平成27年度（2015年度）実績調査から、委託研究によ
り得られた方策（(ⅰ)標本を半数ずつ入れ替えるローテーション・サンプリング
の導入、(ⅱ)差推定の導入、(ⅲ)時系列での外れ値排除処理の導入など）を採用
し実施している。これらの効果の検証は委託研究によって継続的に行っており、
安定的な時系列変動に一定の効果をもたらしていることを確認している。一方
で、これまでの検証によって浮彫となった課題への対応及び基幹統計とする場合
の状況として足り得るかといった視点も含め、精緻な総合エネルギー統計への組
込みに資するため、令和２年度（2020年度）は、特に時系列変動の大きな層の検
証を行い、変動の一因となっている回答数の有効性や、これらを考慮した層区分
の見直しの可能性、原単位と従業者数の相関分析等の検討を実施した。

実施・検討予定

・　自動車輸送統計調査について、貨物営業用自動車については、①事業所票の廃
止、②自動車登録ファイル(車検データ)等を用いた報告者の選定方法及び推計方
法（比推定の導入）の見直し、旅客営業用自動車については、③乗合バスの調査
区分の細分化、④報告者の選定方法（車両単位で抽出→事業所単位で抽出後当該
事業所が車両を選定）及び輸送人キロの推計方法の見直し、全体として、⑤品目
別、都道府県別輸送量等の集計事項の充実、⑥速報の公表、⑦政府統計オンライ
ン調査総合窓口（ｅ‐Ｓｕｒｖｅｙ）の導入等、調査計画を変更し、令和２年
（2020年）４月から変更後の計画に基づく新調査を開始した。

実施済

・　港湾調査について、①貨物形態別集計等の集計事項の充実、②政府統計オンラ
イン調査総合窓口（ｅ‐Ｓｕｒｖｅｙ）の導入、③主要港に限定した速報値の公
表及び④調査対象港湾等、調査計画を変更し、令和２年（2020年）１月から変更
後の計画に基づく新調査を開始した。
　また、毎年開催している基幹統計調査「港湾調査」に関する打合せ会議等にお
いて、行政記録情報の活用について一層の推進を図っている。

実施済
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

◎　５年ごとに実施する法人土地・建物基本調査とその
中間年に実施する土地動態調査について、不動産登記
情報の公開の在り方などの検討動向を注視しつつ、不
動産登記情報の活用の可能性や、フローとストックの
情報を地域別に把握することも含め、法人における土
地の所有・利用構造をより的確に把握する調査を効率
的に実施する方向で検討を促進する。

国土交通
省

令和５年(2023
年)法人土地・
建物基本調査
の企画時期ま
でに結論を得
る。

○　我が国の土地所有及び利用状況の全体像を把握する
ため、土地基本調査の作成方法の充実に向け、関係府
省とも連携し、解決すべき課題を整理・検討する。

国土交通
省

平成30年度
(2018年度）か
ら実施する。

○　既存の観光統計を用いて作成している地域観光統計
について、観光統計を体系的に整備する観点から、平
成30年（2018年）1-3月期分から公表する都道府県別の
旅行者数・旅行消費額の推計結果を検証した上で、推
計手法の改善に取り組む。また、地域観光統計の精度
向上に向け、民間データ等の活用の可能性も含め、関
連統計の改善を図るとともに、クルーズ船利用の拡大
等旅行者の旅行形態の変化に対応した統計の改善につ
いて検討する。

観光庁 平成30年度
(2018年度）か
ら実施する。

○　宿泊旅行統計調査及び旅行・観光消費動向調査につ
いて、上記観光統計の体系的整備の進捗状況も踏ま
え、基幹統計化に係る結論を得る。

観光庁 令和４年度
(2022年度）ま
でに結論を得
る。

○　訪日外国人消費動向調査の都道府県別表章結果につ
いて、精度検証を実施した上で、必要な改善について
の結論を得る。

観光庁 令和４年度
(2022年度）ま
でに結論を得
る。

３ グローバル化
に対応した統計
整備・国際協力
等の推進

○　ＳＤＤＳプラスについて、未対応となっている四半
期の部門別バランスシート、一般政府収支及び一般政
府債務の公表に向け、引き続き関係省庁等の協力を得
つつ検討し、対応可能な全項目での公表を実現する。

財務省、
内閣府

令和３年(2021
年）４月まで
に実施する。

(7) 不動産関連
統計の改善・体
系的整備

(8) 観光施策の
推進に必要な統
計の改善・充実
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令和２年度（2020年度）末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・　土地基本調査に関する研究会において、土地基本調査の作成方法の充実に向
け、不動産登記情報の活用やフローとストックの情報を地域別に把握することも
含め、法人の土地の所有・利用構造の全体像をより的確に把握する調査を効率的
に実施するための課題を整理・検討した結果、平成30年度（2018年度）に中間年
に実施していた土地動態調査と土地保有移動調査を統合し、令和元年度（2019年
度）から土地保有・動態調査を実施することについて総務大臣から承認を受け、
令和元年度（2019年度）に第１回調査、令和２年度（2020年度）に第２回調査を
実施し、それぞれ令和２年（2020年）３月及び令和３年（2021年）３月に集計結
果を公表した。

実施済

・　土地基本調査に関する研究会において、土地基本調査の作成方法の充実に向
け、不動産登記情報の活用やフローとストックの情報を地域別に把握することも
含め、法人の土地の所有・利用構造の全体像をより的確に把握する調査を効率的
に実施するための課題を整理・検討した結果、平成30年度（2018年度）に中間年
に実施していた土地動態調査と土地保有移動調査を統合し、令和元年度（2019年
度）から土地保有・動態調査を実施することについて総務大臣から承認を受け、
令和元年度（2019年度）に第１回調査、令和２年度（2020年度）に第２回調査を
実施し、それぞれ令和２年（2020年）３月及び令和３年（2021年）３月に集計結
果を公表した。引き続き、関係府省とも連携し、解決すべき課題を整理・検討す
る。

継続実施

・　従来、供給側統計である「宿泊旅行統計調査」を用いて推計していた地域観光
統計について、需要側統計である「訪日外国人消費動向調査」及び「旅行・観光
消費動向調査」を柱とする新たな推計手法の開発を行った。平成30年（2018年）
から、訪日外国人消費動向調査及び旅行・観光消費動向調査において、都道府県
別の旅行者数及び旅行消費額のより正確な把握のため、サンプルの拡充や調査票
の改善等を行っており、それらを反映した調査結果を用いて新たに地域観光統計
の試算を行い、そのデータの精度等を検証した上で、推計手法を確定させた。ま
た、訪日外国人消費動向調査では、平成30年（2018年）からクルーズ船利用客を
調査の対象に加え、調査結果を旅行消費額の公表値に反映している。

継続実施

・　宿泊旅行統計調査については、新たな層化基準の検討やデータの検証等を行
い、推計方法の確立に向けた課題について検討を行った。今後も、データの検証
等を含め、統計の安定性や精度の向上に向けた検討を引き続き進める。
　旅行・観光消費動向調査については、都道府県別集計の精度を上げるために回
収率を向上させる方策として、オンライン調査においてスマートフォンによる回
答も可能となるよう電子調査票を開発した。引き続き、回収率向上や精度確保の
可否について検証した上で、現行の統計法上の位置付けについて検討を行う。

実施・検討予定

・　訪日外国人消費動向調査については、平成30年（2018年）からサンプルを大幅
に拡充した地域調査を開始し、都道府県別の訪問率、平均泊数、１人当たり旅行
中支出等の調査結果の精度向上を実現した。また、地域調査の結果の精度につい
ては、地域観光統計の新たな推計と合わせ、検証を行った。この検証結果を踏ま
え、今後、調査地点やサンプルの拡充等、更なる精度向上に向けた取組の検討を
進めていく。

実施・検討予定

・　平成28年（2016年）４月にＳＤＤＳプラスに参加した後、毎年６月に関係省庁
で連絡会議を開催するなど、関係省庁等で協力しつつ対応を進めている。四半期
の部門別バランスシート及び一般政府債務については、平成30年（2018年）４月
に公表を開始済み。なお、一般政府収支は、令和３年（2021年）４月16日に公表
予定。

実施済（四半期
の部門別バラン
スシート及び一
般政府債務につ
いて）及び実
施・検討予定
（一般政府収支
について）

61



項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

○　統計委員会や各府省との連携を図り、ＳＤＧｓのグ
ローバル指標の対応拡大に取り組む。この際、既存の
統計調査では算出困難なものもあることから、知見を
有する第三者の協力も得ながら、新しい情報源の活用
可能性の検討を進める。

内閣官
房、総務
省

平成30年度
(2018年度）か
ら実施する。
新しい情報源
の活用可能性
の検討につい
ては、令和２
年度(2020年
度）から実施
する。

◎　社会保障費用統計について、ＯＥＣＤ基準に加え、
財源の国際比較が可能となるＥＵ（ＥＳＳＰＲＯＳ）
基準に準拠した統計の作成について、ＥＵ統計局及び
関係府省の協力を得て検討し、提供を開始する。

厚生労働
省

令和４年度
(2022年度）ま
でに実施す
る。

◎　社会保障費用統計について、国際基準に準拠した地
方公共団体の社会保障支出の総合的な把握に向け、社
会保障関係費用に関する調査結果の活用や、単価に基
づく推計等を検討し、改善を図る。

厚生労働
省

令和４年度
(2022年度）ま
でに実施す
る。

○　輸出入行動を当該企業の企業特性（外資比率等）と
関連付けた新たな統計の作成について、事業所母集団
データベースと貿易統計データベースにおける法人番
号の登録状況を踏まえた収録情報の接続の可能性や、
個別企業の情報が識別されることがないか等といった
観点の検討も含め、その作成可能性を検証・検討す
る。また、貿易統計について、ユーザーニーズも踏ま
えつつ、情報提供を充実するなど、引き続き利便向上
に努める。

財務省、
総務省

平成30年度
(2018年度）か
ら実施する。

○　海外事業活動基本調査について、政府における行政
記録情報の提供環境を整えるための方策の検討状況を
踏まえ、その母集団名簿の適切な作成に向け、行政記
録情報である外国為替及び外国貿易法（昭和24年法律
第228号）の届出情報（企業名、住所等）等の活用方策
について検討し、可能な限り早期に結論を得る。

経済産業
省

平成30年度
(2018年度）か
ら実施する。
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令和２年度（2020年度）末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・　令和２年（2020年）３月に国連統計委員会で承認されたＳＤＧグローバル指標
の包括的見直しによる新たな枠組みに基づき、令和２年（2020年）12月のＳＤＧ
ｓ推進本部幹事会において、新たに11指標の作成方法等を決定した。これら11指
標を含め、算出値の更新等があった指標のデータは、令和３年（2021年）４月に
日本政府共通のウェブサイトにおいて公表予定としている。これにより、全247指
標のうち138指標のデータが公表可能となった。
　また、地球環境や気象等の観測データを活用した統計作成や分析を促進するこ
とを目的として、2020年（令和２年）９月、ビッグデータ等の利活用推進に関す
る産官学協議のための連携会議の下に、観測データ利活用検証ＷＧを設置し、衛
星データを活用したＳＤＧ指標15.4.2に関する検証を実施した。

継続実施

・　ＥＵ（ＥＳＳＰＲＯＳ）基準に準拠した単年度（平成30年度（2018年度））の
試行集計を行い、集計方法等について有識者の意見を聴取して検討を進めた。

実施・検討予定

・　地方単独事業のうち主要な事業は総務省から提供を受けた「社会保障施策に要
する経費に関する調査」の活用により決算値の計上が可能となったが、地方単独
事業として実施される公営住宅家賃対策補助、災害救助費、救急業務費、学校保
健等については、上記調査において把握されないために未計上又は決算値ではな
い地方交付税の単位費用に基づく推計値を使用している。これらについて、総務
省へのヒアリングを行うなど情報収集・検討を進めた。

実施・検討予定

・　当該措置については、貿易統計データの既存情報にある項目と事業所母集団
データベースの既存情報の項目に共通キーが存在しておらず、両データベースの
収録情報の接続が極めて困難な状況。今後、接続に必要な共通キーとなり得る、
例えば、法人番号が導入される等の進展によっては、引き続き検討する余地があ
るものと考えられる。
　ただし、仮に共通キーの課題が解決したとしても、本来の行政手続の円滑な実
施に支障が出ないよう、また個別企業の情報が識別されないよう処理が行われる
必要があり、統計情報の機密性が担保された環境において作業が実施されること
が前提となる。
　貿易統計については、これまでもユーザーニーズを踏まえ提供情報の充実に努
めてきたところ、更に利便性を向上させるため、令和元年（2019年）６月に貿易
統計ホームページのリニューアルを実施し、また令和元年度（2019年度）中にｅ
－ＳｔａｔのＤＢ化を実施・完了した。

実施済（貿易統
計について）及
び実施・検討予
定（事業所母集
団データベース
と貿易統計デー
タベースにおけ
る法人番号の登
録状況を踏まえ
た収録情報の接
続の可能性につ
いて）

・　外国為替及び外国貿易法の届出情報である行政記録情報の活用については、財
務省から個別企業情報守秘の観点から提供は困難である旨の回答があり、引き続
き、行政記録情報の活用に向け、総務省をはじめ関係省庁と協議の上で今後の対
応策について検討していきたい。

継続実施
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

○　統計委員会の知見も活用しつつ、①国際会議・専門
家会合等への積極的な参加・情報発信、②国際機関等
への統計専門家の経常的な派遣、③発展途上国等を中
心とする諸外国からの統計に関する政府職員の受入
れ、④国際連合アジア太平洋統計研修所（ＳＩＡＰ）
の運営に対する協力等の取組を一層充実し、国際貢献
の強化を図る。

各府省 平成30年度
(2018年度）か
ら実施する。

○　統計に関する国際比較可能性の更なる向上を図る観
点から、統計委員会を中心に各府省間の連携を図り、
国際機関への情報発信や国際機関における統計関係の
議論・調整状況などに関する情報共有を強化する。

総務省、
各府省

平成30年度
(2018年度）か
ら実施する。

〇　ＰＯＳデータ、人流データ、ＳＮＳデータなど民間
データの活用に係る先行事例があるデータ又は優先度
の高いデータ等（行政記録情報等を含む。）を選定し
て、各府省の協力により集中的に協議することによ
り、利活用上の各種課題の解決や、優良事例等を積み
上げて公表するための産官学連携による会議を開催
し、及び政府内における検討の場を設け、データの保
護や取得等の課題について集中的に検討し、各府省と
地方公共団体・民間企業等の間における統計的分析や
統計作成目的によるデータ等の相互利活用を推進する
とともに、可能性の高いものから、速やかに試行的な
活用等を行う。

総務省、
各府省

令和４年度
(2022年度)末
までに一定の
結論を得る。

○　統計的分析や統計作成目的によるビッグデータ等の
利活用を推進するため、各府省におけるビッグデータ
等の統計への活用実態を把握するとともに、可能な限
り地方公共団体・民間企業等における国の統計データ
やビッグデータ等の効果的な利用状況の把握に努め、
定期的にこれらの情報を各府省に提供することで各府
省による利活用の横展開を促すとともに、上記の会議
に報告する。

総務省、
各府省

平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。

ア　行政記録情
報等の活用

○　各府省と連携し、行政記録情報等の統計作成への活
用に係る実態調査の更なる充実を図った上で、定期的
に実施し、その結果をホームページに掲載するととも
に、府省間の情報共有の充実を図る。また、業務統計
を作成する府省においては、原則として当該統計をｅ
－Ｓｔａｔ等で公表するとともに、ユーザーニーズを
踏まえつつ、提供情報の充実に努める。

総務省、
各府省

平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。

第３
１　統計作成の
効率化及び報告
者の負担軽減
(1) 行政記録情
報等及び民間企
業等が保有する
ビッグデータ等
の活用
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令和２年度（2020年度）末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・①新型コロナウイルス感染症の影響により国際会議の中止等が多くあったもの
の、８府省から延べ109人の職員が41の国際会議に出席し、議論への参加、発表等
を行った（Ｗｅｂ会合含む。）。
②新型コロナウイルス感染症の影響により国際機関等への職員の派遣が困難な状
況であったものの、４府省が６の国際機関・国等に延べ54人の職員を派遣した
（テレワークによる派遣を含む。）。
③新型コロナウイルス感染症の影響により諸外国からの政府職員の派遣が困難な
状況であったものの、１府省が１か国から延べ30人の研修生を受け入れた（テレ
ワークによる受入を含む。）。
④ＳＩＡＰに対して、昭和45年（1970年）の設立以来、現金及び現物の寄与を通
じた研修への協力を行っており、令和２年度（2020年度）については新型コロナ
ウイルス感染症の影響により対面研修は実施できなかったものの、オンラインで
の研修を実施し、59か国（地域）、3,335名に対して研修を実施した。

継続実施

・　各種の統計に関する国際会議、国際機関及び諸国の諸情報を府省等間において
緊密に報告・連絡し合うとともに、国際協力の推進に関する事項について、政府
部内の連絡及び調整並びに検討を行うため、随時の情報共有に加え、各府省等の
課長補佐級の会議を定期的に開催しており、令和２年度（2020年度）は２回開催
した。

継続実施

・　平成30年（2018年）５月に設置した「ビッグデータ等の利活用推進に関する産
官学協議のための連携会議」（以下「ビッグデータ連携会議」という。）を３回
開催し、同会議におけるこれまでの事例整理を行うとともに、観測衛星データや
労働ビッグデータの統計的利活用の事例について、同会議の構成員や府省庁間で
情報共有を行い、意見交換を行った。また、流動人口データの公的統計への活用
可能性に関する研究も行った。
　「統計改革推進会議」（官房長官・関係閣僚等で構成。平成29年（2017年）設
置）の下の「統計改革調査部会」（各府省等の統計幹事・ＥＢＰＭ統括責任者等
で構成。令和元年（2019年）設置）の下に設置した「統計技術・データソースの
多様化等検討会」（令和２年（2020年）３月設置）を２回開催した。

実施・検討予定

・　各府省におけるビッグデータ等の統計への活用実態を把握するため、平成30年
（2018年）１月から「民間企業等が保有するビッグデータ等の統計作成への活用
に係る調査」を実施している。
　令和２年度（2020年度）に関しては、１月に各府省からの調査結果をとりまと
めており、今後、総務省統計委員会のホームページに掲載予定（資料編　資料６
参照）。

継続実施

・　毎年度、「行政記録情報等及び民間企業等が保有するビッグデータ等の統計作
成への活用に係る実態調査」を実施し、その結果を府省間で共有するとともに、
総務省ホームページに掲載している。（当該調査のうち、行政記録情報等の統計
作成への活用状況の概要については、資料編　資料７参照）

継続実施
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

○　行政記録情報の活用を図ることにより、より正確な
景気動向把握や長期的な経済動向の分析に努める。特
に、所得に関する税情報については、賃金動向等の把
握のための補完的な情報として活用を図ることを視野
に本格的に研究を行う。

内閣府、
財務省

平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。

○　統計委員会を中心に情報の共有や府省間の連携を強
化しつつ、行政記録情報等の統計作成への活用を通じ
た研究・検討を推進する。行政記録情報等の統計作成
への活用の推進に当たっては、報告者の同意を得た行
政記録情報の転用事例、企業等内の既存データの提供
を求める事例等を把握し、報告者側の実態や意見も勘
案しつつ、各府省への展開を図る。

総務省、
各府省

平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。

イ　民間企業等
が保有するビッ
グデータの活用

○　ビッグデータを用いた新たな景気動向の把握のた
め、ＰＯＳデータをきめ細かく分析に利用する手法の
開発に向けた検討を行う。また、物流データを活用し
た地域間の移出入の動向把握に向けて、調査機関と連
携して研究を進める。

内閣府 平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。

○　「オンライン調査の推進に関する行動指針」に基づ
き、統計調査の企画に当たっては、オンライン調査の
導入を検討するとともに、導入後も、モバイル機器携
帯型端末の活用を含めた改善や回答率の向上を図る。

各府省 平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。

○　ＩＣＴの普及状況を踏まえつつ、「政府統計オンラ
イン調査総合窓口」の機能改善・拡充等を推進する。

総務省 平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。

(2) オンライン
調査の推進

○　ビッグデータを活用した経済指標の開発に当たって
は、景気動向把握の向上に資するよう考慮するととも
に、ＰＯＳデータ、人流データ、ＳＮＳデータ等を用
いて、既存統計で把握できていない経済活動の把握に
努める。また、各府省におけるビッグデータの効率的
な活用を推進するため、関係府省の取組状況や企業等
からのデータ提供の在り方、データの品質確保、専門
人材の育成等について、統計委員会を中心に定期的な
情報共有を図る。

総務省、
関係府省

平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。

66



令和２年度（2020年度）末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・　行政記録情報のデータの特徴や利活用方法等について分析を行っているとこ
ろ。税情報については、財務省の協力の下、賃金動向等との関係について分析し
ているが、制度要因等による影響も大きく、引き続き検討中。

継続実施

・　毎年実施している「行政記録情報等の統計作成への活用に係る実態調査」によ
り、「報告者の同意を得て行政記録情報を転用している事例」の項目を設け、行
政記録情報等の統計作成への活用の実態を把握している。

継続実施

・　ＰＯＳデータの約220品目の価格・数量データの双方を用いて、価格変動が需要
要因と供給要因のどちらに起因するのかの要因分解を行った指標を開発した。
　ＰＯＳデータ等の速報性の高いデータから、機械学習により小売業販売額全体
の動きをナウキャストする分析を実施した。これらの結果については、令和２年
（2020年）１月に統計委員会委員懇談会において説明を行った。
　物流データの活用については、検討を継続中。

継続実施

・　「消費動向指数研究協議会」に参画する企業の一部から提供を受けた消費関連
データを用いた試算を実施し、同結果については学会において報告を行った。ま
た、消費動向指数研究協議会（研究評議会）において検討を行い、更なる検討が
必要とされた。【総務省（統計局）】

・　商業動態統計調査の丁２調査の回答方法について、ＰＯＳ等ビッグデータの提
供を可能とする方法を令和２年度（2020年度）から導入した。【経済産業省】

・　第11回ビッグデータ連携会議において、「公的統計へのビッグデータの更なる
活用に向けて」（これまで同会議で紹介した事例の整理を行ったもの）を作成
し、同会議のＨＰに掲載を行った。【総務省（政策統括官）】

・（資料編　資料８参照） 継続実施

・　各府省からの機能改修要望に基づき、利用機関ＡＰＩの性能の向上、受付状況
確認のレスポンス改善、問合せフォームの充実など、機能改善・拡充等を実施し
た。

継続実施

継続実施
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

(3) 報告者の負
担軽減・統計
ニーズの把握

〇　ＥＢＰＭ推進委員会が実施する統計ニーズの提案募
集の取組と連携しつつ、統計作成に関する報告者の負
担等に関する声（提案）を経常的に募集する。また、
当該募集により把握した提案や統計調査の実施等に当
たり各府省が収集した報告者の声（提案）や統計ニー
ズについて、各府省と連携して対応方策を作成・公表
するとともに、統計委員会を中心に毎年定期的にその
対応状況のフォローアップを実施する。なお、地方公
共団体、独立行政法人等や民間企業等による各種調査
やアンケート調査等との重複等に係る内容について
は、必要に応じて総務省において、統計委員会の意見
も踏まえつつ当該関係者への情報提供や連絡等を行
う。

総務省、
各府省

平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。

○　所管統計調査の設計に当たっては、報告者の声、府
省内外の統計ニーズを別途把握するとともに、これま
でに募集・把握した報告者の声や統計ニーズも踏まえ
ることにより、報告者の負担軽減や統計ニーズへの的
確な対応を図ることに加え、各府省の政策立案過程総
括審議官等に、必要なデータの有無や所在を確認し、
報告者の負担軽減及び調査事務の簡素化を図る。

各府省 平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。
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令和２年度（2020年度）末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・　国の統計に関する提案を経常的に把握する仕組みを構築するため、平成29年度
（2017年度）末から、報告者の声の把握を開始した。
　これまでに計135件の意見を受け付け、対応方策について関係府省と協力して検
討し、調整の整ったものから順次統計委員会に報告の上、公表している（平成30
年度（2018年度）13件、令和元年度（2019年度）122件をそれぞれ公表）。
　令和２年度（2020年度）は、21件の意見を受け付け、対応方策について関係府
省と協力して検討しており、調整が整い次第統計委員会に報告の上、公表予定。
また、過去の意見受付分の対応状況のフォローアップについても関係府省との調
整が整い次第統計委員会に報告の上、公表予定。

継続実施

・　職種別民間給与実態調査において、府省内外の統計ニーズも含め調査項目の必
要性を改めて精査し、報告者の負担軽減等の観点も踏まえ、調査項目の削減等の
見直しを行うとともに、令和２年（2020年）調査から、一部の調査項目につい
て、オンライン調査システムの活用を希望する事業所が同システムを活用できる
仕組みを導入することとした。
　民間企業における役員報酬（給与）調査において、報告者の声等を踏まえ、作
成要領等の整理・統合を行い、参照資料の削減を図ると共に、オンライン調査の
導入を行う（予定）など、引き続き、報告者の負担軽減及び調査事務の簡素化に
向けた取組を行っている。
　民間企業の勤務条件制度等調査において、平成30年（2018年）調査から、企業
の情報等の共通事項についてプレプリントを実施した。また、令和元年（2019
年）調査から、一部の調査項目について、オンライン調査システムの活用を希望
する事業所が同システムを活用できる仕組みを導入した。【人事院】

・　所管統計調査における有識者による企画分析会議等での統計の基本的な考え方
を踏まえ、検討実施。【内閣府】

・　総務省が所管する各種統計調査の企画・見直しに当たっては、総務省統計委員
会担当室が実施する「国が実施する統計調査に関する提案募集」はもちろん、関
係府省や地方公共団体、有識者や報告者等へのヒアリングなどを個別に実施する
ことで統計ニーズを把握し、可能な限りの対応を図っているところ。【総務省】

・　平成30年度（2018年度）における調査の実施に当たり、外部有識者等による委
員会からの意見聴取、犯罪被害者支援団体からのヒアリングなどにより、統計
ニーズの把握に努めた。【法務省】

・　総務省が実施した「国が実施する統計調査に関する提案募集」において、経団
連から提出された改善要望のうち、文部科学省対応分について対応を行った。
【文部科学省】

・　統計調査の見直しに当たっては、利活用リストを活用し省内外の関係課室への
確認を行ったほか、パブリックコメントの実施や業界団体、利活用者等へのヒア
リングにより、国民の意見やニーズを把握した上で、記入者負担の軽減にも配慮
した計画案を策定し、総務大臣へ変更申請を行った。【経済産業省】

・　統計を利用した結果の検討会等において、ニーズの把握に努めている。【環境
省】

継続実施
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

２　統計の品質
確保
(1) 統計基準の
整備及び統計間
の比較可能性向
上
ア　統計基準の
整備

○　日本標準産業分類の次期改定と併せて、法人番号と
事業所母集団データベースとの照合により追加される
企業等の確認結果や、企業等の活動実態や実査可能性
等を踏まえつつ、専従の役員・労働者等が存在しない
法人等に関する日本標準産業分類上の整理に取り組
む。

総務省 日本標準産業
分類の次期改
定（令和５年
度(2023年
度））に向け
て実施する。

イ　統計間の比
較可能性向上

○　統計間の比較可能性や再集計機能の向上を図るた
め、各府省と連携し、地域ブロックの結果表章に係る
標準的な区分の在り方について検討を進め結論を得る
とともに、年齢、事業所規模などの結果表章に係る標
準的な区分の在り方についても現状の更なる精査を
行った上で検討を進め結論を得る。また、各府省は、
個々の調査の特性や精度に留意しつつ、この結論に
のっとった対応に努める。

総務省、
各府省

地域ブロック
については平
成30年度(2018
年度)末まで
に、それ以外
については令
和元年度(2019
年度)以降順
次、結論を得
て、それを踏
まえ順次実施
する。

○　「統計調査における民間事業者の活用に係るガイド
ライン」に基づき、委託業務仕様書の見直しや、プロ
セス管理の徹底を図るとともに、事後的な検証を含め
た情報共有を通じ、民間委託された業務の更なる品質
確保・向上に着実に取り組む。

各府省 平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。

○　統計調査の民間委託について、関係府省の協力を得
て、複数年契約の推進等について検討するとともに、
民間委託における優良事例等を取りまとめ、情報共有
する。

総務省、
関係府省

平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。

(3) 統計に共通
する課題の研
究・各府省等へ
の支援

○　「各府省統計研究情報フォーラム」を活用した情報
共有について、各府省における調査研究の実施予定も
対象にするなど、統計委員会を中心に取組の充実・強
化を図る。

総務省 平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。

○　各府省及び地方公共団体からのニーズを踏まえ、引
き続き統計技術的な課題解決に向けた研究に取り組
み、その研究成果を統計業務に活用することにより、
各府省及び地方公共団体を支援する。

総務省 平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。

(2) 民間委託さ
れた統計調査の
品質確保・向上
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令和２年度（2020年度）末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・　法人番号の把握・活用の推進による事業所母集団データベースの整備・充実の
状況を踏まえつつ、令和５年度（2023年度）の日本標準産業分類の次期改定に向
けて結論が得られるよう今後検討予定。

実施・検討予定

・　地域ブロックについては、公的統計の結果を地域別に表章する際の指針とし
て、平成31年（2019年）３月28日に「地域別表章に関するガイドライン」を決定
（総務省政策統括官（統計基準担当）決定）した。
　年齢、事業所規模などの結果表章に係る標準的な区分の在り方については、前
年度に実施した我が国の公的統計や諸外国の主要統計における表章状況を把握す
るための調査研究（委託研究）結果を基本資料としながら、現状の精査を行いつ
つ、検討を進めている。

実施済（地域ブ
ロックについ
て）及び継続実
施（それ以外に
ついて）

・（資料編　資料９参照） 継続実施

・　平成30年（2018年）７～８月に、民間事業者に委託した統計調査業務の履行状
況・範囲・規模などの情報を関係各府省から収集し、整理した上で各府省間で情
報共有した。

継続実施

・　平成30年度（2018年度）は、「各府省統計研究情報フォーラム」を活用した情
報共有について、各府省における調査研究の実施予定も対象にするなど、統計委
員会を中心に取組の充実・強化を図る方策について検討を行った。これらを踏ま
え、令和元年度（2019年度）以降、総務省から各府省に従来照会していた研究成
果に加え、調査研究の実施予定についても照会し、「各府省統計研究情報フォー
ラム」に掲載することで、各府省で情報共有を行うと共に、研究予定、成果など
を統計委員会企画部会に報告することとしている。直近では、令和２年（2020
年）７月の統計委員会企画部会に報告した。

継続実施

・　経済産業省からの要請により行った「生産動態統計調査」の欠測値補完方法の
検証結果について、令和元年（2019年）６月、評価分科会に報告した。
　その結果、課題解決に向けた今後の取組の方向性が示され、必要に応じて引き
続き経済産業省を支援することとなった。
　さらに、令和２年度（2020年度）において、サンプルサイズが大きいなどの条
件を満たす分類・品目に対して追加検証を行った。
　なお、追加検証の結果については、令和３年（2021年）４月に開催される第10
回評価分科会において、報告予定である。

継続実施
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

○　ビッグデータの特性把握や偏り是正等ビッグデータ
の利用に関する高度な統計技術の研究開発に引き続き
取り組む。また、匿名化などの適切なデータの補正、
データ保管・利用に関する信頼性の確保、データの品
質確保などについて、各府省に対する技術的な支援の
充実に努めるとともに、ビッグデータの分析事例や活
用事例に関する研修を実施する。

総務省 平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。

○　時々の技術動向を踏まえつつ、情報収集方法の高度
化に関する研究に引き続き取り組む中で、無作為抽出
により行った調査員調査の結果とモニター調査など別
の手法により行った調査の結果との統合推計などの研
究を推進し、統計調査員業務の重点化に活用する。

総務省 平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。

(4) 品質確保に
向けた取組の強
化
ア　ＰＤＣＡサ
イクルの確立等

○　調査実施後において、各府省の幹事の下、回収率等
の結果精度に関する事項を含めた調査計画の履行状
況、調査結果の利活用状況等の観点から事後検証を行
い、その結果を次回以降の調査計画の見直し等に反映
する仕組みをルール化し、調査を不断に改善する。

関係府
省、総務
省

令和２年度
(2020年度)か
ら実施する。

○　統計調査の承認審査の重点化を図り、事後検証の徹
底した取組を前提として、簡素化・迅速化する。

総務省 令和２年度
(2020年度)か
ら実施する。

○　①誤りが発生している統計、②公表の遅れが継続し
ている統計、③情報システムに問題がある統計などに
ついては、ＢＰＲの手法も活用しつつ、外部の統計専
門家の参加も得て、原因分析等を行い、統計作成プロ
セスやシステムの改修等を行う。

関係府
省、内閣
官房、総
務省

令和２年度
(2020年度)か
ら実施する。

○　統計委員会が取りまとめる一般的な要求事項及び方
針に基づき、総務省から派遣された統計監理官等が行
う第三者監査も活用し、実査、集計等個々の統計作成
プロセスの水準を段階的に向上させる。

関係府
省、総務
省

令和３年度
(2021年度)か
ら実施する。

○　統計作成に関する標準的な業務マニュアルを作成
し、ＢＰＲ等の状況も踏まえ、定期的に見直す。ま
た、当該マニュアルを踏まえ、統計ごとの業務マニュ
アルを作成し、定期的に確認する。

総務省、
関係府省

令和２年度
(2020年度)か
ら実施する。
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令和２年度（2020年度）末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・　統計研究研修所で令和２年度（2020年度）に実施を予定していたビッグデータ
に関する研修は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う「緊急事態宣言」
が発出されたことから中止としたが、令和元年度（2019年度）に実施した「ビッ
グデータ利活用－基礎から応用まで－」の研修動画をオンライン統計研修ポータ
ルサイト「統計研修ひろば」に自主学習用教材として掲載し、希望する職員が視
聴できるようにした。

継続実施

・　無作為抽出により行った調査員調査の結果とモニター調査など別の手法により
行った調査の結果との統合推計を行った全国家計構造調査の集計に関して、第159
回統計委員会において、調査実施者から報告がなされた。

実施済

・　「公的統計の総合的品質管理を目指した取組について（建議）」（令和元年
（2019年）９月30日統計委員会。以下「統計委員会建議」という。）及び「統計
行政の新生に向けて～将来にわたって高い品質の統計を提供するために～」（令
和元年（2019年）12月24日統計改革推進会議統計行政新生部会）を踏まえ、ＰＤ
ＣＡサイクルの確立を図るため、「ＰＤＣＡサイクル確立に向けた点検・評価ガ
イドライン」（令和２年（2020年）７月30日統計行政推進会議申合せ。以下「点
検・評価ガイドライン」という。）を策定し、令和２年（2020年）10月から、各
府省において、所管の統計調査について、調査計画の履行状況等に関する計画的
な点検・評価を実施するとともに、その結果を踏まえた不断の改善を通じ、品質
の確保に取り組んでいる。

継続実施

・　承認申請等に関する事務マニュアルを全面改正し、承認審査の基本的方針や視
点ごとの考え方、重点化による迅速化の方法を具体化するとともに、ＰＤＣＡサ
イクルの一環として、所管する統計調査について、各府省が自ら行う事後点検結
果の承認審査への活用についても明記した。

継続実施

・　各府省所管の統計調査に関し、中央統計機構の職員が助言するなど、統計作成
プロセスの見直し等の支援を実施した。

継続実施

・　第三者監査の導入に向け、統計委員会における審議を効率的かつ集中的に実施
するため、令和２年（2020年）10月に「点検検証部会」が「統計作成プロセス部
会」に発展的に改組されるとともに、同部会の下に「要求事項等検討タスク
フォース」が設置され、これらの部会等において、統計作成プロセスに関する要
求事項及び実施方針の検討が進められている。

継続実施

・　令和２年度（2020年度）に設置された各府省で構成された「統計作成プロセス
における品質管理に関するＷＧ」において、統計ごとの業務マニュアル作成に資
する「標準マニュアル」の整備に向けた議論を進めているところ。令和３年度
（2021年度）中には当該マニュアルの試行的運用を予定。

継続実施
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

○　各府省と連携して、個別統計に関し、必要に応じ統
計研究研修所も活用しつつ、統計精度検査を計画的に
実施するとともに、平成29年度（2017年度）に実施し
た統計精度検査結果への対応状況も含めフォローアッ
プする。

総務省、
各府省

平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。

○ 各府省、
総務省

　「公的統計の品質保証に関するガイドライン」を踏
まえ、統計の品質保証活動に引き続き取り組み、所管
統計・統計調査の改善を図るとともに、公的統計への
理解と活用を一層推進するため、作成過程の更なる透
明化に努める。その一環として、統計調査の調査計画
を一元的に閲覧できるようホームページに掲載すると
ともに、事後検証の結果についても併せてホームペー
ジ上で閲覧できるようにする。

平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。
調査計画及び
事後検証結果
のホームペー
ジ掲載につい
ては、令和２
年度(2020年
度)から実施す
る。
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令和２年度（2020年度）末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・　評価分科会において、平成28年度（2016年度）統計法施行状況に関する審議結
果報告書（統計精度検査関連分）（平成30年（2018年）３月）において実施すべ
きとされた事項のうち、「社会教育調査（民間体育施設）の母集団の明確化及び
欠測値補完の見直し」、「建設工事統計調査（施工調査）の欠測値補完の見直
し」について、各府省による対応状況に関する審議を行った。

継続実施

・　各府省のホームページにおける統計に関する情報提供を充実させるため、基幹
統計の統計精度に関する情報提供度をスコアリングしている「見える化状況検
査」の継続的なフォローアップを前回の同一のスコアリング基準を用いて実施
し、一般統計調査についても、見える化状況検査を基幹統計調査に準じたスコア
リング基準を用いて実施した。
　基幹統計及び一般統計調査の見える化状況検査の結果は、令和元年（2019年）
８月の点検検証部会で報告を行い、基幹統計調査については、54調査中11調査で
改善が見られた。

・　「公的統計の品質保証に関するガイドライン」を踏まえ、毎年度、関係府省に
おける統計の品質保証活動に関する取組状況等について情報共有を行っている。
　また、統計委員会建議等を踏まえ、統計調査の調査計画及び点検・評価ガイド
ラインに基づき各府省が実施した点検・評価結果を、ｅ－Ｓｔａｔにおいて一元
的に閲覧できるよう整備を行い、順次掲載作業を実施している。【総務省（政策
統括官）】

継続実施

・　基幹統計（国民経済計算）及び一般統計調査について、平成25年（2013年）９
月に品質表示及び品質評価に係る実施計画を定め、当該計画に基づき、調査実施
部局において、品質保証活動に関する取組を実施している。また、大臣官房にお
いて、部局ごとの取組結果を確認し、府内の取組状況について適宜部局と情報共
有し、取組内容の改善等を促している。【内閣府】

・　品質表示及び品質評価について、「公的統計の品質保証に関するガイドライ
ン」等に準じて可能な範囲で実施する体制を維持している。【警察庁】

・　総務省統計局実施の統計調査について、「公的統計の品質保証に関するガイド
ライン」に基づき、表示の見直し及び自己評価を実施し、評価結果の概要を統計
局ホームページ上で公開した。引き続き、所管する統計について、自己評価を計
画的に実施する。
　また、実施過程の質の評価については、委任・委託先の協力を得て平成30年度
（2018年度）から自己評価を実施した。今後も所管する統計について、自己評価
を計画的に実施する。【総務省（統計局）】

・　法務総合研究所においては、一般統計調査である第５回犯罪被害実態（暗数）
調査の承認申請に当たり、平成30年度（2018年度）にガイドラインに基づく品質
評価事項チェックリストを活用した自己評価を行った。【法務省】

・　「公的統計の品質保証に関するガイドライン」に基づき、財務省が所管する基
幹統計及び一般統計調査について統計作成部局による自己評価及び総括部局にお
ける二次チェックを実施した。【財務省】

・　「公的統計の品質保証に関するガイドライン」に基づき、文部科学省が所管す
る基幹統計において自己評価を実施した。【文部科学省】

75



項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

○　システムを用いたエラーチェック等、データの審査
を適切に実施する。また、統計に誤りが判明した場合
には、あらかじめ策定した対応ルールに基づき、ユー
ザーに及ぼす影響も含め、ユーザーに対する迅速な周
知を行うとともに、効果的な再発防止策を検討・整理
して、府省内及び政府全体で共有する。

関係府
省、内閣
官房、総
務省

令和２年度
(2020年度)か
ら実施する。

○　統計調査の担当者から独立した統計分析審査官によ
る分析的審査を順次導入する。

関係府
省、内閣
官房

令和２年度
(2020年度)か
ら実施する。

○　公的統計でカバーしきれない分野について、政府関
係法人等が作成する統計を利用しやすくするため、こ
れら統計の品質等を評価するためのガイドラインを策
定する。

総務省 令和２年度
(2020年度)か
ら実施する。

イ　統計の重要
度に応じた管理

○　内閣官房は、関係府省の協力を得て、一般統計調査
について重要度に応じた区分を検討する。また、基幹
統計とそれ以外の統計の区分の見直し、基幹統計の対
象の絞り込み、一般統計調査との入替え等基幹統計と
して扱う統計の範囲について検討する。総務省は、こ
れらの検討結果を踏まえて区分及び範囲を定めるとと
もに、必要に応じて区分及び範囲の見直しを行う。

関係府
省、内閣
官房、総
務省

令和２年度
(2020年度)か
ら実施する。
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令和２年度（2020年度）末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・　品質表示については、所管する統計について、各調査の公表の都度見直しを行
い、品質表示についての周知や項目内容の充実を図った。品質評価については、
予算の概算要求の前に実施予定の統計調査について、自己評価を実施した。
　「ＰＤＣＡサイクル確立に向けた点検・評価ガイドライン」に基づき、点検・
評価計画を作成し、計画に沿って、点検・評価を実施した。【厚生労働省】

・　調査担当課室から独立した部署として、令和２年（2020年）４月に統計品質向
上室を設置し、農林水産省が実施する基幹統計及び一般統計調査の公表資料につ
いて、「公的統計の品質保証に関するガイドライン」に基づく品質表示となるよ
う一元的な審査を実施した。
　品質評価については、実施規程を整備した。また、施策担当局庁を構成員とす
る「農林水産統計の見直し検討会」を開催して、ニーズの適合性、調査の効率性
等を踏まえた調査の改善に努めた。
　また、「ＰＤＣＡサイクル確立に向けた点検・評価ガイドライン」に基づき実
施規程を整備し、令和２年（2020年）10月から点検・評価を実施するとともに、
調査計画及び事後検証結果のホームページ掲載の準備を進めた。
【農林水産省】

・　平成29年（2017年）から各統計調査の調査計画を経済産業省ホームページで一
元的に公表しているが、ｅ－Ｓｔａｔでの公表についても対応を行った。【経済
産業省】

・　「公的統計の品質保証に関するガイドライン」に基づき、国土交通省が所管す
る統計について、品質表示の評価及び品質評価を実施した。【国土交通省】

・　公表数値等の誤りが発生した場合の対応について、令和２年度（2020年度）に
各府省においてルールを策定し、運用を開始した。誤り発生に係る情報は、内閣
官房の統計分析審査官総括担当から、各府省に配置された統計分析審査官に定期
的に共有を行っている。

継続実施

・　各府省に配置された統計分析審査官の下、分析的審査が導入されていない基幹
統計調査及び特定一般統計調査を優先しつつ、段階的に導入可能性の検討を行っ
ている。導入状況については、年１回、フォローアップを行うこととしている。

継続実施

・　政府関係法人等が作成する統計の品質等を評価するためのガイドラインの策定
に向けて、実態把握方法や品質等を評価するための方法等について検討を進めて
いる。

継続実施

・　一般統計調査の重要度に応じた区分について、「統計改革調査部会　統計体系
の整理等検討会」において区分けの基準を検討し、統計行政推進会議において
「特定一般統計調査の指定について」（令和２年（2020年）７月30日統計行政推
進会議申合せ）の申合せを行った。

継続実施
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

○ 関係府
省、総務
省

令和２年度
(2020年度)か
ら実施する。

○　統計に関する官民のコストの削減計画を策定するこ
とにより、統計に関する官民コスト（作業等に要する
時間コストの合計。追加的に発生するコストは対象
外）を、３年間で２割削減するとともに、その取組状
況を毎年フォローアップし、その結果を公表する。

各府省、
総務省

令和２年度
(2020年度)末
までに実施す
る。

○　調査票情報等の管理に当たり、調査票情報等のデー
タ形式や調査票情報等を活用する上で必要な情報（メ
タデータ）の保存・管理の在り方を検討した上で、調
査票情報等の管理等の委託に関するガイドラインを定
める。

総務省 平成30年度
(2018年度)末
までに実施す
る。

○　調査票情報等の提供及び活用に関するポータルサイ
トについて、独立行政法人統計センターと協力して整
備を進める。全ての基幹統計及び一般統計調査に係る
調査票情報、作成に活用した統計、行政記録情報及び
メタデータについて、独立行政法人統計センターにお
いて、一元的な永年保管を段階的に進めるための検討
を行う。また、総務省において、各府省の協力を得
て、基幹統計以外の加工統計及び業務統計について
も、重要なものから、作成に使用した情報等につい
て、独立行政法人統計センターにおける一元的な永年
保管に向けて必要な検討を行う。

総務省、
各府省

平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。
一元的な保管
の検討につい
ては、令和２
年度(2020年
度)から実施す
る。

○ 総務省、
各府省

平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。

３　統計の利活
用促進・環境改
善
(1) 調査票情報
等の提供及び活
用の推進

　調査票情報の提供についてオンサイト利用を中心と
した利用形態への移行を視野に、独立行政法人統計セ
ンターと協力し、オンサイト利用の全国的な展開に向
け、利用拠点及び利用可能な統計調査の段階的な拡充
を図るとともに、これらの取組状況を踏まえて調査票
情報等の利用形態の在り方について検討する。加え
て、利用可能な行政記録情報について、統計的な利活
用を行うために必要なシステム基盤について整備を進
める。

　基幹統計について、社会経済情勢の変化に対応した
不断の見直しを行い、重要な一般統計調査について
も、これに準じて対応する。その際、統計分析審査官
が中心となって実施する分析的審査等の統計の管理の
仕組みについて、統計の区分に応じたメリハリのある
対応を行う。それ以外の一般統計調査については、効
率化を徹底するとともに、統計作成の継続を含めた必
要性について検証を行う。
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令和２年度（2020年度）末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・　各府省においては、所管の統計調査について、点検・評価ガイドラインに基づ
き、統計調査の区分に応じ、計画的な点検・評価を実施するとともに、その結果
を踏まえた不断の改善に取り組んでいる。

・　分析的審査については、各府省に配置された統計分析審査官の下、分析的審査
が導入されていない基幹統計調査及び特定一般統計調査を優先しつつ、段階的に
導入可能性の検討を行っている。

・　各府省において、平成30年度（2018年度）に策定した統計に関する官民のコス
トの削減計画に記載された取組を実施することにより、コストの削減に取り組ん
でいるところ。
　各府省における令和元年度（2019年度）の取組状況については、令和２年度
（2020年度）にフォローアップを実施し、令和２年（2020年）12月に統計委員会
に結果を報告・公表した。

実施・検討予定

・　統計法及び独立行政法人統計センター法の一部を改正する法律（平成30年法律
第34号。以下「改正法」という。）の全面施行に合わせ、調査票情報の二次的利
用等関連ガイドラインを改正（平成31年（2019年）４月）し、調査票情報のデー
タ形式のＣＳＶ化やドキュメントの定義の明確化等を図った。

実施済

・　政府共通の基盤としての中央データ管理施設及びポータルサイトの整備につい
て、平成30年度（2018年度）に引き続き、独立行政法人統計センターの年度目標
及び年度計画に盛り込み取組を推進することとし、政府統計の総合窓口（ｅ－Ｓ
ｔａｔ）内に調査票情報の利用手続や提供対象の統計調査一覧などを掲載する
「ミクロデータ利用ポータルサイト（ｍｉｒｉｐｏ）」を令和元年（2019年）５
月１日に開設した。

実施済（ポータ
ルサイトの整備
について）及び
継続実施（一元
保管について）

・　オンサイト利用の全国的な展開に向け、大学、研究機関等の協力を得て全国に
13のオンサイト施設を整備するとともに、関係府省と連携して利用可能な統計調
査を９府省が所管する計73調査まで拡充を図った。引き続き、オンサイト施設及
び利用可能な統計調査について、ユーザーニーズ等を踏まえつつ、順次拡充を図
る予定。【総務省（政策統括官）】

継続実施

・　オンサイト利用可能な統計調査の拡充に向け、調整を進めている。【内閣府】

・　オンサイト利用に係るシステム基盤の整備として、独立行政法人統計センター
への委託により、令和２年（2020年）１月からオンサイト中央データ管理セン
ターを整備するとともに、オンサイト利用者向け集計システムの開発及びデータ
整備を実施。【総務省（統計局）】

・　統計センターと調査票情報等の取扱いについて調整を行い、一部の統計調査に
おいて、オンサイト利用による調査票情報の提供を可能とした。【文部科学省】

継続実施
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

○　総務省におけるオンサイト利用の運用状況を踏まえ
つつ、所管統計調査の調査票情報等のデータ提供等に
ついて、独立行政法人統計センターへの調査票情報等
の提供事務や管理事務の委託を進めるなど、オンサイ
ト利用の推進に向けた取組を行う。

各府省、
総務省

平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。
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令和２年度（2020年度）末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・　令和元年（2019年）５月１日からオンサイトの本格運用に参画し、６調査（賃
金構造基本統計調査、人口動態調査、就労条件総合調査、薬事工業生産動態統計
調査、医薬品・医療機器産業実態調査、国民健康・栄養調査）について登録し、
随時、年次追加を行った。【厚生労働省】

・　平成29年度（2017年度）の基幹統計調査の登録に続き、平成30年度（2018年
度）は一般統計調査への拡充を図るため、一般統計調査の登録を開始。令和２年
度（2020年度）は登録している統計調査の提供年次の拡充を行うとともに、新た
に統計調査を登録し、利用可能な統計調査を拡充した。【経済産業省】

・　一部の統計調査において、オンサイト利用による調査票情報の提供を可能とし
た。【環境省】

・　令和２年度（2020年度）において、基幹統計調査を含む５調査でオンサイト利
用による調査票情報の提供を可能とするとともに、他20調査についても、利用に
向けて独立行政法人統計センターに寄託を行った。【農林水産省】

・　改正法の全面施行により、調査票情報の提供対象が拡大されたことを踏まえ、
オンサイト利用に係る独立行政法人統計センターへの調査票情報の提供等に係る
事務の委託を進め、オンサイト利用が可能な統計調査を９府省が所管する計73調
査まで拡充を図った。【総務省（政策統括官）】

継続実施

・　令和２年度（2020年度）から、独立行政法人統計センターへ調査票情報の提供
に係る事務の全部委託を実施し、オンサイト利用可能な統計調査の拡充に向けて
検討を進めている。【内閣府】

・　調査票情報のオンサイト利用に係る事務については、改正統計法の施行による
調査票情報の提供範囲の拡大に併せて独立行政法人統計センターに改めて委託。
【総務省（統計局）】

・　法人企業統計調査について、独立行政法人統計センターへの調査票情報等の提
供事務や管理事務の委託を実施した。【財務省】

・　所管統計調査の調査票情報等のデータ提供等について、独立行政法人統計セン
ターへの調査票情報等の提供事務や管理事務の委託の準備を進めるなど、オンサ
イト利用の推進に向けた取組を行い、一部の統計調査において、オンサイト利用
による調査票情報の提供を可能とした。【文部科学省】

・　令和元年（2019年）５月１日の統計法第33条の２の施行に合わせて、独立行政
法人統計センターへの調査票情報の提供等に係る事務の委託を行った。【厚生労
働省】

・　令和元年度（2019年度）に独立行政法人統計センターへの調査票情報等の提供
事務や管理事務の委託を行い、令和２年度（2020年度）は統計調査の提供年次の
拡充を行うとともに、新たに統計調査を登録し、オンサイト利用の推進に向けた
取組を行った。【経済産業省】

・　環境省で所管している統計調査について、独立行政法人統計センターへの調査
票情報等の提供事務や管理事務の委託を行った。【環境省】

・　所管する統計調査について、独立行政法人統計センターへの調査票情報等の提
供事務や管理事務の委託を行った。【農林水産省】
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

○　統計法令の改正状況を踏まえつつ、オーダーメード
集計及び匿名データの提供に関する利用要件の緩和を
進めるため、ガイドラインの改正など必要な環境整備
を行う。

総務省 平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。

○　オーダーメード集計に関し、より利便性の高い提供
方式であるオンデマンド集計の導入について検討を行
い、結論を得る。

総務省 令和元年度
(2019年度)末
までに実施す
る。

○　匿名データについて、統計研究研修所の支援を受
け、より広い範囲の者が利用できるようにする形での
提供に向け 、必要な法制面、技術面からの検討を踏ま
え、早期の提供を検討する。

総務省 令和元年度
(2019年度)末
までに実施す
る。

○　匿名データやオーダーメード集計について、ユー
ザーニーズ等を考慮しつつ、提供する統計調査の種類
や年次の追加等を行う。

各府省 平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。

各府省 平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。

○　オーダーメード集計について、利用者の利便性等の
向上のため、利用に当たっての要件、作成可能な集計
表、費用等に関する情報について、具体例を示しつつ
ホームページに掲載するなど利用に関する更なる情報
提供に取り組む。
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令和２年度（2020年度）末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・　統計法施行規則（平成21年総務省令第145号）を改正し、オーダーメード集計及
び匿名データの利用要件について、新たに官民データ活用推進基本法（平成28年
法律第103号）により指定された重点分野に係る統計の作成等を追加するととも
に、教育目的の利用を高等学校相当まで拡大した。これを踏まえ、オーダーメー
ド集計及び匿名データに係るガイドラインの改正（平成31年（2019年）４月）を
行った。

実施済

・　利用者の利便性等の向上のため、令和元年（2019年）５月に「ミクロデータ利
用ポータルサイト（ｍｉｒｉｐｏ）」を開設し、オーダーメード集計の利用に当
たっての要件、作成可能な集計表、費用、利用実績等に関する情報を掲載するな
ど情報提供の充実を図った。【総務省】

・　厚生労働省ホームページに「オーダーメード集計について」として、利用要
件、手数料、対象となる調査の概要及び集計の仕様等を掲載し、情報提供に取り
組んでいる。【厚生労働省】

・　経済産業省がオーダーメード集計の提供対象としている経済産業省企業活動基
本調査について、対象年次の拡充更新を行った（現在、平成20年（2008年）調査
（平成19年度（2007年度）実績）～2019年調査（平成30年度（2018年度）実
績））。【経済産業省】

・　オーダーメード集計の利用に関する情報を環境省のホームページに掲載し、情
報提供に取り組んでいる。【環境省】

・　農林水産省ホームページに「委託による統計の作成等（オーダーメード集計）
利用に当たって」として、利用の手引きや契約約款を掲載し、情報提供に取り組
んでいる。【農林水産省】

・　諸外国におけるオンデマンド集計の導入状況等に関する調査研究を実施し、有
識者の意見も聴取した上で、今後は、我が国におけるオンデマンド型サービスの
導入を進めることを前提に、どのような形態が望ましいか、また、どのようなシ
ステムを構築するべきであるかといった点について、具体的な検討を進めていく
こととする結論を得た。

実施済

・　統計法施行規則を改正し、匿名データの利用要件について、新たに官民データ
活用推進基本法の規定により指定された重点分野に係る統計の作成等を追加する
とともに、教育目的の利用を高等学校相当まで拡大した。
　また、匿名データの提供早期化に向け、統計研究研修所が支援する仕組みを構
築し、平成31年（2019年）２月の統計委員会において「統計法第35条第２項の規
定に基づく審議について」（平成27年（2015年）９月統計委員会決定）を改正し
た。
　平成30年度（2018年度）の取組を踏まえ、令和元年度（2019年度）から、匿名
化処理基準に基づく匿名データ作成の効率化及び統計研究研修所による技術的な
支援を得ている。その支援により、令和元年度（2019年度）には国勢調査（平成
22年及び27年）の、令和２年度（2020年度）には労働力調査（平成25年から29年
まで）の匿名データの提供を開始した。

実施済

・　行政機関が提供する匿名データは、令和２年度（2020年度）末時点で２省所管
の７調査（58年次分）であり、令和２年度（2020年度）において６年次分のデー
タの追加を行った。
　また、行政機関及び日本銀行が提供するオーダーメード集計は、令和２年度
（2020年度）末時点で10府省等所管の31調査（381年次分）であり、令和２年度
（2020年度）において47年次分のデータの追加を行った。
　引き続き、ユーザーニーズ等を踏まえつつ、提供する統計調査の種類や年次の
追加を行う予定。

継続実施

継続実施
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

○　調査票情報を利用した研究成果について、各府省及
び研究者からの報告を受け、ｅ－Ｓｔａｔとの連携を
図りつつ、一元的に閲覧可能な環境を整備するととも
に、研究成果の一覧表示や検索機能などの閲覧者の利
便性を図る取組を行う。

総務省 平成30年度
(2018年度)末
までに実施す
る。

○　ｅ－Ｓｔａｔについて、高度利用のための機能改善
や強化、統計作成において使用している行政記録情報
に関する項目検索機能の追加など、ユーザーニーズを
把握し、これを踏まえた機能強化を引き続き推進す
る。

総務省 平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。

○　海外の政府や国際機関の統計サイトの利便性や操作
性などの情報を収集し、有用な機能を取り入れること
により、ｅ－Ｓｔａｔの利便性の向上を図る。

総務省 平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。

○　総務省と連携して、調査の概要や地域区分、分類項
目・集計項目一覧などの統計を利用する際に必要な情
報をｅ－Ｓｔａｔに登録する。

各府省 平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。

(3) 統計リテラ
シーの向上

○　統計教育の内容等を改善することとした中央教育審
議会答申やこれを踏まえた学習指導要領の改訂を踏ま
え、これまでの取組（無料学習サイト・教材等の開
発、教員向けコンテンツ等の提供等）を更に充実する
とともに、教員の指導力向上や児童・生徒の統計への
興味喚起を目的に、教育者向けセミナーや児童・生徒
向け講座をより積極的に開催する。また、地方公共団
体による小中学校向け授業等の取組と連携し、成功事
例等の情報提供及び横展開を行う。

総務省 平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。

(2) 政府統計共
同利用システム
等による統計
データの共有・
提供の推進

　一般統計調査の結果、業務統計及び加工統計を含
め、所管する統計データをｅ－Ｓｔａｔに登録する。
また、機械判読可能な形式でのデータ提供の拡充、統
計表の集約的な公表、ＡＰＩ機能でのデータ利用が可
能となる統計情報データベースへのデータ登録を計画
的に実施する。なお、総務省は、各府省への統計デー
タ登録に係る周知の徹底や、各府省による統計データ
登録業務を引き続き支援することに加え、各府省と連
携を図りつつ調査票情報の保存形式の共通化等を進
め、統計データ登録業務の効率化を図る。

各府省、
総務省

平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。

○
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令和２年度（2020年度）末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・　調査票情報を利用した研究成果について各府省からの報告を取りまとめて総務
省ホームページに掲載した。
　また、改正法の全面施行により、調査票情報を利用して作成した統計若しくは
行った統計的研究の成果又はその概要等の公表が義務付けられたことを踏まえ、
政府統計の総合窓口（ｅ－Ｓｔａｔ）内にこれらの法定された公表事項等を掲載
する「ミクロデータ利用ポータルサイト（ｍｉｒｉｐｏ）」を令和元年（2019
年）５月１日に開設した。また、令和２年（2020年）４月に当該ポータルサイト
を改修し、検索機能を整備した。

実施済

・　各府省における基幹統計調査及び一般統計調査の結果、業務統計並びに加工統
計のｅ－Ｓｔａｔへの登録状況の現状を踏まえ、今後、ｅ－Ｓｔａｔへの登録状
況の現状を分析し、各府省へ登録業務の徹底を図っていく予定（当該登録状況の
現状については、資料編　資料10参照）。【総務省（政策統括官）】

・　総務省において、各府省の統計データの一部（令和元年度（2019年度）に137統
計、令和２年度（2020年度）に71統計追加）について、ＡＰＩ機能でのデータ利
用が可能となる統計情報データベースへのデータ登録の支援を実施した。
　また、各府省によるデータ整備に係る「統計表における機械判読可能なデータ
作成に関する表記方法」及び総務省による各府省への支援策について、統計調査
等業務最適化推進協議会幹事会において周知・決定した。【総務省（統計局）】

・　行政記録情報に関する項目検索機能に関し、システムへ登録するデータ様式等
について、政府統計共同利用システムを運用・管理している独立行政法人統計セ
ンターとともに確認、調整し、機能追加を行った。

継続実施

・　ｅ－Ｓｔａｔでの統計データの検索性の向上等を目的とし、メタデータの整備
に向けた、国際標準の確認や諸外国の事例を調査するなど、情報収集を行った。

継続実施

・（資料編　資料11参照） 継続実施

・　児童・生徒向け統計学習サイトの拡充や教員向けセミナーの開催等を引き続き
進めている。小中学生向けサイト「キッズすたっと」（平成30年（2018年）６月
公開）について、全国の教員を対象とした統計指導者講習会で広報を行った。ま
た、高校生以上向けでは、「統計データ分析コンペティション」を総務省統計局
と統計センター等で共催した。このほか、小学生を対象にプログラミングを通じ
て統計データに親しんでもらうイベント「子ども統計プログラミング教室」を、
都道府県等と連携して実施した（平成30年度（2018年度）：地方都市７か所→令
和元年度（2019年度）：地方都市11か所）。令和２年度(2020年度)は、キッズ向
け統計学習イベント「わくわく！統計アカデミー ｆｏｒ ＫＩＤＳ」をＷＥＢセ
ミナーで開催した。
　また、統計教育を担う教員の指導力向上を目的に、統計指導者講習会を引き続
き開催しているほか、統計研究研修所と滋賀大学が連携協力して、「教育関係者
向けセミナー」を引き続き開催している。

継続実施

継続実施
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

○

○　統計調査員の活動環境の改善を図る観点から、小・
中・高校等の段階別に統計調査の必要性や法的位置付
け、調査票情報等を保護するための措置、統計調査員
の役割等を説明した教材の作成・提供を行う。また、
統計教育や学生調査員任用に取り組んでいる大学の事
例紹介を通じ、今後同様の取組実施を希望する大学と
都道府県との連携を促進する。

総務省 平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。

(4) 報告者の理
解の増進・公平
感の確保

○

○　他の基幹統計調査における立入検査等の積極的な実
施を促すため、令和３年（2021年）経済センサス‐活
動調査における立入検査等の実施状況を踏まえ、立入
検査等の問題点の把握や事例の分析等を行い、これを
関係府省で共有するなどの取組を行う。

総務省 令和４年度
(2022年度)末
までに実施す
る。

〇　共同住宅内における統計調査を円滑に実施するた
め、関係府省の協力を得て、地方公共団体とも連携し
つつ、マンション管理関係団体等からの統計調査に係
る意見・要望・問合せ等に対応するための国側の窓口
を総務省に設置することや、マンション管理関係団体
等との定期的な意見交換を行うことなどにより、マン
ション管理関係団体等との連携強化を図る。

総務省、
関係府省

平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。

　総務省は、関係府省と連携しつつ、データサイエン
スと関連の深い高等教育機関と連携・協力し、大学生
や社会人向けの講義や講座の提供を充実するととも
に、連携・協力を行う高等教育機関の質・量の拡大を
図る。また、産業界が要望するデータ分析スキルを有
する人材の育成のため、専門職大学院等に講師を派遣
する。
さらに、「ＡＩ戦略2019」（令和元年６月11日統合イ
ノベーション戦略推進会議決定）に基づき、文部科学
省は、全国の大学等への数理・データサイエンス・Ａ
Ｉ教育の普及・展開などの取組を進め、総務省は、こ
の取組に協力を行う。

総務省、
文部科学
省

平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。
ＡＩ戦略2019
に係る部分に
ついては、令
和２年度
（2020年度）
以降継続して
実施する。

令和３年(2021
年)経済センサ
ス‐活動調査
の企画時期ま
でに結論を得
る。
また、実務的
な方策につい
て、同調査の
実施時期まで
に結論を得
る。

総務省、
経済産業
省

　経済産業省の協力を得て、経済センサス‐活動調査
を念頭にしつつ、統計法以外の法令に基づき実施され
ている立入検査等の事例も参考とし、統計法第15条に
基づく立入検査等を積極的に行っていくべき統計調査
や、対象となる客体、必要な検査手順等の更なる具体
化について、結論を得る。これを踏まえ、令和３年
（2021年）経済センサス‐活動調査において、立入検
査等を積極的に行っていくための実務的な方策につい
て検討し、結論を得る。
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令和２年度（2020年度）末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・　広く統計リテラシーの向上に資するため、総務省統計研究研修所と滋賀大学が
引き続き連携協力し、データサイエンスセミナーや教育関係者向けセミナーを共
催した。また、高等教育機関の研究者の協力を得て、社会人に向けて学習サイト
「データサイエンス・オンライン講座」を提供し、「社会人のためのデータサイ
エンス入門」「社会人のためのデータサイエンス演習」「誰でも使える統計オー
プンデータ」の各講座を引き続き開講、大学等への広報を実施した。
　総務省から、データサイエンス教育のため、課長級職員１名を国立大学特別招
聘教授として派遣している。【総務省】

・　文部科学省は、全国の大学等への数理・データサイエンス・ＡＩ教育の普及・
展開などの取組を進めた。【文部科学省】

・　都道府県における小学校向け教材を入手しつつ、全国の教員を対象とした統計
指導者講習会を通じて、教職員等有識者と連携を取りながら教材の内容について
検討を行った。今後、小学校向け教材の作成及び提供を行い、統計調査活動の普
及に努める。
　また、国立大学協会、公立大学協会、日本私立大学団体連合会を通じ、全国の
大学向けに配布する学生調査員ＰＲ資料を提供した（同資料については都道府県
にも共有済）。また、愛媛県及び松山市とともに２大学を訪問し、統計教育や学
生調査員任用に取り組んでいる大学の事例説明を行い、大学と都道府県・市町村
との連携促進に努めた。

継続実施

・　立入検査等の実施についての具体的方策が検討される際の前提として、立入検
査等の実施が想定される統計調査、対象となり得る者、実施主体、手順等につい
ての考え方を検討の上、令和３年（2021年）経済センサス‐活動調査の調査実施
者（総務省及び経済産業省）と情報共有及び意見交換を行った。【総務省（政策
統括官）】

・　総務省（政策統括官）と情報共有及び意見交換を行い、実務的な方策について
の検討に着手した。【総務省（統計局）及び経済産業省】

・　令和３年（2021年）経済センサス‐活動調査における立入検査等の実施状況を
踏まえ、令和４年度（2022年度）末までに取組を行う予定。

実施・検討予定

・　アパート・マンション等の共同住宅内における統計調査を円滑に実施するた
め、国側の窓口を総務省に設置することや、団体との定期的な意見交換（「共同
住宅における円滑な統計調査の実施に向けた意見交換会」（第１回：平成30年
（2018年）４月25日、第２回：令和元年度（2019年）６月26日開催））、情報提
供（情報提供用資料「政府統計のチカラ」第１～３号提供）などを通じて、マン
ション管理関係団体等との連携強化に努めた。

継続実施

継続実施

実施・検討予定
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

○　統計の作成・利用に関する各府省からの相談の一元
的な窓口の設置や専門人材の派遣など、各府省におけ
る統計の作成を幅広く支援する。

総務省 令和２年度
(2020年度)か
ら実施する。

○　各府省の統計部局において、府省内の政策部局等か
らの統計作成に関する相談、要望等に対応するなど、
府省内の統計作成を広く支援する。

各府省 令和２年度
(2020年度)か
ら実施する。

○　引き続き「統計調査に対する国民の理解増進のため
の行動指針」に基づく取組を推進し、統計調査の必要
性・重要性や罰則規定を含めた報告義務の周知など、
報告者に対する広報の充実・強化に取り組むことと
し、その一環として、「調査のお知らせ」等の調査通
知情報やホームページ等に記載している報告義務や罰
則規定の周知内容について、当該統計の利活用事例等
を組み合わせるなど、国民にとって分かりやすい内容
にするための見直しを行う。また、地方公共団体など
の統計調査実施機関における非報告者への対応に係る
取組や広報の成功事例等の横展開を図る。

各府省、
総務省

平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。

○　「大規模災害が発生した場合に関する対応指針」に
基づき、行動計画のひな形を参考にしつつ、速やかに
行動計画の策定に取り組むとともに、総務省が中心と
なって、各府省の行動計画の策定状況の把握や情報共
有を行い、取組の推進を図る。

４　統計部局に
よる広範な支
援・統計リソー
スの確保・統計
人材の育成等
(1) 統計部局に
よる広範な支
援、統計リソー
スの計画的な確
保等
ア　統計部局に
よる広範な支援

(5) 大規模災害
発生時等の備え

各府省、
総務省

平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。
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令和２年度（2020年度）末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・　令和３年（2021年）も引き続き、各府省における行動指針の取組状況のフォ
ローアップを行うとともに、地方公共団体における好事例を把握し地方公共団体
などの統計調査実施機関における非報告者への対応に係る取組や広報の成功事例
等の横展開を図ることに努める。【総務省（政策統括官）】

・　平成30年度（2018年度）における訪問調査実施前に、調査概要について、法務
省ホームページに掲載し、報告者の理解の増進を図った。【法務省】

・　経済産業省ホームページにおいて、統計調査に関する「お知らせ」や「調査に
ご協力いただいている方へ」等の情報を報告者及び広く一般の方へ情報発信を行
うとともに、ＳＮＳや動画投稿サイト等も活用して統計に関する情報発信等の取
組を実施している。【経済産業省】

・　平成30年（2018年）３月に各府省に対して、大規模災害が発生した場合に関す
る具体的な行動計画について、バーチャルフォーラムへの掲載を依頼し情報共有
を図ると共に、行動計画が未策定の府省に対しては策定を求めた。【総務省（政
策統括官）】

・　平成31年（2019年）４月に「大規模災害が発生した場合の統計局の所管統計に
係る行動計画」を策定した。【総務省（統計局）】

・　大規模災害が発生した場合に関する具体的な行動計画について、新型ウイルス
感染症等が発生した場合にも対応できるよう内容を検討中。【経済産業省】

・　平成30年度（2018年度）に「大規模災害が発生した場合の内閣府本府所管統計
に係る行動計画」を策定済み。【内閣府】

・　令和２年（2020年）４月に一元的な相談窓口として「統計作成支援センター」
を設置。総務省統計局、政策統括官（統計基準担当）及び統計センターと連携
し、令和２年度（2020年度）末までに約40件の相談に対応した。

継続実施

・　総務省の統計幹事部局である統計局では、省内の統計作成部局と密に連絡を取
れる関係を構築しており、必要な支援も実施しているところ。【総務省】

継続実施

・　省内の調査所管課等、調査企画課以外に向けても研修の受講を働きかけたほ
か、人事課とも連携し、新規採用者全員が受ける初任者研修に統計に関する研修
（総務省統計研究研修所主催のオンライン研修）を盛り込むなど、統計人材の育
成に努めた。【文部科学省】

・　民間の統計に関する知見を有する者を採用し、省内統計調査や研修等の改善を
行う体制を整備した。【厚生労働省】

・　従来から統計部局において、省内の統計作成課室からの相談に対応している。
【経済産業省】

・　平成29年（2017年）７月から統計部内に「統計データ利活用サポート窓口」を
設置し、統計データの所在案内、組替集計の受付・提供、調査票情報の提供等を
実施するなど、省内の統計利用等を支援。【農林水産省】

継続実施

継続実施
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

○　統計委員会が定める方針の下、専門家（品質管理の
専門家・実務家、研究者等）を採用し、「統計監理
官」として各府省に派遣し、統計幹事等を支援する。

総務省 令和２年度
(2020年度）か
ら派遣に向け
た準備を行
い、３年度
(2021年度)か
ら派遣する。

イ　統計リソー
スの計画的な確
保及び再配分・
最適配置

○　国民経済計算を軸とした経済統計の改善や、ユー
ザーの視点に立った統計システムの再構築と利活用促
進などの実現に必要な統計リソースについて、既存の
統計リソースの有効活用を図るとともに、計画的に確
保する。

各府省 平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。

○　統計リソースの確保及び有効活用のため、統計委員
会を中心に統計リソースを集中すべき重点分野を定め
る。

総務省 平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。

○　統計リソースの確保及び活用に関する他府省と共有
すべき新たな技術や有効な取組などについて、統計委
員会等を通じ、引き続き情報共有を図るとともに、先
例となるべき新たな取組、業務の見直しなどに関する
推奨事例の横展開に取り組む。

総務省、
各府省

平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。

○　調査票情報等の提供及び活用、政府統計共同利用シ
ステムを通じた情報提供機能の強化等に中核的な役割
を担うことが期待されている独立行政法人統計セン
ターについて、引き続き必要なリソースの確保に努め
る。

総務省 平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。

ウ　地方公共団
体との連携・支
援

○　統計調査の環境改善に向けて、平成30年度・令和元
年度（2018・2019年度）に広報啓発や関係団体等への
働きかけの強化、新たな若手調査員の確保など統計調
査の環境改善対策を中心に、試行的な調査手法の見直
し、高度化等の取組を行う都道府県を対象に支援を行
い、その結果や関係府省、地方公共団体の意見も踏ま
えつつ、地域の実情に応じた統計調査の環境改善のメ
ニューや支援策を策定し、これを活用することによる
統計調査の環境改善に向けた地方公共団体における調
査手法の見直しや高度化等の取組の支援を本格的に実
施する。

総務省 令和２年度
(2020年度)か
ら実施する。

○　関係府省と連携して、地方公共団体の実情や利活用
ニーズ等を踏まえつつ、都道府県別表章の充実に向け
た上乗せ調査などの技術面での支援や推計・提供方法
等の在り方等の検討・研究を行うなど、地方公共団体
に対する必要な支援・検討等を進める。

総務省、
関係府省

平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。
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・　統計監理官の派遣に向けて、採用に必要な手続などに関する検討・準備を進め
た。

実施・検討予定

・　令和２年（2020年）７月の「令和３年度における統計リソースの重点的な配分
に関する建議」を踏まえ、各府省において必要な予算・定員を確保した

継続実施

・　令和２年（2020年）７月、統計委員会から、統計業務の継続性の確保、ビッグ
データ等の活用の加速、データ人材等の確保・育成、統計の効果的な活用の確保
など、令和３年度（2021年度）において統計リソース（予算・人員）を重点的に
配分すべき取組について建議がなされた。

継続実施

・　各府省における統計リソースの確保・有効活用につながった取組の情報収集を
行い、把握した事例を令和３年（2021年）２月に統計委員会に報告し、各府省に
も共有を図った。

継続実施

・　オンサイト利用の推進を含めた調査票情報等の提供及び活用、政府統計共同利
用システムを通じた情報提供機能の強化等について、引き続き必要なリソースの
確保に努めているところである。

継続実施

・　試行的に調査手法の見直し、高度化等の取組（調査環境の悪化への対応や統計
調査員の高齢化に伴う新たな調査員確保など）を行う都道府県に対して統計専任
職員の試行的加配による支援を実施（平成30・令和元年度（2018・2019年度）の
各年度５県で実施）し、その取組の効果などの検証を実施した。今後は、その結
果について都道府県と共有を図る。

継続実施

・　都道府県別表章や地域統計の充実に向けた上乗せ調査の実施などの取組につい
て、都道府県からの要請に基づき国から専門家を派遣し技術的な支援（平成30・
令和元年度（2018・2019年度）地方統計機構支援事業 人口流出入の要因に係る分
析支援、都道府県景気動向指数作成支援、県民経済計算四半期速報の評価・検
証）などを実施した。また、他の都道府県及び政令指定都市に対して技術的支援
結果の情報提供を実施した。

継続実施
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○　内閣府が行う物流データを活用した地域間の移出入
の動向把握に向けた研究の進捗状況を踏まえ、地方公
共団体の統計分析等への活用可能性について検討を行
う。

総務省 平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。

○　地方公共団体におけるニーズを踏まえつつ、人事交
流時の研修プログラムや人事交流の手法・留意点等、
国における受入ポストや人事交流の仲介機能の整備な
ど、人事交流の促進に有効と考えられる方策を整備す
る。その上で、これらの方策を活用し、地方公共団体
の要望に応じて柔軟な形で地方公共団体との人事交流
の実施を進めるとともに、その成功・支障事例等を関
係府省・地方公共団体間で共有し、取組の改善を図
る。

総務省、
関係府省

平成30年度
(2018年度)末
までに整備
し、その後実
施する。

○　国・地方公共団体の統計部門間において、優れた分
析事例や推計技術等を情報共有する方策について、検
討し、速やかに情報共有を行う。

総務省 平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。

○　地方公共団体への人的支援等を行う観点から、地域
における大学等の専門家の活用等に関する先進事例の
情報提供や専門家リストの作成・提供など、大学等と
地方公共団体との連携を強化する。

総務省 平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。

○　一定の統計業務経験を積み、統計に関する高度な能
力を有する地方公共団体の職員に対して、「統計デー
タアナリスト」及び「統計データアナリスト補」の資
格を付与する。

総務省 令和３年度
(2021年度)か
ら実施する。

エ　統計調査員
の確保・育成・
支援

○　関係府省及び地方公共団体と連携して、統計調査員
の確保に資すると考えられる、学生や生涯学習受講者
等の統計調査員への任用に向けた取組等を行っている
地方公共団体の事例を検証し、優れた取組の情報共有
を図る。

総務省、
関係府省

平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。
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・　平成30年度（2018年度）から、内閣府において物流データを活用した地域間の
移出入の動向把握に向けた研究を実施しているところであり、その進捗状況を踏
まえて検討を進める。

実施・検討予定

・　国の統計機構においては、派遣元の地方公共団体からのニーズを聴取し、受入
ポストの選定や研修プログラムの作成を行った上で、職員を行政実務研修員とし
て受け入れている。また、地方公共団体からの依頼内容を踏まえ、統計の利用・
分析等の専門知識を有する国の職員を派遣している。
　毎年度のブロック別都道府県統計主管課長会議において、人事交流の取組の周
知や、各府省に対しても、統計主管課長級等から構成される統計企画会議等の場
で、地方統計機構との人事交流の推進を促した。
　平成30年度（2018年度）には、地方公共団体の職員10名を国の統計機構で受け
入れ、国の統計機構の職員２名を地方公共団体に派遣した。また、令和２年度
（2020年度）には、地方公共団体の職員５名を国の統計機構で受け入れ、国の統
計機構の職員２名を地方公共団体に派遣した。

継続実施

・　地方統計機構支援事業において、平成30年度（2018年度）から、地方統計部門
への専門家の派遣や技術面の支援（島根県に対し、県民経済計算四半期速報の見
直しに伴い作成した推計モデルについて統計的な検証を支援、等）を実施すると
ともに、他の都道府県に対して技術的支援結果の情報提供を行った。
　また、和歌山県にある総務省の統計データ利活用センターにおいて、平成30年
度（2018年度）から、地方公共団体における統計データを活用した課題解決の支
援等を行っているほか、統計局において「地方公共団体における統計（データ）
利活用表彰」を実施し、応募のあった取組を基に「統計データ利活用事例集」を
作成し様々な方法で地方公共団体に周知・共有を行っている。

継続実施

・　ブロック別統計主管課長会議において、地方と大学の連携における先進事例の
情報提供を行った。今後、専門家リストの作成・提供を行い、大学等と地方公共
団体との連携を強化を図る。

継続実施

・　統計に関する高度な知見・能力を有する者について、地方公共団体の職員に先
がけ、国の職員に対する認定要件等を検討し、令和２年度（2020年度）に「統計
データアナリスト等の認定の基本的な考え方（令和３年（2021年）２月12日統計
行政推進会議申合せ）」及び「統計データアナリスト等の認定基準（令和３年
（2021年）２月18日総務省政策統括官（統計基準担当）決定）」を策定した。

継続実施

・　学生や生涯学習受講者等の統計調査員への任用に向けた地方公共団体における
先行的な取組について、これまで、資料収集やヒアリング等を通じて得た情報に
より検証し、その内容を地方公共団体に配布するとともに、ブロック別統計主管
課長会議において取組を促した。

継続実施
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○　関係府省及び地方公共団体と連携して、統計調査員
に対するアンケートの実施等により、統計調査員の実
務状況の研究・分析を行い、その結果を踏まえ、登録
調査員研修等において、報告者の理解が得られる分か
りやすい説明や、報告を受けた際の情報保護の徹底等
に関する研修内容の充実を図ることにより、優れた統
計調査員のノウハウの共有等を推進し、統計調査員の
質及び業務に対する自覚を維持・向上させるととも
に、統計調査員に対する国民の信頼を確保する。

総務省、
関係府省

平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。

○　調査員調査におけるオンライン回答率の向上は、検
査事務の軽減など調査員事務の負担軽減にも資するこ
とから、関係府省や地方公共団体と連携して、統計調
査員のオンライン調査に関する報告者への説明能力等
を向上させるため、統計調査員を対象とした研修内容
の充実を図る。

総務省、
関係府省

平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。

○　関係府省の協力を得て、統計調査員の支援に資する
ＩＣＴやコールセンター等を活用した取組状況を把握
し、府省間で情報共有を図るなど、統計調査員に対す
る支援の強化に努める。

総務省、
関係府省

平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。

○　「ＥＢＰＭを推進するための人材の確保・育成等に
関する方針」にのっとり、統計調査の実施、統計の作
成・提供等に関し、人材育成上効果的な実務経験を付
与し得る他府省に職員を派遣する。

各府省、
総務省

平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。

○　「ＥＢＰＭを推進するための人材の確保・育成等に
関する方針」も踏まえ、将来的な統計人材の一元的な
確保・活用について検討する。

総務省 平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。

各府省 平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。

(2) 統計人材の
確保・育成

○　「ＥＢＰＭを推進するための人材の確保・育成等に
関する方針」にのっとり、統計部門の人材育成に取り
組む。
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・　報告者の理解が得られる分かりやすい説明や、報告を受けた際の情報保護の徹
底等に関する内容を盛り込んだ研修資料を作成、都道府県へ提供し、各地の都道
府県別登録調査員研修において登録調査員の能力向上を図った。また、登録調査
員中央研修においては、研修参加前に事前にアンケートを実施し、これまでの実
査経験で得たノウハウを研修参加者同士で共有を図った。調査員同士の意見交
換、また、調査経験が豊富な調査員による講話などを通じて、ノウハウ共有の拡
大を図り、統計調査員の質及び業務に対する自覚を維持・向上させることに努め
た。

継続実施

・　都道府県別登録調査員研修において、オンライン調査デモ版の操作研修の中
に、タブレット端末を用いた電子調査票の入力実習を追加することで、オンライ
ン調査に関する調査員の説明能力の向上を図った。また、タブレット基礎的操作
資料やオンライン調査のメリット等、調査客体への調査協力を得る際に留意する
点等を含めた資料等を提供することで、オンライン調査に対する理解増進に努め
た。

継続実施

・　平成30年度（2018年度）は、関係府省で実施されているＩＣＴやコールセン
ター等を活用した調査員の支援に資する取組及びその効果、課題等の把握方法に
ついて検討を行った。

実施・検討予定

・（資料編　資料12参照）

・　オンライン統計研修「初めて学ぶ統計」について、各府省・地方公共団体の新
規採用職員や政策立案を行う者も新たな対象として教材のリニューアルを行い、
令和２年度（2020年度）に開講した。(令和２年度（2020年度）修了者数：3,897
名）
　また、ＥＢＰＭを通じた政策の質の向上を進めていく上で有用な知識が習得で
きるよう、総務省統計局が提供している「データサイエンス・オンライン講座」
（３講座）を統計研究研修所の実施するオンライン統計研修として令和３年度
（2021年度）から開講できるよう仕組みを構築した。【総務省】

・　ＥＢＰＭを推進するには統計部門の専門人材の育成が不可欠であるため、その
実現に向け、令和元年度（2019年度）から統計検定の受検を推進するための制度
を新設し、運用を開始した。また、令和２年度（2020年度）から「統計調査士養
成研修」を開始し、統計の専門人材の育成を図ることに努めている。【経済産業
省】

・（資料編　資料12参照） 継続実施

・（資料編　資料12参照） 継続実施

継続実施
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○　「ＥＢＰＭを推進するための人材の確保・育成等に
関する方針」にのっとり、統計委員会を中心に、研究
者等にとって魅力ある勤務環境を整備するとともに、
勤務先の選択肢として認知されるための情報発信等に
取り組むなど、統計部門に若手研究者等を中長期に
渡って円滑に確保する具体的な方策を検討し、結論を
得る。

総務省、
各府省

平成30年度
(2018年度)を
目途に結論を
得る。

○　一定の統計業務経験を積んだ統計職員で、統計に関
する高度な能力を有する者を「統計データアナリス
ト」、統計調査の管理や一定の分析、審査能力を有す
る者を「統計データアナリスト補」として認定する。

総務省 認定要件の検
討等について
令和２年度
(2020年度)か
ら実施する。
認定について
令和３年度
(2021年度)か
ら実施する。

○　所管する基幹統計及び一般統計調査の数や規模等を
勘案して、必要となる統計データアナリスト及び統計
データアナリスト補の育成目標数を定め、計画的に確
保・育成する。また、原則として、基幹統計調査及び
一般統計調査の調査設計は統計データアナリストの管
理の下で行い、調査実施は統計データアナリスト補以
上の管理の下で行う。

各府省 令和２年度
(2020年度)か
ら順次実施す
る。
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・（資料編　資料12参照） 実施済

・　統計に関する高度な知見・能力を有する者を認定するための認定要件等につい
て検討を行い、令和２年度（2020年度）に「統計データアナリスト等の認定の基
本的な考え方（令和３年（2021年）２月12日統計行政推進会議申合せ）」及び
「統計データアナリスト等の認定基準（令和３年（2021年）２月18日総務省政策
統括官（統計基準担当）決定）」を策定した。

継続実施

・　今後５年間（令和３年度（2021年度）～７年度（2025年度））の統計データア
ナリスト及び統計データアナリスト補の確保・育成について、所管する基幹統計
及び一般統計調査の数や規模等を勘案し、育成目標数等の計画を定めた。【内閣
府】

継続実施

・　総務省統計局では、所管する基幹統計及び一般統計調査の数や規模等を勘案の
上、必要となる統計データアナリスト及び統計データアナリスト補の確保・育成
計画を定めた。
　また、令和２年度(2020年度)に統計研究研修所が試行実施したデータアナリス
ト研修を６名が受講、データアナリスト補研修を１名が受講した。【総務省】

・　所管する基幹統計及び一般統計調査の数や規模等を勘案し、統計データアナリ
スト等を確保・育成するための計画を作成した。【財務省】

・　省内の統計調査を取りまとめている調査企画課を中心として、統計データアナ
リスト等を育成するための計画を作成した。
　また、省内の調査所管課等、調査企画課以外に向けても研修の受講を働きかけ
る。【文部科学省】

・　厚生労働省における「統計データアナリスト等の確保・育成計画」を策定し、
令和３年度（2021年度）～７年度（2025年度）の統計データアナリスト、統計
データアナリスト補の育成目標数を定めた。【厚生労働省】

・　所管する統計調査数を踏まえ、統計データアナリスト等の育成計画（目標数）
を作成した。また、令和２年度（2020年度）に試行実施された「統計データアナ
リスト研修」等を８名受講した。【農林水産省】

・　令和２年度（2020年度）中に育成目標数等を定めた。令和３年度（2021年度）
以降、研修内容等を勘案した上で研修受講等による計画的な人材育成に取り組
む。【経済産業省】
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

○　統計データアナリスト等育成課程の研修を新設する
ほか、初任の幹部・管理職向けの研修を実施する。ま
た、将来の幹事・管理職の確保・育成の観点から、幹
部候補育成課程と統計職員の育成との連携を検討す
る。さらに、各府省の統計部門の初任者が、原則とし
て、総務省統計研究研修所が提供するオンライン研修
等による基礎的な研修を受講するよう促進する。

総務省 令和２年度
(2020年度)か
ら実施する。

○　集合研修・オンライン研修それぞれの特徴を踏まえ
つつ、ニーズが高いオンライン研修を中心に据えた研
修体系の整理・見直しに取り組むとともに、オンライ
ン研修の実施に当たっては、受講者からの質問等を受
け付けられるようにするなど双方向性の確保に留意す
ることに加え、国・地方公共団体における統計の利活
用促進に伴い増加する受講希望者に対応するため、大
量のアクセスに耐え得るようシステムの増強に取り組
む。

総務省 平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。

○　統計研究研修所と協力しつつ、高度な統計技術の研
究・開発の成果の活用も含め、統計業務に従事する職
員向けの研修内容の充実を図るとともに、国・地方公
共団体の職員一般の統計リテラシーの引き上げ要請を
踏まえ、職員一般に広く学習を求めるべき項目を選定
し、基礎項目のオンライン研修の受講を必修化するな
ど、研修受講機会が拡大・定着するような取組を進め
る。また、各府省及び地方公共団体に対する講師派遣
等に向けた具体的方策を検討し、その実現を図る。

総務省 平成30年度
(2018年度)か
ら実施する。
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令和２年度（2020年度）末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・　「統計データアナリスト等の認定の基本的な考え方（令和３年（2021年）２月
12日統計行政推進会議申合せ）」において、統計データアナリスト及び統計デー
タアナリスト補（以下、統計データアナリスト等）の確保・育成を実効あるもの
とするため、令和３年度（2021年度）から７年度（2025年度）までの育成目標数
を設定することとされていることから、所管する基幹統計及び一般統計調査の数
や規模等を勘案して、当省における統計データアナリスト等の確保・育成に係る
計画を作成し、計画的に確保・育成を図ることとしている。【国土交通省】

・　高い専門性を有する職員を計画的に育成・確保するため、令和３年度（2021年
度）～７年度（2025年度）における統計データアナリスト、統計データアナリス
ト補の確保・育成及び研修等受講計画を策定した。【環境省】

・　統計データアナリスト等を育成するための「統計データアナリスト研修」及び
「統計データアナリスト補研修」、統計幹部職員向けに「統計幹部講座」を令和
２年度（2020年度）より実施した。また、各府省の統計部門の初任者が、統計に
関する基本的な知識を習得するため、オンラインによる「統計取扱業務担当職員
向け研修」を受講するよう周知を行った。

継続実施

・　新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、集合研修への参加が困難な状況
を解決するため、双方向性を確保した集合研修のライブ配信を主要な研修につい
て実施した（計８研修）。令和３年度（2021年度）についてもライブ配信の取組
を継続し、受講機会を確保する。
　また、初めて統計業務に携わる職員などを対象として実施していた集合研修
「統計担当者向け入門」と同様の内容を、オンライン統計研修のコンテンツとし
て整備し、令和３年度（2021年度）から開講する。
　さらに、ＥＢＰＭを通じた政策の質の向上を進めていく上で有用な知識が習得
できるよう、総務省統計局が提供している「データサイエンス・オンライン講
座」（３講座）を統計研究研修所の実施するオンライン統計研修として開講でき
るよう仕組みを構築した。令和３年度（2021年度）より年４回の提供を行い、受
講機会の拡大・定着を図る。

継続実施

・　総務省から各府省に対し、職員の統計研修受講を促すとともに、毎年度のブ
ロック別都道府県統計主管課長会議において、地方公共団体職員の統計研修受講
を促した。こうした取組もあり、統計研修（特にオンライン研修）の修了者数は
着実に増加傾向にある。（統計研修修了者数：平成30年度 3,609人→令和２年度
8,319人、うち「【オンライン研修】初めて学ぶ統計」：平成30年度 1,198人→令
和２年度 3,897人）
　統計研究研修所では、「統計行政の新生に向けて」（令和元年（2019年）12月
24日統計改革推進会議統計行政新生部会）等を踏まえ、研修体系の再構築を行っ
た。令和２年度（2020年度）からは、業務レベル別研修と分野別研修に分けて実
施し、全ての公務員を対象としたオンライン研修「初めて学ぶ統計」ダイジェス
ト版や「統計幹部講座」等を新規開講した。
　また、総務省において平成31（令和元）年度（2019年度）以降の新規採用職員
研修に統計に関する講義を追加するとともに、様々な機会を捉え、今後のオンラ
イン研修の受講を促した。さらに、各府省や地方公共団体からの依頼内容を踏ま
え、統計の利用・分析等の専門知識を有する総務省職員を選定し、講師として派
遣した。【総務省（政策統括官）】

継続実施
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

(3) 職場風土の
確立、職員の意
識改革

○　統計行政の運営原則及び統計に携わる職員の行動理
念を策定するとともに、これらの実践を促進し、成果
の共有に努める。

総務省、
各府省

令和２年度
(2020年度)か
ら実施する。

○　既存の公的統計基本計画推進会議に代えて、総括統
計幹事（総務省政策統括官（統計基準担当））及び各
府省の統計幹事を構成員とする「統計行政推進会議」
を設けるとともに、取組ごとに担当府省を定めている
「別表　今後５年間に講ずる具体的施策」のうち、複
数の府省間において、具体的かつ詳細な検討を行う場
合には、必要に応じて各府省の実務者を中心とした
ワーキンググループを設けるなど、機動的に課題解決
に取り組む体制を構築して、各種の取組方針等を決定
し、今後顕在化する課題への対応を含め、関係府省一
体となって統計改革の実現を推進する。

(各府省) ‐

○　統計委員会においては、統計法第45条各号に規定さ
れた所掌事務を通じて、積極的に意見を提示し、各府
省における取組を推進する。

(総務省) ‐

○　各府省の統計調査計画の企画・設計における統計
ニーズの反映状況や、報告者の負担軽減の状況につい
て、毎年定期的にフォローアップする。また、報告者
の声（提案）の募集と、それに対する対応策の公表・
対応策の検討状況をフォローアップする。

(総務省) ‐

○　各府省の政策立案総括審議官等やＥＢＰＭ推進委員
会からの検討要請に基づく調査審議の結果を、各府省
やＥＢＰＭ推進委員会にフィードバックする。

(総務省) ‐

第４　基本計画
の推進
１　施策の効果
的かつ効率的な
実施

【計画本文記載事項】

100



令和２年度（2020年度）末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・　統計研究研修所では、リニューアルしたオンライン研修「初めて学ぶ統計」
や、統計実務を総合的に学ぶコースである「統計データアナリスト研修」を令和
２年度（2020年度）から開講した。(令和２年度（2020年度）修了者数　初めて学
ぶ統計：3,897名、統計データアナリスト研修：25名）
　また、初めて統計業務に携わる職員などを対象として実施していた「統計担当
者向け入門」と同様の内容を、オンライン統計研修のコンテンツとして整備し、
令和３年度（2021年度）から開講するなど、統計業務に従事する職員向けの研修
内容の充実を図る。【総務省（統計局）】

・　統計行政の運営原則として「統計行政運営ビジョン」、統計に携わる職員の行
動理念として「政府統計職員の心得」を策定（令和３年（2021年）２月12日統計
行政推進会議申合せ）し、これらについて、その実践を促進するため、統計研修
等において周知した。

継続実施

・　基本計画に掲げられた施策の推進に関する事項及び統計改革の進展に伴い派生
して又は新たに顕在化する課題を始めとする公的統計に係る課題の解決に関する
事項について、必要な連絡、調整及び検討を行うことを目的として、平成30年
（2018年）６月29日、統計委員会の幹事を構成員とする統計行政推進会議を設置
し、同会議に統計委員会の幹事が指定する課長級の職員をもって構成する統計企
画会議を置いた。
　このうち、統計行政推進会議は、令和２年度（2020年度）に５回開催し、「統
計行政の新生に向けて～将来にわたって高い品質の統計を提供するために～」
（令和元年12月24日統計改革推進会議統計行政新生部会）や「公的統計の整備に
関する基本的な計画」（令和２年６月２日閣議決定）を踏まえた申合せ（「総合
的対策に基づく改革工程表について」、「特定一般統計調査の指定について」、
「ＰＤＣＡサイクル確立に向けた点検・評価ガイドライン」、「統計データアナ
リスト等の認定の基本的な考え方」及び『統計行政運営ビジョン及び統計職員行
動規範「政府統計職員の心得」について』）等を行った。
　また、統計企画会議は、令和２年度（2020年度）に４回開催し、既存の申合せ
の改定や「統計表における機械判読可能なデータ作成に関する表記方法につい
て」の申合せ等を行った。

‐

・　第Ⅲ期基本計画の初年度である令和元年度（2019年度）に各府省が行った取組
のうち、統計委員会における委員からの意見を踏まえ、その詳細な確認が必要と
された事項を統計委員会企画部会で審議し、関係府省の取組を評価するものとし
て令和元年度統計法施行状況に関する審議結果報告書（第Ⅲ期基本計画関連分）
を統計委員会にて令和２年（2020年）10月29日に取りまとめた。

‐

・（項目第３‐１‐(3)参照） ‐

・　平成30年度（2018年度）から令和２年度（2020年度）においては、各府省の政
策立案総括審議官等やＥＢＰＭ推進委員会からの検討要請はなかった。

‐
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項　目 具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期

○　統計の品質に関する要求事項を取りまとめるととも
に、統計監理官等が行う第三者監査の実施方針を定め
るほか、第三者監査の結果を取りまとめて公表する。

(総務省) ‐

○　統計の品質面や統計作成の技術面等を改革する統計
委員会の評価分科会において、先端的・技術的課題の
解決に向け、統計に関連する他分野の有識者の知見も
積極的に取り入れながら検討を行う。

(総務省) ‐

○　統計の精度に関する情報の開示を徹底するため、開
示状況の検査（見える化状況検査）を定期的に行う。

(総務省) ‐

○　統計に関する官民コストの削減計画の策定・実施に
際して、統計データの利活用推進の観点に留意すると
ともに、統計ニーズに反する調査の廃止や、調査項目
の縮減、調査結果の精度低下、異なる統計間の比較可
能性の喪失等が生じないように注視する。

(総務省) ‐

○　シェアリングエコノミー等多様化するサービス産業
の計測や、資産の活用実態のより適切な把握などのパ
イロット的な課題について、その研究成果を踏まえ、
実用化に向けた方法を検討する。また、国際動向等に
関する情報について関係府省から定期的に報告を受け
るとともに、必要に応じてそれらに関する研究を行
う。

(総務省) ‐

○　行政記録情報や地方公共団体・民間が保有する各種
データの統計的利活用について、技術的・中立的観点
から支援する。

(総務省) ‐

○　「統計等データの提供等の判断のためのガイドライ
ン」（平成30年４月27日ＥＢＰＭ推進委員会・統計委
員会）に関し、ＥＢＰＭ推進委員会の求めに応じて意
見を述べること等を通じて、統計等データの利活用の
一層の推進を図る。

(総務省) ‐

○　国民に対し的確な情報提供を行うとともに、公的統
計に対する国民の意見やニーズの把握及びその反映を
推進する。

(各府省) ‐

２　各種法定計
画等との整合性
の確保及び的確
な情報提供の推
進

【計画本文記載事項】
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令和２年度（2020年度）末時点の検討状況又は進捗状況 実施済等の別

・　第三者監査の導入に向け、統計委員会における審議を効率的かつ集中的に実施
するため、令和２年（2020年）10月に「点検検証部会」が「統計作成プロセス部
会」に発展的に改組されるとともに、同部会の下に「要求事項等検討タスク
フォース」が設置され、これらの部会等において、統計作成プロセスに関する要
求事項及び実施方針の検討が進められている。

‐

・　統計委員会に設置された主として統計技術の観点から評価を行う評価分科会に
おいて、「社会教育調査（民間体育施設）の母集団の明確化及び欠測値補完の見
直し」、「建設工事統計調査（施工調査）の欠測値補完の見直し」について審議
を行い、評価や必要な指摘等を行うとともに、欠測値への対応に関するこれまで
の評価分科会における審議や各府省における取組状況等も踏まえ、実務上の参考
となるよう欠測値の補完に係る主な方法等の整理について、検討を行った。

‐

・　統計委員会建議等を踏まえ、統計調査の調査計画をｅ－Ｓｔａｔにおいて一元
的に掲載するに当たり、統計の精度に関する情報等を併せて参考情報として掲載
するなど、順次、情報提供の充実に取り組んでいる。こうした取組のほか、点
検・評価の取組状況や統計作成プロセスに関する要求事項等の検討状況も踏ま
え、今後の開示状況の検査の在り方について検討を行う予定。

‐

・　官民コストの削減計画において、利用者のニーズを無視した調査の廃止や調査
事項の廃止等をしないように注視している。
　統計調査の実施、変更又は中止についての統計委員会における審議に際し、総
務省の承認審査の状況も踏まえつつ、統計データの利活用推進の観点に留意する
とともに、統計ニーズに反する調査の廃止や、調査項目の縮減、調査結果の精度
低下、異なる統計間の比較可能性の喪失等が生じないように注視している（統計
に関する官民のコストの削減については、項目第３‐２‐(4)‐イ参照）。

‐

・（内閣府におけるシェアリング・エコノミーの経済規模の捕捉方法の検討につい
ては、項目第２‐１‐(1)‐ウ参照）
　資産の活用実態のより適切な把握に関しては、平成30年度（2018年度）及び令
和元年度（2019年度）に実施した不動産パネルデータベースの構築及びデータ分
析に関する調査研究について、関係府省等における検討状況を把握するととも
に、外部主催のセミナーで本件調査研究について説明を実施した。

‐

・（項目第３‐１‐(1)参照） ‐

・　統計委員会における審議も踏まえ、平成30年（2018年）４月27日、「統計等
データの提供等の判断のためのガイドライン」がＥＢＰＭ推進委員会で決定され
た。
　平成30年度（2018年度）から令和２年度（2020年度）においては、ＥＢＰＭ推
進委員会からの意見聴取はなかった。

‐

・（項目第３－１－(3)参照） ‐
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第３部 統計法条文別実施状況 

 

Ⅰ 公的統計の作成 

１ 基幹統計 

（１）基幹統計の指定、変更等の状況 

法第２条第４項の規定では、国の行政機関が作成する統計のうち、 

・ 国勢統計（国勢調査により作成される統計） 

・ 国民経済計算 

・ 政策上特に重要な統計、民間で広く利用されると見込まれる統計又は

国際条約等において作成が求められている統計等として、総務大臣が指

定した統計 

を基幹統計としており、令和２年度（2020年度）末現在において、基幹統

計の総数は、53統計となっている（表３参照）。 

 

表３ 基幹統計一覧 （令和２年度（2020年度）末現在） 
内閣府＜１統計＞ 農林水産省＜７統計＞ 

  国民経済計算   農林業構造統計 

総務省＜12統計＞   牛乳乳製品統計 

  国勢統計   作物統計 

  住宅・土地統計   海面漁業生産統計 

  労働力統計   漁業構造統計 

  小売物価統計   木材統計 

  家計統計   農業経営統計 

  個人企業経済統計 経済産業省＜７統計＞ 

  科学技術研究統計   経済産業省生産動態統計 

  地方公務員給与実態統計   ガス事業生産動態統計 

  就業構造基本統計   石油製品需給動態統計 

  全国家計構造統計   商業動態統計 

  社会生活基本統計   経済産業省特定業種石油等消費統計 

 人口推計   経済産業省企業活動基本統計 

財務省＜２統計＞   鉱工業指数 

  法人企業統計 国土交通省＜９統計＞ 

  民間給与実態統計   港湾統計 

文部科学省＜４統計＞   造船造機統計 

  学校基本統計   建築着工統計 

  学校保健統計   鉄道車両等生産動態統計 

  学校教員統計   建設工事統計 

  社会教育統計   船員労働統計 

厚生労働省＜９統計＞   自動車輸送統計 

  人口動態統計   内航船舶輸送統計 

  毎月勤労統計   法人土地・建物基本統計 

  薬事工業生産動態統計 総務省及び経済産業省＜１統計＞ 

  医療施設統計   経済構造統計 

  患者統計 内閣府、金融庁、総務省、財務省、文部科学

省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、

国土交通省及び環境省＜１統計＞ 

  賃金構造基本統計 

  国民生活基礎統計 

  生命表   産業連関表 

  社会保障費用統計 

＜合計 53統計（参考：令和元年度（2019年度）末 53統計）＞ 
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法第７条においては、基幹統計の指定をしようとするとき又は指定の変

更若しくは解除をしようとするときは、統計委員会の意見を聴かなければ

ならないとされている。 

令和２年度（2020年度）に、同条第２項の規定に基づく基幹統計の指定

を行ったものはない。 

また、令和２年度（2020年度）に同条第３項の規定に基づく指定の変更

を行ったものは、「小売物価統計」であり、指定の解除を行ったものはな

い（表４参照）。 

 

表４ 指定・変更・解除を行った基幹統計（令和２年度（2020年度）） 

基幹統計 指定・変更・解除の別 内容 

小売物価統計 変更（令和２年（2020年）

12月９日） 

作成目的を「国民の消費生活に

必要な商品の小売価格及びサービ

スの料金についてその毎月の動向

及び地域別、事業所の形態別等の

物価を明らかにすることを目的と

する。」から「国民の消費生活に

必要な商品の小売価格及びサービ

スの料金についてその毎月の動向

及び地域別の物価を明らかにする

ことを目的とする。」に変更 

（注１）（ ）内の日付は、法第７条第２項の規定に基づく公示を行った日である。 

（注２） 施行日は令和４年１月１日である。 

 

（２）法定の基幹統計の状況 

① 国勢統計 

法第５条第２項において、総務大臣は、国勢調査を10年ごとに行い、

国勢統計を作成しなければならないとされている。ただし、当該国勢調

査を行った年から５年目に当たる年には簡易な方法による国勢調査を実

施し、国勢統計を作成することとされている。 

令和２年度（2020年度）に、総務省は、令和２年（2020年）10月１

日を基準日として国勢調査を実施した。 

 

② 国民経済計算 

法第６条第１項において、内閣総理大臣は、国際連合の定める国民

経済計算の体系に関する基準に準拠し、国民経済計算の作成基準を定め、

これに基づき、毎年少なくとも一回、国民経済計算を作成しなければな

らないとされている。 

また、同条第２項では、作成基準を定めようとするとき又は変更し

ようとするときは、あらかじめ、統計委員会の意見を聴かなければなら
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ないとされ、同条第３項では、作成基準を定めたとき又は変更したとき

は、これを公示しなければならないとされている。 

内閣府は、「2019年度（令和元年度）国民経済計算年次推計」のう

ち、令和２年（2020年）12月８日に「支出側系列等」、同月24日に「フ

ロー編」、令和３年（2021年）１月20日に「ストック編」を作成・公表

するとともに、四半期１次速報を４回及び２次速報を５回、それぞれ作

成・公表した。 

 

（３）基幹統計と基幹統計調査の関係 

基幹統計の作成方法は、「専ら統計調査により作成する基幹統計」、

「統計調査以外の方法により作成する基幹統計」の二つに大別される。 

令和２年度（2020年度）末現在、基幹統計の総数53のうち、統計調査以

外の方法により作成する基幹統計（加工統計）は６統計（国民経済計算、

産業連関表、生命表、社会保障費用統計、鉱工業指数及び人口推計）とな

っている。 

また、残りの47統計は統計調査により作成する基幹統計（調査統計）と

なっており、法第２条第６項において、基幹統計の作成を目的とする統計

調査を基幹統計調査と定義している。 

基幹統計と当該基幹統計の作成を目的とする基幹統計調査は、基本的に

１対１対応となっているが、「経済構造統計」のみ、同基幹統計の作成を

目的とする基幹統計調査が、「経済センサス‐基礎調査」、「工業統計調

査」、「経済構造実態調査」及び「経済センサス‐活動調査」の４調査と

なっている。 

このため、基幹統計（47統計）の作成を目的とする基幹統計調査の総数

は、下図のとおり、50調査となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基幹統計（調査統計） 左記の基幹統計を作成するための基幹統計調査 

経済構造統計 ４調査（経済センサス-基礎調査、工業統計調査、 
経済構造実態調査及び経済センサス-活動調査） 

上記以外の基幹統計 
（46統計） 46調査 

47統計 50調査 

（注）商業統計及び特定サービス産業実態統計を作成するための統計調査（商業統計調査及び特定サー

ビス産業実態調査）については、経済構造実態調査の創設に伴い、平成 30年（2018年）12月に中止

され、令和元年（2019 年）５月に工業統計、商業統計及び特定サービス産業実態統計の基幹統計の

指定が解除されている。 
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（４）基幹統計調査の実施又は変更等の承認状況 

法第９条又は第11条第１項では、国の行政機関の長は、基幹統計調査を

実施する場合又は基幹統計調査を変更し、若しくは中止する場合は、あら

かじめ、総務大臣の承認を受けなければならないとされており、総務大臣

は、承認の申請があったときは、統計委員会が軽微な事項と認めるもの

（資料３参照）を除き、同委員会の意見を聴かなければならないとされて

いる。 

令和２年度（2020年度）に、基幹統計調査の実施又は変更の承認申請が

行われた件数は33件であり、このうち統計委員会に諮問したものは８件で

ある。また、令和２年度（2020年度）に総務大臣が承認した件数は32件で

あり、このうち、統計委員会の答申を経たものは７件である（表５参照）。 

 

   表５ 基幹統計調査の申請件数等 （令和２年度(2020年度)） 

府省名 
総務大臣へ 
の申請件数 

 

総務大臣の 
承認件数 

 

うち統計委員会 

へ諮問したもの 

うち統計委員会の 

答申を経たもの 

総務省 5 2 7[2] 3[1] 

財務省 2 0 2 0 

文部科学省 6<1> 0 5 0 

厚生労働省 8 1 8 1 

農林水産省 5<1> 1<1> 4 0 

経済産業省 3 1 3 1 

国土交通省 1 1 1 1 

総務省・経済産業省 3<2> 2<2> 2[1] 1[1] 

合計 33<4> 8<3> 32[3] 7[2] 
（参考） 

令和元年度(2019年度) 

の実績 
36<3> 12<2> 35[2] 12[2] 

（注１）令和２年度（2020年度）の「総務大臣への申請件数」及び「うち統計委員会へ諮問したもの」の< >
の数値は、同年度に承認申請が行われたが同年度末までに承認に至らなかった「学校保健統計調査」、
「作物統計調査」、「経済構造実態調査」及び「工業統計調査」が該当する（内数）。 

（注２）令和２年度（2020年度）の「総務大臣の承認件数」及び「うち統計委員会の答申を経たもの」の[ ] 
の数値は、元年度（2019年度）に承認申請が行われ２年度（2020年度）に承認された「家計調査」、
「個人企業経済調査」及び「経済センサス－活動調査」が該当する（内数）。 

 

（５）統計調査以外の方法により作成する基幹統計に関する通知の状況 

法第26条第１項において、国の行政機関の長は、統計調査以外の方法に

より基幹統計を作成する場合又はその作成方法を変更する場合には、その

作成方法について、あらかじめ、総務大臣に通知をしなければならないと

され、同条第２項及び第３項では、総務大臣は、当該通知のあった基幹統

計の作成方法を改善する必要があると認める場合には、統計委員会の意見

を聴いた上で当該行政機関の長に対して意見を述べることができるとされ

ている。 

令和２年度（2020年度）に、総務大臣に対して統計調査以外の方法によ

る基幹統計の作成方法の通知が行われたものは、国民経済計算の１件であ
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り、総務大臣が意見を述べたものはなかった。 

 

（６）基幹統計の公表の状況 

法第８条第１項において、国の行政機関の長は、基幹統計を作成したと

きは、当該基幹統計をインターネットの利用その他の適切な方法により公

表しなければならないと規定されている。 

令和２年度（2020年度）に、国の行政機関が第一報の公表を行った基幹

統計は、43件となっている（表６参照）。これらの基幹統計のうち、経常

調査により作成された35件について、各調査の調査期間終了時から第一報

公表までの期間は平均81日である（資料16参照）。 

 

表６ 公表を行った基幹統計の件数 （令和２年度(2020年度)） 

府省名 

公表を行った基幹統計の件数 

 うち統計調査以外の方

法により作成された基

幹統計の公表件数 

うち統計調査により作成された基幹統計の公表件数 

うち周期調査等により作

成された基幹統計 

うち経常調査により作

成された基幹統計 

内閣府  1  1  0  0 

総務省  8(1)  1  1  6(1) 

財務省  2  0  0  2 

文部科学省  3  0  1  2 

厚生労働省  8  2  0  6 

農林水産省  6  0  1  5 

経済産業省  8(1)  1  0  7(1) 

国土交通省  8  0  0  8 

合計 43(1)  5  3 35(1) 

（参考） 

令和元年度

(2019年度)の実

績 

46(1)  6  4 36(1) 

（注１）令和２年度（2020年度)に第一報の公表を行った基幹統計を計上している。 
（注２）令和２年度（2020年度)に統計調査以外の方法により作成・公表された基幹統計は、国民経済計算（内閣

府）、人口推計（総務省）、生命表（厚生労働省）、社会保障費用統計（厚生労働省）及び鉱工業指数（経
済産業省）である。 

（注３）（ ）内の１は経済構造統計であり、総務省及び経済産業省にそれぞれ１件と計上しているため、各府省

の公表を行った基幹統計の件数を単純合計しても、合計と一致しない。 
（注４）本表でいう「経常調査」とは１年以下の周期（毎月、毎四半期、半年など）で行われる統計調査を指し、

「周期調査等」とは１年を超える周期（２年に１回、５年に１回など）か１回限りで行われる統計調査を指

す。 

 

２ 一般統計調査 

（１）一般統計調査の実施又は変更等の承認状況 

法第２条第７項においては、国の行政機関が行う統計調査のうち、基幹

統計調査以外の統計調査を一般統計調査と定義し、法第19条又は第21条第

１項においては、国の行政機関の長が新たな一般統計調査を実施する場合

又は従前から行われている一般統計調査を変更（総務省令で定める軽微な

変更を除く。）する場合は、あらかじめ、総務大臣の承認を受けなければ

ならないとされている。 
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また、法第21条第３項においては、一般統計調査を中止する場合、当該

調査を実施する国の行政機関の長は、あらかじめ、総務大臣にその旨を通

知しなければならないとされている。 

令和２年度（2020年度）に総務大臣が承認を行った一般統計調査は86件

（表７参照）、総務大臣に対して行われた一般統計調査の中止の通知は10

件である。 

なお、令和２年度（2020年度）末現在で、承認が有効となっている一般

統計調査は211件となっている。 

 

表７ 一般統計調査の承認件数 （令和２年度（2020年度）） 

府省名 
承認した一般統計調査の件数 

 うち新規の申請 うち変更の申請 

人事院 4 1 3 

内閣府 7 3 4 

総務省 1 0 1 

文部科学省 7(1) 0 7(1) 

厚生労働省 45(1) 9 36(1) 

農林水産省 14 1 13 

経済産業省 3 0 3 

国土交通省 5 0 5 

環境省 1 0 1 

合計 86(1) 14 72(1) 
（参考） 

令和元年度(2019年

度)の実績 
97(3) 30(3) 67 

（注１）（ ）内の数値は共管調査（複数の府省が共同で行う調査）の数であり、承認件数の内数。共管調
査は、共管の府省にそれぞれ１件と計上しているため、各府省の承認件数を単純合計しても、合計と
一致しない。 

（注２）複数回承認されている場合、それぞれ１件と計上している。 

 

（２）一般統計調査の結果の公表の状況 

法第23条第１項においては、国の行政機関の長は、一般統計調査の結果

を作成したときは、特別な事情がある場合を除き、当該結果をインターネ

ットの利用その他の適切な方法により公表しなければならないと規定され

ている。 

令和２年度（2020年度）に、国の行政機関が第一報の公表を行った一般

統計調査の結果は、157件となっている（表８参照）。これらの統計のう

ち、経常調査により作成された127件について、各調査の調査期間終了時

から第一報公表までの期間は、平均127日である（資料19参照）。 
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表８ 公表を行った一般統計調査の件数 （令和２年度（2020年度）） 

府省名 
公表を行った一般統計調査の件数 

 うち周期調査等によ
り作成された統計 

うち経常調査により
作成された統計 

人事院  3  1  2 

内閣府 14(1)  4 10(1) 

総務省  7  3  4 

法務省  1  1  0 

財務省  4(1)  1  3(1) 

文部科学省 13(2)  2 11(2) 

厚生労働省 49(2) 11 38(2) 

農林水産省 23(1)  1 22(1) 

経済産業省 20(2)  2(1) 18(1) 

国土交通省 22  4 18 

環境省  6(1)  1(1)  5 

合計 157(5) 30(1) 127(4) 
（参考） 

令和元年度

（2019年度）の

実績 

171(7) 43(2) 128(5) 

（注１）令和２年度（2020年度）に第一報の公表を行った一般統計調査を計上している。 
（注２）（ ）内の数値は共管調査（複数の府省が共同で行う調査）の数であり、公表を行った一般統計調査の

件数の内数。共管調査は、共管の府省にそれぞれ１件と計上しているため、各府省の公表を行った一般統
計調査の件数を単純合計しても、合計と一致しない。 

（注３）本表でいう「経常調査」とは１年以下の周期（毎月、毎四半期、半年など）で行われる統計調査を指し、
「周期調査等」とは１年を超える周期（２年に１回、５年に１回など）か１回限りで行われる統計調査を
指す。 

 

３ 指定地方公共団体が行う統計調査 

法第24条第１項においては、地方公共団体（地方公共団体の規模を勘案

して政令で定めるものに限る。以下「指定地方公共団体」という。令和２年

度（2020年度）末時点現在で、47都道府県及び20指定都市）の長が統計調査

を行おうとする場合には、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない

とされており、これを変更しようとするときも同様とされている。 

令和２年度（2020年度）に、指定地方公共団体の長が統計調査の新規実

施の届出を行った件数は188件、統計調査の変更の届出を行った件数は161件

となっている（表９参照）。 

 

   表９ 指定地方公共団体が行う統計調査の届出件数 

 （令和２年度（2020年度）） 

 統計調査の新設の届出件数 統計調査の変更の届出件数 

都道府県 130(1) 131(2) 

指定都市 59(1) 32(2) 

合計 188(1) 161(2) 
（参考） 

令和元年度（2019年
度）の実績 

244 176(4) 

（注）（ ）内の数値は共管調査（複数の地方公共団体が共同で行う調査）の数である。共管調査は、共管の地
方公共団体にそれぞれ１件と計上しているため、各地方公共団体の届出件数を単純合計しても、合計と一致
しない。 
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４ 指定独立行政法人等が行う統計調査 

法第25条においては、独立行政法人等（その業務の内容その他の事情を勘

案して大規模な統計調査を行うことが想定されるものとして政令で定めるも

のに限る。令和２年度（2020年度）末現在、日本銀行が該当する。以下、法

第25条の規定による届出を行う独立行政法人等を「指定独立行政法人等」と

いう。）が、統計調査を行おうとする場合には、あらかじめ、総務大臣に届

け出なければならないとされており、これを変更しようとするときも同様と

されている。 

令和２年度（2020年度）に指定独立行政法人等から行われた統計調査の変

更の届出の件数は２件となっている。 

 

５ 事業所母集団データベース 

（１）事業所母集団データベースの整備及び情報の利用状況 

法第27条第１項においては、総務大臣は、事業所母集団データベースを

整備するものとされており、同条第２項では、同項本文に規定する対象機

関は、同項第１号又は第２号に掲げる目的のため、事業所母集団データベ

ースに記録されている情報の提供を受けることができるとされている。 

事業所母集団データベースに記録されている情報の提供を受けることが

できる機関については、統計法及び独立行政法人統計センター法の一部を

改正する法律（平成30年法律第34号。以下「平成30年改正法」という。）

により、従来、国の行政機関の長、指定地方公共団体の長又は指定独立行

政法人等とされていたところ、全ての公的統計の作成主体である行政機関

等（行政機関、地方公共団体又は独立行政法人等）に範囲が拡大されてい

る。 

また、法第27条第２項第１号に掲げる目的については、平成30年改正法

により、統計調査（事実の報告を求めることにより行う調査）には該当し

ない統計を作成するための統計調査以外の調査（以下「意識調査等」とい

う。）の対象の抽出についても含むこととされている。 

令和２年度（2020年度）に、国の行政機関、地方公共団体及び独立行政

法人等が事業所母集団データベースに記録されている情報の提供を受けた

件数は218件となっている（表10参照）。 
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表10 事業所母集団データベースの情報の利用状況 

（令和２年度（2020年度）） 

提供先 

府省等名 
提供を受けた件数 

 

うち調査対象の抽

出目的 

うち統計の作成

目的 

うち調査対象の抽出及

び統計の作成目的 

人事院  1  1  0  0 

内閣府  3  3  0  0 

総務省  7  4  1  2 

文部科学省  2  1  1  0 

厚生労働省 11 10  1  0 

農林水産省  4  4  0  0 

経済産業省  7  4  3  0 

国土交通省  2  2  0  0 

都道府県 88 85  3  0 

指定都市 25 24  1  0 

指定独立行政法人等  1  1  0  0 

上記以外の機関 67 63  4  0 

合計 218 202 14  2 
（参考） 

令和元年度（2019年
度）の実績 

245 227 12  6 

 

（２）重複是正及び調査履歴登録の実施状況 

法第27条においては、事業所母集団データベースを整備する目的の一つ

として、統計調査その他の統計を作成するための調査における被調査者

（当該調査の報告を求められる個人又は法人その他の団体。以下同じ。）

の負担の軽減に資することが挙げられている。 

国の行政機関は、事業所母集団データベースを利用することにより、事

業所・企業を対象とした統計調査について、①統計調査の実施前に調査対

象を確認し、過重な調査負担が課されている事業所・企業を統計調査の対

象から除外（重複是正）するとともに、②統計調査の実施後に調査対象と

なった又は回答を行った個々の事業所・企業の履歴の登録（調査履歴登録）

をしている。 

また、令和元年（2019年）５月に平成30年改正法が全面施行されたこと

に伴い、国の行政機関は、事業所母集団データベースの情報を利用した意

識調査等についても、調査履歴登録を行うこととしている。 

令和２年度（2020年度）に、国の行政機関が事業所母集団データベース

を用いて重複是正を行った統計調査は、重複是正の対象となる68件のうち

63件（実施率92.6％）、調査履歴登録を行った統計調査及び意識調査等は、

調査履歴登録の対象となる149件のうち149件（実施率100.0％）となって

いる（表11参照）。 
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表11 重複是正及び調査履歴登録の実施状況（令和２年度（2020年度）） 

 

府省名 

重複是正 調査履歴登録 

対象調査数 実施調査数 実施率 

（％） 

対象調査数 実施調査数 実施率 

（％） 

人事院 2 2 100.0 2 2 100.0 

内閣府 5(1) 5(1) 100.0 6(1) 6(1) 100.0 

総務省 5(1) 4(1) 80.0 9(3) 9(3) 100.0 

財務省 3(1) 3(1) 100.0 5(1) 5(1) 100.0 

文部科学省 3(1) 3(1) 100.0 10(1) 10(1) 100.0 

厚生労働省 25(1) 23(1) 92.0 36(1) 36(1) 100.0 

農林水産省 9(1) 7(1) 77.8 32(1) 32(1) 100.0 

経済産業省 9(2) 9(2) 100.0 29(4) 29(4) 100.0 

国土交通省 11 11 100.0 27 27 100.0 

合計 68(4) 63(4) 92.6 149(7) 149(7) 100.0 
（参考） 

令和元年度（2019

年度）の実績 
73(5) 64(5) 87.7 147(8) 146(8) 99.3 

（注）（ ）内の数値は共管調査（複数の府省が共同で行う調査）の数であり、共管調査は、共管の府省にそれ
ぞれ１件と計上しているため、各府省の対象調査数等の件数を単純合計しても、合計と一致しない。 

 

６ 統計基準の設定 

法第２条第９項においては、公的統計の作成に際し、その統一性又は総合

性を確保するための技術的な基準を、統計基準と定義し、法第28条では、総

務大臣が統計基準を定め、これを公示しなければならないとされており、こ

れを廃止又は変更する場合も同様とされている。 

令和２年度（2020年度）に、統計基準の新設や廃止又は変更を行ったもの

はない（表12参照）。 

 

表12 統計基準の設定状況 （令和２年度（2020年度）末現在） 

統計基準名 統計基準の概要 公示日 施行日 

日本標準職業分類 
統計を職業別に表示する場合に
使用する基準 

平成21年 
12月21日 

平成22年 
４月１日 

指数の基準時に関す
る統計基準 

指数を作成する場合に使用する
基準 

平成22年 
３月31日 

平成22年 
４月１日 

季節調整法の適用に
当たっての統計基準 

季節調整法を適用する場合に守
るべき手法や公表事項の基準 

平成23年 
３月25日 

平成23年 
５月１日 

日本標準産業分類 
統計を産業別に表示する場合に
使用する基準 

平成25年 
10月30日 

平成26年 
４月１日 

疾病、傷害及び死因
の統計分類 

統計を疾病、傷害及び死因別に
表示する場合に使用する基準 

平成27年 
２月13日 

平成28年 
１月１日 

 
７ 法に基づく協力要請 

（１）国の行政機関に対する行政記録情報の提供の要請状況 

法第29条第１項においては、国の行政機関の長は、国の他の行政機関が

保有する行政記録情報を用いることにより正確かつ効率的な統計の作成又は

統計調査その他の統計を作成するための調査（令和元年（2019年）５月に平
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成30年改正法が全面施行されたことにより意識調査等も含むこととされた。）

における被調査者の負担の軽減に相当程度寄与すると認めるときは、当該行

政記録情報を保有する行政機関の長に対してその情報の提供を求めることが

できるとされている。 

令和２年度（2020年度）に、国の行政機関が行政記録情報の提供を受け

た件数は24件となっている（令和元年度（2019年度）の実績は20件）。 

 

（２）国の行政機関に対する調査、報告その他の協力の要請状況 

法第29条第２項においては、国の行政機関の長は、基幹統計調査を円滑

に行うためその他基幹統計を作成するため必要があると認めるときは、国の

他の行政機関の長に対し、調査、報告その他の協力を求めることができると

されている。 

令和２年度（2020年度）に、国の行政機関が、国の他の行政機関に対し

協力要請を行った件数は１件となっており、応諾されている（平成30年度

（2018年度）の要請・応諾の実績は７件※）。 

 

（３）地方公共団体及びその他の関係者に対する協力の要請状況 

法第30条においては、国の行政機関の長は、基幹統計調査を円滑に行う

ためその他基幹統計を作成するため必要があると認めるときは、地方公共団

体の長その他の関係者に対し、協力を求めることができるとされている。 

令和２年度（2020年度）に、国の行政機関が地方公共団体の長その他の

関係者に対して協力要請を行った件数は９件となっている。このうち、７件

の協力要請が応諾、１件の協力要請が一部応諾、令和２年度（2020年度）末

現在で１件の協力要請が要請中となっている（平成30年度（2018年度）の要

請・応諾の実績は６件※）。 

 

（４）総務大臣が行う協力の要請状況 

法第31条においては、総務大臣は、統計委員会の意見を聴いた上で、基

幹統計調査を円滑に行うためその他基幹統計の作成のため必要があると認め

るときは、当該基幹統計を作成する行政機関以外の行政機関の長その他の関

係者に対し、当該基幹統計を作成する行政機関の長への必要な資料の提供そ

の他の協力を行うよう求めることができるとされている。 

令和２年度（2020年度）に、総務大臣から国の行政機関の長その他の関

係者に対し資料の提供その他の協力を行うよう求めた実績はなかった（令和

元年度（2019年度）の実績は０件）。 

 
     ※ 法第29条第２項及び法第30条に基づく協力の要請について、令和元年度（2019年度）の実績

は新型コロナウイルス感染症の影響を考慮して各府省からの報告を求めないこととしたため、

平成30年度（2018年度）の実績を記載している。 
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Ⅱ 統計委員会 

統計委員会は、法第44条の規定に基づき総務省に置くこととされ、法第45条

各号に規定されている事項について調査審議等を行うこととされている。 

また、統計委員会は、統計委員会令（平成19年政令第300号）第２条の規定

に基づき、部会を置くことができることとされ、令和２年度（2020年度）末時

点で８部会が置かれている。 

 

１ 統計委員会及び部会の開催実績等 

令和２年度（2020年度）においては、統計委員会は15回開催され、部会は

合計で34回開催された（表13参照）。 

統計委員会は、平成30年改正法により追加された法第４条第７項の規定に

より、基本計画の実施状況を調査審議し、公的統計の整備に関する施策の総

合的かつ計画的な推進を図るため必要があると認めるときは、総務大臣又は

総務大臣を通じて関係行政機関の長に勧告することができるとされている。

令和２年度（2020年度）において、その実績はなかった。 

また、統計委員会に令和２年度（2020年度）に諮問され、同年度に答申し

た案件は９件あった。なお、令和２年度（2020年度）当初時点で、令和元年

度（2019年度）から審議継続となっていた諮問案件が２件（諮問第139号

「公的統計の整備に関する基本的な計画の変更について」及び諮問第140号

「経済センサス‐活動調査及び個人企業経済調査の変更について」）あり、

令和２年度（2020年度）に答申が行われた。令和２年度（2020年度）に諮問

が行われ、同年度末時点で調査審議中となっていたものは１件（諮問第149

号「経済構造実態調査の変更及び工業統計調査の中止について」）であった

（表14参照）。 

 

表13 統計委員会及び部会等の開催実績 （令和２年度（2020年度）） 

統計委員会 

開催回数 

令和 
２年度 

（参考） 

令和元
年度 

平成 
30年度 

平成 
29年度 

平成 
28年度 

15 13 14 13 11 

部会名 部会の所掌 

開催回数 

令和 
２年度 

（参考） 

令和元
年度 

平成 
30年度 

平成 
29年度 

平成 
28年度 

企画部会 

（注１） 

統計及び統計制度の発達及び改善に関す
る基本的事項のうち特に重要な事項、基
幹統計を作成する機関に対する協力要請
に関する事項、３以上の部会に関連する
横断的な課題に関する事項、及び他の部
会の所掌に属さない事項 

 9  6 0 17 18 

国民経済計
算体系的整
備部会 

国民経済計算に関する事項、産業連関表
に関する事項、及び国民経済計算の改善
に資する統計の整備に関する事項 

 6  6  4  8  2 
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部会名 部会の所掌 

開催回数 

令和 
２年度 

（参考） 

令和 
元年度 

平成 
30年度 

平成 
29年度 

平成 
28年度 

人口・社会
統計部会 

人口及び労働統計並びに家計、住宅、厚
生、文化及び教育など国民生活・社会統
計に関する事項 

 6 15 13  3 14 

産業統計部

会 

農林水産、鉱工業、公益事業及び建設統
計に関する事項  3  7 17  8 12 

サービス統
計・企業統
計部会 

通信、運輸、商業、貿易、物価、サービ
ス、流通、環境、財政及び金融統計並び
に企業経営及び企業・事業所全般を対象
とする統計などの企業統計に関する事項 

 9 12  7  7  7 

統計基準部

会 
統計基準に関する事項  0  0  0  0  0 

統計制度部

会 （注２） 

政省令の制定又は改廃に関する事項、基
幹統計調査に係る匿名データに関する事
項 

 0  0  4  3  2 

統計作成プ

ロセス部会 

（注３） 

統計作成プロセスの水準の向上に関する
事項 

 1 11  4  -  - 

部会計  34 57 49 46 55 

評価分科会 

（注４） 

法第55条第３項の規定により統計委員会
の権限に属させられた事項（同法の施行
に関し、主として統計技術の観点から評
価を行い、その結果に基づき意見を述べ
ることに限る。） 

 2  5  2  -  - 

（注１）平成30年（2018年）７月20日「基本計画部会」を改組。また、「横断的課題検討部会」と統合。 

（注２）平成30年（2018年）７月20日「匿名データ部会」を改組。平成30年度（2018年度）においては、「匿名データ部

会」としては開催なし。「統計制度部会」として４回開催。 

（注３）令和２年（2020年）10月１日に「点検検証部会」を改組。令和元年度（2019年度）においては、「点検検証部会」

として11回開催。また、点検検証部会は、平成31年（2019年）１月30日「統計業務プロセス部会」（平成30年

（2018年）４月20日設置）を改組したものであり、平成30年度（2018年度）においては、「統計業務プロセス部会」

としては２回、「点検検証部会」としては２回開催。 

（注４）評価分科会については、平成30年（2018年）８月の統計委員会令の改正により新たに設置されたものである。 

 

表14 統計委員会における諮問・答申件数 

 

令和元年度
に諮問され
令和２年度
に答申した
事案 

令和２年度
に諮問され
同年度に答
申した事案 

令和２年度
に諮問され
同年度末で
調査審議中
の事案 

公的統計の整備に関する基本的な計画（法第４

条第２項） 1 0 0 

基幹統計の指定（法第７条第１項、第７条第３項） 0 0 0 

国民経済計算の作成基準（法第６条第２項） 0 0 0 

基幹統計調査（法第９条第４項、第11条第２項） 1 5 1 

基幹統計の指定（法第７条第１項、第７条第３項）及

び基幹統計調査（法第９条第４項、第11条第２項） 
0 1 0 

統計基準の設定（法第28条第２項） 0 1 0 

匿名データの作成（法第35条第２項） 0 2 0 
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政令・総務省令の制定又は改正 0 0 0 

合 計 2 9 1 

 

また、統計委員会は、平成30年改正法により追加された法第45条第２号に

おいて、統計及び統計制度の発達及び改善に関する基本的事項に関し、総務

大臣に意見を述べることとされた。 

令和２年度（2020年度）においては、統計委員会による意見は１件提出さ

れた（表15参照）。 

 

表15 法第45条第２号に基づく統計委員会による意見の実績 

（令和２年度（2020年度）） 

意見日 意見名 

令和２年７月31日 令和３年度における統計リソースの重点的な配分に関する建議 

 

なお、平成30年法改正により追加された法第49条の２の規定により、統計

委員会に、委員、臨時委員及び専門委員を補佐する幹事を置くこととされた。 

平成30年（2018年）６月29日以降、総務省及び関係行政機関の職員が幹事

に任命されている。 

 

２ 評価分科会の開催実績等 

（１）統計技術評価の取組の根拠 

法第55条第１項の規定では、総務大臣は、国の行政機関の長等に対し、

法の施行の状況について報告を求めることができるとされており、同条第

２項の規定では、毎年度、当該報告を取りまとめ、その概要を公表すると

ともに、統計委員会に報告しなければならないとされている。 

また、法第55条第３項により、統計委員会は、同条第２項の規定による

報告があったときは、法の施行に関し、総務大臣又は関係行政機関の長に

対し、意見を述べることができるとされている。 

さらに、統計委員会令では、第１条第１項において「統計委員会（以下

「委員会」という。）に、評価分科会（以下「分科会」という。）を置

く。」とされ、同条第２項において「分科会は、委員会の所掌事務のう

ち、統計法第55条第３項の規定により委員会の権限に属させられた事項

（同法の施行に関し、主として統計技術の観点から評価を行い、その結果

に基づき意見を述べることに限る。）を処理することをつかさどる。」と

されている。 

評価分科会はこれらに基づき統計技術評価の取組を実施している。 

 

 

 

120



 

（２）統計技術評価に資する報告 

    令和２年度（2020年度）の統計委員会評価分科会は、表16のとおり、２

回開催され、「平成28年度統計法施行状況に関する審議結果報告書（統計

精度検査関連分）」（平成30年（2018年）３月統計委員会）のフォローア

ップ等が行われた。 

 

    表16 令和２年度（2020年度）の統計委員会評価分科会の開催状況 
回数 日付 内容 

第８回 令和２年（2020年）

10月30日 

・精度検査報告書（注）提言に対応した取組について（社会教育

調査（民間体育施設）） 

・建設工事統計調査（施工調査）の欠測値対応の見直しについて 

第９回 令和３年（2021年）

３月26日 

・欠測値の補完に係る主な方法等について 

   （注）「平成28年度統計法施行状況に関する審議結果報告書（統計精度検査関連分）（平成30年（2018年）３月 

統計委員会）」 
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Ⅲ 調査票情報等の利用及び提供 

１ 調査票情報の二次利用 

法第32条においては、国の行政機関の長又は指定独立行政法人等は、統計

の作成若しくは統計的研究（以下「統計の作成等」という。）を行う場合又

は統計調査その他の統計を作成するための調査に係る名簿を作成する場合に

は、その行った統計調査に係る調査票情報を自ら用いること（二次利用）が

できると規定されている。 

令和２年度（2020年度）に、国の行政機関又は指定独立行政法人等が、所

管する統計調査の調査票情報を二次利用した件数は657件となっている（表

17、資料28及び資料31参照）。 

表17 法第32条の規定に基づく調査票情報の二次利用 

（令和２年度（2020年度）） 

統計調査 

所管府省等名 
利用件数 統計の作成等を行う

場合 

統計調査その他の統計を作
成するための調査に係る名

簿を作成する場合 

内閣府 3 3 0 

総務省 66 66 0 

財務省 16 14 2 

文部科学省 97 89 8 

厚生労働省 169 163 6 

農林水産省 67 65 2 

経済産業省 85 74 11 

国土交通省 143 141 2 

環境省 11 11 0 

合計 657 626 31 
（参考） 

令和元年度（2019
年度）の実績 

674 637 37 

（注）令和２年度（2020年度）に利用を開始したものの数（利用目的ごとに計上）であり、令和元年度（2019

年度）以前から継続して利用しているものは含まない。 

２ 調査票情報の提供 

法第33条においては、国の行政機関の長又は指定独立行政法人等は、 

・ 国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等その他これに準ずる機関

（以下「公的機関等」という。）が、統計の作成等又は統計調査その他の

統計を作成するための調査に係る名簿の作成を行う場合（法第33条第１項

第１号） 

・ 公的機関等が行う統計の作成等と同等の公益性を有する統計の作成等と

して総務省令で定めるものを行う者が、当該総務省令で定める統計の作成

等を行う場合（法第33条第１項第２号） 

  に、総務省令で定めるところにより、これらの者からの求めに応じ、その行

った統計調査に係る調査票情報をこれらの者に提供することができると規定
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されている。 

   後者の場合について、統計法施行規則（平成20年総務省令第145号。以下

「規則」という。）第11条においては、公的機関等が行う統計の作成等と同

等の公益性を有する統計の作成等として、 

  ・ 公的機関等が、これらの者以外の者に委託し、又はこれらの者以外の者

と共同して行う調査研究に係る統計の作成等（規則第11条第１項第１号） 

  ・ 公的機関等が、その実施に要する費用の全部又は一部を公募の方法によ

り補助する調査研究に係る統計の作成等（規則第11条第１項第２号） 

  ・ 国の行政機関の長又は地方公共団体の長その他の執行機関が、その政策

の企画、立案、実施又は評価に有用であると認める統計の作成等その他法

第33条第１項第２号に規定する同等の公益性を有するものとして特別な事

由があると認める統計の作成等（規則第11条第１項第３号） 

  であって、規則第42条に規定する調査票情報を適正に管理するために必要な

措置が講じられているものが規定されている。 

   令和２年度（2020年度）に、国の行政機関又は指定独立行政法人等が、法

第33条第１項第１号に該当するとして、調査票情報を提供した件数は2,086

件となっている。また、同項第２号に該当するとして、調査票情報を提供し

た件数は298件となっている（表18、資料29及び資料31参照）。 

 

表18 法第33条の規定に基づく調査票情報の提供 

（令和２年度（2020年度）） 

統計調査 

所管府省名 

法第33条第１項第１号該当件数 

（公的機関等への提供） 

法第33条第１項第２号該当件数 
  公的機関等が行う統計の作成等と同等の公益 

性を有する統計の作成等を行う者への提供 

 統計の作成
等を行う場
合 

統計調査そ
の他の統計
を作成する
ための調査
に係る名簿
を作成する
場合 

 公的機関等
が委託又は
共同して行
う調査研究
に係る統計
の作成等を
行う者への
提供 

公的機関等
が費用の全
部又は一部
を公募の方
法により補
助する調査
研究に係る
統計の作成
等を行う者
への提供 

国の行政機
関又は地方
公共団体そ
の他の執行
機関が政策
の企画、立
案、実施又
は評価に有
用であると
認める等の
統計の作成
等を行う者
への提供 

内閣府 5  5 0 1 0 1 0 

総務省  254 247 7 75 19 56 0 

財務省 11  10 1 5 0 5 0 

文部科学省 185  184 1 16 1 15 0 

厚生労働省  948 942 6 114 8 103 3 

農林水産省 42  41 1 14 0 14 0 

経済産業省  375 355 20 30 1 29 0 

国土交通省  257 255 2 35 5 14 16 

環境省 9     9 0 8 0 5 3 
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合計 2,086 2,048 38 298 34 242 22 

（参考） 
令和元年度（2019年

度）の実績 
1,999 1,947 52 219 22 180 17 

（注）令和２年度（2020年度）に利用を開始したものの数（利用目的ごとに計上）であり、令和元年度（2019年度）
以前から継続して利用しているものは含まない。 

 

   また、法第33条の２第１項においては、国の行政機関の長又は指定独立行

政法人等は、上述の法第33条第１項に定めるもののほか、総務省令で定める

ところにより、一般からの求めに応じ、その行った統計調査に係る調査票情

報を学術研究の発展に資する統計の作成等その他の行政機関の長又は指定独

立行政法人等が行った統計調査に係る調査票情報の提供を受けて行うことに

ついて相当の公益性を有する統計の作成等として総務省令で定めるものを行

う者に提供することができると規定されている。 

   行政機関の長又は指定独立行政法人等が行った統計調査に係る調査票情報

の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統計の作成等につい

て、規則第19条においては、 

・ 学術研究の発展に資すると認められる統計の作成等（規則第19条第１項

第１号） 

・ 高等教育の発展に資すると認められる統計の作成等（規則第19条第１項

第２号） 

が規定されている。 

   学術研究の発展に資すると認められる統計の作成等については、 

  ⑴ 学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する大学若しくは高等

専門学校若しくは同法第124条に規定する専修学校（同法第125条第１項に

規定する専門課程に限る。）（以下「大学等」という。）若しくは公益社

団法人若しくは公益財団法人が行う調査研究（公益社団法人又は公益財団

法人が行う調査研究については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等

に関する法律（平成18年法律第49号）第２条第４号に規定する公益目的事

業（⑶において「公益目的事業」という。）に該当するものに限る。以下

この⑴において同じ。）又はこれらの者がこれらの者以外の者に委託し、

若しくはこれらの者以外の者と共同して行う調査研究に係る統計の作成等 

  ⑵ 大学等に所属する教員が行う調査研究、又は当該教員がこれら以外の者

と共同して行う調査研究に係る統計の作成等 

  ⑶ その実施に要する費用の全部又は一部を大学等、公益社団法人又は公益

財団法人が公募の方法により補助（公益社団法人又は公益財団法人が行う

補助については、公益目的事業に該当するものに限る。）する調査研究に

係る統計の作成等 

  ⑷ 行政機関の長又は地方公共団体の長その他執行機関が、法第33条の２第

１項に規定する相当の公益性を有するものとして特別な事由があると認め

る統計の作成等 

  が規定されている。 
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   令和２年度（2020年度）に、国の行政機関又は指定独立行政法人等が、規

則第19条第１項第１号に該当するとして、調査票情報を提供した件数は７件

となっている。また、同項第２号に該当するとして、調査票情報を提供した

件数は３件となっている。（表19、資料30及び資料31参照）。 

 

表19 法第33条の２の規定に基づく調査票情報の提供 

（令和２年度（2020年度）） 

統計調査 

所管府省名 

法第33条の２第１項該当件数 

学術研究の発展に資すると認められる場合 

（規則第19条第１項第１号） 

高等教育の発展に 

資すると認められる

場合 

（規則第19条第１項

第２号） 

 
大学等若し
くは公益社
団法人若し
くは公益財
団法人が行
う調査研究
又はこれら
の者が委託
若しくは共
同して行う
調査研究に
係る統計の
作成等を行
う者への提
供 

大学等に所
属する教員
が行う調査
研究、又は
当該教員が
これら以外
の者と共同
して行う調
査研究に係
る統計の作
成等を行う
者への提供 

大学等、公
益社団法人
又は公益財
団法人が費
用の全部又
は一部を公
募の方法に
より補助す
る調査研究
に係る統計
の作成等を
行う者への
提供 

国の行政機
関又は地方
公共団体そ
の他の執行
機関が、法
第 33条の２
第１項に規
定する相当
の公益性を
有するもの
として特別
な事由があ
ると認める
統計の作成
等を行う者
への提供 

総務省 1  0  1  0  0  1  

財務省 1  0  1  0  0  1  

経済産業省 5  0  5  0  0  0  

環境省 0  0  0  0  0  1  

合計 7 0  7  0  0  3  

   

３ オーダーメード集計の実施 

  法第34条においては、国の行政機関の長又は指定独立行政法人等は、その業

務の遂行に支障のない範囲内において、総務省令で定めるところにより、一

般からの委託に応じ、その行った統計調査に係る調査票情報を利用して、学

術研究の発展に資する統計の作成等その他の行政機関の長又は指定独立行政

法人等が行った統計調査に係る調査票情報を利用して行うことについて相当

の公益性を有する統計の作成等として総務省令で定めるものを行うこと（以

下「オーダーメード集計」という。）ができると規定されている。 

  上述の調査票情報を利用して行うことについて相当の公益性を有する統計の

作成等について、規則第27条第１項においては、 

・ 学術研究の発展に資すると認められる統計の作成等（規則第27条第１項第

１号） 

・ 教育の発展に資すると認められる統計の作成等（規則第27条第１項第２号） 

・ 官民データ活用推進基本法（平成28年法律第103号）第23条第３項の規定

により指定された重点分野に係る統計の作成等（規則第27条第１項第３号） 
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が規定されている。 

  令和２年度（2020年度）末現在、国の行政機関及び指定独立行政法人等がオ

ーダーメード集計の対象としている統計調査は30調査（360年次分）となって

いる（資料32参照）。これらのうち、17調査については、法第37条の規定に

基づき、独立行政法人統計センターに委託してオーダーメード集計の結果を

提供している。 

  令和２年度（2020年度）のオーダーメード集計の提供件数は19件となってい

る（表20及び資料33参照）。 

 

表20 オーダーメード集計の結果の提供件数 

（令和２年度（2020年度）） 

統計調査 

所管府省等名 

オーダーメー

ド集計の結果

の提供件数 

 

（参考） 

統計調査ごと

に計上した場

合の提供件数 

学術研究の発

展に資すると

認められる統

計の作成等 

教育の発展に

資すると認め

られる統計の

作成等 

官民データ活

用推進基本法

第23条第３項

の規定により

指定された重

点分野に係る

統計の作成等 

総務省 14  12  0  2  14  

厚生労働省  1   1  0  0   1  

国土交通省  3   1  1  1   3  

環境省  1   1  0  0   1  

合計 19  15  1  3  19  
（参考） 

令和元年度
（2019年度）の

実績 
35 31 0 4 36 

（注）１件の申出で複数の統計調査に係るオーダーメード集計の提供を受け付けている場合があるため、統計調査

ごとに計上した場合の提供件数を参考値として記載している。 

 

４ 匿名データの作成及び提供 

  法第35条第１項においては、国の行政機関の長又は指定独立行政法人等は、

その行った統計調査に係る調査票情報を加工して、匿名データを作成するこ

とができると規定されており、同条第２項においては、国の行政機関の長は、

基幹統計調査に係る匿名データを作成しようとするときは、あらかじめ、統

計委員会の意見を聴かなければならないと規定されている。 

  また、法第36条第１項においては、国の行政機関の長又は指定独立行政法人

等は、総務省令で定めるところにより、一般からの求めに応じ、法第35条第

１項の規定により作成した匿名データを学術研究の発展に資する統計の作成

等その他の匿名データの提供を受けて行うことについて相当の公益性を有す

る統計の作成等として総務省令で定めるものを行う者に提供することができ

ると規定されている。 

  上述の匿名データの提供を受けて行うことについて相当の公益性を有する統

計の作成等について、規則第35条第１項においては、 
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・ 学術研究の発展に資すると認められる統計の作成等（規則第35条第１項第

１号） 

・ 教育の発展に資すると認められる統計の作成等（規則第35条第１項第２号） 

・ 国際社会における我が国の利益の増進及び国際経済社会の健全な発展に資

すると認められる統計の作成等（規則第35条第１項第３号） 

・ 官民データ活用推進基本法第23条第３項の規定により指定された重点分野

に係る統計の作成等（規則第35条第１項第４号） 

が規定されている。 

  令和２年度（2020年度）末現在、国の行政機関及び指定独立行政法人等が匿

名データの提供を行っている統計調査は７調査（57年次分）となっている

（資料32参照）。これらのうち、６調査については、法第37条の規定に基づ

き、独立行政法人統計センターに委託して匿名データの提供を実施している。 

  令和２年度（2020年度）の匿名データの提供件数は34件となっている（表21

及び資料33参照）。 

 

表21 匿名データの提供件数 

（令和２年度(2020年度) ） 

統計調査 

所管府省名 

匿名データ

の提供件数 

 

（参考） 

統計調査 

ごとに 

計上した 

場合の 

提供件数 

学 術 研 究

の 発 展 に

資 す る と

認 め ら れ

る 統 計 の

作成等 

教育の発展

に資すると

認められる

統計の作成

等 

国際社会に

おける我が

国の利益の

増進等に資

すると認め

られる統計

の作成等 

官民データ

活用推進基

本法第23条

第３項の規

定により指

定された重

点分野に係

る統計の作

成等 

総務省 22 20 1 1 0 28 

厚生労働省 12 10 1 1 0 12  

合計 34 30 2 2 0 40 
（参考） 

令和元年度
（2019年度）の

実績 

26 23 3 0 0 28 

（注）１件の申出で複数の統計調査に係る匿名データの提供を受け付けている場合があるため、統計調査ごとに計上 

した場合の提供件数を参考値として記載している。 

 

５ 調査票情報等の適正管理のための措置 

  法第39条第１項においては、調査票情報等を適正に管理するために必要な措

置として総務省令で定めるものを講じなければならないと規定されており、

同項各号において、対象機関ごとに当該措置を講じなければならない情報が

規定されている。 

  当該対象機関については、従来、国の行政機関の長、指定地方公共団体の長

及び指定独立行政法人等とされていたところ、平成30年改正法により事業所

母集団データベースに記録されている情報の提供を受けることができる機関
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の範囲が拡大されたことに伴い、全ての公的統計の作成主体である行政機関

等（行政機関、地方公共団体又は独立行政法人等）に範囲が拡大されている。 

  対象機関が講じなければならない措置については、規則第41条において、主

体・対象となる情報ごとに組織的管理措置、人的管理措置、物理的管理措置、

技術的管理措置等のカテゴリーを設定し、それぞれ適正管理措置を講ずべき

具体的な措置内容を規定している。 

  国の行政機関、地方公共団体その他の執行機関、独立行政法人等及び受託者

（法第39条第１項各号に定める情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者

その他の当該委託に係る業務を受託した者）においては、法第39条及び規則

第41条の規定に基づき、「調査票情報等の管理及び情報漏えい等の対策に関

するガイドライン」（平成21年２月６日総務省政策統括官（統計基準担当）

決定）を参考として、調査票情報等を適正に管理するための措置（管理簿の

整備、研修の実施、点検・監査の実施等）を講じている。 

  令和２年度（2020年度）には、過失により調査関係書類を紛失するなどの管

理上問題がある事案が確認されたため、関係機関においては、調査票情報等

の管理の徹底について指導する等、再発防止に引き続き取り組んでいる。 
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Ⅳ その他 

１ 統計情報の提供（e-Statの取組等） 

「政府統計の総合窓口（e-Stat）」（https://www.e-stat.go.jp/）は、国

の行政機関が作成する統計に関する情報のワンストップサービスを実現するこ

とを目指し、総務省が中心となって政府全体で運営する政府統計のポータルサ

イトである（資料36参照）。 

国の行政機関等が登録した統計表ファイル、統計データ、公表予定、新着

情報、調査票項目情報、統計分類等の各種統計関連情報は、e-Statを通じて

提供されており、e-Statは法第54条の規定に基づく公的統計の所在情報の提

供の取組並びに法第８条及び第23条の規定に基づく統計の公表の取組の中核

を担っている。 

令和２年度（2020年度）末時点で、e-Statに登録されている統計の数は668

件、提供されている統計表の数は約85.9万表となっており、令和２年度

（2020年度）には約2,984万件のアクセスがあった（クローラーによるアクセ

ス（注）を除く。）（表22参照）。 
（注）検索エンジン運営会社による検索用インデックス作成のためのデータ収集を目的とした機械による自動ア

クセス 

 

表22 政府統計の総合窓口（e-Stat）のアクセス件数（令和２年度(2020年度)） 

府省名 
府省のコンテンツに 
対するアクセス件数 

内閣官房     20,842 

人事院     51,224 

内閣府    778,382 

総務省 10,380,470 

法務省    992,933 

外務省     25,272 

財務省  1,117,301 

文部科学省  1,350,624 

厚生労働省  4,292,520 

農林水産省  8,573,569 

経済産業省    568,916 

国土交通省  1,565,282 

環境省    118,890 

防衛省      1,797 

合計 29,838,022 

(参考)令和元年度(2019年度)実績 33,369,559 
（注）アクセス件数は、基幹統計調査・一般統計調査の情報に関するコンテンツに係るものの他、業務統計や加工
統計の情報に関するコンテンツに係るものも含む。 
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【資 料 編】 
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資料１ 統計法の概要 

 

１．総則 （第１条～第４条） 

○ 公的統計が国民にとって合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な 

情報であることにかんがみ、公的統計の作成及び提供に関し基本となる事項を

定めることにより、公的統計の体系的かつ効率的な整備及びその有用性の確保

を図り、もって国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与【第１条】 

○ 国勢統計、国民経済計算及び行政機関が作成する統計のうち重要なもの  

として総務大臣が指定した統計を基幹統計として位置付け【第２条】 

○ 公的統計の整備に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、   

公的統計の整備に関する基本的な計画を閣議決定（おおむね５年ごとに変更）

【第４条】 

 

２．公的統計の作成 （第５条～第31条） 

○ 行政機関は、基幹統計を作成したときは、速やかに公表（公表期日等は、  

事前に公表）【第８条】 

○ 行政機関は、基幹統計調査又は一般統計調査を行おうとするときは、   

総務大臣の承認が必要【第９条・第19条】 

○ 行政機関は、一般統計調査の結果を作成したときは、特別の事情があるとき

を除き、速やかに公表【第23条】 

○ 指定地方公共団体又は指定独立行政法人等は、統計調査を行おうとするとき

は、総務大臣に届出【第24条・第25条】 

○ 行政機関は、統計調査以外の方法により基幹統計を作成する場合には、  

作成方法を総務大臣に通知【第26条】 

○ 総務大臣は、正確かつ効率的な統計作成及び被調査者の負担軽減のため、 

事業所母集団データベースを整備【第27条】 

○ 総務大臣は、統計基準（公的統計の作成に際し、その統一性又は総合性を 

確保するための技術的な基準）を決定【第28条】 

○ 行政機関は、正確かつ効率的な統計作成及び被調査者の負担軽減のため、 

他の行政機関に対し行政記録情報の提供等の協力を求めることが可能   

【第29条・第30条】 

 

133



３．調査票情報等の利用及び提供 （第32条～第38条） 

○ 行政機関又は指定独立行政法人等は、統計の作成等を行う場合には、   

その行った統計調査に係る調査票情報を二次利用することが可能【第32条】 

○ 行政機関又は指定独立行政法人等は、一般からの求めに応じ、その行った 

統計調査に係る調査票情報、オーダーメード集計の結果（委託により作成した

統計等）及び匿名データ（特定の個人等が識別できないように調査票情報を 

加工したもの）を提供することが可能【第33条～第36条】 

 

４．調査票情報等の保護 （第39条～第43条） 

○ 調査票情報等について、行政機関等の適正管理義務、目的外利用の禁止及び

守秘義務を規定するとともに、業務の委託を受けた者、調査票情報の提供を 

受けた者等にも同様に適用【第39条～第43条】 

 

５．統計委員会の設置 （第44条～第51条） 

○ 総務省に統計委員会を設置し、統計及び統計制度の発達及び改善に関する 

基本的事項を調査審議すること、基本計画案等について意見を述べること、 

基本計画の実施状況について勧告すること等の事務を遂行【第44条・第45条】 

○ 委員を補佐するため、統計委員会に幹事を置き、総務省及び関係行政機関の

職員のうちから任命【第49条の２】 

 

６．雑則 （第52条～第56条の２） 
○ 総務大臣は、公的統計の利用者の利便を図るため、統計の所在情報を   

提供できるよう措置【第54条】 

○ 総務大臣は、統計法の施行状況を統計委員会に報告するとともに公表  

【第55条】 

 

７．罰則 （第57条～第62条） 

○ 守秘義務違反等に対する罰則を規定【第57条～第62条】 
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資料２ 統計改革に係る統計法等改正状況 

       

 

年月日 主な改正状況 

平成30年３月６日 ・「統計法及び独立行政法人統計センター法の一部

を改正する法律案」閣議決定、第196回通常国会提

出 

平成30年５月17日 ・衆議院総務委員会において可決〔賛成多数〕 

平成30年５月18日 ・衆議院本会議において可決〔賛成多数〕 

平成30年５月24日 ・参議院総務委員会において可決〔賛成多数〕 

平成30年５月25日 ・参議院本会議において可決・成立〔賛成多数〕 

平成30年６月１日 ・「統計法及び独立行政法人統計センター法の一部

を改正する法律（平成30年法律第34号）」公布 

※統計委員会の機能強化に関する改正規定につい

ては公布日施行 

平成30年８月31日 ・「統計委員会令の一部を改正する政令（平成30年

政令第247号）」公布・施行 

平成30年12月21日 ・「統計法及び独立行政法人統計センター法の一部

を改正する法律の施行期日を定める政令（平成30

年政令第345号）」公布 

・「統計法施行令の一部を改正する政令（平成30年

政令第346号）」公布 

平成31年２月22日 ・「統計法施行規則の一部を改正する省令（平成31

年総務省令第９号）」公布 

平成31年３月29日 ・「独立行政法人統計センターに関する省令の一部

を改正する省令（平成31年総務省令第33号）」公布 

※一部の改正規定については公布日施行 

平成31年４月23日 ・「調査票情報の提供等に係る依頼書等の様式を定

める件（平成31年総務省告示第203号）」公布 

令和元年５月１日 ・「統計法及び独立行政法人統計センター法の一部

を改正する法律（平成30年法律第34号）」全面施

行 

・「統計法施行令の一部を改正する政令（平成30年

政令第346号）」、「統計法施行規則の一部を改正す

る省令（平成31年総務省令第９号）」及び「調査票

情報の提供等に係る依頼書等の様式を定める件

（平成31年総務省告示203号）」施行 

・「独立行政法人統計センターに関する省令の一部

を改正する省令（平成31年総務省令第33号）」全

面施行 
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資料３ 統計委員会が軽微な事項と認めるもの 
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、

資
本

蓄
積

と
い

っ
た

フ
ロ

ー
面

や
資

産
、

負
債

と
い

っ
た

ス
ト

ッ
ク

面
か

ら
体

系
的

に
明

ら
か

に
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
い

る

有
価

証
券

報
告

書
（

民
間

各
社

財
務

諸
表

）
等

オ
ー

プ
ン

な
デ

ー
タ

を
取

得
し

て
い

る
（

一
部

の
デ

ー
タ

は
年

次
で

購
入

し
て

い
る

）
各

種
基

礎
デ

ー
タ

の
一

つ
と

し
て

活
用

他
の

統
計

で
得

ら
れ

な
い

国
民

経
済

計
算

に
必

要
な

デ
ー

タ
を

得
ら

れ
る

0
0
2
0
0
5
7
3

消
費

者
物

価
指

数
（

Ｃ
Ｐ

Ｉ
）

（
加

工
統

計
）

総
務

省
物

価
の

変
動

を
時

系
列

的
に

測
定

す
る

た
め

Ｐ
Ｏ

Ｓ
デ

ー
タ

Ｐ
Ｏ

Ｓ
デ

ー
タ

保
有

企
業

１
社

か
ら

月
次

で
購

入
し

て
い

る

「
パ

ソ
コ

ン
（

デ
ス

ク
ト

ッ
プ

型
）

」
、

「
パ

ソ
コ

ン
（

ノ
ー

ト
型

）
」

、
「

カ
メ

ラ
」

の
３

品
目

に
つ

い
て

は
、

当
該

デ
ー

タ
の

み
に

よ
っ

て
指

数
を

作
成

品
質

向
上

が
著

し
く

製
品

サ
イ

ク
ル

が
極

め
て

短
い

パ
ソ

コ
ン

及
び

カ
メ

ラ
に

つ
い

て
、

品
質

調
整

済
み

の
価

格
変

動
を

ヘ
ド

ニ
ッ

ク
法

に
よ

り
直

接
求

め
て

お
り

、
Ｐ

Ｏ
Ｓ

情
報

に
よ

る
販

売
価

格
、

販
売

台
数

、
各

機
種

の
特

性
な

ど
を

用
い

る
こ

と
に

よ
り

、
客

観
的

で
信

頼
度

の
高

い
重

回
帰

分
析

を
行

う
こ

と
が

可
能

と
な

る

0
0
5
0
0
2
0
9

農
林

業
セ

ン
サ

ス
 
農

山
村

地
域

調
査

（
基

幹
統

計
）

農
林

水
産

省
我

が
国

の
農

林
行

政
に

係
る

諸
施

策
及

び
農

林
業

に
関

し
て

行
う

諸
統

計
調

査
に

必
要

な
基

礎
資

料
を

整
備

す
る

・
各

種
施

設
の

位
置

情
報

（
地

図
）

・
道

路
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
情

報
・

公
共

交
通

の
時

刻
表

情
報

経
路

検
索

サ
ー

ビ
ス

を
提

供
す

る
企

業
に

、
農

業
集

落
か

ら
各

種
生

活
関

連
施

設
ま

で
の

所
要

時
間

の
推

計
を

委
託

し
、

調
査

事
項

の
一

部
を

代
替

す
る

農
山

村
地

域
調

査
の

調
査

事
項

の
一

部
代

替
報

告
者

の
負

担
軽

減
が

可
能

（
代

替
可

能
な

調
査

事
項

数
1
5
事

項
／

調
査

事
項

総
数

4
0
事

項
）

0
0
5
0
0
2
1
5

作
物

統
計

調
査

（
水

稲
の

作
柄

概
況

調
査

）
（

基
幹

統
計

）

農
林

水
産

省
我

が
国

の
耕

地
及

び
作

物
の

生
産

に
関

す
る

実
態

を
明

ら
か

に
し

、
農

業
行

政
の

基
礎

資
料

を
整

備
す

る

人
工

衛
星

デ
ー

タ
（

降
水

量
、

地
表

面
温

度
、

日
射

量
、

植
生

指
数

等
）

独
立

行
政

法
人

宇
宙

航
空

研
究

開
発

機
構

等
か

ら
人

工
衛

星
デ

ー
タ

（
オ

ー
プ

ン
デ

ー
タ

）
を

入
手

し
、

民
間

事
業

者
の

解
析

を
経

て
、

作
柄

予
測

に
必

要
な

デ
ー

タ
と

し
て

利
用

す
る

水
稲

の
作

柄
概

況
調

査
の

調
査

事
項

の
一

部
代

替
８

月
1
5
日

現
在

調
査

に
お

け
る

職
員

及
び

専
門

調
査

員
の

実
測

調
査

負
担

軽
減

が
可

能
（

約
4
,
0
0
0
筆

）

0
0
5
5
0
1
1
0

外
資

系
企

業
動

向
調

査
（

一
般

統
計

）
経

済
産

業
省

我
が

国
に

お
け

る
外

資
系

企
業

の
経

営
動

向
を

把
握

す
る

こ
と

に
よ

り
、

今
後

の
産

業
政

策
及

び
通

商
政

策
の

推
進

に
資

す
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

い
る

外
資

系
企

業
総

覧
外

資
系

企
業

に
係

る
デ

ー
タ

と
し

て
、

外
資

系
企

業
総

覧
(
東

洋
経

済
新

報
社

)
を

購
入

し
て

い
る

統
計

に
係

る
調

査
対

象
名

簿
情

報
へ

の
活

用
(
売

上
等

の
情

報
は

使
用

し
て

い
な

い
)

前
年

と
今

年
の

デ
ー

タ
比

較
に

よ
り

、
新

規
参

入
、

退
出

企
業

の
特

定
が

容
易

に
な

る
な

ど
対

象
企

業
名

簿
作

成
を

効
率

的
に

行
う

こ
と

が
出

来
る

0
0
5
5
0
0
3
0

商
業

動
態

統
計

調
査

（
基

幹
統

計
）

経
済

産
業

省
商

業
を

営
む

事
業

所
及

び
企

業
の

事
業

活
動

の
動

向
を

明
ら

か
に

す
る

た
め

の
商

業
動

態
統

計
を

作
成

す
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

い
る

Ｐ
Ｏ

Ｓ
デ

ー
タ

・
商

業
動

態
統

計
調

査
規

則
（

昭
和

2
8
年

通
商

産
業

省
令

第
1
7
号

）
第

1
0
条

の
３

・
丁

２
調

査
票

（
家

電
大

型
専

門
店

）
の

販
売

額
デ

ー
タ

に
つ

い
て

は
、

民
間

事
業

者
が

各
企

業
か

ら
Ｐ

Ｏ
Ｓ

デ
ー

タ
を

収
集

し
て

網
羅

的
に

把
握

し
て

い
る

。
経

済
産

業
省

は
民

間
事

業
者

と
契

約
を

し
て

、
調

査
対

象
企

業
の

了
解

を
得

て
、

Ｐ
Ｏ

Ｓ
デ

ー
タ

を
統

計
調

査
に

活
用

す
る

も
の

・
丁

２
調

査
票

に
つ

い
て

、
報

告
を

求
め

る
た

め
に

用
い

る
方

法
の

一
つ

と
し

て
、

選
択

肢
に

追
加

・
丁

２
調

査
の

調
査

対
象

は
、

紙
や

オ
ン

ラ
イ

ン
等

に
よ

る
提

出
に

代
え

て
、

報
告

を
求

め
る

事
項

を
把

握
で

き
る

Ｐ
Ｏ

Ｓ
デ

ー
タ

等
を

経
済

産
業

省
が

契
約

す
る

民
間

事
業

者
に

提
供

・
民

間
事

業
者

は
、

Ｐ
Ｏ

Ｓ
デ

ー
タ

等
を

報
告

を
求

め
る

事
項

に
組

み
替

え
た

結
果

を
経

済
産

業
大

臣
に

提
出

報
告

者
の

負
担

軽
減

が
可

能
（

Ｐ
Ｏ

Ｓ
デ

ー
タ

の
活

用
に

よ
り

、
丁

２
調

査
の

調
査

対
象

の
調

査
票

作
成

作
業

が
省

略
）

0
0
6
0
0
8
8
0

設
備

工
事

業
に

係
る

受
注

高
調

査
（

加
工

統
計

）
国

土
交

通
省

電
気

工
事

、
管

工
事

、
計

装
工

事
に

関
す

る
受

注
高

等
を

把
握

す
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

・
（

一
社

）
日

本
電

設
工

業
協

会
・

（
一

社
）

日
本

空
調

衛
生

工
事

業
協

会
・

（
一

社
）

日
本

計
装

工
業

会
の

独
自

集
計

資
料

協
力

ベ
ー

ス
（

依
頼

に
基

づ
き

、
デ

ー
タ

の
提

供
を

受
け

て
い

る
）

当
該

デ
ー

タ
の

み
に

よ
っ

て
統

計
を

作
成

し
て

い
る

調
査

を
行

わ
ず

統
計

の
作

成
が

可
能

と
な

る

活
用

条
件

、
活

用
に

当
た

っ
て

の
制

約
・

留
意

点

 
民

間
企

業
等

が
保

有
す

る
ビ

ッ
グ

デ
ー

タ
等

を
活

用
し

て
い

る
統

計
の

概
要

 
活

用
し

て
い

る
民

間
デ

ー
タ

の
概

要

統
計

作
成

に
活

用
す

る
際

の
形

態
活

用
に

よ
る

効
果

資料６
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資料７ 行政記録情報等の統計作成への活用状況 

（行政記録情報等の統計作成への活用に係る実態調査結果） 

 

（１）業務統計の作成状況等 

  ア 業務統計の作成状況 

令和２年（2020 年）12 月末時点で、行政記録情報等（注１）を用いて経常的に作成

されている統計（業務統計）として各府省等から報告があったものは、表１のとお

り、合計で 398 件となっている。 

このうち、ホームページや刊行物で公表されているものは 396 件であり、「政府統

計の総合窓口（e-Stat）（注２）」に掲載しているものは 143 件となっている。 

 
(注１)「行政記録情報等」とは、国の行政機関が保有する各種行政記録情報（統計調査によって得られた情報を

除く。）や地方公共団体が保有する業務記録情報を指す。 

具体的には、個別の法令の規定に基づいて為される申請、届出、登録、報告等によって得られる情報や、

日々の業務活動（統計調査を除く。）を通じて収集・蓄積される情報が該当する。 

     （注２）「政府統計の総合窓口（e-Stat）」とは、国の行政機関が作成する統計に関する情報のワンストップサー

ビスを実現することを目指し、総務省が中心となって政府全体で運営する政府統計のポータルサイトであ

る。 

 

表１ 業務統計の作成状況等 

     

      （注）（）内の数値は、共管統計（複数の府省等が共同で作成する統計）の数であり、共管統計は、共管 

の府省等にそれぞれ１件と計上しているため、各府省等の対象統計数を単純合計しても、合計と一致 

しない。 

  

うちe-Stat
に掲載

うちe-Stat
に掲載

内閣官房 14 (1) 2 財務省 37 8

人事院 14 (1) 4 文部科学省 31 4

内閣府 6 1 厚生労働省 88 39

警察庁 2 2 農林水産省 37 15

消費者庁 9 1 経済産業省 15 (4) 7

総務省 62 15 国土交通省 30 9

法務省 15 12 環境省 26 (4) 7

外務省 4 4 防衛省 13 13

398 (5) 143

件数件数府省等 府省等

計
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  イ 業務統計の e-Stat への掲載状況 

143 件の業務統計について、e-Stat への掲載状況は、表２のとおりとなっている。 

 

表２ 業務統計の e-Stat への掲載状況 

 

  （注）「「地域区分」を登録すべき統計」とは、地域別の結果を公表している統計のことをいう。 

 

 （２）統計調査における行政記録情報等の活用状況 

 統計調査の実施にあたり、母集団情報の整備や調査事項の代替など、行政記録情報

等を活用している事例として各府省等から報告があったものは、表３のとおり、合計

で 123 件（102 統計調査）となっている。 

  

うち

「調査の概要
（統計の
概要）」

「時系列表」
「分類項目

・集計項目一
覧」

「地域区分」
を登録すべき

「地域区分」

の掲載件数 の掲載件数 の掲載件数 統計の数 の掲載件数

2 1 1 0 0 0

4 4 1 0 0 0

1 1 0 0 0 0

2 2 2 0 2 2

1 1 0 0 0 0

15 6 7 0 2 2

12 12 8 0 11 10

4 4 3 0 3 2

8 7 2 0 4 0

4 4 3 0 1 0

39 32 20 1 4 2

15 15 12 0 4 3

7 4 3 1 3 1

9 9 3 0 2 0

7 7 2 0 2 2

防衛省 13 13 0 0 2 1

143 122 67 2 40 25合計

農林水産省

内閣府

警察庁

消費者庁

国土交通省

環境省

厚生労働省

経済産業省

総務省

法務省

外務省

財務省

文部科学省

内閣官房

人事院

府省等
e-Statの
掲載件数

うち うち うち うち
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表３ 行政記録情報等を活用している統計調査 

 

    （注１）（）内の数値は、共管統計（複数の府省が共同で作成する統計）の数であり、共管統計は、共管 

の府省にそれぞれ１件と計上しているため、各府省の対象統計数を単純合計しても、合計と一致 

しない。  

    （注２）統計調査の件数は、統計法に基づく統計調査の承認単位で計上している。  
    （注３）内数については、行政記録情報等の活用形態で１件と計上しているため、内数を単純合計しても、 

統計調査数と一致しない。 

 

（参考）統計調査における行政記録情報等の活用形態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うち うち

調査事項
の代替

欠測値補完、審
査での活用等

内閣府 5 4 1 0

総務省 7 (2) 6 (2) 0 1

法務省 1 1 0 0

財務省 3 3 0 1

文部科学省 1 1 0 0

厚生労働省 27 16 12 3

農林水産省 11 8 6 0

経済産業省 11 (2) 11 (2) 2 0

国土交通省 33 31 13 0

環境省 5 4 1 0

計 102 (2) 83 (2) 35 5

府省等 統計調査数

うち

母集団情報
の整備
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また、上記 102 統計調査について、活用している行政記録情報等の保有機関別に分

類すると、表４のとおりとなっている。 

 

表４ 行政記録情報等の保有機関別の活用状況 

 

（注）件数は、統計法に基づく統計調査の承認単位で計上している。 

行政記録情報等の保有機関別の活用状況 件数

調査実施府省が自ら保有する行政記録情報を活用　（x） 40

調査実施府省以外の府省が保有する行政記録情報を活用　（ｙ） 5

地方公共団体等が保有する業務記録情報を活用　（ｚ） 36

xyzのうち、２つ以上に該当 21

計 102
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資料８ オンライン調査の推進状況 

（オンライン調査の推進に関する取組状況に係るフォローアップ結果） 
 

１ オンライン調査の導入状況 

 

府省等名 
統計調査数 

(令和２年 12月末現在) 

  

オンライン調査導入 

統計調査数 

オンライン調査 

導入率 

（％） 

人事院 4 4 100.0 

内閣府 16(1) 14(1)  87.5 

総務省 24(6) 23(6)  95.8 

財務省  8(2)  7(2)  87.5 

文部科学省 22(2) 21(2)  95.5 

厚生労働省 76(3) 57(3)  75.0 

農林水産省 40(2) 40(2) 100.0 

経済産業省 35(8) 34(7)  97.1 

国土交通省 54(1) 50(1)  92.6 

環境省  8(1) 6(0)  75.0 

合計 272(11) 242(10)  89.0 

（注）１ 統計調査数は、令和２年 12月末現在に回答調査客体数が確定している直近の基幹統計調査及

び一般統計調査の数（５年に１度の周期調査等を含む。）。なお、令和２年 12月末現在で既に中

止した統計調査であっても、同年中に回答客体数が確定したものについては統計調査数に含んで

いる。また、各府省で実施している産業連関構造調査についてはまとめて１調査として計上して

いる（産業連関構造調査を実施している各府省等の統計調査数にも１調査として計上）。 

   ２ （ ）内の数値は共管調査（複数の府省が共同で行う調査）及び産業連関構造調査の数であ

り、統計調査数の内数。共管調査は、共管の府省にそれぞれ１件と計上しているため、各府省の

統計調査数等を単純合計しても、合計と一致しない。 
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（参考：過年度のオンライン調査導入状況） 

府省等名 

令和元年度 

オンライン

調査導入率 

（％） 

平成 30年度 

オンライン

調査導入率 

（％） 

平成 29年度 

オンライン

調査導入率 

（％） 

平成 28年度 

オンライン

調査導入率 

（％） 

平成 27年度 

オンライン

調査導入率 

（％） 

人事院 75.0 66.7 50.0 25.0 0.0 

内閣府 80.0 66.7 75.0 71.4 80.0 

総務省 96.0 88.2 84.2 76.5 71.4 

法務省 100.0 100.0 - - - 

財務省 66.7 50.0 50.0 71.4 60.0 

文部科学省 90.9 90.0 85.7 87.5 94.1 

厚生労働省 61.3 66.7 62.5 54.1 48.3 

農林水産省 95.0 91.7 94.3 94.4 89.2 

経済産業省 100.0 100.0 100.0 97.1 85.3 

国土交通省 90.9 92.9 84.8 90.7 77.5 

環境省 88.9 85.7 87.5 85.7 81.8 

合計 82.9 84.1 80.3 78.8 72.7 

（注）１ 平成 29年度及び 30年度のオンライン調査導入率は、当該年度中に実施された基幹統計調査及

び一般統計調査に基づき算出（数値の取りまとめ時点で未集計などのためオンライン調査の状況

が不詳であった調査を除く。） 

   ２ 平成 27年度及び 28年度のオンライン調査導入率は、統計調査等業務の最適化実施状況フォロ

ーアップ結果に基づく。 

   ３ 上記１及び２のとおり、平成 30年度以前に対象としていた統計調査の範囲は、令和元年度以

降に対象としているものとは異なることから、時系列比較をする際は注意を要する。 
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２
 

オ
ン
ラ
イ

ン
調

査
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主
な

提
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機

能
の
導
入
状
況
 

 

府
省
等
名
 

オ
ン
ラ
イ
ン
調
査
導

入
統
計
調
査
数
 

 
 

政
府
統
計
共
同
利
用

シ
ス
テ
ム
 

Ａ
 

各
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省
の
シ
ス
テ
ム
 

Ｂ
 

政
府
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ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク
及
び
総
合

行
政

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

（
L
G
W
AN
）
を
通
じ

た
オ
ン
ラ
イ
ン
調
査
 

Ｃ
 

Ａ
～
Ｃ
以
外
の
主
に

電
子
メ
ー
ル
を
使
用

し
た
調
査
 

Ｄ
 

政
府
統
計
共
同
利
用

シ
ス
テ
ム
使
用
率

（
％
）
 

人
事
院
 

4
 

2
 

0
 

0
 

4
 

5
0
.
0 

内
閣
府
 

1
4
(
1
) 

 
4
(
1
) 

7
 

1
 

2
 

2
8
.
6 

総
務
省
 

2
3
(
6
) 

1
4
(
5
) 

5
 

2
 

 
3
(
1
) 

6
0
.
9 

財
務
省
 

 
7
(
2
) 

 
4
(
1
) 

1
 

0
 

 
2
(
1
) 

5
7
.
1 

文
部
科
学

省
 

2
1
(
2
) 

5
 

 
5
(
1
) 

4
 

 
8
(
1
) 

2
3
.
8 

厚
生
労
働

省
 

5
7
(
3
) 

2
6
 

1
2
(
1
) 

8
 

1
7
(
2
) 

4
5
.
6 

農
林
水
産

省
 

4
0
(
2
) 

2
2
 

 
7
(
1
) 

3
 

1
9
(
1
) 

5
5
.
0 

経
済
産
業

省
 

3
4
(
7
) 

1
6
(
5
) 

 
6
(
1
) 

0
 

1
9
(
1
) 

4
7
.
1 

国
土
交
通

省
 

5
0
(
1
) 

1
0
 

1
1
 

 
1
(
1
) 

3
9
(
1
) 

2
0
.
0 

環
境
省
 

6
 

1
 

1
 

0
 

4
 

1
6
.
7 

合
計
 

2
4
2
(
1
0)
 

9
8
(
5
) 

5
3
(
1
) 

1
9
(
1
) 

1
1
1
(
3
) 

4
0
.
5 

（
注
）
１
 
統
計
調
査
数
は
、
令
和
２
年

1
2
月
末
現
在
に
回
答
調
査
客
体
数
が
確
定
し
て
い
る
直
近
の
基
幹
統
計
調
査
及
び

一
般
統
計
調
査
の
数
（
５
年
に
１
度
の
周
期
調
査
等
を
含
む

。）
。

な
お
、
各
府
省
で
実
施
し
て
い
る
産
業
連
関
構
造
調
査
に
つ
い
て
は
ま
と
め
て
１
調
査
と
し
て
計
上
し
て
い
る
（
産
業
連
関
構
造
調
査
を
実
施
し
て
い
る
各
府
省
等
の
統
計
調
査
数
に

も
１
調
査
と
し
て
計
上

）。
 

 
 
 
２
 
（

 ）
内
の
数
値
は
共
管
調
査
（
複
数
の
府
省
が
共
同
で
行
う
調
査
）
及
び
産
業
連
関
構
造
調
査
の
数
で
あ
り
、
統
計
調
査
数
の
内
数
。
共
管
調
査
は
、
共
管
の
府
省
に
そ
れ
ぞ
れ

１
件
と
計
上
し
て
い
る
た
め
、
各
府
省

の
統
計
調
査
数
等
を
単
純
合
計
し
て
も
、
合
計
と
一
致
し
な
い
。
 

147



（参考：過年度の政府統計共同利用システムの使用状況） 

府省等名 

令和元年度 

政府統計共同

利用システム

使用率 

（％） 

平成 30年度 

政府統計共同

利用システム

使用率 

（％） 

平成 29年度 

政府統計共同

利用システム

使用率 

（％） 

平成 28年度 

政府統計共同

利用システム

使用率 

（％） 

平成 27年度 

政府統計共同

利用システム

使用率 

（％） 

人事院 33.3 0.0 0.0 0.0 0.0 

内閣府 25.0 28.6 11.1 20.0 25.0 

総務省 54.2 35.7 50.0 61.5 80.0 

法務省 0.0 0.0 - - - 

財務省 66.7 100.0 100.0 60.0 100.0 

文部科学省 25.0 22.2 25.0 28.6 25.0 

厚生労働省 36.7 40.0 40.0 24.2 24.1 

農林水産省 52.6 56.3 54.5 52.9 57.6 

経済産業省 42.4 42.4 41.2 38.2 44.8 

国土交通省 16.0 12.8 14.3 7.7 9.7 

環境省 12.5 0.0 14.3 0.0 11.1 

合計 35.3 34.2 37.0 31.2 35.7 

（注）１ 平成 30年度及び 29年度のオンライン調査導入率は、当該年度中に実施された基幹統計調査及

び一般統計調査に基づき算出（数値の取りまとめ時点で未集計などのためオンライン調査の状況

が不詳であった調査を除く。） 

   ２ 平成 27年度及び 28年度のオンライン調査導入率は、統計調査等業務の最適化実施状況フォロ

ーアップ結果に基づく。 

   ３ 上記１及び２のとおり、平成 30年度以前に対象としていた統計調査の範囲は、令和元年度以

降に対象としているものとは異なることから、時系列比較をする際は注意を要する。 
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資料９ 統計関連業務の民間委託の状況 

 

１ 統計事務の民間委託の状況 

  令和２年度に国の行政機関が実施した基幹統計調査及び一般統計調査における統計事

務の外部委託状況は表１のとおりであり、199統計調査中 150統計調査（全体の

75.4％）において、何らかの事務について民間委託を実施している。また、契約方法等

の詳細を含む民間委託状況は、表２のとおりである。 

 

表１ 令和２年度（2020年度）の府省別統計事務の委託状況 

府省等名 統計調査数 

委託状況 

国のみで

実施 

委託あり 

地方公共団体 民間 独法等 

人事院 3 0 0 1 2 

内閣府 14(1) 1 1 12(1) 0 

総務省 15(3) 0 5(1) 10(3) 12(1) 

財務省 6(1) 2 0 4(1) 0 

文部科学省 14(2) 5(1) 3 7(1) 0 

厚生労働省 57(2) 4(1) 18 49(1) 6 

農林水産省 33(1) 19 1 14(1) 0 

経済産業省 29(4) 2 1(1) 27(4) 1(1) 

国土交通省 31 3 4 28 4 

環境省 4 0 1 4 0 

合計 199(7) 35(1) 33(1) 150(6) 24(1) 

（注）１ 令和２年度（2020年度）に実施された基幹統計調査及び一般統計調査を対象としている。 

   ２ （ ）内の数値は共管調査（複数の府省が共同で行う調査）の数であり、統計調査数等の内数。

共管調査は、共管の府省にそれぞれ１件と計上しているため、各府省の統計調査数等を単純合計

しても、合計と一致しない。 

   ３ １つの統計調査であっても、調査票により委託状況が異なる場合は、該当する欄にそれぞれ計

上しているため、統計調査数と委託状況の各欄の合計は一致しない。 
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２
 
令
和
２
年
度

（
2
0
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年
度
）
の
府
省
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民
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委
託
状
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行
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札
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落
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落
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い
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うちe-Statへの
登録件数

うちe-Statへの
登録件数

うちe-Statへの
登録件数

人事院 0 0 3 3 0 0

内閣府 1 1 14(1) 13(1) 1 1

総務省 8(1) 8(1) 7 6 5 5

法務省 0 0 1 1 0 0

財務省 2 2 4(1) 3(1) 0 0

文部科学省 3 3 13(2) 13(2) 0 0

厚生労働省 8 8 49(2) 48(2) 2 2

農林水産省 6 6 23(1) 23(1) 10 10

経済産業省 8(1) 8(1) 20(2) 20(2) 8 8

国土交通省 8 8 22 22 5 5

環境省 0 0 6(1) 6(1) 0 0

合計 43(1) 43(1) 157(5) 153(5) 31 31

（参考）
令和元年度の実績

46(1) 46(1) 171(7) 162(6) 31 30

うち

「調査の概要
（統計の
概要）」

「分類項目
・集計項目一

覧」

「地域区分」を
登録すべき

「地域区分」

の登録件数 の登録件数 統計の数 の登録件数

人事院 0 0 0 0 0

内閣府 1 1 0 0 0

総務省 8(1) 8(1) 1(1) 4 1

法務省 0 0 0 0 0

財務省 2 2 0 1 0

文部科学省 3 3 0 0 0

厚生労働省 8 8 5 2 2

農林水産省 6 6 0 5 5

経済産業省 8(1) 8(1) 2(1) 4 2

国土交通省 8 7 8 4 4

環境省 0 0 0 0 0

合計 43(1) 42(1) 15(1) 20 14

（参考）
令和元年度の実績

46(1) 44(1) 14 24 16

（注１）本表は、統計調査により作成された基幹統計及び統計調査以外の方法により作成された基幹統計を計上
　　している。
（注２）令和２年度（2020年度）に統計調査以外の方法により作成・公表された基幹統計は、国民経済計算
　　（内閣府）、人口推計（総務省）、生命表（厚生労働省）、社会保障費用統計（厚生労働省）及び鉱工業
　　指数（経済産業省）である。
（注３）（　）内の１は経済構造統計であり、総務省及び経済産業省にそれぞれ１件と計上しているため、各府
　　省の件数を単純合計しても、合計と一致しない。
（注４）「「地域区分」を登録すべき統計」とは、地域別の結果を公表している統計のことをいう。

（注１）「基幹統計」には、統計調査により作成された基幹統計及び統計調査以外の方法により作成された基幹統計を計上してい
     る。
（注２）令和２年度（2020年度）に統計調査以外の方法により作成・公表された基幹統計は、国民経済計算（内閣府）、人口推計
　　（総務省）、 生命表（厚生労働省）、社会保障費用統計（厚生労働省）及び鉱工業指数（経済産業省）である。
（注３）「加工統計」には、基幹統計以外の加工統計を計上している。
（注４）「基幹統計」における（　）内の１は経済構造統計であり、総務省及び経済産業省にそれぞれ１件と計上しているため、
　　　各府省の件数を単純合計しても、合計と一致しない。また、「一般統計調査の結果」における（　）内の数値は共管調査
　　（複数の府省が共同で行う調査）の数であり、共管調査は共管の府省にそれぞれ１件と計上しているため、各府省の対象調査
　　数等の件数を単純合計しても、合計と一致しない。
（注５）加工統計には接続産業連関表（内閣府、金融庁、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、
　　国土交通省及び環境省）が含まれるが、10府省の共同事業であるところ、便宜上、総務省で計上している。
（注６）「業務統計」については、資料７に別途記載している。

資料11　調査の概要等のe-Statへの登録状況

（令和２年度（2020年度））

府省等名

基幹統計

e-Statの
登録件数

うち うち うち

資料10　基幹統計、一般統計調査の結果及び加工統計のe-Statへの登録状況

（令和２年度（2020年度））

府省等名

基幹統計 一般統計調査の結果 加工統計

公表を行った件数 公表を行った件数 公表を行った件数
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うち

「調査の概要
（統計の
概要）」

「分類項目
・集計項目一

覧」

「地域区分」を
登録すべき

「地域区分」

の登録件数 の登録件数 統計の数 の登録件数

人事院 3 3 0 0 0

内閣府 13(1) 11(1) 2 4 1

総務省 6 4 0 2 0

法務省 1 0 0 0 0

財務省 3(1) 3(1) 0 0 0

文部科学省 13(2) 13(2) 2 2(2) 0

厚生労働省 48(2) 45(2) 6 7(2) 4

農林水産省 23(1) 23(1) 0 11 9

経済産業省 20(2) 18(2) 2 6(1) 4

国土交通省 22 19 5 8 4

環境省 6(1) 6(1) 2 2(1) 0

合計 153(5) 140(5) 19 39(3) 22

（参考）
令和元年度の実績

162(6) 147(6) 22 54(4) 27(1)

うち

「調査の概要
（統計の
概要）」

「分類項目
・集計項目一

覧」

「地域区分」を
登録すべき

「地域区分」

の登録件数 の登録件数 統計の数 の登録件数

人事院 0 0 0 0 0

内閣府 1 1 0 0 0

総務省 5 4 0 1 1

法務省 0 0 0 0 0

財務省 0 0 0 0 0

文部科学省 0 0 0 0 0

厚生労働省 2 2 1 0 0

農林水産省 10 7 0 2 1

経済産業省 8 8 0 0 0

国土交通省 5 5 4 2 2

環境省 0 0 0 0 0

合計 31 27 5 5 4

（参考）
令和元年度の実績

30 24 6 6 4

（注１）本表は、基幹統計以外の加工統計を計上している。
（注２）「「地域区分」を登録すべき統計」とは、地域別の結果を公表している統計のことをいう。
（注３）加工統計には接続産業連関表（内閣府、金融庁、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産
　　省、経済産業省、国土交通省及び環境省）が含まれるが、10府省の共同事業であるところ、便宜上、総務省
　　で計上している。

（注１）（　）内の数値は共管調査（複数の府省が共同で行う調査）の数であり、共管調査は、共管の府省に
　　それぞれ１件と計上しているため、各府省の対象調査数等の件数を単純合計しても、合計と一致しない。
（注２）「「地域区分」を登録すべき統計」とは、地域別の結果を公表している統計のことをいう。

府省等名

加工統計

e-Statの
登録件数

うち うち うち

府省等名

一般統計調査の結果

e-Statの
登録件数

うち うち うち
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府
省

名
取

組
事

項

内
閣

官
房

【
２

（
１

）
能

力
開

発
】

　
内

閣
人

事
局

が
作

成
す

る
業

務
統

計
の

作
成

・
提

供
、

分
析

等
を

精
確

か
つ

効
率

的
に

行
う

た
め

、
職

員
に

対
し

て
、

調
査

や
統

計
デ

ー
タ

分
析

の
た

め
の

研
修

を
積

極
的

に
受

講
さ

せ
て

い
る

。

人
事

院
【

２
（

１
）

能
力

開
発

】
　

人
事

院
人

事
課

主
催

の
統

計
研

修
に

つ
い

て
、

令
和

３
年

３
月

４
日

に
実

施
し

た
（

受
講

者
1
3
名

）
。

　
統

計
デ

ー
タ

ア
ナ

リ
ス

ト
等

の
確

保
・

育
成

計
画

を
作

成
し

た
。

内
閣

府
【

２
（

１
）

能
力

開
発

】
　

内
閣

府
及

び
他

省
庁

の
職

員
が

、
経

済
・

社
会

活
動

の
調

査
分

析
な

ど
職

務
上

必
要

と
さ

れ
る

知
識

や
技

能
の

習
得

・
向

上
を

図
る

と
と

も
に

、
経

済
の

重
要

問
題

に
つ

い
て

の
分

析
能

力
を

養
う

こ
と

を
目

的
と

し
、

計
量

経
済

分
析

、
経

済
理

論
等

に
関

す
る

経
済

研
修

、
国

民
経

済
計

算
（

S
N
A
)
統

計
等

の
概

念
、

統
計

作
成

研
修

を
実

施
し

た
。

さ
ら

に
、

E
B
P
M
に

関
し

て
、

E
B
P
M
に

お
け

る
エ

ビ
デ

ン
ス

、
エ

ビ
デ

ン
ス

の
た

め
の

デ
ー

タ
の

設
計

・
分

析
の

方
法

、
ロ

ジ
ッ

ク
モ

デ
ル

の
作

成
等

、
E
B
P
M
の

基
礎

的
知

識
及

び
統

計
ソ

フ
ト

の
実

習
を

含
む

実
践

的
な

知
識

を
学

ぶ
た

め
の

研
修

を
オ

ン
ラ

イ
ン

に
て

実
施

し
た

。
　

統
計

デ
ー

タ
ア

ナ
リ

ス
ト

及
び

統
計

デ
ー

タ
ア

ナ
リ

ス
ト

補
の

確
保

・
育

成
に

つ
い

て
、

今
後

５
年

間
（

令
和

３
年

度
（

2
0
2
1
年

度
）

～
７

年
度

（
2
0
2
5
年

度
）

）
の

育
成

目
標

数
等

の
計

画
を

定
め

た
。

宮
内

庁
【

２
（

１
）

能
力

開
発

】
　

Ｅ
Ｂ

Ｐ
Ｍ

に
関

す
る

知
見

の
習

得
や

、
Ｅ

Ｂ
Ｐ

Ｍ
に

関
す

る
課

題
を

認
識

す
る

た
め

、
研

修
受

講
を

す
す

め
る

計
画

を
作

成
し

、
当

庁
に

お
け

る
Ｅ

Ｂ
Ｐ

Ｍ
担

当
職

員
を

、
関

連
す

る
研

修
に

派
遣

し
た

（
令

和
２

年
度

は
リ

モ
ー

ト
に

よ
り

受
講

）
。

警
察

庁
【

２
（

１
）

能
力

開
発

】
　

統
計

デ
ー

タ
ア

ナ
リ

ス
ト

等
の

確
保

・
育

成
計

画
を

作
成

し
た

。

個
人

情
報

保
護

委
員

会
【

２
（

１
）

能
力

開
発

】
　

当
委

員
会

で
は

統
計

調
査

を
所

管
し

て
い

な
い

も
の

の
、

統
計

デ
ー

タ
の

分
析

に
つ

い
て

は
政

策
立

案
一

般
に

お
い

て
重

要
な

ス
キ

ル
と

認
識

し
て

お
り

、
職

員
の

統
計

リ
テ

ラ
シ

ー
向

上
を

課
題

と
考

え
て

い
る

。
　

そ
の

た
め

、
令

和
２

年
度

か
ら

、
総

務
省

統
計

研
究

研
修

所
の

実
施

す
る

統
計

研
修

（
オ

ン
ラ

イ
ン

）
の

受
講

を
新

規
採

用
職

員
に

受
講

さ
せ

る
こ

と
と

し
、

人
材

の
育

成
に

取
り

組
ん

だ
。

資
料

1
2
「

Ｅ
Ｂ

Ｐ
Ｍ

を
推

進
す

る
た

め
の

人
材

の
確

保
・

育
成

等
に

関
す

る
方

針
」

第
Ⅱ

部
　

令
和

２
年

度
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

Ⅰ
　

令
和

２
年

度
に

お
け

る
新

た
な

取
組

　
各

府
省

に
お

い
て

は
、

「
Ｅ

Ｂ
Ｐ

Ｍ
を

推
進

す
る

た
め

の
人

材
の

確
保

・
育

成
等

に
関

す
る

方
針

」
に

よ
り

、
毎

年
度

、
府

省
ご

と
の

課
題

に
応

じ
重

点
化

を
図

っ
て

取
組

を
行

う
こ

と
と

な
っ

て
い

る
。

令
和

２
年

度
（

2
0
2
0
年

度
）

に
お

け
る

各
府

省
の

新
た

な
取

組
は

、
以

下
の

と
お

り
。
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府
省

名
取

組
事

項

消
費

者
庁

　
消

費
者

庁
に

お
い

て
は

、
基

幹
統

計
調

査
、

一
般

統
計

調
査

等
の

統
計

法
に

基
づ

く
統

計
調

査
を

実
施

し
て

お
ら

ず
、

専
ら

統
計

作
成

を
行

う
部

署
は

な
く

業
務

の
一

部
と

し
て

意
識

調
査

を
含

む
統

計
の

作
成

を
行

っ
て

い
る

と
こ

ろ
で

あ
る

が
、

デ
ー

タ
の

適
切

な
取

得
・

利
活

用
等

の
観

点
か

ら
職

員
の

統
計

リ
テ

ラ
シ

ー
を

高
め

る
た

め
、

以
下

の
取

組
を

実
施

し
た

。

【
２

（
１

）
能

力
開

発
】

　
令

和
２

年
度

以
降

の
新

規
採

用
職

員
研

修
に

お
い

て
、

統
計

・
Ｅ

Ｂ
Ｐ

Ｍ
に

関
す

る
内

容
の

講
義

を
組

み
込

み
、

本
講

義
の

中
で

総
務

省
に

お
い

て
作

成
す

る
「

初
め

て
学

ぶ
統

計
」

（
ダ

イ
ジ

ェ
ス

ト
版

）
を

活
用

し
て

い
る

。
　

ま
た

、
統

計
デ

ー
タ

ア
ナ

リ
ス

ト
等

の
確

保
・

育
成

計
画

を
作

成
し

た
。

【
３

　
外

部
人

材
の

活
用

】
　

消
費

者
庁

に
お

い
て

実
施

す
る

行
政

事
業

レ
ビ

ュ
ー

や
政

策
評

価
等

の
評

価
体

系
の

見
直

し
に

係
る

検
討

に
当

た
っ

て
、

統
計

学
の

専
門

家
等

に
政

策
効

果
の

検
証

・
分

析
手

法
等

に
つ

い
て

ヒ
ア

リ
ン

グ
を

行
っ

た
。

総
務

省
【

１
（

１
）

採
用

】
　

総
務

省
統

計
局

で
は

、
一

般
職

技
術

系
職

員
を

目
指

す
者

を
対

象
と

し
て

作
成

し
た

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

を
活

用
し

た
採

用
活

動
を

引
き

続
き

行
な

っ
た

。

【
２

（
１

）
能

力
開

発
】

　
統

計
デ

ー
タ

ア
ナ

リ
ス

ト
等

の
確

保
・

育
成

計
画

を
作

成
し

、
今

後
５

年
間

の
育

成
目

標
数

を
設

定
し

た
。

　
オ

ン
ラ

イ
ン

統
計

研
修

「
初

め
て

学
ぶ

統
計

」
に

つ
い

て
、

各
府

省
・

地
方

公
共

団
体

の
新

規
採

用
職

員
や

政
策

立
案

を
行

う
者

も
新

た
な

対
象

と
し

て
教

材
の

リ
ニ

ュ
ー

ア
ル

を
行

い
、

令
和

２
年

度
（

2
0
2
0
年

度
）

に
開

講
し

た
。

(
令

和
２

年
度

（
2
0
2
0
年

度
）

修
了

者
数

：
3
,
8
9
7
名

）
　

ま
た

、
E
B
P
M
を

通
じ

た
政

策
の

質
の

向
上

を
進

め
て

い
く

上
で

有
用

な
知

識
が

習
得

で
き

る
よ

う
、

総
務

省
統

計
局

が
提

供
し

て
い

る
「

デ
ー

タ
サ

イ
エ

ン
ス

・
オ

ン
ラ

イ
ン

講
座

」
（

３
講

座
）

を
統

計
研

究
研

修
所

の
実

施
す

る
オ

ン
ラ

イ
ン

統
計

研
修

と
し

て
令

和
３

年
度

（
2
0
2
1
年

度
）

か
ら

開
講

で
き

る
よ

う
仕

組
み

を
構

築
し

た
。

【
４

　
地

方
統

計
部

門
の

支
援

】
　

統
計

デ
ー

タ
利

活
用

セ
ン

タ
ー

を
中

心
と

し
て

都
道

府
県

や
市

区
町

村
の

政
策

立
案

に
統

計
デ

ー
タ

の
利

活
用

を
促

す
た

め
の

取
組

を
引

き
続

き
推

進
し

た
。

法
務

省
【

２
（

１
）

能
力

開
発

】
　

令
和

３
年

度
か

ら
７

年
度

ま
で

の
統

計
デ

ー
タ

ア
ナ

リ
ス

ト
等

の
確

保
・

育
成

計
画

を
作

成
し

て
お

り
、

今
後

、
統

計
業

務
に

携
わ

る
職

員
を

対
象

に
、

総
務

省
統

計
研

究
研

修
所

が
実

施
す

る
初

級
又

は
中

級
研

修
の

受
講

を
働

き
か

け
て

い
き

た
い

。

財
務

省
【

２
（

１
）

能
力

開
発

】
　

企
業

統
計

の
設

計
等

の
分

析
を

中
心

に
、

統
計

全
般

の
分

析
審

査
等

を
行

う
企

業
統

計
分

析
官

を
設

置
し

た
。

　
統

計
デ

ー
タ

ア
ナ

リ
ス

ト
等

の
確

保
・

育
成

計
画

に
つ

い
て

策
定

を
行

っ
た

。
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府
省

名
取

組
事

項

文
部

科
学

省
【

２
（

１
）

能
力

開
発

】
　

総
務

省
統

計
研

究
研

修
所

実
施

、
統

計
研

修
の

受
講

履
歴

等
能

力
開

発
に

係
る

情
報

に
つ

い
て

、
蓄

積
・

管
理

し
、

統
計

人
材

の
配

置
に

活
用

し
た

。
ま

た
、

省
内

の
統

計
調

査
を

取
り

ま
と

め
て

い
る

調
査

企
画

課
を

中
心

と
し

て
、

統
計

デ
ー

タ
ア

ナ
リ

ス
ト

等
を

育
成

す
る

た
め

の
計

画
を

作
成

し
た

。

厚
生

労
働

省
【

２
（

１
）

能
力

開
発

】
　

Ｅ
Ｂ

Ｐ
Ｍ

を
推

進
す

る
た

め
、

統
計

デ
ー

タ
作

成
業

務
・

分
析

業
務

に
精

通
し

た
能

力
の

高
い

人
材

の
確

保
・

育
成

、
政

策
立

案
部

局
に

お
け

る
職

員
の

情
報

活
用

能
力

、
デ

ー
タ

分
析

能
力

の
向

上
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

し
て

、
平

成
3
0
～

令
和

２
年

度
を

期
間

と
し

た
「

政
策

立
案

の
た

め
の

能
力

（
統

計
デ

ー
タ

作
成

・
活

用
・

分
析

能
力

）
の

向
上

に
向

け
た

厚
生

労
働

省
人

材
育

成
基

本
方

針
」

（
以

下
「

人
材

育
成

基
本

方
針

」
と

い
う

。
）

を
策

定
し

、
計

画
的

な
人

材
育

成
に

取
り

組
ん

で
き

た
と

こ
ろ

で
あ

る
。

　
令

和
２

年
度

に
お

い
て

は
、

統
計

不
適

切
事

案
を

踏
ま

え
、

統
計

に
関

す
る

認
識

・
リ

テ
ラ

シ
ー

の
向

上
に

関
す

る
研

修
の

強
化

を
目

的
と

し
て

、
令

和
２

年
４

月
１

日
付

け
で

人
材

育
成

基
本

方
針

の
改

定
を

行
い

、
新

た
に

全
職

員
及

び
幹

部
職

員
を

対
象

と
し

た
研

修
を

実
施

す
る

と
と

も
に

、
研

修
の

受
講

機
会

を
拡

大
す

る
た

め
、

e
ラ

ー
ニ

ン
グ

コ
ン

テ
ン

ツ
の

拡
充

を
行

っ
た

。

　
統

計
デ

ー
タ

ア
ナ

リ
ス

ト
等

の
認

定
の

基
本

的
な

考
え

方
に

よ
り

、
厚

生
労

働
省

に
お

け
る

令
和

３
～

７
年

度
の

「
統

計
デ

ー
タ

ア
ナ

リ
ス

ト
等

の
確

保
・

育
成

計
画

」
を

策
定

し
た

。

農
林

水
産

省
【

２
（

１
）

能
力

開
発

】
　

農
業

・
農

村
や

食
品

産
業

を
取

り
巻

く
環

境
、

農
業

関
連

施
策

の
動

向
・

課
題

、
国

際
的

な
食

料
を

め
ぐ

る
事

情
な

ど
、

食
料

・
農

業
・

農
村

政
策

全
般

に
対

す
る

知
識

を
深

め
る

と
と

も
に

、
地

方
公

共
団

体
等

か
ら

の
院

生
と

の
交

流
を

通
じ

て
地

方
の

農
業

や
行

政
の

実
態

を
学

ぶ
こ

と
に

よ
り

、
農

業
政

策
の

企
画

・
立

案
・

実
行

に
必

要
な

知
識

を
習

得
す

る
と

と
も

に
、

最
新

の
高

度
な

デ
ー

タ
処

理
・

分
析

や
E
B
P
M
の

実
践

に
必

要
な

知
識

及
び

技
術

を
獲

得
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

、
平

成
3
1
年

４
月

か
ら

政
策

分
析

力
、

政
策

構
想

力
の

向
上

を
目

的
に

政
策

研
究

大
学

院
大

学
へ

職
員

を
派

遣
し

て
い

る
。

　
ま

た
、

基
幹

統
計

及
び

一
般

統
計

調
査

を
所

管
し

て
い

る
課

室
に

配
置

す
る

た
め

の
デ

ー
タ

ア
ナ

リ
ス

ト
確

保
の

重
要

性
に

鑑
み

、
統

計
デ

ー
タ

ア
ナ

リ
ス

ト
研

修
へ

の
参

加
推

薦
を

行
っ

た
。

経
済

産
業

省
【

２
（

１
）

能
力

開
発

】
　

統
計

専
門

人
材

の
育

成
に

向
け

た
、

統
計

検
定

取
得

推
進

の
た

め
の

研
修

の
実

施
お

よ
び

令
和

３
年

度
以

降
の

研
修

制
度

の
見

直
し

の
実

施

　
「

統
計

デ
ー

タ
ア

ナ
リ

ス
ト

等
の

認
定

の
基

本
的

な
考

え
方

」
（

令
和

３
年

２
月

1
2
日

統
計

行
政

推
進

会
議

申
合

せ
）

に
基

づ
き

、
統

計
デ

ー
タ

ア
ナ

リ
ス

ト
等

の
確

保
・

育
成

計
画

を
策

定

国
土

交
通

省
【

２
（

１
）

能
力

開
発

】
　

「
統

計
デ

ー
タ

ア
ナ

リ
ス

ト
等

の
認

定
の

基
本

的
な

考
え

方
（

令
和

３
年

2
月

1
2
日

統
計

行
政

推
進

会
議

申
合

せ
）

」
に

お
い

て
、

統
計

デ
ー

タ
ア

ナ
リ

ス
ト

及
び

統
計

デ
ー

タ
ア

ナ
リ

ス
ト

補
（

以
下

、
統

計
デ

ー
タ

ア
ナ

リ
ス

ト
等

）
の

確
保

・
育

成
を

実
効

あ
る

も
の

と
す

る
た

め
、

令
和

3
年

度
か

ら
7

年
度

ま
で

の
育

成
目

標
数

を
設

定
す

る
こ

と
と

さ
れ

て
い

る
こ

と
か

ら
、

当
省

に
お

け
る

統
計

デ
ー

タ
ア

ナ
リ

ス
ト

等
の

確
保

・
育

成
に

係
る

計
画

を
踏

ま
え

、
統

計
デ

ー
タ

ア
ナ

リ
ス

ト
等

の
配

置
を

推
進

し
、

総
務

省
統

計
研

究
研

修
所

が
実

施
す

る
統

計
デ

ー
タ

ア
ナ

リ
ス

ト
等

の
認

定
要

件
と

な
る

研
修

等
へ

参
加

す
る

よ
う

統
計

職
員

に
対

し
奨

励
し

、
統

計
人

材
の

技
能

向
上

に
努

め
た

。

環
境

省
【

２
（

１
）

能
力

開
発

】
　

高
い

専
門

性
を

有
す

る
職

員
を

計
画

的
に

育
成

・
確

保
す

る
た

め
、

令
和

３
～

７
年

度
に

お
け

る
統

計
デ

ー
タ

ア
ナ

リ
ス

ト
、

統
計

デ
ー

タ
ア

ナ
リ

ス
ト

補
の

確
保

・
育

成
及

び
研

修
等

受
講

計
画

を
策

定
し

た
。
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府
省

名
取

組
事

項

原
子

力
規

制
委

員
会

【
２

（
１

）
能

力
開

発
】

　
「

統
計

デ
ー

タ
ア

ナ
リ

ス
ト

等
の

確
保

・
育

成
計

画
」

を
作

成
し

、
統

計
デ

ー
タ

の
ユ

ー
ザ

ー
と

し
て

、
研

修
の

受
講

等
を

通
じ

て
業

務
上

必
要

と
な

る
職

員
の

能
力

向
上

を
図

っ
て

い
く

こ
と

と
し

た
。

防
衛

省
【

２
（

１
）

能
力

開
発

】
　

防
衛

省
の

統
計

業
務

を
取

り
ま

と
め

て
い

る
企

画
評

価
課

や
業

務
統

計
を

所
管

し
て

い
る

部
署

の
統

計
に

携
わ

る
業

務
に

従
事

す
る

職
員

は
、

責
任

を
も

っ
て

統
計

業
務

に
携

わ
れ

る
よ

う
に

、
原

則
と

し
て

オ
ン

ラ
イ

ン
研

修
を

受
講

す
る

こ
と

と
し

、
統

計
人

材
の

育
成

を
進

め
て

い
る

。
具

体
的

な
取

組
と

し
て

、
省

内
に

統
計

研
修

を
広

く
周

知
し

た
。
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分
野

別
研

修

【
オ

ン
ラ

イ
ン

研
修

】
初

め
て

学
ぶ

統
計

統
計

担
当

者
向

け
入

門
本

科

統
計

デ
ー

タ
ア

ナ
リ

ス
ト

補
研

修
（

統
計

利
用

の
基

本
、

統
計

分
析

の
基

本
、

調
査

設
計

の
基

本
）

及
び

ア
ナ

リ
ス

ト
研

修
（

注
）

左
記

に
該

当
し

な
い

分
野

別
の

研
修

（
注

）

内
閣

官
房

0
0

0
7

0

人
事

院
4
5

0
0

5
1
0
4

内
閣

府
4
0

0
0

5
5
2

公
正

取
引

委
員

会
1
8

0
0

0
2
6

警
察

庁
1
5

1
0

7
1
6

個
人

情
報

保
護

委
員

会
4

0
0

0
0

消
費

者
庁

2
2

0
0

4
2
7

復
興

庁
0

0
0

3
0

総
務

省
1
0
7

1
5

1
1
2

1
4
4

法
務

省
8
0

1
0

4
7
4

外
務

省
2

0
0

3
0

財
務

省
1
,
0
0
6

1
5

6
2
2

9
8
7

文
部

科
学

省
7
9

1
1

7
3
1

厚
生

労
働

省
1
8
8

1
0

8
1
4
5

農
林

水
産

省
1
2
9

2
1

8
1
8
5

経
済

産
業

省
3
1

0
0

1
2

4
6

国
土

交
通

省
1
8
7

1
2

1
1
5

2
1
9

環
境

省
8

0
0

4
1
4

防
衛

省
3
4

4
1

1
1

4
8

（
注

）
当

該
項

目
の

修
了

者
数

は
延

べ
人

数
。

統
計

取
扱

業
務

担
当

職
員

向
け

研
修

（
オ

ン
ラ

イ
ン

）

統
計

取
扱

業
務

担
当

職
員

向
け

研
修

（
左

記
以

外
）

統
計

実
務

職
員

向
け

研
修

（
本

科
）

統
計

実
務

職
員

向
け

研
修

（
左

記
以

外
）

分
野

別
研

修

内
閣

府
0

3
5
4

0
0

0

厚
生

労
働

省
2
4
1

4
5

0
1
9
0

1
8
0

農
林

水
産

省
1
0

0
0

0
0

経
済

産
業

省
5
7

1
0

1
8

4
2

2
7

Ⅱ
　

人
事

交
流

や
外

部
人

材
の

採
用

等
に

関
す

る
令

和
２

年
度

の
実

績

①
統

計
研

修
の

修
了

者
数

（
「

Ｅ
Ｂ

Ｐ
Ｍ

を
推

進
す

る
た

め
の

人
材

の
確

保
・

育
成

等
に

関
す

る
方

針
」

第
Ⅱ

部
２

（
１

）
②

イ
・

５
①

関
連

）

○
総

務
省

統
計

研
究

研
修

所
が

実
施

し
て

い
る

統
計

研
修

の
修

了
者

数

○
上

記
表

の
統

計
研

修
に

相
当

す
る

各
府

省
独

自
の

研
修

の
修

了
者

数

※
基

幹
統

計
所

管
府

省
の

み
。

統
計

取
扱

業
務

担
当

職
員

向
け

研
修

統
計

実
務

職
員

向
け

研
修
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統
計

検
定

の
合

格
者

数
修

士
・

博
士

号
を

有
す

る
者

内
閣

府
6

2
7

総
務

省
2
3

5
6

財
務

省
1

1

文
部

科
学

省
0

6

厚
生

労
働

省
2

9

農
林

水
産

省
0

1
3

経
済

産
業

省
2
2

2

内
閣

府

総
務

省

財
務

省

文
部

科
学

省

厚
生

労
働

省

農
林

水
産

省

経
済

産
業

省

国
土

交
通

省

１
名

（
総

務
省

よ
り

１
名

）
２

名
（

総
務

省
へ

２
名

）

２
名

（
内

閣
府

よ
り

１
名

、
農

林
水

産
省

よ
り

１
名

）

１
名

（
総

務
省

よ
り

１
名

）
５

名
（

総
務

省
へ

３
名

、
内

閣
府

へ
２

名
）

１
名

（
総

務
省

よ
り

１
名

）
２

名
（

総
務

省
へ

１
名

、
内

閣
府

へ
１

名
）

２
名

（
総

務
省

よ
り

２
名

）
４

名
（

国
土

交
通

省
へ

１
名

、
総

務
省

へ
２

名
、

内
閣

府
へ

１
名

）

１
名

（
総

務
省

よ
り

１
名

）
６

名
（

総
務

省
へ

５
名

、
内

閣
府

へ
１

名
）

※
令

和
３

年
（

2
0
2
1
年

）
３

月
末

時
点

。

※
い

ず
れ

も
、

基
幹

統
計

所
管

府
省

の
み

。

②
統

計
職

員
が

取
得

し
て

い
る

資
格

や
学

位
（

「
方

針
」

第
Ⅱ

部
２

（
１

）
②

ウ
関

連
）

１
名

（
総

務
省

へ
１

名
）

③
統

計
部

門
に

お
け

る
府

省
間

の
人

事
交

流
（

「
方

針
」

第
Ⅱ

部
２

（
２

）
①

・
５

①
関

連
）

1
3
名

（
厚

生
労

働
省

よ
り

１
名

、
総

務
省

よ
り

８
名

、
農

林
水

産
省

よ
り

１
名

、
財

務
省

よ
り

２
名

、
文

部
科

学
省

よ
り

１
名

）

３
名

（
総

務
省

へ
２

名
、

国
土

交
通

省
へ

１
名

）

1
7
名

（
内

閣
府

よ
り

２
名

、
財

務
省

よ
り

３
名

、
厚

生
労

働
省

よ
り

５
名

、
経

済
産

業
省

よ
り

２
名

、
農

林
水

産
省

よ
り

３
名

、
国

土
交

通
省

よ
り

１
名

、
文

部
科

学
省

よ
り

１
名

）

※
「

統
計

検
定

」
に

は
、

統
計

調
査

士
・

専
門

統
計

調
査

士
を

含
む

。

自
府

省
統

計
部

門
へ

の
受

入
他

府
省

統
計

部
門

へ
の

派
遣

1
4
名

（
内

閣
府

へ
８

名
、

財
務

省
へ

１
名

、
厚

生
労

働
省

へ
１

名
、

経
済

産
業

省
へ

１
名

、
農

林
水

産
省

へ
２

名
、

文
部

科
学

省
へ

１
名

）
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大
学

等
の

研
究

機
関

と
の

共
同

研
究

等

公
正

取
引

委
員

会
-

総
務

省
1
2
件

内
閣

府
総

務
省

厚
生

労
働

省
経

済
産

業
省

任
期

付
職

員
法

に
基

づ
く

任
期

付
職

員
4

9
1

-

任
期

付
研

究
員

法
に

基
づ

く
任

期
付

研
究

員
1

-
-

-

官
民

交
流

法
に

基
づ

く
採

用
職

員
（

任
期

付
）

3
-

-
1

臨
時

的
任

用
職

員
な

ど
（

任
期

付
）

-
-

-
-

行
政

実
務

研
修

員
-

-
-

-

専
門

職
非

常
勤

職
員

1
3

-
-

客
員

研
究

員
等

（
非

常
勤

）
6

2
2

-
-

そ
の

他
の

非
常

勤
職

員
4

1
-

1

1
9

3
5

1
2

内
閣

府

総
務

省

⑦
国

・
地

方
間

の
人

事
交

流
（

「
方

針
」

第
Ⅱ

部
４

①
関

連
）

自
府

省
統

計
部

門
へ

の
受

入
地

方
公

共
団

体
統

計
部

門
へ

の
派

遣

２
名

（
島

根
県

及
び

北
海

道
よ

り
各

１
名

）
-

３
名

（
千

葉
県

よ
り

３
名

、
長

崎
県

よ
り

１
名

）
２

名
（

千
葉

県
及

び
長

崎
県

へ
各

１
名

）

⑥
政

府
統

計
部

門
に

お
け

る
外

部
人

材
の

受
入

実
績

（
「

方
針

」
第

Ⅱ
部

１
（

１
）

④
・

３
①

・
②

関
連

）

常 勤 非 常 勤

合
計

※
令

和
３

年
（

2
0
2
1
年

）
３

月
末

時
点

。

⑤
国

際
機

関
や

海
外

の
統

計
機

関
へ

の
人

材
の

派
遣

・
交

流
（

「
方

針
」

第
Ⅱ

部
２

（
２

）
②

関
連

）

○
国

際
機

関
や

海
外

の
統

計
機

関
へ

の
人

材
派

遣

　
　

延
べ

5
4
名

（
国

際
機

関
へ

4
8
名

、
そ

の
他

の
海

外
の

統
計

機
関

へ
６

名
）

○
国

際
機

関
や

海
外

の
統

計
機

関
と

の
交

流

　
　

統
計

に
関

す
る

国
際

会
議

の
主

催
：

０
件

、
統

計
に

関
す

る
国

際
会

議
へ

の
参

加
会

議
数

：
4
0
件

、
参

加
延

べ
1
0
7
名

④
人

材
の

派
遣

・
受

入
や

共
同

研
究

等
を

通
じ

た
学

界
と

の
交

流
（

「
方

針
」

第
Ⅱ

部
２

（
２

）
②

関
連

）
大

学
等

の
研

究
機

関
へ

の
人

材
派

遣
大

学
等

の
研

究
機

関
か

ら
自

府
省

統
計

部
門

へ
の

人
材

受
入

３
名

（
大

学
等

の
高

等
教

育
機

関
へ

３
名

）
-

２
名

（
大

学
等

の
高

等
教

育
機

関
へ

２
名

）

※
「

共
同

研
究

」
と

は
、

共
著

論
文

の
執

筆
や

学
界

で
の

共
同

発
表

等
。

※
各

府
省

の
統

計
業

務
に

資
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
行

わ
れ

て
い

る
も

の
。

-
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資
料
1
3
 
基
幹
統
計
及
び
基
幹
統
計
調
査
一
覧
 

（
令
和
２
年
度
(
20
2
0年

度
)末

現
在
）
 

府
省
名
 

基
幹

統
計

 
基

幹
統
計

調
査
 

左
に

掲
げ

た
基

幹
統

計
の

作
成

を
目
的
と
す
る
統
計
調
査
 

府
省
名
 

基
幹

統
計

 
基

幹
統

計
調

査
 

左
に

掲
げ

た
基

幹
統

計
の

作
成

を
目
的
と
す
る
統
計
調
査
 

内
閣
府
 

国
民

経
済

計
算

（
※

）
 

-
 

農
林
水
産

省
 

 
農

林
業

構
造

統
計

 
農

林
業

セ
ン

サ
ス

 

総
務
省
 

 
国

勢
統

計
 

国
勢
調
査
 

牛
乳
乳

製
品

統
計

 
牛

乳
乳

製
品

統
計

調
査

 

住
宅

・
土

地
統

計
 

住
宅
・
土

地
統
計

調
査
 

作
物
統

計
 

作
物

統
計

調
査

 

労
働

力
統

計
  

労
働
力
調

査
 

海
面
漁

業
生

産
統

計
 

海
面

漁
業

生
産

統
計

調
査

 

小
売

物
価

統
計

 
小

売
物
価

統
計
調

査
 

漁
業
構

造
統

計
 

漁
業

セ
ン

サ
ス

 

家
計

統
計

  
家

計
調
査
 

木
材
統
計

 
木

材
統

計
調

査
 

個
人

企
業

経
済

統
計

  
個

人
企
業

経
済
調

査
  

農
業
経

営
統

計
 

農
業

経
営

統
計

調
査

 

科
学

技
術

研
究

統
計

  
科

学
技
術

研
究
調

査
 

経
済
産
業

省
 

 
 

経
済
産
業

省
生

産
動

態
統

計
 

経
済

産
業

省
生

産
動

態
統

計
調

査
 

地
方

公
務

員
給

与
実

態
統

計
  

地
方
公
務

員
給
与

実
態
調

査
  

ガ
ス
事

業
生

産
動

態
統

計
 

ガ
ス

事
業

生
産

動
態

統
計

調
査

 

就
業

構
造

基
本

統
計

  
就

業
構
造

基
本
調

査
 

石
油
製

品
需

給
動

態
統

計
 

石
油

製
品

需
給

動
態

統
計

調
査

 

全
国

家
計

構
造

統
計

  
全

国
家
計

構
造
調

査
 

商
業
動

態
統

計
 

商
業

動
態

統
計

調
査

 

社
会

生
活

基
本

統
計

  
社

会
生
活

基
本
調

査
  

経
済
産

業
省
特

定
業

種
石

油
等
消

費
統

計
 

経
済
産

業
省
特

定
業

種
石

油
等
消

費
統

計
調
査

 

人
口

推
計

（
※

）
  

-
 

経
済
産

業
省

企
業

活
動

基
本

統
計

 
経

済
産

業
省

企
業

活
動

基
本

調
査

 

財
務
省
 

 
法

人
企

業
統

計
  

法
人
企
業

統
計
調

査
  

鉱
工
業
指

数
（

※
）

 
-
 

民
間

給
与

実
態

統
計

  
民

間
給
与

実
態
統

計
調
査

  
国

土
交
通

省
 

 
港

湾
統
計

 
港

湾
調

査
 

文
部
科
学

省
 

 
学

校
基

本
統

計
 

学
校
基
本

調
査

  
造

船
造

機
統

計
 

造
船

造
機

統
計

調
査

 

学
校

保
健

統
計

  
学

校
保
健

統
計
調

査
 

建
築
着
工

統
計

 
建

築
着

工
統

計
調

査
 

学
校

教
員

統
計

  
学

校
教
員

統
計
調

査
  

鉄
道
車
両

等
生

産
動

態
統

計
 

鉄
道

車
両

等
生

産
動

態
統

計
調

査
 

社
会

教
育

統
計

 
社

会
教
育

調
査

  
建

設
工

事
統

計
 

建
設

工
事

統
計

調
査

 

厚
生
労
働

省
 

 
人

口
動

態
統

計
 

人
口
動
態

調
査
 

船
員
労

働
統

計
 

船
員

労
働

統
計

調
査

 

毎
月

勤
労

統
計

  
毎

月
勤
労

統
計
調

査
 

自
動
車
輸

送
統

計
 

自
動

車
輸

送
統

計
調

査
 

薬
事

工
業

生
産

動
態

統
計

  
薬

事
工
業

生
産
動

態
統
計

調
査
 

内
航
船
舶

輸
送

統
計

 
内

航
船

舶
輸

送
統

計
調

査
 

医
療

施
設

統
計

  
医

療
施
設

調
査
 

法
人
土
地

・
建

物
基

本
統

計
 

法
人

土
地

・
建

物
基

本
調

査
 

患
者

統
計

  
患

者
調
査
 

総
務
省
及

び
 

経
済
産
業

省
 

経
済
構
造

統
計

 
経

済
セ

ン
サ

ス
‐

基
礎

調
査

 
（
注
３
）
 

賃
金

構
造

基
本

統
計

  
賃

金
構
造

基
本
統

計
調
査

  
経

済
セ

ン
サ

ス
‐

活
動

調
査

 
（
注
３
）
 

国
民

生
活

基
礎

統
計

  
国

民
生
活

基
礎
調

査
  

工
業

統
計

調
査

 

生
命

表
（

※
）

  
-
 

経
済

構
造

実
態

調
査

 

社
会

保
障

費
用

統
計

（
※

）
  

-
 

1
0
府
省

（
注
２
）
 
産

業
連
関

表
（

※
）

 
-
 

（
注

１
）
「

基
幹

統
計
」
欄
に
（
※
）
を
付
し
た
も
の
は
、
統
計
調

査
以
外

の
方

法
に

よ
り

作
成
さ

れ
る
基

幹
統
計

で
あ

る
こ

と
か

ら
、
対

応
す
る

基
幹
統
計
調
査
の
欄
は
空
欄
に
な
っ
て
い
る
。
 

（
注

２
）
内

閣
府
、
金
融
庁
、
総
務
省
、
財
務
省
、
文
部
科

学
省
、

厚
生
労

働
省

、
農

林
水

産
省
、

経
済
産

業
省
、

国
土

交
通

省
及

び
環
境

省
 

（
注

３
）
経

済
セ
ン
サ
ス
‐
基
礎
調
査
は
、
総
務
省
の
単
独

調
査
と

し
て
実

施
。

経
済

セ
ン

サ
ス
‐

活
動
調

査
は
、

総
務

省
及

び
経

済
産
業

省
の
共
管
調
査
と
し
て
実
施
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資料14 基幹統計調査の承認一覧 

（令和２年度(2020年度)） 

実施府省 基幹統計調査の名称 承認年月日 

総務省 

国勢調査 
令和２年８月27日 

令和２年10月20日 

小売物価統計調査 令和２年９月23日 

全国家計構造調査 令和２年10月27日 

社会生活基本調査 令和３年２月24日 

財務省 
法人企業統計調査 令和２年６月22日 

民間給与実態統計調査 令和２年10月27日 

文部科学省 

学校基本調査 
令和２年５月14日 

令和３年２月24日 

学校教員統計調査 令和２年５月14日 

学校保健統計調査 令和２年５月18日 

社会教育調査 令和２年12月25日 

厚生労働省 

国民生活基礎調査 

令和２年４月10日 

令和２年10月22日 

令和３年２月５日 

医療施設調査 令和２年７月７日 

患者調査 令和２年７月８日 

毎月勤労統計調査 
令和２年７月10日 

令和３年３月25日 

人口動態調査 令和３年１月26日 

農林水産省 

農林業センサス 令和２年５月１日 

牛乳乳製品統計調査 令和２年５月28日 

農業経営統計調査 令和２年９月18日 

海面漁業生産統計調査 令和２年11月24日 

経済産業省 

経済産業省企業活動基本調査 令和２年６月９日 

商業動態統計調査 令和２年９月23日 

石油製品需給動態統計調査 令和２年11月５日 

国土交通省 船員労働統計調査 令和３年３月17日 

総務省・経済産業省 工業統計調査 令和２年５月25日 

（注）本表は、法第11条の規定に基づき、令和２年度(2020年度)中に総務大臣に申請され、同年度中に承認

が行われた基幹統計調査の承認状況についてまとめたものである。 

161



資料15 基幹統計調査の年度別承認件数 

（平成28年度（2016年度）～令和２年度（2020年度）） 

府省名 
令和 
２年度 

(2020年度) 

令和 
元年度 

(2019年度) 

平成 
30年度 

(2018年度) 

平成 
29年度 

(2017年度) 

平成 
28年度 

(2016年度) 

総務省 9*(2) 8* 8* 6(2) 8*(2) 

財務省 2 2(2) 1 0 0 

文部科学省 5(2) 2 1 2 2 

厚生労働省 8(5) 6(2) 4 5(2) 6(2) 

農林水産省 4 6(4) 5 3 3 

経済産業省 5* 6*(2) 6*(2*) 1 6*(2) 

国土交通省 1 7(2) 1 2 0 

合計 32(9) 35(12) 24(2) 19(4) 24(6) 

（注１）（ ）内の数値は同年度内に同一の調査で複数回承認を受けたものの内数。 

（注２）「*」は複数の府省が共同で行う調査（令和２年度（2020年度）経済センサス‐活動調査と工業統計

調査。平成30年度（2018年度）及び令和元年度（2019年度）は経済構造実態調査と工業統計調査、平

成28年度（2016年度）は経済センサス‐活動調査）。共管府省にそれぞれ１件と計上しているため、

各府省の承認件数を単純合計しても、合計には一致しない。 
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資料16 基幹統計の公表までの期間 
 

経常調査により作成された基幹統計の公表状況 

（令和元年度（2019年度）、令和２年度（2020年度）） 

府省名 

公表を行った件数 
（件） 

公表までの平均期間 
（日） 

令和２年度 令和元年度 令和２年度 令和元年度 

総務省 6(1) 6(1) 123 59 

財務省 2 2 72 41 

文部科学省 2 2 91  86 

厚生労働省 6 6 120 98 

農林水産省 5 5 28 27 

経済産業省 7(1) 8(1) 81 94 

国土交通省 8 8 49 49 

合計/全体平均 35(1) 36(1) 81 65 

（注１）令和２年度（2020年度）に第一報の公表を行った基幹統計を計上している。 

（注２）公表までの平均期間は、各調査の調査期間終了時から第一報公表までの日数の平均である。 

（注３）１つの基幹統計の作成に当たり、月次調査・年次調査がある場合など、公表までの期間が複数種

類ある場合、最も短い公表までの期間によって平均期間の計算を行っている。 

（注４）統計調査以外の方法により作成される基幹統計である国民経済計算（内閣府）、人口推計（総務

省）、生命表（厚生労働省）、社会保障費用統計（厚生労働省）及び鉱工業指数（経済産業省）並び

に周期調査により作成される基幹統計の公表までの平均期間は算出していない。 

（注５）（ ）内の１は経済構造統計であり、総務省及び経済産業省にそれぞれ１件と計上しているため、

各府省の公表を行った件数を単純合計しても、合計と一致しない。 

（注６）本表でいう「経常調査」とは１年以下の周期（毎月、毎四半期、半年など）で行われる統計調査

を指す。 

 

 
周期調査等により作成された基幹統計の公表までの期間 

（令和２年度（2020年度）） 

府省名 基幹統計調査の名称 
調査の 
周期 

公表までの期間 
（今回調査） 

公表までの期間 
（前回調査） 

前回調査
との差 

総務省 全国家計構造調査 ５年 
423日 

（R3.2公表） 

223日 

（H27.7公表） 
＋200日 

文部科学省 学校教員統計調査 ３年 
378日 

（R2.12公表） 

278日 

（H29.9公表） 
＋100日 

農林水産省 農林業センサス ５年 
150日 

（R2.11公表） 

150日 

（H27.11公表） 
０日 

（注１）公表までの期間は、各調査の調査期間終了時から第一報公表までの日数である。 

（注２）本表でいう「周期調査」とは１年を超える周期（２年に１回、５年に１回など）で行われる統計調査を指す。 
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資料17 一般統計調査の承認一覧 

（令和２年度（2020年度）） 

実施府省 一般統計調査の名称 承認年月日 

人事院 
職種別民間給与実態調査 

令和２年４月 10日 

令和３年３月 24日 

退職公務員生活状況調査 令和２年８月 17日 

民間企業の勤務条件制度等調査 令和２年９月 29日 

内閣府 機械受注統計調査 令和２年５月 25日 

青少年のインターネット利用環境実態調査 令和２年８月 17日 

男女間における暴力に関する調査 令和２年８月 19日 

SDGｓに関する全国アンケート調査 令和２年９月 18日 

高齢者の生活と意識に関する国際比較調査 令和２年 10月 20日 

子供の生活状況調査 令和２年 10月 26日 

特定非営利活動法人に関する実態調査 令和２年 12 月４日 

総務省 産業連関構造調査（通信・放送業等投入調査） 令和３年２月９日 

文部科学省 民間企業の研究活動に関する調査 令和２年６月 23日 

全国イノベーション調査 令和２年 10月 15日 

学校給食実施状況等調査 令和２年 12月 23日 

学術情報基盤実態調査 令和３年２月 18日 

学校給食栄養報告 令和３年２月 18日 

児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関

する調査 
令和３年２月 25日 

厚生労働省 国民年金被保険者実態調査 令和２年４月 10日 

介護事業実態調査（介護従事者処遇状況等調査（臨時調

査）） 
令和２年４月 17日 

受療行動調査 令和２年４月 24日 

保健師活動領域調査（領域調査） 令和２年５月８日 

介護事業実態調査 令和２年５月８日 

食肉検査等情報還元調査 令和２年５月 13日 

最低賃金に関する実態調査 令和２年５月 13日 

有期労働契約に関する実態調査 令和２年５月 14日 

障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査（臨時調査） 令和２年５月 14日 

介護サービス施設・事業所調査 令和２年５月 15日 

障害福祉サービス等経営実態調査 令和２年５月 28日 

労使関係総合調査 令和２年５月 29日 

労働安全衛生調査 
令和２年６月４日 

令和３年３月２日 

雇用動向調査 

令和２年６月８日 

令和２年８月 24日 

令和３年３月８日 

健康保険・船員保険被保険者実態調査 令和２年６月 15日 

医師少数区域経験認定医師に関する調査 令和２年６月 25日 

転職者実態調査 
令和２年７月３日 

令和２年９月４日 
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実施府省 一般統計調査の名称 承認年月日 

厚生労働省 就労条件総合調査 令和２年７月９日 

小規模事業所勤労統計調査 令和２年７月 15日 

21 世紀出生児縦断調査（平成 22 年出生児） 令和２年７月 28日 

医療給付実態調査 令和２年７月 31日 

医薬品・医療機器産業実態調査 令和２年８月７日 

家内労働等実態調査 令和２年８月 17日 

院内感染対策サーベイランス 令和２年８月 27日 

雇用均等基本調査 令和２年９月１日 

地域児童福祉事業等調査 令和２年９月４日 

医薬品価格調査 令和２年９月７日 

年金制度基礎調査 令和２年９月 16日 

有期労働契約に関する実態調査（個人調査） 令和２年 10月 22日 

能力開発基本調査 令和２年 11 月５日 

就業形態の多様化に関する総合実態調査 令和２年 11月 26日 

裁量労働制実態調査 令和２年 11月 30日 

喫煙環境に関する実態調査 令和２年 12月 25日 

社会保障・人口問題基本調査 令和３年１月 26日 

被保護者調査 令和３年２月５日 

21 世紀成年者縦断調査（国民の生活に関する継続調査） 令和３年２月 15日 

所得再分配調査 令和３年２月 18日 

社会保障生計調査 令和３年３月２日 

社会福祉施設等調査 令和３年３月 18日 

「医療費の動向」調査 令和３年３月 31日 

農林水産省 特定作物統計調査 令和２年４月 30日 

農業構造動態調査 令和２年５月７日 

油糧生産実績調査 令和２年７月９日 

農業協同組合及び同連合会一斉調査 令和２年７月 15日 

漁業経営統計調査 令和２年９月２日 

新規就農者調査 令和２年９月 15日 

花木等生産状況調査 令和２年９月 23日 

水産物流通調査（水産加工（陸上）調査） 令和２年 10月 29日 

農道整備状況調査 令和２年 11 月３日 

集落営農実態調査 令和２年 11月 30日 

内水面漁業生産統計調査 令和３年１月６日 

野生鳥獣資源利用実態調査 令和３年１月７日 

土壌改良資材の農業用払出量調査 令和３年２月 18日 

水産物流通調査（産地水産物用途別出荷量調査、冷蔵水

産物在庫量調査） 
令和３年３月 17日 

経済産業省 特定サービス産業動態統計調査 令和２年５月 25日 

石油設備調査 令和２年６月 18日 

産業連関構造調査（鉱工業投入調査） 令和２年７月 31日 

国土交通省 水害統計調査 令和２年８月 13日 

建設機械動向調査 令和２年８月 19日 
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実施府省 一般統計調査の名称 承認年月日 

国土交通省 全国道路・街路交通情勢調査 自動車起終点調査 令和２年 10月 29日 

パーソントリップ調査 令和３年２月 18日 

国際航空旅客動態調査 令和３年２月 26日 

環境省 食品廃棄物等の発生抑制及び再生利用の促進の取組に係

る実態調査 
令和２年９月 18日 

文部科学省・ 

厚生労働省 
21 世紀出生児縦断調査（平成 13 年出生児） 令和２年 12 月３日 

（注）本表は、法第19条又は第21条の規定に基づき、総務大臣に申請され、令和２年度中に承認された一般統計調査の承認

状況についてまとめたものである。 
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資料 18 一般統計調査の年度別承認件数 

    （平成 28年度（2016 年度）～令和２年度（2020 年度）） 

府省名 
令和 
２年度 

(2020年度) 

令和 
元年度 

(2019年度) 

平成 
30年度 

(2018年度) 

平成 
29年度

(2017年度) 

平成 
28年度

(2016年度) 

人事院 4 3 3 3 3 

内閣府 7 8    7(1) 8 6 

総務省 1 8(1) 4   13(1) 9 

法務省 0 2 1 0 0 

財務省 0 2    2(1) 0 2 

文部科学省 7(1) 10(1) 7(1)    9(1)    9(1) 

厚生労働省 45(1) 36(1) 21(1)   31(1)   29(1) 

農林水産省 14 7 11   10(1) 13 

経済産業省 3     11(2)    9(1)   12(2)    9(1) 

国土交通省 5 10   17(1) 6    6(1) 

環境省 1 3(1) 0 3 4 

合計 86(1) 97(3)   79(3)   92(3) 88(2) 

（注１）（ ）内の数値は共管調査（複数の府省が共同で行う調査）の数であり、承認した統計調査件数の内数。共管

調査は、共管の府省にそれぞれ１件と計上しているため、各府省の承認件数を単純合計しても、合計には一致

しない。 

（注２）複数回承認されている場合は、それぞれ１件と計上している。 
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資料19 一般統計調査の結果の公表までの期間 

 

一般統計調査（経常調査）結果の公表までの平均期間 

     （令和２年度（2020年度）） 

府省等名 公表を行った件数 

（件） 

公表までの平均期間 

（日） 

人事院 2 167 

内閣府 10(1) 56 

総務省 4 62 

財務省 3(1) 116 

文部科学省 11(2) 164 

厚生労働省 38(2) 230 

農林水産省 22(1) 84 

経済産業省 18(1) 100 

国土交通省 18 109 

環境省 5 177 

合計／全体平均 127(4) 127 

（参考） 

令和元年度（2019年

度）の実績 

128(5) 118 

（注１）令和２年度（2020年度）に第一報の公表を行った一般統計調査を計上している。 

（注２）公表までの平均期間は、各調査の調査期間終了時から第一報公表までの日数の平均である。 

（注３）１つの一般統計調査において、月次調査・年次調査がある場合など、公表までの期間が複数種類

ある場合、最も短い公表までの期間によって平均期間の計算を行っている。 

（注４）（ ）内の数値は共管調査（複数の府省が共同で行う調査）の数であり、公表を行った一般統計

調査の結果の件数の内数。共管調査は、共管の府省にそれぞれ１件と計上しているため、各府省の公

表を行った一般統計調査の結果の件数を単純合計しても、合計には一致しない。 

（注５）本表でいう「経常調査」とは１年以下の周期（毎月、毎四半期、半年など）で行われる統計調査

を指す。 

 

一般統計調査（周期調査）の結果の公表までの期間 

（令和２年度（2020年度）） 

府省名 一般統計調査の名称 
調査の 
周期 

公表までの期間 
（今回調査） 

公表までの期間 
（前回調査） 

前回調査 
との差 

内閣府 

男女間における暴力に関す
る調査 

３年 
95日 

（R3.3公表） 
89日 

（H30.3公表） 
＋６日 

市民の社会貢献に関する実
態調査 

３年 
182日 

（R2.6公表） 
141日 

（H29.3公表） 
＋41日 

総務省 

全国単身世帯収支実態調査 ５年 
449日 

（R3.2公表） 

228日 

（H27.7公表） 
＋221日 

産業連関構造調査（サービ

ス産業・非営利団体等調

査） 

５年 
951日 

（R2.6公表） 

358日 

（H25.7公表） 
＋593日 

文部科学省 学校給食栄養報告 ２年 
179日 

(R2.6公表) 

182日 

(R1.6公表) 
－３日   
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府省名 一般統計調査の名称 
調査の 
周期 

公表までの期間 
（今回調査） 

公表までの期間 
（前回調査） 

前回調査 
との差 

ポストドクター等の雇用・

進路に関する調査 
３年 

238日 

(R2.9公表) 

200日 

(H29.8公表) 
＋38日 

厚生労働省 

障害福祉サービス等従事者

処遇状況等調査 
不定期 

154日 

(R2.11公表) 

139日 

(H31.4公表) 
＋15日 

無医地区等調査 ５年 
84日 

(R2.5公表) 

441日 

(H28.3公表) 
－357日 

無歯科医地区等調査 ５年 
84日 

(R2.5公表) 

411日 

(H28.3公表) 
－357日 

労務費率調査 ３年 
129日 

(R2.11公表) 

192日 

(H29.12公表) 
－63日 

障害福祉サービス等経営実

態調査 
３年 

104日 

(R2.11公表) 

84日 

(H29.11公表) 
＋20日 

介護事業実態調査（介護従

事者処遇状況等調査） 
３年 

158日 

(R2.10公表) 

147日 

(H31.4公表) 
＋11日 

介護事業実態調査（介護事

業経営実態調査） 
３年 

122日 

(R2.10公表) 

148日 

(H29.10公表) 
－26日 

労使関係総合調査（労使コ

ミュニケーション調査） 
５年 

334日 

(R2.6公表) 

345日 

(H27.6公表) 
－11日 

労働安全衛生調査（労働環

境調査） 
５年 

287日 

(R2.9公表) 

301日 

(H27.9公表) 
－14日 

雇用の構造に関する実態調

査(就業形態の多様化に関

する総合実態調査) 

不定期 
380日 

(R3.2公表) 

339日 

(H27.11公表) 
＋41日 

農林水産省 

都道府県知事認可漁業協同

組合の職員に関する一斉調

査 

２年 
221日 

（R2.4公表） 

256日 

（H30.5公表） 
－35日 

経済産業省 石油設備調査 ２年 
61日 

（R2.9公表） 

110日 

（H30.9公表） 
－49日 

国土交通省 

建設機械動向調査 ２年 
121日 

（R3.3公表） 

133日 

（R1.6公表） 
－12日 

建設業構造実態調査 ５年 
224日 

（R2.10公表） 

256日 

（H27.9公表） 
－32日 

航空旅客動態調査 ２年 
304日 

（R2.10公表） 

304日 

（H30.10公表） 
０日 

（注１）公表までの期間は、各調査の調査期間終了時から第一報公表までの日数である。なお、１つの統計調査において、公表ま

での期間が複数種類ある場合、最も短い公表までの期間を記載している。 

（注２）本表でいう「周期調査」とは１年を超える周期（２年に１回、５年に１回など）で行われる統計調査を指す。 

（注３）新規調査及び１回限りで行われた調査については、記載していない。 
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資料20 都道府県別統計調査の届出件数 

（令和２年度（2020年度）） 

都道府県名 
届出件数 

都道府県名 
届出件数 

新規 変更 新規 変更 

北海道 0 0 滋賀県 8 16 
青森県 4 2 京都府 2 2 
岩手県 1 2 大阪府 4(1) 3 
宮城県 1 2(1) 兵庫県 0 1 
秋田県 1 0 奈良県 3 4 
山形県 0 1 和歌山県 2 0 
福島県 1 0 鳥取県 1 5 
茨城県 0 0 島根県 2 1 
栃木県 1 2 岡山県 1 0 
群馬県 2 0 広島県 0 1 
埼玉県 6 2 山口県 0 4 
千葉県 3 6 徳島県 0 0 
東京都 10 11 香川県 1 0 
神奈川県 3 5 愛媛県 1 1 
新潟県 0 5(1) 高知県 27 25 
富山県 2 0 福岡県 1 1 
石川県 1 1 佐賀県 8 1 
福井県 1 2 長崎県 3 0 
山梨県 4 1 熊本県 0 1 
長野県 1 1 大分県 0 1 
岐阜県 3 2 宮崎県 9 2 
静岡県 2 3 鹿児島県 0 1 
愛知県 4 8 沖縄県 2 2 
三重県 4 3 合計 130(1) 131(2) 

（注１）（ ）内の数値は共管調査（複数の地方公共団体が共同で行う調査）の数で
ある。 

（注２）都道府県と指定都市が共管している調査については、それぞれに計上してい
る。 

 

資料21 指定都市別統計調査の届出件数 

（令和２年度（2020年度）） 

指定都市名 
届出件数 

指定都市名 
届出件数 

新規 変更 新規 変更 

札幌市 1 2 京都市 1 0 
仙台市 3 2(1) 大阪市 3(1) 0 
さいたま市 1 1 堺市 0 0 
千葉市 1 0 神戸市 3 4 
横浜市 2 0 岡山市 3 0 
川崎市 3 3 広島市 3 1 
相模原市 1 0 北九州市 14 5 
新潟市 2 3(1) 福岡市 7 7 
静岡市 0 1 熊本市 2 2 
浜松市 0 0 

 
  

名古屋市 9 1 合計 59(1) 32(2) 
（注１）（ ）内の数値は共管調査（複数の地方公共団体が共同で行う調査）の数で

ある。 
（注２）都道府県と指定都市が共管している調査については、それぞれに計上してい

る。 
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資料22 統計委員会委員名簿 

 

（令和２年（2020年）４月１日～令和２年（2020年）６月 30日） 

委員長 

委員長代理 

 

委員 

北村 行伸 

椿  広計 

 

岩下 真理 

川﨑 茂 

神田 玲子 

清原 慶子 

佐藤 香 

嶋﨑 尚子 

白塚 重典 

津谷 典子 

中村 洋一 

野呂 順一 

宮川 努 

立正大学経済学部教授 

大学共同利用機関法人情報・システム研究機構理事 

情報・システム研究機構統計数理研究所長 

大和証券チーフマーケットエコノミスト 

日本大学経済学部特任教授 

公益財団法人NIRA総合研究開発機構理事・研究調査部長 

杏林大学客員教授、ルーテル学院大学学事顧問・客員教授 

東京大学社会科学研究所教授 

早稲田大学文学学術院教授 

慶應義塾大学経済学部教授 

慶應義塾大学教授 

法政大学理工学部経営システム工学科教授 

株式会社ニッセイ基礎研究所代表取締役会長 

学習院大学経済学部教授 

（注１）令和２年度（2020年度）中に在任していた委員について記載 

（注２）役職は令和２年（2020年）6月30日時点 

 

（令和２年（2020年）７月１日～令和３年（2021年）３月 31日） 

委員長 

委員長代理 

 

委員 

北村 行伸 

椿  広計 

 

伊藤 敦子 

岩下 真理 

川﨑 茂 

神田 玲子 

清原 慶子 

佐藤 香 

嶋﨑 尚子 

白塚 重典 

津谷 典子 

中村 洋一 

宮川 努 

立正大学経済学部教授 

大学共同利用機関法人情報・システム研究機構理事 

情報・システム研究機構統計数理研究所長 

東日本旅客鉄道株式会社執行役員総合企画本部経営企画部長 

大和証券チーフマーケットエコノミスト 

日本大学経済学部特任教授 

公益財団法人NIRA総合研究開発機構理事・研究調査部長 

杏林大学客員教授、ルーテル学院大学学事顧問・客員教授 

東京大学社会科学研究所教授 

早稲田大学文学学術院教授 

慶應義塾大学経済学部教授 

慶應義塾大学教授 

法政大学理工学部経営システム工学科教授 

学習院大学経済学部教授 

（注１）令和２年度（2020年度）中に在任していた委員について記載 

（注２）役職は令和３年（2021年）３月末日時点  
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資料23 統計委員会臨時委員名簿 

 

部会名（設置時期） 臨時委員名（所属期間） 

企画部会 

（H30.7.20～） 
川口 大司 東京大学大学院経済学研究科教授（R2.3.16～R3.3.24） 

国民経済計算体系

的整備部会 

（H29.2.23～） 

菅  幹雄 

山澤 成康 

 

法政大学経済学部教授（R1.10.18～） 

跡見学園女子大学マネジメント学部教授（R1.10.18～） 

人口・社会統計部会 

（H19.10.5～） 

宇南山 卓 

 

川口 大司 

一橋大学経済研究所社会科学統計情報研究センター教授

（R1.10.18～） 

東京大学大学院経済学研究科教授（R1.10.18～） 

産業統計部会 

（H19.10.29～） 
宇南山 卓 

一橋大学経済研究所社会科学統計情報研究センター教授

（R1.10.18～） 

サービス統計・企業

統計部会 

（H21.4.1～） 

宇南山 卓 

 

菅  幹雄 

成田 礼子 

一橋大学経済研究所社会科学統計情報研究センター教授

（R2.3.30～R2.6.25） 

法政大学経済学部教授（R2.3.30～R2.6.25、R2.8.7～） 

ＥＹ新日本有限責任監査法人パートナー（R1.10.18～） 

統計基準部会 

（H21.1.19～） 
菅  幹雄 法政大学経済学部教授（R1.10.18～） 

統計制度部会 

（H30.7.20～） 

縣 公一郎 

石井 夏生利 

藤原 靜雄 

早稲田大学政治経済学術院教授（R1.10.18～） 

中央大学国際情報学部教授（R1.10.18～） 

中央大学大学院法務研究科教授（R1.10.18～） 

点検検証部会 

（H31.1.30～ 

R2.9.30） 

成田 礼子 ＥＹ新日本有限責任監査法人パートナー（R1.10.18～R2.9.30） 

統計作成プロセス

部会（R2.10.1～） 
成田 礼子 ＥＹ新日本有限責任監査法人パートナー（R2.10.1～） 

評価分科会 

（H30.8.31～） 

久我 尚子 

 

山本 渉 

美添 泰人 

株式会社ニッセイ基礎研究所生活研究部主任研究員（R1.10.14

～） 

電気通信大学大学院情報理工学研究科准教授（R1.10.14～） 

青山学院大学経営学部プロジェクト教授（R1.10.14～） 

（注１）令和２年度（2020年度）中に在任していた臨時委員について記載 

（注２）部会は、令和２年度（2020年度）に設置されていた部会について記載 

（注３）役職は、直近の任命時点  
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資料 24 統計委員会専門委員名簿 

 

部会名（設置時期） 専門委員名（所属期間） 

企画部会 

（H30.7.20～） 
清水 千弘 日本大学スポーツ科学部教授（R1.10.18～） 

国民経済計算体系

的整備部会 

（H29.2.23～） 

小巻 泰之 

斎藤 太郎 

 

新家 義貴 

 

滝澤 美帆 

宮川 幸三 

大阪経済大学経済学部教授（R1.10.18～） 

株式会社ニッセイ基礎研究所経済研究部経済調査部長

(R1.10.18～） 

第一生命経済研究所経済調査部主席エコノミスト(HR1.10.18

～） 

学習院大学経済学部経済学科准教授（R1.10.18～） 

立正大学経済学部教授（R1.10.18～） 

人口・社会統計部会 

（H19.10.5～） 

藤原 翔 

 

東京大学社会科学研究所附属社会調査・データアーカイブ研

究センター准教授（R2.10.29～R3.2.18） 

産業統計部会 

（H19.10.29～） 

山岸 順子 東京大学農学部非常勤講師、日本作物学会会長（R2.12.24～

R3.3.24）  

サービス統計・企業

統計部会 

（H21.4.1～） 

該当する専門委員なし 

統計基準部会 

（H21.1.19～） 
該当する専門委員なし 

統計制度部会 

（H30.7.20～） 
該当する専門委員なし 

点検検証部会 

（H31.1.30～ 

R2.9.30） 

篠  恭彦 
 

西  美幸 

一般社団法人日本能率協会審査登録センター専任審査員

（R1.10.18～R2.9.30） 

アビームコンサルティング株式会社公共ビジネスユニットシ

ニアマネージャー（R1.10.18～R2.9.30） 

統計作成プロセス

部会 

（R2.10.1～） 

篠  恭彦 
 

西  美幸 

一般社団法人日本能率協会審査登録センター専任審査員

（R2.10.1～） 

アビームコンサルティング株式会社公共ビジネスユニットシ

ニアマネージャー（R2.10.1～） 

評価分科会 

（H30.8.31～） 

神林 龍 
 

一橋大学経済研究所経済制度・経済政策研究部門教授

（R1.10.14～） 

― 康永 秀生 東京大学大学院医学系研究科臨床疫学・経済学教授 
（注１）令和２年度（2020年度）中に在任していた専門委員について記載 

（注２）部会は、令和２年度（2020年度）に設置されていた部会について記載 

（注３）役職は、直近の任命時点 
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資料25 統計委員会開催状況（第148回～第162回） 

 

 

回数 開催年月日 審議事項 

第 148回 令和２年 

（2020 年） 

４月 17 日 

・統計委員会運営規則の改正について 

第 149回 令和２年 

（2020 年） 

４月 30 日 

・諮問第139号の答申「公的統計の整備に関する基本的な計画の変更に
ついて」 

・毎月勤労統計調査について 

第 150回 令和２年 

（2020 年） 

５月 28 日 

・部会の審議状況について 
・毎月勤労統計調査について 

第 151回 令和２年 

（2020 年） 

６月５日 

・諮問第141号「毎月勤労統計調査の変更について」 
・「令和３年度における統計リソースの重点的な配分に関する建議」
（素案）について 

第 152回 令和２年 

（2020 年） 

６月 25 日 

・諮問第140号の答申「経済センサス－活動調査及び個人企業経済調査
の変更について」 

・諮問第141号「毎月勤労統計調査の変更について」 
・諮問第142号「小売物価統計の指定の変更及び小売物価統計調査の変

更について」 
・部会の審議状況について 
・部会に属すべき委員の指名について 
・一般統計調査の区分の見直しについて 

第 153回 令和２年 

（2020 年） 

７月 31 日 

・統計委員会委員の発令について 
・「令和３年度における統計リソースの重点的な配分に関する建議」
（案）について 

・諮問第143号「商業動態統計調査の変更について」 
・部会の審議状況について 
・部会に属すべき委員及び臨時委員の指名について 
・令和元年度統計法施行状況について 
・毎月勤労統計調査について 
・PDCAサイクルの確立に向けた取組状況について 
・その他 

第 154回 令和２年 

（2020 年） 

８月 27 日 

・諮問第142号の答申「小売物価統計の指定の変更及び小売物価統計調
査の変更について」 

・諮問第143号の答申「商業動態統計調査の変更について」 

第 155回 令和２年 

（2020 年） 

10月１日 

・統計委員会部会設置内規の改正について 
・部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員並びに部会長の指名につ
いて 

・毎月勤労統計調査について 
・その他 

第 156回 令和２年 

（2020 年） 

10月 29 日 

・諮問第144号「社会生活基本調査の変更について」 
・統計委員会専門委員の発令等について 
・令和３年度における統計リソースの要求状況について 
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回数 開催年月日 審議事項 

第 157回 令和２年 

（2020 年） 

11月 26 日 

・部会の審議状況について 
・令和元年度統計法施行状況について 

第 158回 令和２年 

（2020 年） 

12月 24 日 

・諮問第145号「作物統計調査の変更について」 
・諮問第146号「船員労働統計調査の変更について」 
・部会の審議状況について 
・統計委員会専門委員の発令等について 
・令和元年度までの官民の統計コスト削減に係る各府省の取組状況につ
いて 

第 159回 令和３年 

（2021 年） 

１月 27 日 

・諮問第144号の答申「社会生活基本調査の変更について」 
・諮問第147号「労働力調査、就業構造基本調査、全国消費実態調査及

び社会生活基本調査の匿名データの作成について」 
・諮問第148号「国民生活基礎調査の匿名データの作成について」 
・部会の審議状況について 
・教育の質の変化を反映した価格の把握手法に関する研究について 
・全国家計構造調査の集計に係る課題への対応について 
・その他 

第 160回 令和３年 

（2021 年） 

２月 22 日 

・諮問第146号の答申「船員労働統計調査の変更について」 
・部会の審議状況について 
・消費者物価指数(CPI)の2020年基準ウエイトについて 
・令和３年度における統計リソースの確保状況について 

第 161回 令和３年 

（2021 年） 

３月３日 

・「Web会議システムを利用した会議への出席について」の改正につい  
て 

第 162回 令和３年 

（2021 年） 

３月 24 日 

・諮問第145号の答申「作物統計調査の変更について」 
・諮問第149号「経済構造実態調査の変更及び工業統計調査の中止につ

いて」 
・諮問第150号「疾病、傷害及び死因の統計分類の変更について」 
・部会の審議状況について 
・その他 
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資料26 統計委員会における諮問・答申実績 

 

（令和２年度(2020年度)） 

諮問 

番号 
件 名 諮問者 諮問日 答申日 

139 
公的統計の整備に関する基本的な計画

の変更について 
総務大臣 

令和２年 

（2020年） 

３月 16日 

令和２年 

（2020年） 

５月１日 

140 
経済センサス－活動調査及び個人企業

経済調査の変更について 
総務大臣 

令和２年 

（2020年） 

３月 30日 

令和２年 

（2020年） 

６月 25日 

141 毎月勤労統計調査の変更について 総務大臣 
令和２年 

（2020年） 

６月５日 

令和２年 

（2020年） 

７月 10日 

142 
小売物価統計の指定の変更及び小売物

価統計調査の変更について 
総務大臣 

令和２年 

（2020年） 

６月 25日 

令和２年 

（2020年） 

９月９日 

143 商業動態統計調査の変更について 総務大臣 
令和２年 

（2020年） 

７月 29日 

令和２年 

（2020年） 

９月９日 

144 社会生活基本調査の変更について 総務大臣 
令和２年 

（2020年） 

10月 29日 

令和３年 

（2021年） 

２月 18日 

145 作物統計調査の変更について 総務大臣 
令和２年 

（2020年） 

12月 24日 

令和３年 

（2021年） 

３月 24日 

146 船員労働統計調査の変更について 総務大臣 
令和２年 

（2020年） 

12月 24日 

令和３年 

（2021年） 

３月 12日 

147 

労働力調査、就業構造基本調査、全国

消費実態調査及び社会生活基本調査に

係る匿名データの作成について 

総務大臣 
令和３年 

（2021年） 

１月 27日 

令和３年 

（2021年） 

２月 18日 

148 
国民生活基礎調査に係る匿名データの

作成について 
厚生労働大臣 

令和３年 

（2021年） 

１月 27日 

令和３年 

（2021年） 

２月 18日 

149 
経済構造実態調査の変更及び工業統計

調査の中止について 
総務大臣 

令和３年 

（2021年） 

３月 24日 

 

審議中 

 

150 
疾病、傷害及び死因の統計分類の変更

について 
総務大臣 

令和３年 

（2021年） 

３月 24日 

令和３年 

（2021年） 

３月 24日 

（注）本表は、令和２年度（2020年度）に統計委員会において行われた諮問又は答申の実績についてまと

めたものである。同年度以外のものは日付を括弧書きとしている。 
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資料 27 令和３年度における統計リソースの重点的な配分に関する建議 

（令和２年（2020年）７月 31日） 
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統計調査名 基幹・一般 統計の作成等 名簿作成
3 3 0

企業行動に関するアンケート調査 一般 1 1 0
消費動向調査 一般 1 1 0
組織マネジメントに関する調査 一般 1 1 0

66 66 0
国勢調査 基幹 10 10 0
住宅・土地統計調査 基幹 4 4 0
労働力調査 基幹 6 6 0
小売物価統計調査 基幹 1 1 0
家計調査 基幹 6 6 0
個人企業経済調査 基幹 2 2 0
科学技術研究調査 基幹 1 1 0
就業構造基本調査 基幹 3 3 0
全国家計構造調査 基幹 4 4 0
社会生活基本調査 基幹 1 1 0
経済センサス‐基礎調査 基幹 10 10 0
経済センサス‐活動調査 基幹 13 13 0
家計消費状況調査 一般 1 1 0
家計消費単身モニター調査 一般 1 1 0
サービス産業動向調査 一般 1 1 0
全国単身世帯収支実態調査 一般 1 1 0
通信利用動向調査 一般 1 1 0

16 14 2
法人企業統計調査 基幹 11 9 2
民間給与実態統計調査 基幹 1 1 0
法人企業統計調査　附帯調査 一般 1 1 0
法人企業景気予測調査 一般 3 3 0

97 89 8
学校基本調査 基幹 68 61 7
学校教員統計調査 基幹 3 3 0
社会教育調査 基幹 9 8 1
教育行政調査 一般 2 2 0
学校給食栄養報告 一般 2 2 0
学校における教育の情報化の実態等に関する調査 一般 3 3 0
児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調
査

一般 4 4 0

体育・スポーツ施設現況調査 一般 1 1 0
地方教育費調査 一般 3 3 0
21世紀出生児縦断調査（平成13年出生児） 一般 2 2 0

169 163 6
人口動態調査 基幹 19 17 2
毎月勤労統計調査 基幹 2 2 0
医療施設調査 基幹 15 12 3
患者調査 基幹 5 5 0
賃金構造基本統計調査 基幹 8 8 0
国民生活基礎調査 基幹 31 31 0
医師・歯科医師・薬剤師調査 一般 1 1 0
医療扶助実態調査 一般 1 1 0
院内感染対策サーベイランス 一般 7 7 0
衛生行政報告例 一般 2 2 0
介護サービス施設・事業所調査 一般 19 18 1
介護給付費等実態調査 一般 11 11 0
健康保険・船員保険被保険者実態調査 一般 3 3 0
国民健康・栄養調査 一般 3 3 0
雇用均等基本調査 一般 2 2 0
雇用動向調査 一般 1 1 0
雇用の構造に関する実態調査
　（若年者雇用実態調査）

一般 1 1 0

裁量労働制実態調査 一般 1 1 0
社会福祉施設等調査 一般 4 4 0
社会保障・人口問題基本調査
（出生動向基本調査）

一般 4 4 0

社会保障・人口問題基本調査
（人口移動調査）

一般 3 3 0

社会保障・人口問題基本調査
（生活と支え合いに関する調査）

一般 6 6 0

社会保障・人口問題基本調査
（全国家庭動向調査）

一般 2 2 0

就労条件総合調査 一般 1 1 0
全国ひとり親世帯等調査 一般 1 1 0
21世紀成年者縦断調査 一般 2 2 0
病院報告 一般 4 4 0
福祉行政報告例 一般 4 4 0
労働安全衛生調査 一般 3 3 0
労働組合基礎調査 一般 1 1 0
21世紀出生児縦断調査（平成22年出生児） 一般 1 1 0
21世紀出生児縦断調査（平成13年出生児） 一般 1 1 0

資料28　法第32条の規定に基づく調査票情報の二次利用（実績）（令和２年度（2020年度））

利用件数
区分

内閣府

総務省

財務省

文部科学省

厚生労働省
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統計調査名 基幹・一般 統計の作成等 名簿作成
利用件数

区分

67 65 2
農林業センサス 基幹 22 21 1
牛乳乳製品統計調査 基幹 1 1 0
作物統計調査 基幹 3 3 0
海面漁業生産統計調査 基幹 4 4 0
漁業センサス 基幹 4 3 1
木材統計調査 基幹 2 2 0
木材流通統計調査 基幹 1 1 0
農業経営統計調査 基幹 11 11 0
漁業経営統計調査 一般 1 1 0
漁業構造動態調査 一般 1 1 0
集落営農実態調査 一般 4 4 0
新規就農者調査 一般 1 1 0
生産者の米穀在庫等調査 一般 2 2 0
畜産統計調査 一般 4 4 0
内水面漁業生産統計調査 一般 1 1 0
農業構造動態調査 一般 2 2 0
農業物価統計調査 一般 2 2 0
森林組合一斉調査 一般 1 1 0

85 74 11
経済産業省生産動態統計調査 基幹 4 4 0
石油製品需給動態統計調査 基幹 1 1 0
商業動態統計調査 基幹 2 2 0
経済産業省特定業種石油等消費統計調査 基幹 4 3 1
経済産業省企業活動基本調査 基幹 18 14 4
工業統計調査 基幹 9 6 3
経済構造実態調査 基幹 4 4 0
経済センサス‐活動調査 基幹 6 5 1
海外事業活動基本調査 一般 11 9 2
工場立地動向調査 一般 10 10 0
鉄鋼生産内訳月報 一般 1 1 0
中小企業実態基本調査 一般 6 6 0
外資系企業動向調査 一般 1 1 0
石油輸入調査 一般 1 1 0
知的財産活動調査 一般 7 7 0

143 141 2
港湾調査 基幹 3 3 0
造船造機統計調査 基幹 7 7 0
建築着工統計調査 基幹 4 3 1
鉄道車両等生産動態統計調査 基幹 1 1 0
建設工事統計調査 基幹 3 2 1
自動車輸送統計調査 基幹 3 3 0
内航船舶輸送統計調査 基幹 4 4 0
空き家所有者実態調査 一般 1 1 0
幹線旅客流動実態調査 一般 1 1 0
建築物リフォーム・リニューアル調査 一般 1 1 0
航空貨物動態調査 一般 1 1 0
航空輸送統計調査 一般 2 2 0
航空旅客動態調査 一般 3 3 0
国際航空貨物動態調査 一般 6 6 0
国際航空旅客動態調査 一般 6 6 0
住生活総合調査 一般 1 1 0
全国貨物純流動調査 一般 20 20 0
全国輸出入コンテナ貨物流動調査 一般 34 34 0
中京都市圏物資流動調査 一般 2 2 0
鉄道輸送統計調査 一般 4 4 0
東京都市圏物資流動調査 一般 1 1 0
パーソントリップ調査 一般 5 5 0
バルク貨物流動調査 一般 4 4 0
ユニットロード貨物流動調査 一般 16 16 0
宿泊旅行統計調査 一般 2 2 0
旅行・観光消費動向調査 一般 1 1 0
訪日外国人消費動向調査 一般 7 7 0

11 11 0
家庭部門のCO２排出実態統計調査 一般 3 3 0
家庭からの二酸化炭素排出量の推計に係る実態調査 試験調査 一般 2 2 0
食品廃棄物等の発生抑制及び再生利用の促進の取組に係る実
態調査

一般 1 1 0

水質汚濁物質排出量総合調査 一般 3 3 0
大気汚染物質排出量総合調査 一般 2 2 0

657 626 31

経済産業省

国土交通省

環境省

合　計

農林水産省

注１）令和２年度に利用を開始したものの件数であり、令和元年度以前から継続して利用しているものは含まない。

また、統廃合された統計調査を含んだ件数となっている。

注２）１件の申請で複数の利用目的に該当するものについては、利用目的ごとに件数を計上している。
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統計調査 基幹・一般

統計の
作成等

名簿作成 公的機関
（規則第11
条第１項
第１号）

調査研究
（規則第11
条第１項
第２号）

特別な事由

（規則第11
条第１項
第３号）

5 5 0 1 0 1 0
高齢者の生活と意識に関する国際比較調査 一般 1 1 0 0 0 0 0
市民の社会貢献に関する実態調査 一般 1 1 0 0 0 0 0
消費動向調査 一般 1 1 0 0 0 0 0
特定非営利活動法人に関する実態調査 一般 1 1 0 0 0 0 0
令和元年度幼稚園・保育所・認定こども園等の経
営実態調査

一般 1 1 0 0 0 0 0

法人企業景気予測調査 一般 0 0 0 1 0 1 0
254 247 7 75 19 56 0

国勢調査 基幹 12 12 0 11 4 7 0
住宅・土地統計調査 基幹 36 36 0 2 2 0 0
労働力調査 基幹 48 48 0 4 0 4 0
小売物価統計調査 基幹 32 32 0 1 0 1 0
家計調査 基幹 17 17 0 7 5 2 0
個人企業経済調査 基幹 1 1 0 0 0 0 0
科学技術研究調査 基幹 8 7 1 3 0 3 0
就業構造基本調査 基幹 14 14 0 12 2 10 0
全国家計構造調査 基幹 14 14 0 6 3 3 0
社会生活基本調査 基幹 4 4 0 7 1 6 0
経済センサス‐基礎調査 基幹 28 27 1 12 0 12 0
経済センサス‐活動調査 基幹 35 30 5 8 1 7 0
家計消費状況調査 一般 1 1 0 1 0 1 0
サービス産業動向調査 一般 1 1 0 0 0 0 0
全国単身世帯収支実態調査 一般 1 1 0 1 1 0 0
産業連関構造調査（企業の管理活動等に関する
実態調査）

一般 1 1 0 0 0 0 0

産業連関構造調査（サービス産業・非営利団体等
調査）

一般 1 1 0 0 0 0 0

11 10 1 5 0 5 0
法人企業統計調査 基幹 9 8 1 4 0 4 0
民間給与実態統計調査 基幹 1 1 0 0 0 0 0
法人企業統計調査　附帯調査 一般 1 1 0 0 0 0 0
法人企業景気予測調査 一般 0 0 0 1 0 1 0

185 184 1 16 1 15 0
学校基本調査 基幹 155 155 0 7 1 6 0
学校保健統計調査 基幹 3 3 0 1 0 1 0
学校教員統計調査 基幹 2 2 0 2 0 2 0
社会教育調査 基幹 5 4 1 0 0 0 0
学校における教育の情報化の実態等に関する調
査

一般 2 2 0 1 0 1 0

児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸
課題に関する調査

一般 14 14 0 1 0 1 0

体育・スポーツ施設現況調査 一般 1 1 0 0 0 0 0
体力・運動能力調査 一般 3 3 0 1 0 1 0
ポストドクター等の雇用・進路に関する調査 一般 0 0 0 1 0 1 0
21世紀出生児縦断調査（平成13年出生児） 一般 0 0 0 2 0 2 0

948 942 6 114 8 103 3
人口動態調査 基幹 697 694 3 33 4 27 2
毎月勤労統計調査 基幹 2 2 0 0 0 0 0
医療施設調査 基幹 46 46 0 3 0 3 0
患者調査 基幹 45 45 0 2 0 2 0
賃金構造基本統計調査 基幹 42 42 0 5 0 5 0
国民生活基礎調査 基幹 14 14 0 14 0 14 0
医師・歯科医師・薬剤師調査 一般 0 0 0 2 0 2 0
医療扶助実態調査 一般 0 0 0 1 0 1 0
社会医療診療行為別調査 一般 0 0 0 1 0 1 0
介護サービス施設・事業所調査 一般 13 13 0 3 0 3 0
介護給付費等実態調査 一般 0 0 0 6 0 6 0
家庭の生活実態及び生活意識に関する調査 一般 0 0 0 1 0 1 0
国民健康・栄養調査 一般 12 12 0 12 0 12 0
雇用動向調査 一般 2 2 0 1 0 1 0
雇用の構造に関する実態調査
　（若年者雇用実態調査）

一般 1 1 0 0 0 0 0

歯科疾患実態調査 一般 0 0 0 1 0 1 0
社会福祉施設等調査 一般 13 12 1 0 0 0 0
社会保障・人口問題基本調査
（出生動向基本調査）

一般 0 0 0 3 0 3 0

社会保障・人口問題基本調査
（人口移動調査）

一般 0 0 0 4 2 2 0

社会保障・人口問題基本調査
（生活と支え合いに関する調査）

一般 0 0 0 1 0 1 0

就労条件総合調査 一般 2 2 0 1 0 1 0
所得再分配調査 一般 1 1 0 0 0 0 0
地域保健・健康増進事業報告 一般 14 14 0 0 0 0 0
中高年者縦断調査 一般 1 1 0 3 0 2 1
21世紀出生児縦断調査（平成22年出生児） 一般 0 0 0 5 0 5 0

総務省

財務省

文部科学省

厚生労働省

資料29　法第33条の規定に基づく調査票情報の提供（実績）（令和２年度（2020年度））

第33条第１項
第１号

第33条第１項
第２号

区分

内閣府

185



統計調査 基幹・一般

統計の
作成等

名簿作成 公的機関
（規則第11
条第１項
第１号）

調査研究
（規則第11
条第１項
第２号）

特別な事由

（規則第11
条第１項
第３号）

第33条第１項
第１号

第33条第１項
第２号

区分

21世紀成年者縦断調査 一般 0 0 0 1 0 1 0
被保護者調査 一般 0 0 0 1 0 1 0
病院報告 一般 0 0 0 1 0 1 0
労働災害動向調査 一般 1 1 0 1 0 1 0
労働組合基礎調査 一般 42 40 2 0 0 0 0
福島県患者調査 一般 0 0 0 1 0 1 0
21世紀出生児縦断調査（平成13年出生児） 一般 0 0 0 7 2 5 0

42 41 1 14 0 14 0

農林業センサス 基幹 2 2 0 3 0 3 0
牛乳乳製品統計調査 基幹 10 10 0 0 0 0 0
海面漁業生産統計調査 基幹 2 2 0 0 0 0 0
漁業センサス 基幹 1 1 0 1 0 1 0
木材統計調査 基幹 14 14 0 0 0 0 0
農業経営統計調査 基幹 4 3 1 5 0 5 0
漁業経営統計調査 一般 1 1 0 0 0 0 0
漁業構造動態調査 一般 1 1 0 0 0 0 0
集落営農実態調査 一般 2 2 0 4 0 4 0
食品循環資源の再生利用等実態調査 一般 1 1 0 0 0 0 0
水産物流通調査（冷蔵水産物在庫量調査） 一般 1 1 0 0 0 0 0
農業構造動態調査 一般 1 1 0 0 0 0 0
木材流通統計調査 一般 1 1 0 0 0 0 0
６次産業化総合調査 一般 1 1 0 1 0 1 0

375 355 20 30 1 29 0
経済産業省生産動態統計調査 基幹 11 8 3 0 0 0 0
商業動態統計調査 基幹 5 5 0 0 0 0 0
経済産業省特定業種石油等消費統計調査 基幹 0 0 0 1 0 1 0
経済産業省企業活動基本調査 基幹 25 24 1 8 0 8 0
工業統計調査 基幹 198 183 15 3 0 3 0
経済構造実態調査 基幹 7 7 0 4 0 4 0
経済センサス‐活動調査 基幹 39 39 0 8 1 7 0
海外現地法人四半期調査 一般 1 1 0 0 0 0 0
海外事業活動基本調査 一般 14 14 0 4 0 4 0
工場立地動向調査 一般 64 64 0 0 0 0 0
鉄鋼生産内訳月報 一般 1 1 0 0 0 0 0
特定サービス産業動態統計調査 一般 3 2 1 0 0 0 0
商品流通調査 一般 1 1 0 0 0 0 0
専門量販店販売統計調査 一般 1 1 0 0 0 0 0
中小企業実態基本調査 一般 1 1 0 0 0 0 0
模倣被害実態調査 一般 1 1 0 0 0 0 0
情報通信業基本調査 一般 1 1 0 0 0 0 0
エネルギー消費統計統計調査 一般 0 0 0 2 0 2 0
外資系企業動向調査 一般 2 2 0 0 0 0 0

257 255 2 35 5 14 16
港湾調査 基幹 1 1 0 0 0 0 0
造船造機統計調査 基幹 9 9 0 0 0 0 0
建築着工統計調査 基幹 38 38 0 1 0 1 0
鉄道車両等生産動態統計調査 基幹 1 1 0 0 0 0 0
自動車輸送統計調査 基幹 1 1 0 0 0 0 0
内航船舶輸送統計調査 基幹 1 1 0 0 0 0 0
法人土地・建物基本調査 基幹 3 2 1 0 0 0 0
近畿圏物資流動調査 一般 2 2 0 0 0 0 0
航空貨物動態調査 一般 0 0 0 1 0 0 1
航空旅客動態調査 一般 3 3 0 3 0 0 3
国際航空貨物動態調査 一般 1 1 0 2 1 0 1
国際航空旅客動態調査 一般 8 8 0 3 0 0 3
住生活総合調査 一般 38 38 0 0 0 0 0
住宅市場動向調査 一般 1 1 0 0 0 0 0
全国貨物純流動調査 一般 4 4 0 0 0 0 0
全国道路・街路交通情勢調査 一般 3 3 0 2 2 0 0
全国都市交通特性調査 一般 4 4 0 1 0 1 0
全国輸出入コンテナ貨物流動調査 一般 16 15 1 2 1 0 1
大都市交通センサス 一般 2 2 0 1 1 0 0
東京都市圏物資流動調査 一般 2 2 0 0 0 0 0
土地保有・動態調査 一般 2 2 0 0 0 0 0
土地保有移動調査 一般 1 1 0 0 0 0 0
パーソントリップ調査 一般 62 62 0 16 0 12 4
バルク貨物流動調査 一般 6 6 0 0 0 0 0
マンション総合調査 一般 2 2 0 0 0 0 0
ユニットロード貨物流動調査 一般 6 6 0 0 0 0 0
宿泊旅行統計調査 一般 31 31 0 2 0 0 2
旅行・観光消費動向調査 一般 2 2 0 0 0 0 0
訪日外国人消費動向調査 一般 7 7 0 1 0 0 1

9 9 0 8 0 5 3
家庭部門のCO２排出実態統計調査 一般 3 3 0 3 0 2 1
家庭からの二酸化炭素排出量の推計に係る実態
調査　試験調査

一般 2 2 0 3 0 2 1

大気汚染物質排出量総合調査 一般 4 4 0 2 0 1 1
2,086 2,048 38 298 34 242 22

経済産業省

国土交通省

環境省

合　計

農林水産省
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統計調査 基幹・一般

統計の
作成等

名簿作成 公的機関
（規則第11
条第１項
第１号）

調査研究
（規則第11
条第１項
第２号）

特別な事由

（規則第11
条第１項
第３号）

第33条第１項
第１号

第33条第１項
第２号

区分

190 183 7 2 0 1 1
1,718 1,691 27 4 0 1 3

59 59 0 213 15 196 2
117 113 4 79 19 44 16

国
地方公共団体
大学
独立行政法人等その他

（参考）　内訳（提供先）

注１）令和２年度中に利用を開始したものの件数であり、令和元年度以前から継続して利用しているものは含まない。

また、統廃合された統計調査を含んだ件数となっている。

注２）提供先の属性（国、地方公共団体、大学、独立行政法人等その他の別）について、国立大学法人は、「大学」に含まれる。

また、機関に所属する者が個人として統計法第33条第１項第２号の規定に基づき調査票情報の提供を受ける場合も、所属する機関の分類に含めている。

注３）１件の申出で複数の利用目的に該当するものについては、利用目的ごとに件数を計上している。
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統計調査 基幹・一般
(1) 大学等・公
益法人が行う
調査研究

(2) 教員等が行
う調査研究

(3) 大学等・公
益法人が公募
により補助する
調査研究

(4) 特別な事由

1 0 1 0 0 1
家計調査 基幹 0 0 0 0 0 1
経済センサス‐活動調査 基幹 1 0 1 0 0 0

1 0 1 0 0 1
法人企業統計調査 基幹 1 0 1 0 0 1

5 0 5 0 0 0
経済産業省企業活動基本調査 基幹 2 0 2 0 0 0
経済センサス‐活動調査 基幹 1 0 1 0 0 0
海外事業活動基本調査 一般 2 0 2 0 0 0

0 0 0 0 0 1
家庭部門のCO２排出実態統計調査 一般 0 0 0 0 0 1

7 0 7 0 0 3

2 0 2 0 0 3
5 0 5 0 0 0
0 0 0 0 0 0

公益法人等
その他

区分

総務省

財務省

経済産業省

環境省

合　計

資料30　法第33条の２の規定に基づく調査票情報の提供（実績）（令和２年度（2020年度））

学術研究の発展
に資すると認め
られる場合
（規則第19条第１
項第１号）

高等教育の発展
に資すると認め
られる場合
（規則第19条第１
項第２号）

（参考）　内訳（提供先）
大学等

注１）令和２年度中に利用を開始したものの件数であり、令和元年度以前から継続して利用しているものは含まない。

注２）機関に所属する者が個人として統計法第33条の２第１項の規定に基づき調査票情報の提供を受ける場合は、所属する機関の分類に含めている。
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資料 31 「調査票情報の二次利用及び提供」の活用事例 

（令和２年度（2020年度）） 

 

 

 令和２年度における調査票情報の二次利用の件数は、131調査に係る 638件となっている。 

国の行政機関が、公的機関等へ調査票情報を提供した件数（法第 33 条第１項第１号に該当す

るもの）は、99調査に係る 2,084件（提供先別の内訳は、国：190 件、地方公共団体：1,718件、

大学：59 件、独立行政法人等その他：117件）となっており、公的機関等が行う統計の作成等と

同等の公益性を有する統計の作成等として総務省令で定めるものを行う者への提供件数（法第 33

条第１項第２号に該当するもの）は、78調査に係る 298 件（提供先別の内訳は、国：２件、地方

公共団体：４件、大学：213件、独立行政法人等その他：79 件）となっている。 

具体的な利用目的等の例は、表１のとおり、各種政策の立案等に係る基礎資料として活用され

ており、①白書や年次報告書等の作成のために用いる場合、②審議会等で利用する資料作成のた

めに用いる場合、③国政・地方行政の各種基本計画等の作成に用いる場合、④統計調査等のため

に用いる場合（統計調査の名簿作成及びプレプリント、調査手法や推計方法等の検討、加工統計

（国民経済計算、県民経済計算等）の作成等）などに分類できる。 

 

 

（備考）１ 提供先別の内訳について、機関に所属する者が法第 33 条第１項第２号の規定に基づき調査票

情報の提供を受ける場合も、所属する機関の分類に含めて整理している。 

    ２ 法改正後の調査票情報の利用実績については、ミクロデータ利用ポータルサイト（miripo）を

参照。 

     （https://www.e-stat.go.jp/microdata/jisseki） 

３ 法改正前のオーダーメード集計及び匿名データを利用した研究事例については、（独）統計セン

ターＨＰを参照。 

 （http://www.nstac.go.jp/services/jisseki.html） 

４ 指定地方公共団体（令和２年３月末現在で、47 都道府県及び 20 指定都市）が実施した統計調

査に係る調査票情報については、当該地方公共団体の条例の規定に基づき二次利用等が行われて

いる。なお、オーダーメード集計及び匿名データに関する規定を定めている地方公共団体も少数

みられるが、これまでのところ利用実績は無い。 
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表１ 「調査票情報の二次利用及び提供」の具体例（令和２年度） 

（所管府省） 
統計調査名 

提供先 
（注１） 

調査票情報の利用目的 

類型 
（注２） 

概要 

（内閣府）    

企業行動に関する
アンケート調査 

－ その他 

内閣府経済社会総合研究所の研究業務「企業の価格設定
に関する研究」のため、企業行動に関するアンケート調査の
調査票情報を利用し、企業の価格設定の背景を実証的に分
析するために利用 

（総務省）    

科学技術研究調査 大学 その他 

「地域の起業・イノベーションエコシステムの政策支援
の研究：ミクロ計量分析による評価」の研究の一環として、
企業や大学等の研究開発への公的支援の要因と効果を、国
による支援と地方公共団体による支援を区別して分析し、
異なる行政レベルからの公的支援の補完性と周辺地域への
スピルオーバー効果についても明らかにするために利用 

経済センサス‐活
動調査 

農林水産省 その他 

2015 年農林業センサスの統計委員会の諮問において、平
成 28 年経済センサス活動調査票を活用し、統計の作成や分
析を行うことを課題として位置付けられた。既に平成 24 年
経済センサス－活動調査を用いて分析手法・集計項目等の
精査を行ってきたところである。それらの分析結果等を用
いて、今回、平成 28 年経済センサス活動調査票と 2015 年
農林業センサス結果で新たに統計の作成や分析を行う必要
があるために利用 

国勢調査 大学 その他 

和歌山県が実施する EBPMに資する統計データ利活用推進
の一環として、統計データや行政データなどを活用した行
政課題解決に資する共同研究として「和歌山県における空
き家分布の推定」を実施し、今後の空き家対策に資するため
に利用 

（財務省）    

法人企業景気予測
調査 

大学 その他 

「不確実性や政策介入に対する企業の労働調整に関する
実証分析」の一環として、企業行動について分析するために
利用 

法人企業統計調査 中小企業庁 白書 

白書作成のため、企業の業種別、従業員規模別の財務項目
を、時系列（年次別・四半期別）に集計し、財務項目の業種
別、従業員規模別格差について考察するとともに、当座比
率、固定長期適合率など主要財務指標が企業活動における
本業の収益性を表す経営資本営業利益率へ及ぼす影響等に
ついて業種別に時系列に集計し考察するために利用 

（文部科学省）    

学校基本調査 － その他 
私立学校における学校編成の検討のための基礎資料を作

成するために利用 

21 世紀出生児縦断
調査（平成 13 年出
生児） 

独立行政法人 その他 

祖父母との同居と子どもの人的資本の関連についての研
究のために利用 

（厚生労働省）    

病院報告 － その他 

新型コロナウイルス感染症が流行している状況下におい
て、病院報告（月報概数）で公表している患者数を開設者別
に分析するために利用 

国民健康・栄養調査 大学 その他 

国民健康・栄養調査の調査票情報を用いて「歯科口腔保健
の新たな評価方法・評価指標の開発のための調査研究～我
が国の歯科健康格差縮小へのヘルスサービスリサーチ～」
を実施するために利用 
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（所管府省） 
統計調査名 

提供先 
（注１） 

調査票情報の利用目的 

類型 
（注２） 

概要 

介護サービス施設・
事業所調査 

地方公共団体 その他 
報告書（年報等）の作成（公表）及び行政運営資料の作成

（部内資料として非公表）、またはいずれか一方として利用 

（農林水産省）    

海面漁業生産統計
調査 

地方公共団体 統計調査 

地方公共団体の魚種別漁獲量、漁業種類別漁獲量、養殖
魚種別収獲量及びのり類収獲量について、地区別及び市町
村別に集計するために利用 

農業経営統計調査 大学 統計調査 

平成 30年度農林水産政策科学研究委託事業「「日本型持
続可能な開発目標（SDGs）モデル」の構築に資する農業分
野における成長市場の創出やイノベーション推進に関する
研究」のうち、大学が受託した試験研究調査「ミクロ・パ
ネルデータを用いた日本農業の生産効率性の計測」におい
て、経営形態と効率性の関係、効率性の規定要因を明らか
にし、農業の生産効率性に関する分析等を行うために利用 

（経済産業省）    

工業統計調査 － 統計調査 

経済産業省生産動態統計調査（以下「生動調査」という。）
の統計精度の維持・向上を目的とし、工業統計調査の調査票
情報を基に、生動調査の調査対象事業所から漏れている事
業所を補捉し、生動調査の名簿の作成を行う（事業所脱漏調
査）ために利用。同時に、既に生動調査の調査対象事業所で
あるものの、報告がなされていない品目を捕捉するために
利用（品目脱漏調査）。 

工業統計調査 地方公共団体 統計調査 
2020年工業統計調査の集計・公表及び管内市町村が集

計・公表する際に調査票情報を提供するために利用 

経済産業省企業活
動基本調査 

内閣府 基本計画 

国民経済計算年次推計（平成 27 年基準）では、国際収
支統計のサービス収支に計上される「著作権等使用料」を
ソフトウェアとその他に分割し、かつ、各産業の輸出入に
計上する必要があり、著作権使用料の海外との受払をこの
ように分割するために利用 

（国土交通省）    

全国輸出入コンテ
ナ貨物流動調査 

－ その他 

統計データとしてコンテナ流動の状況やその品目等を整
理し、貨物需要推計の基礎資料や事業評価の参考資料とし
て活用するために利用 

建築着工統計調査 地方公共団体 基本計画 
県が建築行政の資料として、県内の建築物の着工状況に

関する統計を作成するために利用 

住生活総合調査 地方公共団体 基本計画 
住生活総合調査票データを活用し、県の住生活基本計画

見直しに向けた資料とするために利用 

（環境省）    

大気汚染物質排出
量総合調査 

地方公共団体 審議会 
港湾計画の改訂に際して環境影響評価に活用するために

利用 

（注）１ 「提供先」が統計調査の所管府省と同一の場合（調査票情報の二次利用の場合）は、「－」としている。 

２ 主として用いられている「類型」は以下のとおり 

・白書：白書や年次報告書等の作成のために用いる場合 

・審議会:審議会等で利用する資料作成のために用いる場合 

・基本計画：国政・地方行政の各種基本計画等の作成に用いる場合 

・統計調査：統計調査等のために用いる場合（統計調査の名簿作成及びプレプリント、調査手法や推計方法

等の検討、加工統計（国民経済計算、県民経済計算等）の作成等） 

・その他：上記以外 

（複数に該当する場合もあるが、本表では主なもののみを記載） 
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また、法第 33条の２第１項に基づき調査票情報を提供した件数は、６調査に係る 10件（提供

先別の内訳は、大学：５件、公益法人等５件）となっている。 

 具体的な利用目的等の例は、表２のとおりである。 

 
表２ 「法第 33条の２に基づく調査票情報の提供」の具体例（令和２年度） 

（注） 機関に所属する者が個人として統計法第 33 条の２第１項の規定に基づき調査票情報の提供を受ける場合は、

所属する機関の分類に含めている。 

 

 

（所管府省） 
統計調査名 

提供先 調査票情報の利用目的 

（総務省）   

家計調査 大学 

大学が教養教育として令和 3 年度より実施する科目「データ・サイ
エンス」において、データの可視化方法を例示するために、ぎょうざ、
まぐろの消費量および世帯収入に関するヒストグラムを用いることを
考えており、図作成のために調査票情報を利用 

（財務省）   

法人企業統計調査 公益法人等 

統計的データマッチング手法を用いたミクロデータの活用と、日本
企業の成長力を強化するために金融機関と金融政策が果たす役割の研
究のため。 

（経済産業省）   

海外事業活動基本
調査 

大学 

年々活発化する海外直接投資・グローバル生産チェーンの中で、日本
の各企業はどのように海外直接投資活動を展開しているのかについて
国際政治経済学の視点からは、企業の海外直接投資に影響する政治的
要因について研究されてきたが、調査票を用いることでよりミクロレ
ベルでの検討を加えるために利用。 

（環境省）   

家庭部門の CO2 排
出実態統計調査 

大学 

学生の卒業研究において、実データを用いてエネルギー消費に起因
する CO2 排出の要因を統計解析する課題を設定し、社会に貢献し得る
統計解析結果を導かせるために利用。 
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資料32　オーダーメード集計及び匿名データの利用可能な統計調査【各府省、日本銀行の報告事項】

（１）オーダーメード集計の利用可能な統計調査

統計調査名 提供対象
統計

調査数
年次単位の

提供数
統計

調査数
年次単位の

提供数
統計

調査数
年次単位の

提供数
統計

調査数
年次単位の

提供数
統計

調査数
年次単位の

提供数

3 35 3 38 3 41 3 44 3 47
法人企業景気予測調査
（財務省と共管）

平成16年４－６月期
  ～令和２年7－9月期 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17

企業行動に関するアンケート調査 平成18年度～令和元年度 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14

消費動向調査 平成16年度～令和元年度 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16

8 119 9 125 9 130 10 134 10 138

国勢調査
昭和55年、60年、平成２年、７
年、12年、17年、22年、27年 1 7 1 8 1 8 1 8 1 8

住宅・土地統計調査
昭和53年、58年、63年、平成５
年、10年、15年、20年、25年、30
年

1 8 1 8 1 8 1 8 1 9

労働力調査
昭和55年１月～令和元年12月
（月次調査） 1 36 1 37 1 38 1 39 1 40

家計調査
昭和56年１月～令和元年12月
（月次調査） 1 35 1 36 1 37 1 38 1 39

就業構造基本調査
昭和54年、57年、62年、平成４
年、９年、14年、19年、24年、29
年

1 8 1 8 1 9 1 9 1 9

全国家計構造調査
（全国消費実態調査）

平成６年、11年、16年、21年、26
年 1 4 1 4 1 5 1 5 1 5

社会生活基本調査
昭和56年、61年、平成３年、８
年、13年、18年、23年、28年 1 7 1 8 1 8 1 8 1 8

家計消費状況調査
平成14年１月～令和元年12月
（月次調査） 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18

経済センサス‐基礎調査 平成26年 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

経済センサス‐活動調査 平成28年 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

2 46 2 48 2 50 2 52 2 54

年次別法人企業統計調査 昭和58年度～令和元年度 1 33 1 34 1 35 1 36 1 37
法人企業景気予測調査
（内閣府と共管）

平成16年４－６月期
  ～令和２年７－９月期 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17

1 7 1 7 1 7 1 7 1 7

学校基本調査 平成20年度～26年度 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7

5 29 5 34 5 37 5 40 5 45

人口動態調査（出生票、死亡票） 平成19年～30年 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12

毎月勤労統計調査（特別調査） 平成21年～令和元年 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11

医療施設（静態）調査 平成20年、23年、26年、29年 1 2 1 3 1 3 1 3 1 4

患者調査 平成20年、23年、26年、29年 1 2 1 3 1 3 1 3 1 4

賃金構造基本統計調査 平成18年～令和元年 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14

5 27 5 30 5 31 5 31 5 43

農林業センサス
平成２年、７年、12年、17年、22
年、27年 1 3 1 3 1 3 1 3 1 6

海面漁業生産統計調査 平成19～30年 1 9 1 10 1 10 1 10 1 12

漁業センサス 平成15年、20年、25年、30年 1 3 1 3 1 3 1 3 1 4

木材統計調査（製材月別統計調査） 平成23～令和２年 1 5 1 6 1 6 1 6 1 10

農業経営統計調査 平成20～30年 1 7 1 8 1 9 1 9 1 11

1 8 1 9 1 10 1 11 1 12

経済産業省企業活動基本調査
平成20年度調査～30年度調査
（19年度実績～29年度実績）、
2019年度調査（2018年度実績）

1 8 1 9 1 10 1 11 1 12

1 7 1 8 1 9 1 10 1 11

建築着工統計調査
平成21年4月～令和2年3月
（月次調査） 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11

0 0 1 1 1 1 2 2 2 3
家庭からの二酸化炭素排出量の推
計に係る実態調査 全国試験調査

平成26年10月～平成27年9月 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
家庭部門のCO２排出実態統計調査
（家庭CO2統計）

平成29～30年度 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2

25 265 27 286 27 301 29 315 29 343

1 13 1 14 1 15 1 16 1 17

短観（全国企業短期経済観測調査）
平成16年３月調査以降、受付時
点に公表済みの各調査回（最新
調査回を除く）

1 13 1 14 1 15 1 16 1 17

26 278 28 300 28 316 30 331 30 360

（２）　匿名データの利用可能な統計調査

統計調査名 提供対象
統計

調査数
年次単位の

提供数
統計

調査数
年次単位の

提供数
統計

調査数
年次単位の

提供数
統計

調査数
年次単位の

提供数
統計

調査数
年次単位の

提供数

6 40 6 41 6 43 6 45 6 50

国勢調査 平成12年、17年、22年、27年 1 2 1 2 1 2 1 4 1 4

住宅・土地統計調査
平成５年、10年、15年、20年、25
年 1 3 1 3 1 5 1 5 1 5

労働力調査
平成元年１月～平成29年12月
（月次調査） 1 24 1 24 1 24 1 24 1 29

就業構造基本調査 平成４年、９年、14年、19年 1 3 1 4 1 4 1 4 1 4
全国家計構造調査
（全国消費実態調査）

平成元年、６年、11年、16年 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4

社会生活基本調査 平成３年、８年、13年、18年 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4

1 5 1 5 1 7 1 7 1 7

国民生活基礎調査
平成7年、10年、13年、16年、19
年、22年、25年 1 5 1 5 1 7 1 7 1 7

7 45 7 46 7 50 7 52 7 57

２年度

令和元年度
府省等名

平成28年度 ２年度

内閣府

総務省

財務省

29年度 30年度

文部科学省

厚生労働省

農林水産省

経済産業省

国土交通省

環境省

（国の行政機関）小計

日本銀行

合計
注）共管調査（複数の府省が共同で行う調査）については、共管の府省にそれぞれ計上しているため、各府省ごとの件数と

厚生労働省

合計

総務省

平成28年度 29年度 30年度 令和元年度
府省名
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（１）オーダーメード集計の提供実績

統計調査名 平成28年度 29年度 30年度 令和元年度 ２年度 累　計

1 0 0 1 0 6

法人企業景気予測調査（財務省と共管） 0 0 0 0 0 1

企業行動に関するアンケート調査 0 0 0 0 0 0

消費動向調査 1 0 0 1 0 5

12 17 18 25 14 175

国勢調査 7 4 9 13 4 76

住宅・土地統計調査 1 3 2 2 2 23

労働力調査 2 2 0 1 0 9

家計調査 1 3 1 3 2 16

就業構造基本調査 1 6 3 7 2 29

全国家計構造調査 0 1 1 0 1 5

社会生活基本調査 1 0 2 0 1 8

家計消費状況調査 0 0 0 0 0 0

経済センサス‐基礎調査 - 0 0 0 0 0

経済センサス‐活動調査 - 0 0 0 2 0

0 0 0 0 0 1

年次別法人企業統計調査 0 0 0 0 0 0

法人企業景気予測調査（内閣府と共管） 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 1

学校基本調査 0 0 0 0 0 1

1 5 4 2 1 25

人口動態調査 1 2 2 2 1 11

毎月勤労統計調査（特別調査） 0 0 0 0 0 0

医療施設（静態）調査 0 0 0 0 0 0

患者調査 0 1 1 0 0 5

賃金構造基本統計調査 0 2 1 0 0 8

0 0 0 0 0 0

農林業センサス 0 0 0 0 0 0

海面漁業生産統計調査 0 0 0 0 0 0

漁業センサス 0 0 0 0 0 0

木材統計調査（製材月別統計調査） 0 0 0 0 0 0

農業経営統計調査 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

経済産業省企業活動基本調査 0 0 0 0 0 0

3 3 1 5 3 18

建築着工統計調査 3 3 1 5 3 15

0 0 0 1 1 2

家庭からの二酸化炭素排出量の推計に係る
実態調査 全国試験調査

- 0 0 1 0 1

家庭部門のCO２排出実態統計調査 - 0 0 0 1 1

17 25 22 34 19 225

0 0 0 1 0 2

短観（全国企業短期経済観測調査） 0 0 0 1 0 2

17 25 22 35 19 227

平成28年度 29年度 30年度 令和元年度 ２年度 累　計

合　計 18 27 23 36 19 234

区分
提供件数　（統計調査ごとに計上した場合）

環境省

（国の行政機関）小　計

日本銀行

合　計

（参考）統計調査ごとに計上した場合の提供件数の合計

国土交通省

資料33　オーダーメード集計及び匿名データの提供（実績）

府省名
提供件数

内閣府

総務省

財務省

文部科学省

厚生労働省

農林水産省

経済産業省

利用目的は、平成25年度の就業構造基本調査（１件）、28年度の消費動向調査（１件）及び29年度の就業構造基本調査（２件）に係る利用が高等教育目的であり、令和元年度

の住宅・土地統計調査（１件）、就業構造基本調査（１件）及び建築着工統計調査（２件）に係る利用が官民データ統計利活用事業目的である。その他の利用は全て学術研究目

的である。

平成22年度については、共管調査（複数の府省が共同で行う調査）の提供実績が１件（法人企業景気予測調査（内閣府及び財務省））あり、共管の府省にそれぞれ計上してい

るため、各府省の小計欄の合計と合計欄の数字は一致しない。

平成24年度、28年度、29年度及び令和元年度については、１件の提供で複数の統計調査に係るオーダーメード集計の提供を行ったものがあるため、①総務省の各統計調査

注１）

注２）

注３）
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（２）匿名データの提供実績

統計調査名 平成28年度 29年度 30年度 令和元年度 ２年度 累　計

31 39 38 17 22 359

学術研究目的 28 37 36 16 20 331

教育目的（高等教育目的） 3 2 2 1 1 27

国際比較統計利活用事業目的 0 0 0 0 1 1

（参考）統計調査ごとに計上
           した場合の小計 37 50 52 19 28 435

学術研究目的 34 44 50 18 24 392

教育目的（高等教育目的） 3 6 2 1 3 42

国際比較統計利活用事業目的 0 0 0 0 1 1

国勢調査 2 2 6 2 9 27

学術研究目的 2 2 6 2 8 26

教育目的（高等教育目的） 0 0 0 0 1 1

住宅・土地統計調査 1 2 4 3 2 27

学術研究目的 1 1 4 3 1 23

教育目的（高等教育目的） 0 1 0 0 1 4

労働力調査 3 2 2 1 1 18

学術研究目的 2 1 2 1 0 14
教育目的（高等教育目的） 1 1 0 0 0 3

国際比較統計利活用事業目的 0 0 0 0 1 1

就業構造基本調査 6 15 16 5 8 110

学術研究目的 6 13 15 5 8 94

教育目的（高等教育目的） 0 2 1 0 0 16

全国家計構造調査 14 12 13 5 3 126

学術研究目的 14 11 13 4 2 116

教育目的（高等教育目的） 0 1 0 1 1 10

社会生活基本調査 11 17 11 3 5 127

学術研究目的 9 16 10 3 5 119

教育目的（高等教育目的） 2 1 1 0 0 8

8 6 11 9 12 73

学術研究目的 7 6 11 7 10 66

教育目的（高等教育目的） 1 0 0 2 1 6

国際比較統計利活用事業目的 0 0 0 0 1 1

国民生活基礎調査 8 6 11 9 12 73

学術研究目的 7 6 11 7 10 66
教育目的（高等教育目的） 1 0 0 2 1 6

国際比較統計利活用事業目的 0 0 0 0 1 1

39 45 49 26 34 432

学術研究目的 35 43 47 23 30 397

教育目的（高等教育目的） 4 2 2 3 2 33

国際比較統計利活用事業目的 0 0 0 0 2 2

平成28年度 29年度 30年度 令和元年度 ２年度 累　計

合　計 45 56 63 28 40 688
学術研究目的 41 50 61 25 34 458

教育目的（高等教育目的） 4 6 2 3 4 228

国際比較統計利活用事業目的 0 0 0 0 2 2

区分
提供件数　（統計調査ごとに計上した場合）

府省名
提供件数

総務省

厚生労働省

合　計

注１）　利用目的のうち、高等教育に限定されていた提供範囲について、法改正により教育目的に拡大された。
注２）　利用目的について、官民データ統計利活用事業目的は提供実績がないため、記載していない。
注３）　１件の提供申出に対して複数の統計調査に係る匿名データの提供を行ったものがあるため、総務省の各統計調査の提供件数の合計と小計欄の数字は一致
      しない。

（参考）統計調査ごとに計上した場合の提供件数の合計
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資料34　国連アジア太平洋統計研修所  1970年からの研修事業参加者数
2021年3月末現在

国／地域 合計 東京ベース事業 研修所外事業 遠隔学習事業
合計 152 24,290 4,422 11,107 8,761

ESCAP 域内国 58 23,675 4,047 11,074 8,554
アフガニスタン 1 227 65 108 54
米領サモア 1 9 0 9 0
アルメニア 1 101 18 48 35
オーストラリア 1 51 3 25 23
アゼルバイジャン 1 76 22 22 32
バングラデシュ 1 652 202 338 112
ブータン 1 322 90 196 36
ブルネイ 1 243 21 187 35
カンボジア 1 467 116 319 32
中華人民共和国 1 2,536 164 605 1,767
香港 1 262 92 144 26
マカオ 1 177 7 121 49
クック諸島 1 113 28 72 13
北朝鮮 1 98 0 98 0
フィジー 1 367 88 224 55
ジョージア 1 105 21 31 53
グアム 1 38 0 35 3
インド 1 679 191 261 227
インドネシア 1 3,495 223 440 2,832
イラン 1 676 128 361 187
日本 1 178 64 71 43
カザフスタン 1 113 34 43 36
キリバス 1 162 24 132 6
キルギス 1 67 26 22 19
ラオス 1 549 128 340 81
マレーシア 1 805 191 495 119
モルディブ 1 666 91 483 92
マーシャル諸島 1 104 16 87 1
ミクロネシア連邦 1 98 29 51 18
モンゴル 1 706 147 416 143
ミャンマー 1 1,227 138 432 657
ナウル 1 16 6 7 3
ネパール 1 756 139 569 48
ニューカレドニア 1 38 1 37 0
ニュージーランド 1 25 0 13 12
ニウエ 1 49 7 40 2
北マリアナ諸島 1 2 0 2 0
パキスタン 1 621 152 430 39
パラオ 1 16 4 8 4
パプアニューギニア 1 307 70 232 5
フィリピン 1 1,390 226 721 443
大韓民国 1 453 110 312 31
ロシア 1 106 4 21 81
サモア 1 250 81 119 50
シンガポール 1 183 49 45 89
ソロモン諸島 1 140 32 94 14
スリランカ 1 928 198 605 125
タジキスタン 1 104 44 57 3
タイ 1 1,183 219 634 330
東ティモール 1 210 42 137 31
トンガ 1 150 43 89 18
太平洋諸島信託統治領 1 40 7 33 0
トルコ 1 144 15 15 114
トルクメニスタン 1 14 9 3 2
ツバル 1 58 12 44 2
ウズベキスタン 1 117 37 13 67
バヌアツ 1 139 33 92 14
ベトナム 1 867 140 486 241
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国／地域 合計 東京ベース事業 研修所外事業 遠隔学習事業
ESCAP 域外国 94 615 375 33 207

アルバニア 1 3 3 0 0
アルジェリア 1 2 1 0 1
アンゴラ 1 3 2 0 1
アンティグアバーブダー 1 3 0 0 3
アルゼンチン 1 2 1 0 1
バルバドス 1 1 1 0 0
ベラルーシ 1 1 1 0 0
ベリーズ 1 2 2 0 0
ベナン 1 1 1 0 0
ボリビア 1 4 4 0 0
ボスニア・ヘルツェゴビナ 1 2 2 0 0
ボツワナ 1 6 3 0 3
ブラジル 1 7 6 1 0
ブルガリア 1 2 2 0 0
ブルンジ 1 3 0 0 3
カメルーン 1 15 12 0 3
コロンビア 1 1 1 0 0
コモロ 1 4 1 0 3
コートジボワール 1 1 1 0 0
クロアチア 1 1 0 0 1
キューバ 1 3 3 0 0
チェコ共和国 1 1 1 0 0
コンゴ民主共和国 1 2 2 0 0
ジブチ 1 1 1 0 0
ドミニカ国 1 2 2 0 0
ドミニカ共和国 1 1 1 0 0
エクアドル 1 4 4 0 0
エジプト 1 26 23 0 3
赤道ギニア 1 4 1 0 3
エスワティニ 1 9 9 0 0
エチオピア 1 16 15 0 1
フランス 1 13 0 10 3
ドイツ 1 1 0 1 0
ガーナ 1 32 23 0 9
グァテマラ 1 5 5 0 0
ギニア 1 2 0 0 2
ガイアナ 1 8 0 0 8
ホンジュラス 1 4 4 0 0
イラク 1 29 27 0 2
イタリア 1 1 1 0 0
ジャマイカ 1 4 4 0 0
ヨルダン 1 1 0 0 1
ケニア 1 23 9 0 14
コソボ 1 6 6 0 0
ラトビア 1 1 1 0 0
レバノン 1 1 1 0 0
レソト 1 10 10 0 0
ルクセンブルク 1 2 0 2 0
マダガスカル 1 1 1 0 0
マラウイ 1 11 9 0 2
マリ 1 2 2 0 0
モーリタニア 1 1 1 0 0
モーリシャス 1 20 4 0 16
メキシコ 1 3 0 0 3
モロッコ 1 13 0 0 13
モザンビーク 1 10 4 0 6
ナミビア 1 19 0 0 19
ニジェール 1 2 2 0 0
ナイジェリア 1 20 18 0 2
ノルウェー 1 1 0 1 0
オマーン 1 10 10 0 0
パレスチナ 1 15 15 0 0
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国／地域 合計 東京ベース事業 研修所外事業 遠隔学習事業
パナマ 1 2 2 0 0
パラグアイ 1 2 2 0 0
ペルー 1 6 6 0 0
モルドバ 1 3 3 0 0
ルーマニア 1 3 3 0 0
ルワンダ 1 15 11 0 4
セントルシア 1 5 1 1 3
セントキッツネヴィス 1 1 0 0 1
セントビンセント及びグレナディーン諸島 1 3 3 0 0
サントメ・プリンシペ 1 1 0 1 0
サウジアラビア 1 2 2 0 0
セネガル 1 6 4 0 2
セルビア 1 1 1 0 0
セーシェル 1 5 1 0 4
シエラレオネ 1 3 3 0 0
スロバキア 1 1 1 0 0
南アフリカ 1 1 1 0 0
南スーダン 1 6 6 0 0
スーダン 1 13 12 0 1
スイス 1 4 0 4 0
シリア 1 18 8 0 10
チュニジア 1 2 2 0 0
ウガンダ 1 7 1 0 6
ウクライナ 1 2 2 0 0
タンザニア 1 59 25 0 34
米国 1 23 0 12 11
連合王国 1 1 0 0 1
アラブ首長国連邦 1 2 0 0 2
ウルグアイ 1 1 1 0 0
イエメン 1 1 1 0 0
ザンビア 1 10 8 0 2
ジンバブエ 1 2 2 0 0
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資料 35 政府統計の総合窓口（e-Stat）について 

 

 

 “e-Stat”とは、政府が作成・公表する統計（Statistics）に関する幅広い

分野の統計調査結果を、インターネット上で提供している総合窓口（ポータル

サイト）です。 

 知りたい統計データを探すための検索機能をはじめ、グラフ形式で見ること

や、地図上への統計データの表示もできるなど、日常生活、学習、ビジネス、

研究などに政府統計を活用する上で便利な様々な機能が備わっているサイトで

す。 

 令和元年(2019年)５月１日に、改正統計法の施行に伴う調査票情報の二次的

利用に関する各種情報を集約した「ミクロデータ利用ポータルサイト

（miripo）」の開設に併せ、e-Statのトップページの変更等、ユーザビリティ

の向上に配慮した機能改修を実施しました。 

 また、令和２年(2020年)７月９日に、「時系列表」の機能を追加しました。 

 

 

【統計データを探す】 

目的とする統計データを探し、グラフで 
見たり、そのデータをダウンロードするこ
とができます。 

分野などの「絞込み」と「キーワード 
検索」を組み合わせて使うことで、目的の
統計を見つけやすくします。 

【統計データを活用する】 
統計データをより便利に使えるよう、 
次の機能が使えます。 

• 主要な統計データを視覚的に分かりやす
い形で提供している「統計ダッシュボー
ド」 

• 統計データを地図上で表示できる 
「jSTAT MAP」 

• 都道府県・市区町村の主要な統計データ
の抽出、ランキング、類似地域の検索機
能 

【統計データの高度利用等】 
統計データをより高度に利用するための 
次の機能、情報を掲載しています。 

• ミクロデータ（統計調査の調査票情報）
を利用するためのポータルサイト 

• 統計データを自動で取得できる API
や、統計 LODを紹介 

• 統計に用いる分類・用語の説明、 
調査票のサンプル等を掲載 
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資料 36 政府統計共同利用システムについて 

 

 

 政府は、国民にとって便利で使いやすい統計データの提供や各府省等の統計

情報システムの集約を図るため、平成 20年(2008年)４月から、総務省を中心

に全府省が参画して新たな「政府統計共同利用システム」をスタートさせまし

た。 

 このシステムは、各府省等の統計データの公表や統計調査の企画立案、オン

ライン調査の実施などに役立つ様々な機能を備えており、インターネットを通

じて各府省等の統計がつながり、国民にとって政府統計がより身近なものとし

て役立つことが期待されています。政府統計共同利用システムの主な機能とし

ては、（１）国民や企業など統計の利用者が、インターネット経由で統計の公

表予定時期や公表結果を調べたり、地図や図表で統計を見たりすることができ

る「政府統計の総合窓口(e-Stat)」、（２）各府省等のオンライン調査を行う

「政府統計オンライン調査総合窓口」があります。このほかにも各府省等が事

業所や企業を調査する場合に、調査対象者を抽出する際などに利用する「事業

所母集団データベース」などがあります。 
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